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美
浜
、
高
浜
発
電
所

原
⼦
炉
施
設
保
安
規
定
変
更
認
可
申
請
／
補
正
の
概
要
に
つ
い
て

20
19
年

8月
27
日

関
⻄
電
⼒
株
式
会
社

枠
組
み
の
範
囲
は
機
密
に
係
る
事
項
で
す
の
で
公
開
す
る
こと
は
で
き
ま
せ
ん
。

資
料
１
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１
．
保
安
規
定
変
更
認
可
申
請
／
補
正
に
つ
い
て

本
保
安
規
定
変
更
認
可
申
請
／
補
正
に
つ
い
て
は
、2

01
9年

7⽉
31
⽇
に
実
施
して
お
り、
申
請
内
容
は
上
流
審
査
を

踏
ま
え
、以
下
の
とお
り作
成
して
い
る
。

【経
緯
】

○
美
浜
３
号
炉

︓
新
規
制
基
準
適
合
性
に
係
る
設
置
変
更
許
可
申
請
（

20
15

.3
.1

7）
新
規
制
基
準
適
合
性
に
係
る
保
安
規
定
変
更
認
可
申
請
（

20
15

.3
.1

7）
新
規
制
基
準
適
合
性
に
係
る
設
置
変
更
許
可
（

20
16

.1
0.

5）
○
⾼
浜
１
，
２
号
炉
︓
新
規
制
基
準
適
合
性
に
係
る
設
置
変
更
許
可
申
請
（

20
15

.3
.1

7）
新
規
制
基
準
適
合
性
に
係
る
設
置
変
更
許
可
（

20
16

.4
.2

0）

【保
安
規
定

の
記
載
内
容
】

上
流
審
査
の
許
可
を
踏
ま
え
て
、保
安
規
定
は
、「
保
安
規
定
変
更
に
係
る
基
本
⽅
針
」に
従
って
、上
流
審
査
に
て
確
認

され
た
原
子
炉
施
設
の
安
全
性
が
、運
転
段
階
に
お
い
て
も
継
続
して
確
保
され
て
い
る
こと
を
担
保
す
る
た
め
に
必
要
な
事

項
を
定
め
る
。

【今
後
の
予

定
】

○
⾼
浜
発
電
所
原
⼦
炉
施
設
保
安
規
定
に
つ
い
て
は
、以
下
の
設
置
変
更
許
可
後
に
補
正
申
請
を
実
施
す
る
。

・重
⼤
事
故
等
対
処
設
備
及
び
体
制
の
⼀
部
を変
更
。（
Ｓ
Ａ
対
策
⾼
度
化
）

・使
⽤
済
燃
料
貯
蔵
設
備
及
び
使
⽤
済
燃
料
貯
蔵
槽
の
冷
却
等
の
た
め
の
設
備
を⼀
部
変
更
。（
未
臨
界
性
評
価
⼿
法
の
変
更
）

（
・今
後
の
設
置
許
可
の
審
査
を
踏
まえ
、必
要
に
応
じて
、津
波
警
報
が
発
表
され
な
い
可
能
性
の
あ
る
津
波
へ
の
対
応
を反
映
す
る
。）
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2．
保
安
規
定
の
主
要
な
変
更
内
容
（
美
浜
発
電
所

/⾼
浜
発
電
所
）

章
項
目

美
浜
保
安
規
定

高
浜

保
安

規
定

第
１
章
総
則

主
要
な
変
更
な
し

第
２
章
品
質
保
証
計
画

○
原
⼦
⼒
規
制
委
員
会
設
置
法
の
施
⾏
に
伴
う関
係
規
則
の
整
備
等
に
伴
う変
更

→
品
質
保
証
規
則
改
正
の
反
映

主
要
な
変
更
な
し

第
３
章
保
安
管
理
体
制
お
よ
び
評
価

○
原
⼦
⼒
規
制
委
員
会
設
置
法
の
施
⾏
に
伴
う関
係
規
則
の
整
備
等
に
伴
う変
更
→
炉
主
任
の
選
任
、職
務
等
の
変
更
（
⾼
浜
は
１
，
２
号
炉
へ
の
適
⽤
範
囲
拡
⼤
）

第
４
章

運
転
管
理

廃
⽌
措
置
管
理

（
美
浜
第
２
編
）

○
原
⼦
⼒
規
制
委
員
会
設
置
法
の
施
⾏
に
伴
う関
係
規
則
の
整
備
等
に
伴
う変
更
→

SA
設
備
の
Ｌ
Ｃ
Ｏ
設
定
他

○
実
⽤
発
電
⽤
原
⼦
炉
及
び
その
附
属
施
設
の
位
置
、構
造
及
び
設
備
の
基
準
に
関
す
る
規
則
等
の
⼀
部
改
正
に
伴
う変
更
→
バ
ック
フィ
ット
に
よ
る
変
更
を
反
映

○
安
全
保
護
系
設
定
値
の
⾒
直
しに
伴
う変
更

○
[美
浜

:３
号
炉

/⾼
浜

:１
号
炉
及
び
２
号
炉

]安
全
保
護
回
路
デ
ジ
タル
化
に
伴
う変
更

○
[美
浜

:３
号
炉

/⾼
浜

:１
号
炉
及
び
２
号
炉

]中
央
制
御
盤
取
替
等
に
伴
う変
更
→
設
備
名
称
、計
測
装
置
の
項
⽬
、設
定
値
を
⾒
直
し

○
3号

炉
の
炉
内
構

造
物
取
替
に
伴
う変

更
→
ほ
う酸
タン
クの
ほ
う酸
⽔
量
制
限
値
の
変
更

ー

ー
○
１
号
炉
及
び
２

号
炉

へ
の
⾼

燃
焼

度
燃

料
導

⼊
に
伴

う変
更

→
蓄
圧
タン
ク、
燃
取
タン
クの
ほ
う素
濃
度
変
更

○
実
⽤
発
電
⽤
原
⼦
炉
の
設
置
、運
転
等
に
関
す
る
規
則
の
改
正
に
伴
う変
更

→
火
山
影
響
等
発
生
時
の
体
制
に
整
備
に
関
す
る
事
項
を
追
加

[第
２
編

]
ー

第
５
章
燃
料
管
理

主
要
な
変
更
な
し

○
原
⼦
⼒
規
制
委
員
会
設
置
法
の
施
⾏
に
伴
う関
係
規
則
の
整
備
等
に
伴
う変
更

→
実
効
増
倍
率

0.
98
以
下
に
管
理
す
る
旨
を
反
映
他

第
６
章
放
射
性
廃
棄
物

○
１
号
炉
及
び
２

号
炉

へ
の
⾼

燃
焼

度
燃

料
導

⼊
に
伴

う変
更
→
放
出
管
理
⽬
標
値
を
変
更

第
７
章
放
射
線
管
理

主
要
な
変
更
な
し

第
８
章
保
守
管
理

○
原
⼦
⼒
規
制
委
員
会
設
置
法
の
施
⾏
に
伴
う関
係
規
則
の
整
備
等
に
伴
う変
更
→
保
全
対
象
に
設
置
許
可
、工
認
対
象
設
備
及
び
多
様
性
拡
張
設
備
を
追
加
（
高
浜
は
１
，
２
号
炉
へ

の
適
用
範
囲
拡
大
）

第
９
章
非
常
時
の
措
置

○
原
⼦
⼒
規
制
委
員
会
設
置
法
の
施
⾏
に
伴
う関
係
規
則
の
整
備
等
に
伴
う変
更
→
原
⼦
⼒
防
災
組
織
図
の
⾒
直
し（
美
浜
は

[第
２
編

]も
同
様
に
変
更
）
他

第
１
０
章
保
安
教
育

○
原
⼦
⼒
規
制
委
員
会
設
置
法
の
施
⾏
に
伴
う関
係
規
則
の
整
備
等
に
伴
う変
更

→
保
安
教
育
項
目
の
追
加

主
要
な
変
更
な
し

第
１
１
章
記
録
お
よ
び
報
告

○
原
⼦
⼒
規
制
委
員
会
設
置
法
の
施
⾏
に
伴
う関
係
規
則
の
整
備
等
に
伴
う変
更
→
記
録
対
象
の
追
加

添
付
１
異
常
時
の
運
転
操
作
基
準

○
原
⼦
⼒
規
制
委
員
会
設
置
法
の
施
⾏
に
伴
う関
係
規
則
の
整
備
等
に
伴
う変
更
→
高
浜
は
１
，
２
号
炉
へ
の
適
用
範
囲
拡
大

添
付
２

火
災
、内
部
溢
水
、火
山
影
響
等
お
よ
び

自
然
災
害
対
応
に
係
る
実
施
基
準

○
原
⼦
⼒
規
制
委
員
会
設
置
法
の
施
⾏
に
伴
う関
係
規
則
の
整
備
等
に
伴
う変
更
→
高
浜
は
１
，
２
号
炉
へ
の
適
用
範
囲
拡
大

○
実
⽤
発
電
⽤
原
⼦
炉
及
び
その
附
属
施
設
の
位
置
、構
造
及
び
設
備
の
基
準
に
関
す
る
規
則
等
の
⼀
部
改
正
に
伴
う変
更
→
バ
ック
フィ
ット
に
よ
る
変
更
を
反
映

添
付

3
重
大
事
故
等
お
よ
び
大
規
模
損
壊
対
応

に
係
る
実
施
基
準

○
原
⼦
⼒
規
制
委
員
会
設
置
法
の
施
⾏
に
伴
う関
係
規
則
の
整
備
等
に
伴
う変
更
→
高
浜
は
１
，
２
号
炉
へ
の
適
用
範
囲
拡
大

○
実
⽤
発
電
⽤
原
⼦
炉
及
び
その
附
属
施
設
の
位
置
、構
造
及
び
設
備
の
基
準
に
関
す
る
規
則
等
の
⼀
部
改
正
に
伴
う変
更
→
バ
ック
フィ
ット
に
よ
る
変
更
を
反
映

添
付
４
（
７
）
管
理
区
域
図

○
管
理
区
域
図
の
変
更

→
３
号
炉
内
部
溢
⽔
対
策
に
伴
う管
理
区
域
設
定
変
更
他

○
管
理
区
域
図
の
変
更

→
１
，
２
号
炉
格
納
容
器
上
部
遮
蔽
設
置
、内
部
溢
⽔
対
策
に
伴
う管
理
区
域
設
定
変
更

添
付
５
（
８
）
保
全
区
域
図

主
要
な
変
更
な
し

添
付
６
⻑
期
保
守
管
理
⽅
針

参考②－5
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３
．
美
浜
３
号
炉
お
よ
び
高
浜
１
，
２
号
炉
の
特
有
事
項
の
抽
出

美
浜

3号
炉

高
浜

１
，

２
号

炉

○
原

⼦
⼒

規
制
委
員
会
設
置
法
の
施

⾏
に
伴

う関
係

規
則

の
整

備
等

に
伴

う変
更

(1
)
新
規
制
基
準
適
合
性
確
認

【設
計
基
準
対
策
】

1-
①
外
部
電
源
に
係
る
運
用
方
針

(第
73
条

)
→
ス
ライ
ド４
参
照

1-
②
内
部
溢
水
対
策
に
係
る
運
用
方
針

(添
付

2)
→
ス
ライ
ド５
参
照

【重
大
事
故
等
対
策
】

1ｰ
③
可
搬
式
代
替
低
圧
注
水
ポ
ンプ
に
よ
る
代
替
炉
心
注
水

(第
85
条

)
→
ス
ライ
ド６
参
照

1-
④
送
⽔
⾞
を
⽤
い
た
ター
ビン
動
補
助
給
⽔
ポ
ンプ
に
よる

蒸
気
発
生
器
へ
の
給
水

(第
85
条

)
→
ス
ライ
ド７
参
照

1-
⑤
可
搬
式
オ
イル
ポ
ンプ
、燃
料
油
移
送
ポ
ンプ
に
よ
る
燃

料
補
給

(第
85
条

)
→
ス
ライ
ド８
参
照

【設
計
基
準
対
策
】

2-
①
⼟
⽯
流
対
策
（
堰
堤
）
の
運
⽤
⽅
針

(添
付

2)
→
ス
ライ
ド９
参
照

【重
大
事
故
等
対
策
】

2-
②
空
冷
式
⾮
常
⽤
発
電
装
置
給
油
ポ
ンプ
に
よ
る
燃
料
補

給
(第

85
条

)
→
ス
ライ
ド１
０
参
照

2-
③
Ｓ
Ａ
時
の
水
源
補
給

(第
85
条

) →
ス
ライ
ド１
１
参
照

【重
大
事
故
等
対
策
】（
美
浜
３
号
炉
、高
浜
１
，
２
号
炉
共
通
）

3-
①
原
子
炉
下
部
キ
ャビ
テ
ィ注
水
ポ
ンプ
に
よる
ス
プレ
イお
よび
注
水

(第
85
条

)
→
ス
ライ
ド１
２
参
照

3-
②
下
部
キ
ャビ
テ
ィ漏
え
い
検
出
装
置

(第
47
条

)
→
ス
ライ
ド１
３
参
照

○
３

号
炉

の
炉
内
構
造
物
取
替
に
伴

う変
更

○
１

号
炉

及
び
２

号
炉

へ
の
⾼

燃
焼

度
燃

料
導

⼊
に
伴

う変
更

(2
)
炉
内
構
造
物
取
替
え
に
伴
うほ
う酸
タン
クの
ほ
う酸
⽔
量
制

限
値
の
変
更

(第
28
条

)
→
ス
ライ
ド１
４
参
照

(3
)
５
５
Ｇ
燃
料
導
⼊

(第
30
条
､第

31
条
､第

51
条
､第

54
条
､第

58
条
､第

81
条
､第

10
2条

)
→
ス
ライ
ド１
５
参
照

 
美
浜
３
号
炉
お
よ
び
⾼
浜
１
，
２
号
炉
特
有
事
項
に
つ
い
て
、次
⾴
以
降
に
て
詳
細
説
明
す
る
。

抽
出
した
特
有
事
項
は
、以
下
の
とお
り。
［
抽
出
プ
ロセ
ス
は
、そ
れ
ぞ
れ
別
紙
１
、２
参
照
］

参考②－6
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1-
①
外
部
電
源
に
係
る
運
用
方
針
（
美
浜
３
号
炉
）

保
安

規
定

変
更

内
容

（
第

７
３

条
（

代
表

箇
所

）
）

第
７
３
条
（
外
部
電
源
）

表
７
３
－
１

※
２
︓
外
部
電
源
の
回
線
数
は
、当
該
原
⼦
炉
に
対
す
る
個
々
の
⾮
常
⽤
⾼
圧
⺟
線
全
て
に
対
して
電
⼒
供
給
す
る
こと
が
で
き
る
発
電
所
外
か
らの
送
電
線
の
回
線
数
とす
る
（
以
下
、各

条
に
お
い
て
同
じ）
。

※
３
︓
送
電
線
の
瞬
停
時
は
、運
転
上
の
制
限
を適
⽤
しな
い
。

※
４
︓
独
⽴
性
を有
す
る
とは
、「
送
電
線
の
上
流
に
お
い
て
１
つ
の
変
電
所
また
は
開
閉
所
の
み
に
連
系
しな
い
こと
」を
い
う。

項
目

運
転
上
の
制
限

外
部
電
源

(1
)２
回
線
※
２
以
上
が
動
作
可
能
で
あ
る
こと
※
３

(2
)(

1)
の
外
部
電
源
の
うち
、１
回
線
以
上
は
他
の
回
線
に
対
して
独
⽴
性
を有
して
い
る
こと
※
４

実
用

発
電

用
原

子
炉

及
び
そ
の
附

属
施

設
の
位

置
、

構
造

及
び
設

備
の
基
準

に
関
す
る
規

則
実
用
発
電
用
原
子
炉
及
び
そ
の
附
属
施
設
の
位
置
、

構
造
及
び
設
備
の
基
準
に
関
す
る
規
則
の
解
釈

第
三
十
三
条
（
保
安
電
源
設
備
）

第
３
３
条
（
保
安
電
源
設
備
）

４
設
計
基
準
対
象
施
設
に
接
続
す
る
電
線
路
の
うち
少

な
くと
も
⼆
回
線
は
、そ
れ
ぞ
れ
互
い
に
独
⽴
した
も
の
で

あ
って
、当
該
設
計
基
準
対
象
施
設
に
お
い
て
受
電
可

能
な
も
の
で
あ
り、
か
つ
、そ
れ
に
よ
り当
該
設
計
基
準
対

象
施
設
を
電
⼒
系
統
に
連
系
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

３
第
４
項
に
規
定
す
る
「少
な
くと
も
二
回
線
」と
は
、送
受
電
可
能
な
回

線
⼜
は
受
電
専
⽤
の
回
線
の
組
み
合
わ
せ
に
よ
り、
電
⼒
系
統
と⾮
常
⽤

所
内
配
電
設
備
とを
接
続
す
る
外
部
電
源
受
電
回
路
を

2 
つ
以
上
設
け
る

こと
に
よ
り達
成
され
る
こと
を
い
う。

４
第
４
項
に
規
定
す
る
「互
い
に
独
⽴
した
も
の
」と
は
、発
電
⽤
原
⼦
炉

施
設
に
接
続
す
る
電
線
路
の
上
流
側
の
接
続
先
に
お
い
て
１
つ
の
変
電
所

又
は
開
閉
所
の
み
に
連
系
し、
当
該
変
電
所
又
は
開
閉
所
が
停
止
す
る
こ

とに
よ
り当
該
発
電
用
原
子
炉
施
設
に
接
続
され
た
送
電
線
が
全
て
停
止

す
る
事
態
に
な
らな
い
こと
を
い
う。

６
設
計
基
準
対
象
施
設
に
接
続
す
る
電
線
路
は
、同

一
の
工
場
等
の
二
以
上
の
発
電
用
原
子
炉
施
設
を
電

⼒
系
統
に
連
系
す
る
場
合
に
は
、い
ず
れ
の
⼆
回
線
が
喪

失
した
場
合
に
お
い
て
も
電
⼒
系
統
か
らこ
れ
らの
発
電

⽤
原
⼦
炉
施
設
へ
の
電
⼒
の
供
給
が
同
時
に
停
⽌
しな

い
も
の
で
な
け
れ
ば
な
らな
い
。

６
第
６
項
に
規
定
す
る
「同
時
に
停
止
しな
い
」と
は
、複
数
の
発
電
用
原

⼦
炉
施
設
が
設
置
され
て
い
る
原
⼦
⼒
発
電
所
の
場
合
、外
部
電
源
系
が

3 
回
線
以
上
の
送
電
線
で
電
⼒
系
統
と接
続
され
る
こと
に
よ
り、
い
か
な
る

2 
回
線
が
喪
失
して
も
複
数
の
発
電
用
原
子
炉
施
設
が
同
時
に
外
部
電

源
喪
失
に
至
らな
い
よ
う各
発
電
用
原
子
炉
施
設
に
タイ
ライ
ンで
接
続
す

る
構
成
で
あ
る
こと
を
い
う。
・・
・・
・・

 
美
浜
３
号
炉
は
、単
独
プ
ラン
ト※
とな
る
こと
か
ら、
外
部
電
源
に
つ
い
て
は
２
回
線
以
上
を
運
転
上
の
制
限
とし
て
、

第
７
３
条
に
規
定
す
る
。

※
︓
美
浜
１
，
２
号
炉
は

20
17
年

4⽉
19
⽇
に
廃
⽌
措
置
計
画
を
認
可
済

参考②－7
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1-
②
内
部
溢
水
対
策
の
運
用
方
針
（
美
浜
３
号
炉
）

 
溢
⽔
量
の
低
減
の
た
め
原
⼦
炉
停
⽌
、⾼
温
停
⽌
及
び
低
温
停
⽌
（
停
⽌
状
態
の
維
持
を
含
む
）
に
必
要
の
な
い

設
備
で
あ
る
、Ｂ
廃
液
蒸
発
装
置
、ほ
う酸
濃
縮
液
タン
ク、
ほ
う酸
濃
縮
液
ポ
ンプ
の
運
用
停
止
※
を
規
定
す
る
。

保
安

規
定

変
更

内
容

（
添
付

２
（

代
表

箇
所
）
）

添
付
２
（
火
災
、内
部
溢
水
お
よ
び
自
然
災
害
対
応
に
係
る
実
施
基
準
）

２
．
内
部
溢
水

２
．
４
手
順
書
の
整
備

（
１
）
各
課
（
室
）
⻑
（
当
直
課
⻑
を
除
く。
）
は
、溢
⽔
発
⽣
時
に
お
け
る
原
⼦
炉
施
設
の
保
全
の
た
め
の
活
動
を
⾏
うた
め
に
必
要
な
体
制
の
整
備
とし
て
、以
下

の
活
動
を
実
施
す
る
こと
を
社
内
標
準
に
定
め
る
。

ｆ
．
運
⽤
停
⽌
設
備
の
管
理

技
術
課
⻑
は
、防
護
す
べ
き
設
備
が
設
置
され
る
建
屋
内
で
の
溢
⽔
量
の
低
減
を
図
る
た
め
、原
⼦
炉
停
⽌
、⾼
温
停
⽌
お
よ
び
低
温
停
⽌
（
停
⽌
状
態
の
維
持
を

含
む
）
に
必
要
の
な
い
設
備
の
うち
、プ
ラン
ト運
転
に
影
響
の
な
い
設
備
に
つ
い
て
運
⽤
の
停
⽌
を
⾏
う。

※
︓
⾼
浜
１
，
２
号
炉
に
つ
い
て
は
、
「
タ
ン
ク
の
⽔
位
管
理
」
と
し
て
既
認
可
保
安
規
定
の
適
⽤
範
囲
を
拡
⼤
す
る
。

参考②－8
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1-
③
可
搬
式
代
替
低
圧
注
水
ポ
ンプ
に
よ
る
代
替
炉
心
注
水
（
美
浜
３
号
炉
）

保
安

規
定

変
更

内
容

（
第
８
５
条

（
代

表
箇

所
）

）

８
５
－
４
－
５
代
替
炉
心
注
水
－
可
搬
式
代
替
低
圧
注
水
ポ
ンプ
に
よる
代
替
炉
心
注
水
－

(1
)運
転
上
の
制
限

 
代
替
炉
⼼
注
⽔
⼿
段
とし
て
整
備
した
、送
⽔
⾞
を
⽤
い
た
可
搬
式
代
替
低
圧
注
⽔
ポ
ンプ
に
よ
る
原
⼦
炉
へ
の
注
⽔

（
仮
設
組
⽴
⽔
槽
を
使
⽤
しな
い
。）
に
係
る
運
転
上
の
制
限
等
を
規
定
す
る
。

（
先
⾏
プ
ラン
トで
あ
る
⼤
飯
３
，
４
号
炉
で
は
、仮
設
組
⽴
⽔
槽
に
海
⽔
を
貯
⽔
し、
可
搬
式
代
替
低
圧
注
⽔
ポ
ンプ
に

よ
り原
子
炉
に
注
水
す
る
手
順
で
あ
った
。）

項
目

運
転
上
の
制
限

代
替
炉
心
注
水
系

可
搬
式
代
替
低
圧
注
水
ポ
ンプ
に
よる
代
替
炉
心
注
水
系
２
系
統
が
動
作
可
能
で
あ
る
こと

適
用
モ
ー
ド

設
備

所
要
数

モー
ド１
、２
、３
、４
、５
お
よび
６

可
搬
式
代
替
低
圧
注
水
ポ
ンプ

１
台
×
２

電
源
⾞
（
可
搬
式
代
替
低
圧
注
⽔
ポ
ンプ
⽤
）

１
台
×
２

送
⽔
⾞

１
台
×
２

…
…

仮
設
組
⽴
⽔

槽
に
係
る
運

転
上
の
制
限

に
係
る
規
定

な
し

美
浜
３
号
炉
の
場
合

先
⾏
プ
ラン
ト（
⼤
飯

3,
4号
炉
）
の
場
合

参考②－9
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1-
④
送
⽔
⾞
を
⽤
い
た
ター
ビン
動
補
助
給
⽔
ポ
ンプ
に
よ
る
蒸
気
発
⽣
器
へ
の
給
⽔
（
美
浜
３
号
炉
）

保
安

規
定

変
更

内
容

（
第
８
５
条

（
代

表
箇

所
）

）

８
５
－
８
－
１

蒸
気
発
⽣
器
２
次
側
に
よる
炉
⼼
冷
却
（
注
⽔
）

(1
)運
転
上
の
制
限

※
１
︓
動
作
可
能
とは
、ポ
ンプ
が
⼿
動
起
動
（
系
統
構
成
含
む
）
で
きる
こと
、ま
た
は
運
転
中
で
あ
る
こと
を
い
う。

※
２
︓
ター
ビン
動
補
助
給
⽔
ポ
ンプ
に
つ
い
て
は
、原
⼦
炉
起
動
時
の
モ
ー
ド３
に
お
い
て
試
運
転
に
係
る
調
整
を
⾏
って
い
る
場
合
、運
転
上
の
制
限
は
適
⽤
しな
い
。

※
３
︓
ター
ビン
動
補
助
給
⽔
ポ
ンプ
が
動
作
可
能
とは
、現
場
⼿
動
に
よ
る
起
動
を
含
む
。

項
目

運
転
上
の
制
限

復
⽔
タン
クま
た
は
送
⽔
⾞
を
⽤
い
た
補
助
給
⽔
ポ
ン
プ
に
よ
る
蒸
気

発
生
器
へ
の
給
水
系

(1
) 
モー
ド１
、２
、３
お
よび
４
（
蒸
気
発
⽣
器
が
熱
除
去
の
た
め
に
使
⽤
され
て
い
る場
合
）
に
お
い
て
、復
⽔
タン
ク

を水
源
とし
た
電
動
補
助
給
水
ポ
ンプ
に
よる
蒸
気
発
生
器
へ
の
給
水
系
１
系
統
が
動
作
可
能
で
あ
る
こと
※
１

また
は

(2
) 
モー
ド１
、２
お
よび
３
に
お
い
て
、復
⽔
タン
クま
た
は
送
⽔
⾞
を用
い
た
ター
ビン
動
補
助
給
水
ポ
ンプ
に
よる
蒸
気

発
生
器
へ
の
給
水
系
１
系
統
が
動
作
可
能
で
あ
る
こと
※
１
※
２
※
３

 
重
大
事
故
等
の
収
束
に
必
要
とな
る
水
源
を
確
保
す

る
た
め
に
整
備
した
、送
⽔
⾞
を
⽤
い
た
ター
ビン
動
補

助
給
水
ポ
ンプ
へ
の
直
接
供
給
に
よ
る
蒸
気
発
生
器
へ

の
注
水
に
係
る
運
転
上
の
制
限
等
を
規
定
す
る
。

参考②－10
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1-
⑤
可
搬
式
オ
イル
ポ
ンプ
、燃
料
油
移
送
ポ
ンプ
に
よ
る
燃
料
補
給
（
美
浜
３
号
炉
）

保
安

規
定

変
更

内
容

（
第
８
５
条

（
代

表
箇

所
）

）

８
５
－
１
５
－
６
燃
料
油
貯
蔵
タン
ク、
可
搬
式
オ
イル
ポ
ンプ
、タ
ン
クロ
ー
リー
お
よ
び
燃
料
油
移
送
ポ
ンプ
に
よる
燃
料
補
給
設
備

(1
)運
転
上
の
制
限

※
１
︓
燃
料
油
貯
蔵
タン
ク２
基
分
。

※
２
︓
空
冷
式
⾮
常
⽤
発
電
装
置
の
連
続
定
格
運
転
に
必
要
な
燃
料
を補
給
で
きる
容
量
を有
す
る
も
の
。予
備
機
１
台
含
む
。

※
３
︓
重
⼤
事
故
等
対
処
設
備
の
連
続
定
格
運
転
に
必
要
な
燃
料
を補
給
で
きる
容
量
を有
す
る
も
の
。予
備
機
１
台
含
む
。

項
目

運
転
上
の
制
限

燃
料
油
貯
蔵
タン
ク、
可
搬
式
オ
イル
ポ
ン
プ
、タ
ン
クロ
ー

リー
お
よび
燃
料
油
移
送
ポ
ンプ
に
よる
燃
料
補
給
設
備

(1
) 
燃
料
油
貯
蔵
タン
クの
油
量
が

36
0 

m
3※
１
以
上
あ
る
こと

(2
) 
可
搬
式
オ
イル
ポ
ンプ
の
所
要
数
が
使
用
可
能
で
あ
る
こと
※
２

(3
) 
タン
クロ
ー
リー
の
所
要
数
が
使
用
可
能
で
あ
る
こと

(4
) 
燃
料
油
移
送
ポ
ンプ
の
所
要
数
が
使
⽤
可
能
で
あ
る
こと

適
用
モー
ド

設
備

所
要
数

モー
ド１
、２
、３
、４
、５
、６
お
よび
使
⽤
済
燃
料

ピッ
トに
燃
料
体
を貯
蔵
して
い
る
期
間

燃
料
油
貯
蔵
タン
ク

36
0

m
3※
１

可
搬
式
オ
イル
ポ
ンプ

２
台
※
２

タン
クロ
ー
リー

３
台
※
３
※

燃
料
油
移
送
ポ
ンプ

２
台

 
給
油
作
業
の
効
率
化
の
⽬
的
か
ら、
空
冷

式
非
常
用
発
電
装
置
へ
の
給
油
の
た
め
に

整
備
した
可
搬
式
オ
イル
ポ
ンプ
、空
冷
式

⾮
常
⽤
発
電
装
置
お
よ
び
電
源
⾞
等
へ
の

給
油
の
た
め
に
整
備
した
燃
料
油
移
送
ポ
ン

プ
に
つ
い
て
、運
転
上
の
制
限
等
を
規
定
す

る
。

今
回
設
置

参考②－11
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2-
①
⼟
⽯
流
対
策
（
堰
堤
）
の
運
⽤
⽅
針
（
⾼
浜
１
，
２
号
炉
）

○
⼟
⽯
流
防
護
対
策

施
設

撤
去
が
不
可
と判
断 （

5×
10

-4
／
年
）

⼟
⽯
流
発
⽣

基
準
地
震
動

Ss
発
生

プ
ラン
ト停
⽌
を
⾏
う

土
砂
の
撤
去

７
日
※

（
10

-2
／
年
）

※
応
急
的
措
置
期
間
（
７
日
間
）
に
つ
い
て

⼟
⽯
流
が
発
⽣
す
る
確
率
は
、「
砂
防
基
本
計
画
策
定
指
針
（
⼟
⽯
流
・流
⽊
対
策
編
）
解

説
」（
国
⼟
交
通
省
）
お
い
て

10
0年
確
率
の
降
⾬
量
で
評
価
す
る
も
の
とさ
れ
て
い
る
こと
か
ら、

1×
10

-2
／
年
、ま
た
、基
準
地
震
動

Ss
の
超
過
確
率
は

5×
10

-4
／
年
で
あ
る
こと
か
ら、
⼟

⽯
流
発
⽣
後
の
⼟
砂
を

2×
10

-2
／
年
（

7.
3⽇
）
で
必
要
⼟
砂
を
撤
去
で
き
れ
ば
、発
⽣
確

率
が

1×
10

-7
／
年
を
下
回
る
。

 
⼟
⽯
流
の
影
響
を
受
け
る
重
要
安
全
施
設
とし
て
⾼
浜
２
号
炉
の
海
⽔
ポ
ンプ
を
抽
出
し、
その
防
護
対
策
とし
て
⼟
⽯

流
危
険
渓
流
３
箇
所
に
堰
堤
を
設
置
の
うえ
、堰
堤
に
溜
ま
った
⼟
砂
を
７
⽇
※
以
内
に
堆
積
制
限
位
以
下
に
撤
去
で
き

な
い
と判
断
した
場
合
は
、プ
ラン
トの
停
⽌
を
⾏
う旨
を
規
定
す
る
。

保
安

規
定

変
更

内
容

（
添
付

２
（

代
表

箇
所
）
）

添
付
２
（
火
災
、内
部
溢
水
、火
山
影
響
等
お
よ
び
自
然
災
害
発
生
時
の
対
応
に
係
る
実
施
基
準
）

ｃ
．
地
滑
り防
護
対
策
の
堰
堤
の
健
全
性
確
保

⼟
⽊
建
築
課
⻑
は
、地
滑
りが
確
認
され
た
場
合
は
、施
設
の
機
能
に
影
響
が
及
ば
な
い
よ
う、
堰
堤
の
堆
積
制
限
位
以
下
に
な
る
よ
う⼟
砂
撤
去
作
業
を
実
施
す
る
。

ｄ
．
地
滑
り発
⽣
後
の
撤
去
作
業
が
困
難
と判
断
され
た
場
合
の
対
応

⼟
⽊
建
築
課
⻑
は
、地
滑
り発
⽣
後
の
⼟
砂
撤
去
作
業
に
お
い
て
、７
⽇
以
内
に
堆
積
制
限
位
以
下
に
で
き
な
い
と判
断
した
場
合
は
当
直
課
⻑
に
連
絡
す
る
。連

絡
を
受
け
た
当
直
課
⻑
は
、地
滑
りが
確
認
され
た
後
、７
⽇
以
内
に
原
⼦
炉
を
停
⽌
（
モ
ー
ド５
ま
で
）
す
る
。

枠
組
み
の
範
囲
は
機
密
に
係
る
事
項
で
す
の
で
公
開
す
る
こと
は
で
き
ま
せ
ん
。

参考②－12
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2-
②
空
冷
式
⾮
常
⽤
発
電
装
置
給
油
ポ
ンプ
に
よ
る
燃
料
補
給
（
⾼
浜
１
，
２
号
炉
）

保
安

規
定

変
更

内
容

（
第
８
５
条

（
代

表
箇

所
）

）

８
５
－
１
５
－
７
燃
料
油
貯
油
そう
、空
冷
式
⾮
常
⽤
発
電
装
置
⽤
給
油
ポ
ンプ
お
よび
タン
クロ
ー
リー
に
よる
燃
料
補
給
設
備
（
１
号
炉
お
よ
び
２
号
炉
）

(1
)運
転
上
の
制
限

※
１
︓
燃
料
油
貯
油
そう
２
基
分
。

※
２
︓
動
作
可
能
な
当
該
設
備
が
所
要
数
を満
⾜
しな
い
場
合
に
お
い
て
、タ
ン
クロ
ー
リー
の
所
要
数
が
使
⽤
可
能
で
あ
る
場
合
、運
転
上
の
制
限
を
満
⾜
して
い
な
い
とは
み
な
さな
い
。

※
３
︓
重
⼤
事
故
等
対
処
設
備
の
連
続
定
格
運
転
に
必
要
な
燃
料
を補
給
で
きる
容
量
を有
す
る
も
の
。

※
４
︓
予
備
機
１
台
を含
む
、１
号
炉
お
よび
２
号
炉
の
合
計
所
要
数
。

項
目

運
転
上
の
制
限

燃
料
油
貯
油
そ
う、
空
冷
式
⾮
常
⽤
発
電
装
置
⽤
給
油

ポ
ンプ
お
よ
び
タン
クロ
ー
リー
に
よる
燃
料
補
給
設
備

(1
) 
燃
料
油
貯
油
そう
の
油
量
が

36
0 

m
3※
１
以
上
あ
る
こと

(2
) 
空
冷
式
⾮
常
⽤
発
電
装
置
⽤
給
油
ポ
ンプ
の
所
要
数
が
動
作
可
能
で
あ
る
こと
※
２

(3
)タ
ンク
ロー
リー
の
所
要
数
が
使
用
可
能
で
あ
る
こと

適
用
モー
ド

設
備

所
要
数

モー
ド１
、２
、３
、４
、５
、６
お
よび
使
⽤
済
燃
料

ピッ
トに
燃
料
体
を貯
蔵
して
い
る
期
間

燃
料
油
貯
油
そう

36
0

m
3※
１

空
冷
式
⾮
常
⽤
発
電
装
置
⽤
給
油
ポ
ンプ

２
台
※
２

タン
クロ
ー
リー

３
台
※
３
※

4

 
給
油
作
業
の
効
率
化
の
⽬
的
か
ら、
空
冷

式
非
常
用
発
電
装
置
へ
の
給
油
を
自
動
化

す
る
た
め
整
備
した
、空
冷
式
⾮
常
⽤
発
電

装
置
用
給
油
ポ
ンプ
に
つ
い
て
、運
転
上
の

制
限
等
を
規
定
す
る
。

修
正
中

今
回
設
置

参考②－13
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2-
③
Ｓ
Ａ
時
の
水
源
補
給
（
高
浜
１
，
２
号
炉
）

保
安

規
定

変
更

内
容

（
第
８
５
条

（
代

表
箇

所
）

）
８
５
－
１
４
－
２
復
⽔
タン
クか
ら燃
料
取
替
⽤
⽔
タン
クへ
の
補
給
（
１
号
炉
お
よび
２
号
炉
）

(1
)運
転
上
の
制
限

８
５
－
１
４
－
２
の
２
復
⽔
タン
クか
ら燃
料
取
替
⽤
⽔
タン
クへ
の
補
給
（
３

号
炉
お
よび
４
号
炉
）

(1
)運
転
上
の
制
限

項
目

運
転
上
の
制
限

復
⽔
タン
ク（
有
効
⽔
量
）

復
⽔
タ
ン
ク
か
ら
燃
料
取
替
⽤

水
タン
クへ
の
補
給

(1
)復
⽔
タン
ク（
有
効
⽔
量
）
が

51
3 

m
3 
以
上
で
あ
る
こと

(2
)恒
設
代
替
低
圧
注
水
ポ
ンプ
ま
た
は
原
子
炉
下
部
キ
ャビ
テ
ィ注
水
ポ
ンプ
に
よ
る

復
⽔
タン
クか
ら燃
料
取
替
⽤
⽔
タン
クへ
の
補
給
系
が
使
⽤
可
能
で
あ
る
こと

適
用
モ
ー
ド

設
備

所
要
数

モ
ー
ド１
、２
、３
、４
、５
お

よ
び
６

復
⽔
タン
ク

51
3m

3

恒
設
代
替
低
圧
注
水
ポ
ンプ

1台

原
子
炉
下
部
キ
ャビ
テ
ィ注
水
ポ
ンプ

1台

…
…

 
復
⽔
タン
クか
ら燃
料
取
替
⽤
⽔
タン
クへ
の
補
給
に
つ
い
て
、⾼
浜
１
，
２
号
炉
で
は
、代
替
炉
⼼
注
⽔
や
代
替
格
納

容
器
ス
プ
レ
イで
要
求
され
て
い
る
恒
設
代
替
低
圧
注
⽔
ポ
ンプ
⼜
は
原
⼦
炉
下
部
キ
ャビ
テ
ィ注
⽔
ポ
ンプ
に
よ
り復
⽔
タ

ンク
か
ら燃
料
取
替
⽤
⽔
タン
クへ
の
移
送
ライ
ン（
内
部
ス
プ
レ
ポ
ンプ
テ
ス
トラ
イン
）
に
よ
り補
給
で
き
る
設
計
とし
、運

転
上
の
制
限
等
を
規
定
す
る
。（
⾼
浜
３
，
４
号
炉
で
は
燃
料
取
替
⽤
⽔
タン
ク補
給
⽤
移
送
ポ
ンプ
を
設
置
）

項
目

運
転
上
の
制
限

復
⽔
タン
ク（
有
効
⽔
量
）

復
⽔
タ
ン
ク
か
ら
燃
料
取
替
⽤

水
タン
クへ
の
補
給

(1
)復
⽔
タン
ク（
有
効
⽔
量
）
が

64
6 

m
3
以

上
で
あ
る
こと

(2
)燃
料
取
替
⽤
⽔
タン
ク補
給
⽤
移
送
ポ
ンプ
に

よ
る
復
⽔
タン
クか
ら燃
料
取
替
⽤
⽔
タン
クへ
の
補

給
系
が
動
作
可
能
で
あ
る
こと

適
用
モ
ー
ド

設
備

所
要
数

モ
ー
ド１
、２
、３
、４
、５
お

よ
び
６

復
⽔
タン
ク

64
6m

3

燃
料
取
替
⽤
⽔
タン
ク補
給

用
移
送
ポ
ンプ

1台

（
高

浜
１

、２
号

炉
）

（
高
浜
３
、４

号
炉
）

燃
料
取
替
⽤
⽔
タン
ク

燃
料
取
替
⽤
⽔
タン
ク 復
⽔
タン
ク

復
⽔
タン
ク

燃
料
取
替
⽤
⽔
タン
ク補
給
⽤
移
送
ポ
ンプ

内
部
ス
プ
レ
ポ
ンプ

原
子
炉
下
部
キ
ャビ
テ
ィ注
水
ポ
ンプ

恒
設
代
替
低
圧
注
水
ポ
ンプ

参考②－14
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3-
①
原
子
炉
下
部
キ
ャビ
テ
ィ注
水
ポ
ンプ
に
よ
る
ス
プ
レ
イお
よ
び
注
水
（
美
浜
３
、高
浜
１
，
２
号
炉
）

保
安

規
定

変
更

内
容

（
第
８
５
条

（
代

表
箇

所
）

）

８
５
－
６
－
３
代
替
原
子
炉
格
納
容
器
ス
プレ
イ
－
原
子
炉
下
部
キ
ャビ
テ
ィ注
水
ポ
ンプ
に
よる
代
替
原
子
炉
格
納
容
器
ス
プ
レ
イお
よ
び
原
子
炉
下
部
キ
ャビ
テ
ィ直
接
注
水
－

(1
)運
転
上
の
制
限

項
目

運
転
上
の
制
限

原
子
炉
下
部
キ
ャビ
テ
ィ注
水
ポ
ン
プ
に
よ
る
代
替
原
子
炉
格
納
容
器

ス
プレ
イお
よび
原
子
炉
下
部
キ
ャビ
テ
ィ直
接
注
水

原
子
炉
下
部
キ
ャビ
テ
ィ注
水
ポ
ンプ
に
よる
代
替
原
子
炉
格
納
容
器
ス
プレ
イ系
お
よ
び
原
子
炉
下
部
キ
ャビ
テ
ィ直
接
注

水
系
が
動
作
可
能
で
あ
る
こと

適
用
モ
ー
ド

設
備

所
要
数

モー
ド１
、２
、３
、４
、５
お
よび
６

原
子
炉
下
部
キ
ャビ
テ
ィ注
水
ポ
ンプ

１
台

…
…

 
原
子
炉
下
部
キ
ャビ
テ
ィ床
面
高
さが
原
子
炉
格
納
容
器
最
下
層
階
部
高
さと
同
じで
あ
り、
格
納
容
器
ス
プ
レ
イ水
が
原

⼦
炉
格
納
容
器
最
下
層
部
か
ら原
⼦
炉
下
部
キ
ャビ
テ
ィへ
優
先
的
に
流
⼊
しな
い
こと
か
ら、
原
⼦
炉
下
部
キ
ャビ
テ
ィに

⼗
分
な
蓄
⽔
を
⾏
うた
め
の
原
⼦
炉
下
部
キ
ャビ
テ
ィ注
⽔
ポ
ンプ
を
設
置
の
うえ
、運
転
上
の
制
限
等
を
規
定
す
る
。

（
美
浜

3号
炉
の
例
）

今
回
設
置

参考②－15



13

Th
e 

Ka
ns

ai
 E

le
ct

ric
 P

ow
er

 C
o.

, I
nc

.

3-
②
下
部
キ
ャビ
テ
ィ漏
え
い
検
出
装
置
（
美
浜
３
、⾼
浜
１
，
２
号
炉
）

保
安

規
定

変
更

内
容

（
第
４

７
条

（
代

表
箇

所
）
）

（
１
次
冷
却
材
漏
え
い
率
）
第
４
７
条

モー
ド１
、２
、３
お
よび
４
に
お
い
て
、原
⼦
炉
格
納
容
器
内
へ
の
漏
え
い
率
お
よび
原
⼦
炉
格
納
容
器
内
漏
え
い
監
視
装
置
は
、表
４
７
－
１
で
定
め
る
事
項
を運
転
上
の
制
限
とす
る
。

(1
)運
転
上
の
制
限
表
４
７
－
１

※
２
︓
炉
内
計
装
⽤
シ
ンブ
ル
配
管
室
ドレ
ンピ
ット
漏
え
い
検
出
装
置
に
よっ
て
測
定
され
る
漏
え
い
率
は
全
て
未
確
認
の
漏
え
い
率
とみ
な
す
も
の
とす
る
。

※
３
︓
凝
縮
液
量
測
定
装
置
の
健
全
性
を
確
認
す
る
た
め
の
点
検
また
は
洗
浄
に
より
、原
⼦
炉
格
納
容
器
サ
ンプ
⽔
位
計
ま
た
は
凝
縮
液
量
測
定
装
置
の
指
⽰
値
が
変
動
す
る
場
合
を
除
く。

項
目

運
転
上
の
制
限

原
子
炉

格
納
容
器
内
へ
の

漏
え
い
率

(1
)
原
子
炉
格
納
容
器
サ
ンプ
水
位
計
お
よ
び
炉
内
計
装
⽤
シ
ンブ
ル
配
管
室
ドレ
ン
ピッ
ト漏
え
い
検
出
装
置
ま
た
は
凝
縮
液
量
測
定
装
置
に
よ
って
測
定
され
る
漏
え
い
率
の
うち
、

未
確
認
の
漏
え
い
率
が

0.
23

 m
3 /

h 
以
下
で
あ
る
こと
※
２

(2
) 
原
⼦
炉
格
納
容
器
サ
ンプ
⽔
位
計
ま
た
は
凝
縮
液
量
測
定
装
置
に
よ
って
測
定
され
る
漏
え
い
率
の
うち
、原
⼦
炉
冷
却
材
圧
⼒
バ
ウン
ダリ
以
外
か
らの
漏
え
い
率
が

2.
3 

m
3 /

h 
以
下
で
あ
る
こと

原
子
炉

格
納
容
器
内

漏
え
い
監
視
装
置

(1
) 
モ
ー
ド１
お
よ
び
２
に
お
い
て
、原
子
炉
格
納
容
器
サ
ンプ
水
位
計
お
よ
び
炉
内
計
装
⽤
シ
ンブ
ル
配
管
室
ドレ
ンピ
ット
漏
え
い
検
出
装
置
ま
た
は
凝
縮
液
量
測
定
装
置
※
３
が
動

作
可
能
で
あ
る
こと

(2
) 
モ
ー
ド３
お
よ
び
４
に
お
い
て
、原
子
炉
格
納
容
器
サ
ンプ
水
位
計
お
よ
び
炉
内
計
装
⽤
シ
ンブ
ル
配
管
室
ドレ
ンピ
ット
漏
え
い
検
出
装
置
が
動
作
可
能
で
あ
る
こと

•
上
部
と下
部
の
電
極
に
よ
る
検
出
の

時
間
差
に
よ
り、

IC
IS
室
の
漏
え
い

率
を
監
視
す
る
。

 
原
⼦
炉
格
納
容
器
内
の
１
次
冷
却
材
漏
え
い
率
を
原
⼦
炉
格
納
容
器
サ
ンプ
⽔
位
計
お
よ
び
炉
内
計
装
⽤
シ
ンブ
ル
配

管
室
ドレ
ンピ
ット
漏
え
い
検
出
装
置
ま
た
は
凝
縮
液
量
測
定
装
置
に
よ
り監
視
す
る
こと
とし
、運
転
上
の
制
限
等
を
規
定

す
る
。

（
美
浜

3号
炉
の
例
）

参考②－16
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（
２
）
炉
内
構
造
物
取
替
え
に
伴
うほ
う酸
タン
クの
ほ
う酸
⽔
量
制
限
値
の
変
更
（
美
浜

3号
炉
）

保
安

規
定

変
更

内
容

（
第

２
８
条

（
代

表
箇

所
）

）

第
２
８
条
（
化
学
体
積
制
御
系
（
ほ
う酸
濃
縮
機
能
）
）

表
２
８
－
１

※
２
︓
ほ
う酸
ポ
ンプ
、ほ
う酸
タン
ク、
緊
急
ほ
う酸
注
⼊
弁
お
よび
充
て
ん
系
は
、重
⼤
事
故
等
対
処
設
備
を兼
ね
る
。

Ｃ
充
て
ん
／
⾼
圧
注
⼊
ポ
ンプ
に
よる
充
て
ん
系
が
動
作
不
能
時
は
、第
８
５
条
（
表
８
５
－
４
）
の
運
転
上
の
制
限
も
確
認
す
る
。

表
２
８
－
２

※
３
︓
全
ほ
う酸
タン
クの
合
計
⽔
量
をい
う。

項
目

運
転
上
の
制
限

化
学
体
積
制
御
系
※
２

(1
)ほ
う酸
濃
縮
に
必
要
な
系
統
の
うち
、１
系
統
以
上
が
動
作
可
能
で
あ
る
こと

(2
)ほ
う酸
タン
クの
ほ
う素
濃
度
、ほ
う酸
⽔
量
お
よび
ほ
う酸
⽔
温
度
が
表
２
８
－
２
で
定
め
る
制
限
値
内
に
あ
る
こと

項
⽬

制
限
値

確
認
頻
度

ほ
う素
濃
度

21
,0

00
pp

m
以
上

１
ヶ⽉
に
１
回

ほ
う酸
⽔
量

（
有
効
⽔
量
）

17
.6

m
3
以
上
※
３

１
週
間
に
１
回

ほ
う酸
⽔
温
度

65
℃

 以
上

項
⽬

制
限
値

確
認
頻
度

ほ
う素
濃
度

21
,0

00
pp

m
以
上

１
ヶ⽉
に
１
回

ほ
う酸
⽔
量

（
有
効
⽔
量
）

17
.4

m
3
以
上
※
３

１
週
間
に
１
回

ほ
う酸
⽔
温
度

65
℃

 以
上

 
炉
内
構
造
物
取
替
え
に
伴
い
原
子
炉
容
器
頂
部
体
積

の
増
加
等
に
よ
り１
次
冷
却
材
体
積
が
約

2m
3 増
加
す

る
。こ
の
影
響
に
よ
り、
出
⼒
運
転
中
に
安
全
上
必
要
な

ほ
う酸
⽔
量
※
が
若
⼲
変
更
され
る
た
め
、保
安
規
定
第

28
条
に
反
映
す
る
。

※
︓
最
⼤
反
応
度
価
値
の
制
御
棒
クラ
ス
タ1
本
が
挿
⼊
不
能
の
場
合
で
も
、

原
⼦
炉
を
⾼
温
停
⽌
か
ら低
温
停
⽌
に
移
⾏
可
能
とす
る
ほ
う酸
⽔
量

参考②－17
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（
３
）
５
５
Ｇ
燃
料
の
導
⼊
（
⾼
浜
１
，
２
号
炉
）

保
安
規
定
条
⽂

変
更
前

変
更

後
設

定
根
拠

ほ
う素
濃
度

第
５
１
条
（
蓄
圧
タン

ク）
2,

20
0p

pm
2,

60
0p

pm
a〜

c 
の
３
事
象
の
必
要
量
を
満
⾜
す
る
値
とし

て
設
定

a.
燃
料
取
替
停
⽌
時
の
未
臨
界
性
確
保

b.
Ｌ
Ｏ
Ｃ
Ａ
時
の
未
臨
界
性
確
保

c.
原
⼦
炉
冷
却
材
中
の
ほ
う素
の
異
常
な
希
釈

（
プ
ラン
ト起
動
時
）
時
の
操
作
余
裕

第
５
４
条
（
燃
料
取
替

用
水
タン
ク）

第
８
１
条
（
１
次
冷
却

材
中
の
ほ
う素
濃
度
－

モ
ー
ド６
－
）

よ
う素
除
去
薬
品

タン
ク（
苛
性
ソ
ー

ダ溶
液
量
）

第
５
８
条
（
原
子
炉
格

納
容
器
ス
プ
レ
イ系
）

10
.0

m
3

11
.2

m
3

原
⼦
炉
格
納
容
器
ス
プ
レイ
時
、適
切
な
よう
素

気
液
分
配
係
数
を
得
る
た
め
に
格
納
容
器
再
循

環
サ
ンプ
水
を

pH
8.

5以
上
に
で
き
るN

aO
Hを

確
保
で
き
る
値
とし
て
設
定

Ｄ
Ｎ
Ｂ
Ｒ
制
限

値
第
３
５
条
（
Ｄ
Ｎ
Ｂ
Ｒ

比
）

1.
17
以
上

1.
35
以
上

Ｄ
Ｎ
Ｂ
Ｒ
評
価
に
お
い
て
、「
発
電
用
加
圧
水
型

原
子
炉
の
炉
心
熱
設
計
評
価
指
針
」に
て
妥
当

性
が
認
め
られ
た
改
良
統
計
的
熱
設
計
⼿
法
を

適
用
した
結
果
を
踏
ま
え
て
設
定

熱
流
速
熱
⽔
路

係
数

F Q
(Z

)
第
３
０
条
（
熱
流
速
熱

⽔
路
係
数
）

出
⼒
が

50
%
を
超
え
る
場
合
︓

2.
10

/P
×

K(
Z)
以
下

出
⼒
が

50
%
以
下
の
場
合
︓

4.
20
×

K(
Z)
以
下

K(
Z)
︓
３
段
折
れ

出
⼒
が

50
%
を
超
え
る
場
合
︓

2.
25

/P
×

K(
Z)
以
下

出
⼒
が

50
%
以
下
の
場
合
︓

4.
50
×

K(
Z)
以
下

K(
Z)
︓
２
段
折
れ

最
⼤
線
出
⼒
密
度
の
制
限
値
を緩
和
す
る
こと
に

よ
り炉
心
設
計
の
余
裕
を
拡
大
で
きる
値
とし
て

設
定

核
的
エ
ンタ
ル
ピ上

昇
熱
⽔
路
係
数

FN
ΔH

第
３
１
条
（
核
的
エン
タ

ル
ピ上
昇
熱
⽔
路
係

数
）

1.
60

(1
+

0.
2(

1-
P)

)
1.

60
(1

+
0.

3(
1-

P)
)

出
⼒
低
下
に
伴
い
制
御
棒
を
挿
⼊
す
る
こと
で
⽣

じる
炉
⼼
外
周
部
の
出
⼒
ピー
キ
ング
を包
絡
す

る
値
とし
て
設
定

放
出
管
理
⽬
標

値
第
１
０
２
条
（
放
射
性

気
体
廃
棄
物
の
管
理
）

希
ガ
ス
︓

3.
3×

10
15

Bq
/年

よ
う素
１
３
１
︓

6.
2×

10
10

Bq
/年

希
ガ
ス
︓

3.
4×

10
15

Bq
/年

よ
う素
１
３
１
︓

6.
1×

10
10

Bq
/年

「発
電
⽤
軽
⽔
型
原
⼦
炉
周
辺
の
線
量
⽬
標
値

に
対
す
る
評
価
指
針
」に
基
づ
い
て
評
価
した
結

果
を
踏
ま
え
て
設
定

 
⾼
浜
１
，
２
号
炉
へ
の
５
５
Ｇ
燃
料
導
⼊
に
よ
り⾒
直
され
た
安
全
解
析
の
⼊
⼒
条
件
や
解
析
結
果
の
⾒
直
し等
を踏
まえ
、以
下

の
とお
り関
連
す
る
保
安
規
定
条
⽂
の
設
定
値
を
変
更
す
る
。

参考②－18
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４
．
保
安
規
定
に
お
け
る
附
則
（
第
１
項
、第
２
項
）

認
可

施
⾏

使
⽤
前
検
査
終
了
（

3u
）

従
前
の
例
に
て
運
⽤

○
適
用
開
始
時
期
の
考
え
方

 
先
⾏
プラ
ント
で
は
、安
全
対
策
⼯
事
とし
て
設
備
が
設
置
され
た
後
、関
連
す
る
運
⽤
（
⼿
順
書
、体
制
等
）
設
備
の
適
⽤
を
開
始
した
。

 
美
浜
３
、⾼
浜
１
，
２
号
炉
で
は
、新
規
制
基
準
を踏
まえ
た
⽕
災
、溢
⽔
、⻯
巻
等
の
設
計
基
準
事
象
や
重
⼤
事
故
等
へ
対
処
す
る

た
め
の
安
全
対
策
⼯
事
を
進
め
て
い
る
とこ
ろ
で
あ
り、
美
浜
３
号
炉
は
、2

02
0年
７
⽉
、⾼
浜
１
号
炉
は

20
20
年

5⽉
、２
号
炉
は

20
21
年

1⽉
に
⼯
事
が
完
了
す
る
予
定
で
あ
る
。

 
先
⾏
プ
ラン
トと
同
様
に
、こ
の
⼯
事
完
了
以
降
、保
安
規
定
に
お
け
る
設
備
お
よび
運
⽤
に
関
す
る
条
⽂
（
例
︓
Ｓ
Ａ
設
備
は
８

5条
、

Ｓ
Ａ
時
の
⼿
順
、体
制
は
１
３
条
、１
８
条
の
５
，
６
）
を適
⽤
開
始
す
る
こと
とし
、当
該
号
炉
の
原
⼦
炉
に
燃
料
を装
荷
す
る
前
の

使
⽤
前
検
査
（
三
号
検
査
）
が
終
了
とな
る
Ｑ
Ａ
検
査
に
よる
最
終
的
な
確
認
を受
け
た
⽇
以
降
、適
⽤
され
る
旨
、附
則
に
お
い
て
明

確
に
す
る
。（
ス
ライ
ド３
３
参
照
）

附
則
（
平
成

年
⽉

⽇
平
成
２
６
原
安
管
通
達
第
２
号
－

）
（
施
⾏
期
⽇
）

第
１
条

この
通
達
は
、

年
⽉

⽇
か
ら施
⾏
す
る
。→
認
可
か
ら１
０
⽇
以
内

に
施

⾏
す
る
。

２
．
本
規
定
施
⾏
の
際
、使
⽤
前
検
査
の
対
象
とな
る
規
定
（
第
３
項
を除
く。
）
に
つ
い
て
は
、原
⼦
炉
に
燃
料
体
を
挿
⼊
す
る
こと
が

で
き
る
状
態
に
な
った
時
の
⼯
事
の
⼯
程
に
お
け
る
各
原
⼦
炉
施
設
に
係
る
使
⽤
前
検
査
終
了
⽇
以
降
に
適
⽤
す
る
こと
とし
、そ
れ
ま

で
の
間
、な
お
、従
前
の
例
に
よる
。た
だ
し、
上
記
検
査
が
な
い
設
備
に
つ
い
て
は
構
造
、強
度
また
は
漏
え
い
に
係
る
検
査
終
了
⽇
以

降
に
適
⽤
す
る
。

な
お
、第
１
３
条
（
運
転
員
等
の
確
保
）
に
つ
い
て
は
、３
号
炉
の
原
⼦
炉
に
燃
料
体
を挿
⼊
す
る
こと
が
で
き
る
状
態
に
な
った
時

の
⼯
事
の
⼯
程
に
お
け
る
各
原
⼦
炉
施
設
に
係
る
使
⽤
前
検
査
終
了
⽇
以
降
に
適
⽤
す
る
。

適
用
開
始

美
浜
発

電
所
の
例

⾼
浜
発
電

所
の
例

認
可

施
⾏

使
用
前

検
査
終
了
（

1u
）使
用
前

検
査
終
了
（

2u
）

従
前
の
例
に
て
運
⽤
（

1u
）

従
前
の
例
に
て
運
⽤
（

2u
）

1u
適
用

2u
適
用

参考②－19
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４
．
保
安
規
定
に
お
け
る
附
則
（
第
４
項
）
（
高
浜
１
，
２
号
炉
）

高
浜
１
号
炉

⾼
燃
焼
度
燃
料

装
荷
開
始
日

高
浜
２
号
炉

⾼
燃
焼
度
燃
料

装
荷
開
始
日

別
紙
－
２
に
よ
る
。

（
１
，
２
号
炉
とも
に
ス
ライ
ド1

5の
変
更
前
の
パ
ラメ
ー
タ）

別
紙
－
３
に
よ
る
。

（
１
号
炉
は
ス
ライ
ド1

5の
変
更
後
の
パ
ラメ
ー
タ、

２
号
炉
は
変
更
前
の
パ
ラメ
ー
タ注

１
）

保
安
規
定
本
文
に
よ
る
。

（
１
，
２
号
炉
とも
に
ス
ライ
ド1

5の
変
更
後
の
パ
ラメ
ー
タ）

注
１
︓
放
出
管
理
⽬
標
値
は
号
炉
毎
に
書
き
分
け
が
で
き
な
い
た
め
、⾼
浜
１
号
炉
へ
の
⾼
燃
焼
度
燃
料
装
荷
開
始
⽇
よ
り、
変
更
後
の
値
を
採
⽤
す
る
。

4.
第
３
０
条
（
熱
流
束
熱
⽔
路
係
数
（
Ｆ
Ｑ

(Z
)）
）
に
お
け
る
表
３
０
－
１
の
うち
１
号
炉
お
よび
２
号
炉
熱
流
束
熱
⽔
路
係

数
FQ

(Z
)お
よ
び
図
３
０
－
１
の
うち
１
号
炉
お
よび
２
号
炉

K(
Z)
、第
３
１
条
（
核
的
エン
タル
ピ上
昇
熱
⽔
路
係
数
（
Ｆ
Ｎ

ΔＨ
）
）
に
お
け
る
表
３
１
－
１
の
うち
１
号
炉
お
よび
２
号
炉
核
的
エ
ンタ
ル
ピ上
昇
熱
⽔
路
係
数

FN
ΔH
、第
３
５
条
（
Ｄ
Ｎ

Ｂ
比
）
に
お
け
る
表
３
５
－
１
の
うち
１
号
炉
お
よび
２
号
炉
Ｄ
Ｎ
Ｂ
比
、第
５
１
条
（
蓄
圧
タン
ク）
に
お
け
る
表
５
１
－
２
の

うち
１
号
炉
お
よ
び
２
号
炉
蓄
圧
タン
クほ
う素
濃
度
、第
５
４
条
（
燃
料
取
替
⽤
⽔
タン
ク）
に
お
け
る
表
５
４
－
２
の
うち
１
号

炉
お
よ
び
２
号
炉
燃
料
取
替
⽤
⽔
タン
クほ
う素
濃
度
、第
５
８
条
（
原
⼦
炉
格
納
容
器
ス
プレ
イ系
）
に
お
け
る
表
５
８
－
２
の

うち
１
号
炉
お
よ
び
２
号
炉
苛
性
ソ
ー
ダ溶
液
量
、第
８
１
条
（
１
次
冷
却
材
中
の
ほ
う素
濃
度
－
モ
ー
ド６
－
）
に
お
け
る
表
８

１
－
１
の
うち
１
号
炉
お
よ
び
２
号
炉
１
次
冷
却
材
中
の
ほ
う素
濃
度
、第
８
５
条
（
重
⼤
事
故
等
対
処
設
備
）
に
お
け
る
表
８

５
－
４
の
うち
８
５
－
４
－
２
炉
⼼
注
⽔
（
１
号
炉
お
よび
２
号
炉
）
アキ
ュム
レー
タほ
う素
濃
度
お
よび
表
８
５
－
１
４
の
うち

８
５
－
１
４
－
２
燃
料
取
替
⽤
⽔
タン
ク（
１
号
炉
お
よび
２
号
炉
）
ほ
う素
濃
度
な
らび
に
第
１
０
２
条
（
放
射
性
気
体
廃

棄
物
の
管
理
）
に
お
け
る
表
１
０
２
－
１
の
うち
放
出
管
理
⽬
標
値
に
つ
い
て
は
、１
号
炉
お
よび
２
号
炉
に
お
け
る
⾼
燃
焼
度

（
５
５
，
０
０
０
Ｍ
Ｗ

d/
t）
燃
料
の
原
⼦
炉
内
へ
の
初
回
装
荷
が
両
号
炉
とも
に
開
始
した
⽇
以
降
に
適
⽤
し、
それ
まで
の
間

の
うち
、１
号
炉
ま
た
は
２
号
炉
に
お
け
る
⾼
燃
焼
度
（
５
５
，
０
０
０
Ｍ
Ｗ

d/
t）
燃
料
の
原
⼦
炉
内
へ
の
装
荷
を開
始
す
る
⽇

ま
で
は
別
紙
－
２
に
よ
り、
それ
以
降
は
別
紙
－
３
に
よる
。

参考②－20
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⾼
浜
３
，
４
号
炉
に
係
る
主
な
変
更
内
容

主
な
変
更
箇
所
※

主
な
変

更
内

容

第
９
条

原
子
炉
主
任
技
術
者
の
選
任

代
⾏
者
職
位
の
⾒
直
し

第
３
４
条

計
測
お
よ
び
制
御
系
統

チ
ャン
ネ
ル
数
⾒
直
しに
伴
う変
更

安
全
保
護
系
設
定
値
の
⾒
直
しに
伴
う変
更

第
４
７
条

１
次
冷
却
材
漏
え
い
率

凝
縮
液
量
測
定
装
置
の
要
求
モ
ー
ドの
⾒
直
し

第
８
５
条

重
大
事
故
等
対
処
設
備

記
載
の
適
正
化
（
既
認
可
プ
ラン
トと
の
記
載
の
整
合
等
）

第
９
５
条

新
燃
料
の
貯
蔵

誤
配
置
防
止
措
置
の
実
施
に
係
る
記
載
の
追
加

実
施
計
画
の
作
成
と実
施
計
画
に
つ
い
て
炉
主
任
の
確
認
、所
⻑
の
承
認
を

⾏
う旨
追
加

第
９
７
条

燃
料
の
取
替
等

第
９
８
条

使
⽤
済
燃
料
の
貯
蔵

 
⾼
浜
１
，
２
号
炉
の
保
安
規
定
条
⽂
の
変
更
に
あ
わ
せ
て
、⾼
浜
３
，
４
号
炉
に
係
る

条
⽂
に
つ
い
て
も
、以
下
の
とお
り変
更
を
実
施
す
る
。

※
︓
その
他
、全
般
的
に
記
載
の
適
正
化
（
既
認
可
プラ
ント
との
記
載
の
整
合
等
）
を実
施
。
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津
波
防
護
対
策
（
防
潮
ゲ
ー
ト）
の
運
⽤
⽅
針
の
⾒
直
し（
⾼
浜
１
，
２
号
炉
）

保
安
規
定
変
更
内
容

第
６
８
条
の
２

（
津
波
防
護
施
設
）

３
号
炉
お
よび
４
号
炉
に
つ
い
て
、モ
ー
ド１
、２
、３
、４
、

５
、６
お
よび
使
⽤
済
燃
料
ピッ
トに
燃
料
体
を貯
蔵
して
い

る
期
間
に
お
い
て
、津
波
防
護
施
設
は
、表
６
８
の
２
－
１

で
定
め
る
事
項
を運
転
上
の
制
限
とす
る
。

添
付

2
火
災
、内
部
溢
水
、火
山
影
響
等
お
よび
自
然
災
害
発
生

時
の
対
応
に
係
る
実
施
基
準
（
第

18
条
、第

18
条
の

2、
第

18
条
の

2の
2お
よび
第

18
条
の
３
関
連
）

5
津
波

5.
4
手
順
書
の
整
備

ｄ
．
⼤
津
波
警
報
、津
波
警
報
等
が
発
令
され
な
い
津
波

へ
の
対
応

当
直
課
⻑
は
、原
則
とし
て
潮
位
計
に
お
い
て
通
常
の
潮

汐
とは
異
な
る
潮
位
変
動
が
観
測
され
た
場
合
、津
波
襲
来

と判
断
し、
１
号
炉
、２
号
炉
、３
号
炉
お
よび
４
号
炉
の

循
環
水
ポ
ンプ
を停
止
す
る
。ま
た
、原
子
炉
を停
止
させ
原

⼦
炉
の
冷
却
操
作
を実
施
す
る
とと
も
に
、Ａ
中
央
制
御
室

か
ら取
⽔
路
防
潮
ゲ
ー
トを
閉
⽌
す
る
。

e.
 取
⽔
路
防
潮
ゲ
ー
トの
管
理

(a
) 
取
⽔
路
防
潮
ゲ
ー
ト4
⾨
の
うち
、⽚
系
列

2⾨
に
つ
い

て
は
、常
時
閉
止
運
用
とす
る
。

(b
)
当
直
課
⻑
は
、取
⽔
路
防
潮
ゲ
ー
トの
両
系
列

4⾨
全
て
が
閉
止
した
場
合
、ま
た
は

3門
が
閉
止
した
場
合
は
、

３
号
炉
お
よび
４
号
炉
の
循
環
水
ポ
ンプ
を全
台
停
止
す
る
。

ま
た
、運
転
中
の
号
炉
に
つ
い
て
は
原
子
炉
を停
止
す
る
。

 
⾼
浜
１
，
２
（
３
，
４
）
号
炉
の
新
規
制
基
準
適
合
性
審
査
に
お
い
て
は
、２
基
運
転
か
ら４
基
運
転
に
変
更
す
る
に
あ
た
り、
４
ユ

ニッ
トに
必
要
な
海
水
を
供
給
す
る
観
点
か
ら、
２
機
運
転
の
前
提
条
件
とし
て
設
定
して
い
た
防
潮
ゲ
ー
ト全
４
門
の
うち
２
門
の
常
時

閉
⽌
運
⽤
か
ら常
時
４
⾨
開
放
に
⾒
直
す
旨
を
ご
説
明
して
い
た
。

 
これ
を
踏
ま
え
、今
回
の
申
請
に
お
い
て
は
、津
波
防
護
施
設
に
係
る
保
安
規
定
第
６
８
条
の
２
に
つ
い
て
、高
浜
１
，
２
号
炉
へ
適
用

範
囲
を
拡
⼤
す
る
とと
も
に
、保
安
規
定
添
付
２
に
つ
い
て
⽚
系
列
２
⾨
を常
時
閉
⽌
す
る
運
⽤
を削
除
す
る
こと
とし
て
お
り、
さら
に
津

波
警
報
が
発
表
され
な
い
可
能
性
の
あ
る
津
波
へ
の
対
応
とし
て
、既
に
適
用
して
い
る
対
策
を
添
付
２
（

5.
4 

d.
）
に
反
映
して
い
る
。

 
今

後
、津
波
警
報
が
発
表
さ
れ
な
い
可
能
性

の
あ
る
津
波
へ
の
対
応
に
係
る
原

⼦
炉
設

置
変

更
許
可
申
請
に
対
す
る
審
査

内
容

に
つ

い
て
、必
要

に
応
じて

保
安
規
定
に
も
反
映
を
⾏
った

うえ
で
、別
途
ご
説
明
さ
せ
て
い
た
だ
く。

参考②－23
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原
子
炉
下
部
キ
ャビ
テ
ィ構
造
の
相
違

（
平
成
２
７
年
１
１
⽉
５
⽇
審
査
会
合
資
料
抜
粋
）

参考②－24
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Ｓ
Ｆ
Ｐ
⼤
規
模
漏
え
い
時
の
未
臨
界
管
理
に
係
る
燃
料
の
配
置
管
理
（
⾼
浜
１
，
２
号
炉
）

海
水

ス
プレ
イヘ
ッダ 使
⽤
済
燃
料

送
⽔
⾞

送
水
車

＜
使
⽤
済
燃
料
ピッ
ト＞

３
つ
の
領
域
で
管
理

送
⽔
⾞
・ス
プ
レ
イヘ
ッダ
の
配
備

 
設
置
許
可
基
準
規
則
第

54
条
第

2項
に
よ
る
「使
⽤
済
燃
料
貯
蔵
槽
の
⽔
位
が
異
常
に
低
下
した
場
合
に
お
い
て
燃
料
体
等
の
著
しい
損
傷
の
進
⾏
を

緩
和
す
る
とと
も
に
、臨
界
を
防
⽌
す
る
た
め
に
必
要
な
設
備
」と
して
可
搬
型
ス
プ
レ
イ設
備
を
配
備
して
い
る
。

 
現
状
の
ラッ
クに
燃
料
を
配
置
す
る
場
合
、燃
料
の
使
⽤
状
態
に
応
じて
３
種
類
の
貯
蔵
領
域
を
設
定
す
る
こと
で
、⼤
規
模
漏
え
い
が
発
⽣
した
場
合
に

も
実
効
増
倍
率
を
基
準
（

0.
98
）
以
下
に
維
持
で
き
る
た
め
、こ
の
運
⽤
管
理
に
つ
い
て
保
安
規
定
に
定
め
る
。（
対
象
条
⽂
︓
第
１
０
条
（
原
⼦
炉

主
任
技
術
者
の
職
務
等
）
、第
９
５
条
（
新
燃
料
の
貯
蔵
）
、第
９
７
条
（
燃
料
の
取
替
等
）
、第
９
８
条
（
使
⽤
済
燃
料
の
貯
蔵
）
）

保
安

規
定

変
更

内
容
（

代
表
例
とし
て
第
９
８

条
の
⼀
部
を
抜
粋
）

（
使
⽤
済
燃
料
の
貯
蔵
）

第
９
８
条
原
⼦
燃
料
課
⻑
は
、使
⽤
済
燃
料
を貯
蔵
す
る
場
合
は
、次
の
事
項
を遵
守
す
る
。

（
中
略
）

(9
) 
使
⽤
済
燃
料
ピッ
ト内
の
燃
料
の
配
置
変
更
を⾏
う場
合
は
、図
９
５
に
⽰
す
未
臨
界
が
維
持
で
き
る
こと
をあ
らか
じめ
確
認
して
い
る
条
件
（
初
期
濃
縮
度
、燃
焼
度
、使
⽤

済
燃
料
ピッ
ト⽤
中
性
⼦
吸
収
体
の
有
無
お
よび
配
置
）
に
基
づ
き
移
動
す
る
こと
で
、実
効
増
倍
率
が
不
確
定
性
を含
め
て
０
．
９
８
以
下
とな
る
こと
を
確
認
し、
管
理
す
る
こと

（
１
号
炉
お
よ
び
２
号
炉
の
み
）
。

（
中
略
）

(1
1)

 使
⽤
済
燃
料
の
移
動
に
当
た
って
は
、誤
配
置
を防
⽌
す
る
措
置
を
講
じる
こと
。

２
．
原
⼦
燃
料
課
⻑
は
、第
１
項

(9
)、

(1
0)
に
お
け
る
燃
料
移
動
の
実
施
計
画
を作
成
し、
原
⼦
炉
主
任
技
術
者
の
確
認
を得
て
、所
⻑
の
承
認
を得
る
。

燃
料
貯
蔵
領
域
図
（

1号
炉
の
場
合
）

参考②－25
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柏
崎
刈
⽻
６
７
号
炉
の
審
査
知
⾒
反
映
（
美
浜
３
号
炉
、⾼
浜
１
，
２
号
炉
）

 
柏
崎
刈
⽻
原
⼦
⼒
発
電
所
６
号
炉
及
び
７
号
炉
の
新
規
制
基
準
適
合
性
審
査
を
通
じて
得
られ
た
技
術
的
知
⾒
を
反
映
す
る
た
め
、保
安
規
定
を
変
更
す
る
。

 
具
体
的
に
は
、ア
ニュ
ラス
空
気
再
循
環
設
備
は
、設
置
許
可
上
、２
つ
の
要
求
事
項
「水
素
爆
発
に
よ
る
原
子
炉
建
屋
等
の
損
傷
を
防
止
す
る
た
め
の
設
備
」、

「原
⼦
炉
制
御
室
の
居
住
性
を
確
保
す
る
た
め
の
設
備
」に
紐
付
け
られ
る
こと
とな
る
た
め
、既
条
⽂
とし
て
ア
ニュ
ラス
空
気
再
循
環
設
備
の
運
転
上
の
制
限
を
定

め
て
い
る
表
８
５
－
１
１
、８
５
－
１
１
－
１
の
表
題
に
、関
連
す
る
機
能
を
追
加
す
る
が
、本
変
更
に
つ
い
て
、設
備
の
追
加
は
な
い
た
め
、運
転
上
の
制
限
、

確
認
事
項
お
よ
び
要
求
され
る
措
置
の
記
載
内
容
に
変
更
は
な
い
。

 
ま
た
、
「原
子
炉
制
御
室
の
居
住
性
を
確
保
す
る
た
め
の
設
備
」と
して
、ア
ニュ
ラス
空
気
再
循
環
設
備
が
該
当
す
る
こと
を
明
確
に
す
る
た
め
、表
８
５
－
１
７
、

８
５
－
１
７
－
１
居
住
性
確
保
お
よ
び
汚
染
の
持
ち
込
み
防
止
の
項
目
に
、ア
ニュ
ラス
空
気
再
循
環
設
備
の
運
転
上
の
制
限
を
８
５
－
１
１
－
１
に
定
め

て
い
る
旨
を
記
載
す
る
。

No
設

置
許
可

基
準
規
則
等
の
改
正

項
目

保
安
規
定
変
更
の
要
否

１
原
子
炉
格
納
容
器
の
過
圧
破
損
を防
止

す
る
た
め
の
対
策

改
正
され
た
規
則
要
求
に
対
し、
上
流
規
制
に
お
い
て
既
許
可
に
お
い
て
満
⾜
す
る
こと
を
確
認
の
上
、規
則
要
求
との
紐
付
け
を
明

確
に
す
る
た
め
、記
載
の
適
正
化
を実
施
。運
⽤
事
項
に
係
る
変
更
が
な
い
た
め
、保
安
規
定
の
変
更
は
不
要
。

２
使
⽤
済
燃
料
貯
蔵
槽
か
ら発
⽣
す
る
⽔
蒸

気
に
よる
悪
影
響
を防
止
す
る
た
め
の
対
策

改
正
され
た
規
則
要
求
に
対
し、
上
流
規
制
に
お
い
て
既
許
可
に
お
い
て
満
⾜
す
る
こと
を
確
認
の
上
、規
則
要
求
との
紐
付
け
を
明

確
に
す
る
た
め
、記
載
の
適
正
化
を実
施
。運
⽤
事
項
に
係
る
変
更
が
な
い
た
め
、保
安
規
定
の
変
更
は
不
要
。

３
原
子
炉

制
御
室
の
居
住
性
を
確
保

す
る
た
め
の
対
策

改
正
さ
れ
た
規

則
要
求
に
対
し、
上
流

規
制

に
お
い
て
第
五
⼗
三

条
の
Ｓ
Ａ

設
備
とし
て
記

載
して
い
る
ア
ニ
ュラ

ス
空
気
再
循
環
設

備
等
を
、第
五
十
九
条

の
Ｓ
Ａ
設

備
とし
て
位
置
づ
け
。保

安
規
定
条
文
に
設

備
の
位
置
づ

け
の
追
加
を
反
映
。

保
安

規
定

変
更

内
容
（

第
８
５

条
（

代
表

箇
所

）
）

表
８
５
－
１
１
水
素
爆
発
に
よ
る
原
子
炉
建
屋
等
の
損
傷
を防
止
す
る
等
の
た
め
の
設
備

８
５
－
１
１
－
１
水
素
排
出
、放
射
性
物
質
の
濃
度
低
減

(1
)運
転
上
の
制
限

表
８
５
－
１
７
中
央
制
御
室

８
５
－
１
７
－
１
居
住
性
の
確
保
お
よび
汚
染
の
持
ち
込
み
防
止

(1
)運
転
上
の
制
限

※
４
︓
「８
５
－
１
１
－
１
⽔
素
排
出
、放
射
性
物
質
の
濃
度
低
減
」に
お
い
て
運
転
上
の
制
限

を定
め
る
。

項
目

運
転
上
の
制
限

水
素
排
出

放
射
性
物
質
の
濃
度

低
減

(1
)Ｂ
ア
ニュ
ラス
循
環
系
が
動
作
可
能
で
あ
る
こと
※
１

(2
)代
替
空
気
（
窒
素
）
系
統
が
動
作
可
能
で
あ
る
こと

適
用
モー
ド

設
備

所
要
数

モ
ー
ド１
、２
、３
、４
、

５
お
よ
び
６

Ｂ
アニ
ュラ
ス
循
環
ファ
ン

１
台

…
…

項
目

運
転
上
の
制
限

中
央
制
御
室
非
常
用
循
環
系

居
住
性
確
保
設
備

汚
染
の
持
ち
込
み
防
止
設
備

(1
)
中
央
制
御
室
非
常
用
循
環
系
１
系
統
以
上
が
動

作
可
能
で
あ
る
こと
※
１

(2
)…

適
用
モー
ド

設
備

所
要
数

モー
ド１
、２
、３
、４
、５
お
よ

び
６

Ｂ
アニ
ュラ
ス
循
環
ファ
ン

※
４

…
…

（
美
浜
３
号
炉
の
例
）

参考②－26
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内
部
溢
⽔
に
よ
る
管
理
区
域
外
へ
の
漏
え
い
の
防
⽌
（
美
浜
３
号
炉
、⾼
浜
１
，
２
号
炉
）

 
福
島
第
⼆
原
⼦
⼒
発
電
所
１
号
炉
か
ら４
号
炉
の
使
⽤
済
燃
料
貯
蔵
槽
に
お
い
て
、地
震
に
伴
う⽔
⾯
の
揺
動
（
以
下
「ス
ロッ
シ
ング
」と
い
う。
）
に
よ
る
溢
⽔

事
象
が
発
⽣
し、
排
気
ダク
トに
流
⼊
した
放
射
性
物
質
を
含
む
⽔
が
、ダ
クト
に
設
け
た
⽌
⽔
設
備
を
越
え
て
⾮
管
理
区
域
に
向
か
って
流
れ
出
す
事
象
を
踏
ま
え

た
知
⾒
を
反
映
す
る
た
め
、保
安
規
定
を
変
更
す
る
。

 
具
体
的
に
は
、改
正
され
た
規
則
の
要
求
に
対
して
、そ
の
他
設
備
か
ら溢
⽔
が
発
⽣
した
場
合
に
、必
要
な
措
置
を
⾏
うこ
とを
上
流
規
制
に
て
明
記
して
い
る
た
め
、

運
用
事
項
の
追
加
とし
て
保
安
規
定
の
添
付
２
火
災
、内
部
溢
水
、火
山
影
響
等
お
よ
び
自
然
災
害
発
生
時
の
対
応
に
係
る
実
施
基
準
（
第
１
８
条
、第

１
８
条
の
２
、第
１
８
条
の
２
の
２
お
よ
び
第
１
８
条
の
３
）
に
規
定
す
る
。

保
安

規
定

変
更

内
容
（

第
１
８
条
の
２

、添
付
２

（
代
表
箇
所

）
）

（
内
部
溢
水
発
生
時
の
体
制
の
整
備
）

第
１
８
条
の
２
技
術
課
⻑
は
、原
⼦
炉
施
設
内
に
お
い
て
溢
⽔
が
発
⽣
した
場
合
（
以
下
、「
内
部
溢
⽔
発
⽣
時
」と
い
う。
）
に
お
け
る
原
⼦
炉
施
設
の
保
全
の
た
め
の
活
動
を
⾏

う体
制
の
整
備
とし
て
、次
の
各
号
を
含
む
計
画
を
策
定
し、
所
⻑
の
承
認
を得
る
。ま
た
、計
画
は
、添
付
２
に
⽰
す
「⽕
災
、内
部
溢
⽔
、⽕
⼭
影
響
等
お
よび
⾃
然
災
害
対
応
に
係

る
実
施
基
準
」に
従
い
策
定
す
る
。

添
付
２
火
災
、内
部
溢
水
、火
山
影
響
等
お
よび
自
然
災
害
発
生
時
の
対
応
に
係
る
実
施
基
準
（
第
１
８
条
、第
１
８
条
の
２
、第
１
８
条
の
２
の
２
お
よび
第
１
８
条
の
３

関
連
）

２
内
部
溢
水

技
術
課
⻑
は
、溢
⽔
発
⽣
時
に
お
け
る
原
⼦
炉
施
設
の
保
全
の
た
め
の
活
動
を⾏
う体
制
の
整
備
とし
て
、次
の
２
．
１
項
か
ら２
．
４
項
を
含
む
計
画
を
策
定
し、
所
⻑
の
承
認
を

得
る
。ま
た
、各
課
（
室
）
⻑
は
、計
画
に
基
づ
き
、溢
⽔
発
⽣
時
に
お
け
る
原
⼦
炉
施
設
の
保
全
の
た
め
の
活
動
を⾏
うた
め
に
必
要
な
体
制
お
よ
び
⼿
順
の
整
備
を実
施
す
る
。

（
中
略
）

２
．
４
手
順
書
の
整
備

(1
) 
各
課
（
室
）
⻑
（
当
直
課
⻑
を除
く。
）
は
、溢
⽔
発
⽣
時
に
お
け
る
原
⼦
炉
施
設
の
保
全
の
た
め
の
活
動
を⾏
うた
め
に
必
要
な
体
制
の
整
備
とし
て
、以
下
の
活
動
を実
施
す

る
こと
を
社
内
標
準
に
定
め
る
。

ａ
．
溢
水
発
生
時
の
措
置
に
関
す
る
手
順

当
直
課
⻑
は
、配
管
の
想
定
破
損
に
よ
る
溢
⽔
、ス
プ
リン
クラ
ー
か
らの
放
⽔
に
よる
溢
⽔
、地
震
に
よ
る
溢
⽔
お
よ
び
その
他
の
溢
水
が
発
⽣
した
場
合
の
措
置
を
⾏
う。

＜
設
置
変
更
許
可
申
請
書
添
付
書
類
⼋
（
運
⽤
事
項
抜
粋
）
＞

1.
6.

2 
原
子
炉
施
設
の
溢
水
評
価
に
関
す
る
設
計
方
針

1.
6.

2.
4.

4 
その
他
の
溢
水
影
響
に
対
す
る
設
計
方
針

その
他
の
溢
⽔
の
うち
機
器
の
誤
作
動
や
弁
グ
ラン
ド部
、配
管
フラ
ン
ジ
部
か
らの
漏
え
い
事
象
等
に
対
して
は
、漏
え
い
検
知
シ
ス
テ
ム
等
に
よ
り早
期
に

検
知
し、
漏
え
い
箇

所
の
特
定

及
び
漏
え
い
箇

所
の
隔
離

等
に
よ
り漏
え
い
を
⽌
め
る
こと
で
防
護
対
象

設
備

の
安
全
機
能
を
損
な
うこ
との
な
い
設
計
とす
る
。

その
他
の
溢
水
発
生
時
の
対
応
を
追
加

その
他
の
溢
水
発
生
時
の
対
応
を
追
加

（
美
浜
３
号
炉
の
例
）

参考②－27
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火
山
対
策
（
その
１
）
（
美
浜
３
号
炉
、高
浜
１
，
２
号
炉
）

 
⽕
⼭
影
響
等
発
⽣
時
に
お
け
る
発
電
⽤
原
⼦
炉
施
設
の
保
全
の
た
め
の
活
動
を
⾏
う体
制
の
整
備
に
係
る
、計
画
の
策
定
、実
施
お
よ
び
評
価
、そ
して
継
続

的
に
改
善
して
い
く管
理
の
枠
組
み
を
定
め
る
た
め
、保
安
規
定
を
変
更
す
る
。

 
具
体
的
に
は
、第
１
８
条
の
２
の
２
に
火
山
影
響
等
発
生
時
の
体
制
の
整
備
を
定
め
る
とと
も
に
、改
正
され
た
規
則
の
要
求
の
うち
「手
順
書
の
整
備
」に
関
す

る
事
項
に
つ
い
て
は
、保
安
規
定
の
「添
付
２
火
災
、内
部
溢
水
、火
山
影
響
等
お
よ
び
自
然
災
害
発
生
時
の
対
応
に
係
る
実
施
基
準
（
第
１
８
条
、第
１

８
条
の
２
、第
１
８
条
の
２
の
２
お
よ
び
第
１
８
条
の
３
）
」に
対
応
手
順
を
定
め
る
。

保
安

規
定

変
更

内
容
（

第
１
８
条
の
２

、添
付
２

（
代
表
箇
所

）
）

（
火
山
影
響
等
発
生
時
の
体
制
の
整
備
）

第
１
８
条
の
２
の
２
技
術
課
⻑
は
、⽕
⼭
現
象
に
よる
影
響
が
発
⽣
す
る
お
それ
が
あ
る
場
合
また
は
発
⽣
した
場
合
（
以
下
、「
⽕
⼭
影
響
等
発
⽣
時
」と
い
う。
）
に
お
け
る
原
⼦

炉
施
設
の
保
全
の
た
め
の
活
動
※
１
を
⾏
う体
制
の
整
備
とし
て
、次
の
各
号
を
含
む
計
画
を
策
定
し、
所
⻑
の
承
認
を得
る
。ま
た
、計
画
は
、添
付
２
に
⽰
す
「⽕
災
、内
部
溢
⽔
、⽕

山
影
響
等
お
よ
び
自
然
災
害
発
生
時
の
対
応
に
係
る
実
施
基
準
」に
従
い
策
定
す
る
。

※
１
︓
⽕
⼭
影
響
等
発
⽣
時
に
⾏
う活
動
を
含
む
（
以
下
、本
条
に
お
い
て
同
じ）
。

添
付
２
火
災
、内
部
溢
水
、火
山
影
響
等
お
よび
自
然
災
害
発
生
時
の
対
応
に
係
る
実
施
基
準
（
第
１
８
条
、第
１
８
条
の
２
、第
１
８
条
の
２
の
２
お
よび
第
１
８
条
の
３

関
連
）

３
⽕
⼭
影
響
等
、降
雪
発
⽣
時

技
術
課
⻑
は
、⽕
⼭
影
響
等
お
よび
降
雪
発
⽣
時
に
お
け
る
原
⼦
炉
施
設
の
保
全
の
た
め
の
活
動
を⾏
う体
制
の
整
備
とし
て
、次
の
３
．
１
項
か
ら３
．
４
項
を
含
む
計
画
を
策

定
し、
所
⻑
の
承
認
を
得
る
。ま
た
、各
課
（
室
）
⻑
は
、計
画
に
基
づ
き
、⽕
⼭
影
響
等
、降
雪
発
⽣
時
に
お
け
る
原
⼦
炉
施
設
の
保
全
の
た
め
の
活
動
を
⾏
うた
め
に
必
要
な
体
制

お
よ
び
手
順
の
整
備
を実
施
す
る
。

（
中
略
）

３
．
４
手
順
書
の
整
備

(1
)各
課
（
室
）
⻑
（
当
直
課
⻑
を
除
く。
）
は
、⽕
⼭
影
響
等
、降
雪
発
⽣
時
に
お
け
る
原
⼦
炉
施
設
の
保
全
の
た
め
の
活
動
を⾏
うた
め
に
必
要
な
体
制
の
整
備
とし
て
、以
下
の

活
動
を
実
施
す
る
こと
を社
内
標
準
に
定
め
る
。

（
中
略
）

ｃ
．
デ
ィー
ゼ
ル
発
電
機
の
機
能
を
維
持
す
る
た
め
の
対
策

ｄ
．
ター
ビン
動
補
助
給
⽔
ポ
ンプ
を⽤
い
た
炉
⼼
を冷
却
す
る
た
め
の
対
策

ｅ
．
蒸
気
発
生
器
補
給
用
仮
設
中
圧
ポ
ンプ
（
電
動
）
を
用
い
た
炉
心
の
著
しい
損
傷
を
防
止
す
る
た
め
の
対
策

ｆ
．
緊
急
時
対
策
所
の
居
住
性
確
保
に
関
す
る
対
策

ｇ
．
通
信
連
絡
設
備
に
関
す
る
対
策

（
以
下
、省
略
）

対
応
手
順
を
記

載

詳
細
は
次
頁
の
とお
り

（
美
浜
３
号
炉
の
例
）

参考②－28
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火
山
対
策
（
その
２
）
（
美
浜
３
号
炉
、高
浜
１
，
２
号
炉
）

要
求
事

項
（

実
用

炉
規
則

第
八
十
四
条

の
二
）

主
な
対
応

第 五 号

イ
⽕
⼭
影
響
等
発
⽣
時
に
お
け
る
⾮
常
⽤
交
流
動
⼒
電
源
設
備
の

機
能
を
維
持
す
る
た
め
の
対
策
に
関
す
る
こと
。

デ
ィー
ゼ
ル
発
電
機
の
吸
気
ライ
ン
に
改
良
型
フィ
ル
タを
取
り付
け
、

2台
運
転
。電
動
補
助
給
⽔
ポ
ンプ
に
よ
り炉
⼼
の
冷
却
を
⾏
う。

ロ
イ
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、火
山
影
響
等
発
生
時
に
お
け
る
代
替
電

源
設
備
そ
の
他
の
炉
⼼
を
冷
却
す
る
た
め
に
必
要
な
設
備
の
機
能
を

維
持
す
る
た
め
の
対
策
に
関
す
る
こと
。

ター
ビン
動
補
助
給
水
ポ
ン
プ
を
使
用
し、
蒸
気
発
生
器
２
次
側
へ

注
⽔
す
る
こと
に
よ
り炉
⼼
の
冷
却
を
⾏
う。

ハ
ロに
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、⽕
⼭
影
響
等
発
⽣
時
に
交
流
動
⼒
電
源

が
喪
失
した
場
合
に
お
け
る
炉
心
の
著
しい
損
傷
を
防
止
す
る
た
め
の

対
策
に
関
す
る
こと
。

燃
料
取
扱
建
屋
内
へ
配
置
し
た
電
源
⾞
を
動
⼒
源
とし
、蒸
気
発

生
器
補
給
用
仮
設
中
圧
ポ
ン
プ
（
電
動
）
に
よ
り蒸
気
発
生
器
２

次
側
へ
注
⽔
す
る
こと
に
よ
り炉
⼼
の
冷
却
を
⾏
う。

第
六
号

そ
の
他
、火
山
影
響
等
発
生
時
に
お
け
る
発
電
用
原
子
炉
施
設
の

保
全
の
た
め
の
活
動
に
関
す
る
こと
。

緊
急
時
対
策
所
の
居
住
性
確
保
の
た
め
の
手
順
とし
て
、入
口
扉

開
放
お
よ
び
⼊
⼝
扉
へ
の
仮
設
フィ
ル
タ取
り付
け
を
⾏
う。

通
信
連
絡
設
備
の
機
能
確
保
の
た
め
の
⼿
順
とし
て
、燃
料
取
扱

建
屋
内
へ
配
置
した
電
源
⾞
か
ら給
電
を
⾏
う。

 
改
正
され
た
規
則
要
求
に
対
す
る
対
応
を
下
表
に
示
す
。

・第
⼋
⼗
四
条
の
⼆
の
五
の
イ及
び
第
⼋
⼗
四
条
の
⼆
の
六
に
お
い
て
は
、⽕
⼭
影
響
等
発
⽣
時
の
想
定
とし
て
、「
原
⼦
⼒
発
電
所
の
⽕
⼭
影
響
評
価
ガ
イド
」に
⽰
す
⼿
法
に
従
い
、美
浜
発
電
所
の
降
灰
量

(1
0c

m
)が

24
時
間
継
続
す
る
と仮
定
す
る
こと
に
よ
り気
中
降
下
⽕
砕
物
濃
度
を
推
定
し、
その
環
境
下
で
の
対
策
を
検
討
した
。

・第
⼋
⼗
四
条
の
⼆
の
五
の
ロに
お
い
て
は
、気
中
降
下
⽕
砕
物
濃
度
に
よ
らず
、そ
の
動
作
に
期
待
で
き
る
対
策
を
検
討
した
。

・第
⼋
⼗
四
条
の
⼆
の
五
の
ハ
に
お
い
て
は
、推
定
した
気
中
降
下
⽕
砕
物
濃
度
の

2倍
の
濃
度
を
想
定
し、
そ
の
環
境
下
で
、デ
ィー
ゼ
ル
発
電
機
は
降
灰
到
達
後
も
⼀
定
期
間
機
能
を
期
待
す
る
も
の
とし
て
対
策
を
検
討
した
。

 
プ
ラン
ト毎
の
系
統
構
成
等
の
差
異
に
よ
り、
各
⼿
順
に
必
要
な
要
員
数
や
想
定
時
間
も
異
な
る
が
、構
内
に
常
駐
して
い

る
Ｓ
Ａ
対
策
要
員
に
よ
り対
応
が
可
能
で
あ
る
こと
を
確
認
して
い
る
。

参考②－29
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仮
設
建
屋
の
撤
去
に
伴
う管
理
区
域
の
変
更
（
美
浜
３
号
炉
）

 
３
号
炉
原
⼦
炉
格
納
容
器
外
部
遮
へ
い
壁
耐
震
補
強
⼯
事
の
実
施
に
伴
い
、ア
ニュ
ラス
内
へ
資
機
材
搬
出
⼊
等
を⾏
うた
め
の
仮

設
建
屋
を
設
置
し、
当
該
設
置
区
域
を
管
理
区
域
に
設
定
（

20
17
年

9⽉
15
⽇
申
請
、2

01
8年

1⽉
10
⽇
認
可
）
して
い
た
が
、

⼯
事
完
了
に
伴
い
仮
設
建
屋
を
撤
去
す
る
た
め
添
付
２
管
理
区
域
図
を
変
更
す
る
。

20
18
年

1⽉
10
⽇
以
前
（
施
⾏
前
）

現
在

本
変
更
認
可
（
施
⾏
）
後

枠
組
み
の
範
囲
は
機
密
に
係
る
事
項
で
す
の
で
公
開
す
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。

参考②－30



28

Th
e 

Ka
ns

ai
 E

le
ct

ric
 P

ow
er

 C
o.

, I
nc

.

 
３
号
炉
内
部
溢
水
対
策
とし
て
、主

蒸
気
・主
給
水
配
管
破
断
時
の
溢

水
・蒸
気
影
響
に
よ
り、
安
全
系
機

器
が
機
能
喪
失
す
る
こと
を
防
止
す

る
た
め
、主
蒸
気
・主
給
水
配
管
敷

設
エ
リア
に
耐
圧
区
画
壁
・床
を設

置
す
る
。

 
Ｍ
Ｓ
区
画
内
に
漏
洩
した
蒸
気
は
、

区
画
内
の
内
圧
上
昇
防
止
の
た
め

大
気
に
放
出
す
る
構
造
で
あ
り、
放

射
性
物
質
を
含
ん
だ
漏
洩
蒸
気
が

大
気
中
に
放
出
され
な
い
よ
うに
す
る

観
点
か
ら、
汚
染
の
お
それ
の
な
い
区

域
に
設
定
す
る
た
め
、添
付
２
管
理

区
域
図
を
変
更
す
る
。

現
在

本
変
更
認
可
（
施
⾏
）
後

枠
組
み
の
範
囲
は
機
密
に
係
る
事
項
で
す
の
で
公
開
す
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。

主
蒸
気
配
管
・主
給
⽔
配
管
区
画
壁
設
置
に
伴
う管
理
区
域
の
変
更
（
美
浜
３
号
炉
）

※
：
区
画
内
の
内
圧
上
昇
防
止

※

参考②－31
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主
蒸
気
配
管
・主
給
⽔
配
管
区
画
壁
設
置
に
伴
う管
理
区
域
図
の
変
更
（
⾼
浜
１
，
２
号
炉
）

区
画
壁
詳
細
図

耐
圧
区
画
化
概
念
図

区
画
壁
設
置
計
画
図
（
高
浜
１
号
炉
の
イメ
ー
ジ
）

 
主
蒸
気
・主
給
水
配
管
破
断
時
の
溢
水
・蒸
気
影
響
に
よ
り、
安
全
系
機
器
が
機
能
喪
失

す
る
こと
を
防
止
す
る
た
め
、主
蒸
気
・主
給
水
配
管
敷
設
エリ
ア
に
耐
圧
区
画
壁
・床
を設

置
す
る
も
の
。

 
区
画
内
に
漏
洩
した
蒸
気
は
⼤
気
に
放
出
され
る
構
造
に
あ
る
た
め
、汚
染
の
お
それ
の
な

い
区
域
に
設
定
す
る
こと
で
、主
蒸
気
管
破
断
事
象
が
あ
った
場
合
で
も
汚
染
物
が
大
気
中

に
放
出
され
な
い
よ
うに
す
る
観
点
か
ら、
添
付
４
管
理
区
域
図
の
うち
、「
６
．
１
．
２

号
炉
管
理
区
域
図
その
５
」、
「７
．
１
．
２
号
炉
管
理
区
域
図
その
６
」、
「８
．

１
．
２
号
炉
管
理
区
域
図
その
７
」を
変
更
す
る
。

区
画
壁

水
密
扉

補
強
床

既
設
床

枠
組
み
の
範
囲
は
機
密
に
係
る
事
項
で
す
の
で
公
開
す
る
こと
は
で
き
ま
せ
ん
。

ブ
ロ
ー
ア
ウ
ト
パ
ネ
ル
※

※
：
区
画
内
の
内
圧
上
昇
防
止

参考②－32
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原
⼦
炉
格
納
容
器
上
部
遮
蔽
設
置
⼯
事
に
伴
う管
理
区
域
図
の
変
更
（
⾼
浜
１
，
２
号
炉
）

 
原
⼦
炉
格
納
容
器
上
部
に
ドー
ム
状
の
鉄
筋
コン
クリ
ー
ト造
の
上
部
遮
蔽
を
設
置
す
る
こと
に
伴
い
、添
付
４
管
理

区
域
図
の
うち
、「
１
１
．
１
．
２
号
炉
管
理
区
域
図
その
１
０
」を
変
更
す
る
。

ト
ッ
プ
ド
ー
ム
施
工
前

ト
ッ
プ
ド
ー
ム
施
工
後

ト
ップ
ド
ー
ム

原
子
炉
格
納
容
器
（
外
部
遮
へ
い

建
屋
ドー
ム
内
）

原
子
炉
格
納
容
器
（
屋
上
）

︓
汚
染
の
お
それ
の
な
い
管
理
区
域

原
子
炉
格
納
容
器

外
部
遮

へ
い

ア
ニ
ュラ
ス
ル
ー
フ

ア
ニ
ュラ
ス

参考②－33
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保
安
規
定
に
お
け
る
附
則
（
第
１
項
、第
２
項
）
（
高
浜
１
，
２
号
炉
）

附
則
（
平
成

年
⽉

⽇
平
成
２
６
原
安
管
通
達
第
３
号
－

）
（
施
⾏
期
⽇
）

第
１
条

この
通
達
は
、

年
⽉

⽇
か
ら施
⾏
す
る
。→
認
可
か
ら１
０
⽇
以
内

に
施

⾏
す
る
。

2.
本
規
定
施
⾏
の
際
、使
⽤
前
検
査
の
対
象
とな
る
規
定
（
第
３
項
を除
く。
）
に
つ
い
て
は
、原
⼦
炉
に
燃
料
体
を挿
⼊
す
る
こと
が
で
き

る
状
態
に
な
った
時
の
⼯
事
の
⼯
程
に
お
け
る
各
原
⼦
炉
施
設
に
係
る
使
⽤
前
検
査
終
了
⽇
以
降
に
適
⽤
す
る
こと
とし
、そ
れ
まで
の
間
、

な
お
、従
前
の
例
に
よ
る
。た
だ
し、
上
記
検
査
が
な
い
設
備
に
つ
い
て
は
構
造
、強
度
また
は
漏
え
い
に
係
る
検
査
終
了
⽇
以
降
に
適
⽤
す

る
。な
お
、第
１
３
条
（
運
転
員
等
の
確
保
）
に
つ
い
て
は
、２
号
炉
の
原
⼦
炉
に
燃
料
体
を挿
⼊
す
る
こと
が
で
きる
状
態
に
な
った
時

の
⼯
事
の
⼯
程
に
お
け
る
各
原
⼦
炉
施
設
に
係
る
使
⽤
前
検
査
終
了
⽇
以
降
に
適
⽤
す
る
こと
とし
、そ
れ
ま
で
の
間
の
うち
、１
号
炉
の

原
⼦
炉
に
燃
料
体
を
挿
⼊
す
る
こと
が
で
きる
状
態
に
な
った
時
の
⼯
事
の
⼯
程
に
お
け
る
各
原
⼦
炉
施
設
に
係
る
使
⽤
前
検
査
終
了
⽇

ま
で
は
従
前
の
例
に
よ
り、
それ
以
降
は
別
紙
－
１
に
よる
。

○
適
用
開
始
時
期
の
考
え
方

 
先
⾏
プ
ラン
トに
お
い
て
は
、安
全
対
策
⼯
事
とし
て
設
備
が
設
置
され
た
後
、関
連
す
る
運
⽤
（
⼿
順
書
、体
制
等
）
設
備
の
適
⽤
を開

始
した
。

 
⾼
浜
１
，
２
号
炉
に
お
い
て
は
、新
規
制
基
準
を踏
まえ
た
⽕
災
、溢
⽔
、⻯
巻
等
の
設
計
基
準
事
象
や
重
⼤
事
故
等
へ
対
処
す
る
た
め

の
安
全
対
策
⼯
事
を
進
め
て
お
り、
１
号
炉
で
は

20
20
年

5⽉
、２
号
炉
で
は

20
21
年

1⽉
に
⼯
事
が
完
了
す
る
予
定
で
あ
る
。

 
先
⾏
プ
ラン
トと
同
様
に
、こ
の
⼯
事
完
了
以
降
、保
安
規
定
に
お
け
る
設
備
お
よび
運
⽤
に
関
す
る
条
⽂
（
例
︓
Ｓ
Ａ
設
備
は
８

5条
、

Ｓ
Ａ
時
の
⼿
順
、体
制
は
１
３
条
、１
８
条
の
５
，
６
）
を適
⽤
開
始
す
る
こと
とし
、当
該
号
炉
の
原
⼦
炉
に
燃
料
を装
荷
す
る
前
の

使
⽤
前
検
査
（
三
号
検
査
）
が
終
了
とな
る
Ｑ
Ａ
検
査
に
よる
最
終
的
な
確
認
を受
け
た
⽇
以
降
、適
⽤
され
る
旨
、附
則
に
お
い
て
明

確
に
す
る
。（
ス
ライ
ド３
４
参
照
）

認
可

施
⾏

使
用
前

検
査
終
了
（

1u
）使
用
前

検
査
終
了
（

2u
）

従
前
の
例
に
て
運
⽤
（

1u
）

従
前
の
例
に
て
運
⽤
（

2u
）

1u
適
用

2u
適
用

参考②－34
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保
安
規
定
に
お
け
る
附
則
（
第
２
項
別
紙
－
１
）
（
高
浜
１
，
２
号
炉
）

２
号
炉
に
燃
料
装
荷
しな
い
こと
を明
記

別
紙
１
に
て
運
用

認
可

施
⾏

使
用
前

検
査
終
了
（

1u
）
使
用
前

検
査
終
了
（

2u
）

13
条
適
用

従
前
の
例
に
て
運
⽤

1u
適
用

2u
適
用

参考②－35
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附
則
第
２
項
の
適
用
の
考
え
方
（
美
浜
３
号
炉
、高
浜
１
，
２
号
炉
）

検
査

項
目

対
象
範
囲

実
施

内
容

実
施
時
期

三
号
検
査

（
機
能
・性
能

検
査
等
）

要
目
表
の

対
象
設
備

 
要
⽬
表
に
記
載
され
た
容
量
等
の
ス
ペ
ック
を
満
⾜
して
い
る

こと
を
確
認
され
る
。

 
例
え
ば
、要
⽬
表
に
ポ
ンプ
の
容
量
が

10
0m

3 /
hと
記
載
さ

れ
て
い
れ
ば
、実
際
に
ポ
ンプ
を
運
転
し、

10
0m

3 /
h以
上

の
性
能
を
有
して
い
る
こと
を
確
認
され
る
。

各
設
備
の
工
事

完
了
時

基
本
設
計
方
針

検
査

全
て
の
工
認

対
象
設
備

 
工
認
の
基
本
設
計
方
針
の
要
求
に
対
して
、各
設
備
が
適

合
して
い
る
こと
を
確
認
され
る
。

 
具
体
的
に
は
、い
くつ
か
の
基
本
設
計
方
針
が
サ
ンプ
リン
グ

され
、そ
の
要
求
へ
の
適
合
性
確
認
が
事
業
者
に
よ
る
検
査

に
て
適
切
に
⾏
わ
れ
た
こと
を
確
認
され
る
。

・燃
料
装
荷
前

Ｑ
Ａ
検
査

全
て
の
工
認

対
象
範
囲

 
事
業
者
の
品
質
管
理
の
⽅
法
等
が
⼯
認
（
の
品
管
説
明

書
）
通
りに
⾏
な
わ
れ
て
い
る
こと
を
確
認
され
る
。

 
具
体
的
に
は
、工
事
及
び
事
業
者
に
よ
る
検
査
が
品
管
説

明
書
に
従
って
、適
切
に
実
施
され
て
い
る
こと
を
包
括
的
に

確
認
され
る
。

 
例
え
ば
、三
号
検
査
完
了
時
の

Q
A検
査
で
は
、燃
料
装
荷

ま
で
に
必
要
な
検
査
が
完
了
して
い
る
こと
を
確
認
され
る
。

・使
用
前
検
査
開

始
時

・燃
料
装
荷
前

・原
子
炉
起
動
前

・負
荷
検
査
以
外

の
検
査
完
了
後

等

 
附
則
第
２
項
に
⾔
う「
使
⽤
前
検
査
終
了
」と
は
三
号
検
査
終
了
とな
る
Ｑ
Ａ
検
査
完
了
時
点
を
い
う。

参考②－36
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美
浜
３
号
炉
の
特
有
事
項
の
抽
出
プ
ロ
セ
ス
（
１
／
１
６
）

美
浜
３
号
炉
の
変
更
範
囲

主
な
変
更
内
容

⼤
飯
３
４
号
炉
との
差
異

詳
細
説
明

第 １ 編

第 １ 章

第
１
条

目
的

記
載
の
適
正
化

な
し

第
２
条

の
２

安
全
文
化
の
醸
成

品
質
保
証
規
程
の
改
正
反
映

な
し

第
２
条

の
３

関
係
法
令
お
よび
本
規

定
の
遵
守

品
質
保
証
規
程
の
改
正
反
映

な
し

第 ２ 章

第
３
条

品
質
保
証
計
画

・
品
質
保
証
規
則
の
内
容
反
映

・
新
規
制
定
等
に
伴
う社
内
標
準
（
２
次
文
書
）
の
追
加

な
し

第 ３ 章

第
４
条

保
安
に
関
す
る
組
織

設
置
変
更
許
可
申
請
書
（
添
付
書
類
五
）
との
整
合

な
し

第
５
条

保
安
に
関
す
る
職
務

・
保
安
に
関
す
る
職
務
に
、火
災
、内
部
溢
水
、火
山
影
響

等
、そ
の
他
自
然
災
害
、重
大
事
故
等
、大
規
模
損
壊
発

生
時
の
体
制
の
整
備
に
関
す
る
業
務
を追
加

・
原
⼦
炉
主
任
技
術
者
が
、品
証
室
⻑
等
を兼
務
した
場
合
、

担
当
号
炉
の
職
務
は
遂
⾏
しな
い
こと
とし
、担
当
号
炉
の

職
務
は
兼
任
す
る
職
位
の
上
位
職
が
職
務
を遂
⾏
す
る
こと

を
規
定

あ
り

組
織
の
違
い
に
よる

第
８
条

原
⼦
⼒
発
電
安
全
運

営
委
員
会

原
⼦
⼒
発
電
安
全
運
営
委
員
会
の
審
議
事
項
に
、誤
操
作

防
止
に
関
す
る
事
項
、火
災
、内
部
溢
水
、火
山
影
響
等
、

その
他
自
然
災
害
、重
大
事
故
等
お
よび
大
規
模
損
壊
の
体

制
の
整
備
に
関
す
る
事
項
を追
加

な
し

第
９
条

原
子
炉
主
任
技
術
者

の
選
任

・
原
子
炉
主
任
技
術
者
の
選
任
要
件
の
追
加

・
兼
任
す
る
役
職
者
の
追
加

・
兼
任
す
る
場
合
の
措
置
を規
定
等

な
し

第
１
０
条

原
子
炉
主
任
技
術
者

の
職
務
等

・
所
⻑
の
承
認
に
先
⽴
ち
確
認
す
る
事
項
（
運
転
員
等
の
確

保
、成
⽴
性
確
認
訓
練
お
よび
⼤
規
模
の
確
認
訓
練
の
実

施
計
画
）
を追
加

・
確
認
す
る事
項
（
内
部
溢
水
等
が
発
生
した
場
合
の
措
置
、

成
⽴
性
確
認
訓
練
、⼤
規
模
の
確
認
訓
練
の
結
果
、運
転

上
の
制
限
逸
脱
時
の
要
求
され
る
代
替
措
置
）
を追
加

・
記
録
確
認
の
項
⽬
に
再
結
合
装
置
内
の
温
度
を追
加

な
し

参考②－38
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美
浜
３
号
炉
の
特
有
事
項
の
抽
出
プ
ロ
セ
ス
（
２
／
１
６
）

美
浜
３
号
炉
の
変
更
範
囲

主
な
変
更
内
容

⼤
飯
３
４
号
炉
との
差
異

詳
細
説
明

第 １ 編

第 ４ 章

第
１
２
条

構
成
お
よ
び
定
義

用
語
の
定
義
（
「重
大
事
故
」に
つ
い
て
定
義
）

な
し

第
１
３
条

運
転
員
等
の
確
保

・
発
電
所
に
常
時
確
保
す
る
要
員
数
（
重
大
事
故
等
の
対

応
体
制
）
を規
定

・
要
員
確
保
の
⾒
込
み
が
な
い
場
合
の
措
置
を規
定

・
成
⽴
性
確
認
訓
練
に
お
い
て
、要
員
の
⼒
量
が
確
保
で
きて

い
な
い
と判
断
され
る
場
合
の
措
置
を規
定

な
し

第
１
４
条

巡
視
点
検

系
統
より
切
り離
され
て
い
る
設
備
に
つ
い
て
の
巡
視
点
検
を追

加
な
し

第
１
５
条

運
転
管
理
に
関
す
る
社

内
標
準
の
作
成

社
内
標
準
の
制
定
・改
正
に
つ
い
て
、

・
誤
操
作
防
止

・
火
災
・内
部
溢
水
・火
山
影
響
等
・そ
の
他
自
然
災
害
の
体

制
の
整
備

・
SA
・大
規
模
損
壊
の
体
制
の
整
備
に
関
す
る
事
項
を追
加

な
し

第
１
７
条

原
子
炉
起
動
前
の
確

認
事
項

・
原
子
炉
起
動
前
の
施
設
点
検
結
果
の
確
認
に
つ
い
て
、各

課
（
室
）
⻑
か
らの
報
告
結
果
を発
電
室
⻑
に
通
知
し、

発
電
室
⻑
は
確
認
後
当
直
課
⻑
に
通
知
す
る
こと
を規
定

・
定
期
検
査
に
お
け
る
最
終
の
確
認
結
果
に
つ
い
て
は
、最
終

ヒー
トア
ップ
開
始
前
の
１
年
以
内
の
確
認
結
果
とす
る
記

載
を追
加

な
し

第
１
８
条

火
災
発
生
時
の
体
制
の

整
備

新
規
制
基
準
（
実
用
炉
規
則
・保
安
規
定
審
査
基
準
）
改

正
に
伴
い
、火
災
発
生
時
の
体
制
の
整
備
に
関
す
る
事
項
を

規
定

な
し

第
１
８
条

の
２

内
部
溢
水
発
生
時
の

体
制
の
整
備

新
規
制
基
準
（
実
用
炉
規
則
・保
安
規
定
審
査
基
準
）
改

正
に
伴
い
、内
部
溢
水
発
生
時
の
体
制
の
整
備
に
関
す
る
事

項
を
規
定

な
し

第
１
８
条

の
２
の
２

火
山
影
響
等
発
生
時

の
体
制
の
整
備

新
規
制
基
準
（
実
用
炉
規
則
・保
安
規
定
審
査
基
準
）
改

正
に
伴
い
、火
山
影
響
等
発
生
時
の
体
制
の
整
備
に
関
す
る

事
項
を規
定

な
し

参考②－39
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美
浜
３
号
炉
の
特
有
事
項
の
抽
出
プ
ロ
セ
ス
（
３
／
１
６
）

美
浜
３
号
炉
の
変
更
範
囲

主
な
変
更
内
容

⼤
飯
３
４
号
炉
との
差
異

詳
細
説
明

第 １ 編

第 ４ 章

第
１
８
条

の
３

その
他
自
然
災
害
発
生

時
等
の
体
制
の
整
備

・
新
規
制
基
準
（
設
置
許
可
基
準
規
則
）
改
正
に
伴
い
、

そ
の
他
自
然
災
害
の
体
制
の
整
備
に
関
す
る
事
項
を規
定

・
上
流
⽂
書
で
記
載
した
運
⽤
事
項
（
新
知
⾒
の
収
集
、地

震
に
関
す
る
波
及
的
影
響
の
観
点
の
抽
出
等
）
を追
加

な
し

第
１
８
条

の
４

資
機
材
等
の
整
備

上
流
⽂
書
で
記
載
した
運
⽤
事
項
（
安
全
避
難
通
路
な
らび

に
避
難
用
お
よび
事
故
対
策
用
照
明
、可
搬
型
照
明
の
配
備
、

警
報
装
置
お
よび
通
信
連
絡
設
備
を整
備
お
よび
その
手
順

の
整
備
等
）
を規
定

あ
り

大
飯
特
有
の
事
項
（
大
飯

で
は
デ
ィー
ゼ
ル
発
電
機
の

７
日
間
連
続
運
転
の
た
め
の

燃
料
輸
送
の
⼿
順
を規

定
）

第
１
８
条

の
５

重
大
事
故
等
発
生
時

の
体
制
の
整
備

新
規
制
基
準
（
実
用
炉
規
則
・保
安
規
定
審
査
基
準
）
改

正
に
伴
い
、重
大
事
故
等
発
生
時
の
体
制
の
整
備
に
関
す
る

以
下
の
事
項
を規
定

・
重
大
事
故
等
発
生
時
の
体
制
の
整
備
に
つ
い
て
計
画
を策

定
に
関
す
る
事
項

・
要
員
の
配
置
、教
育
訓
練
（
⼒
量
維
持
向
上
訓
練
、成

⽴
性
確
認
訓
練
等
）
、資
機
材
の
配
備
に
関
す
る
事
項

・
手
順
書
の
整
備
に
関
す
る
事
項

・
支
援
に
関
す
る
事
項

・
定
期
的
な
評
価
に
関
す
る
事
項

あ
り

大
飯
特
有
の
事
項
（
大
飯

で
は
同
時
発
災
を考
慮
して

い
る
が
、美
浜
は
単
独
プラ
ン

トの
た
め
考
慮
して
い
な
い
）

第
１
８
条

の
６

大
規
模
損
壊
発
生
時

の
体
制
の
整
備

新
規
制
基
準
（
実
用
炉
規
則
・保
安
規
定
審
査
基
準
）
改

正
に
伴
い
、大
規
模
損
壊
発
生
時
の
体
制
の
整
備
に
関
す
る

以
下
の
事
項
を規
定

・
大
規
模
損
壊
発
生
時
の
体
制
の
整
備
に
つ
い
て
計
画
を策

定
に
関
す
る
事
項

・
要
員
の
配
置
、教
育
訓
練
（
⼒
量
維
持
向
上
訓
練
、技

術
的
能
⼒
の
確
認
訓
練
）
、資
機
材
の
配
備
に
関
す
る
事

項 ・
手
順
書
の
整
備
に
関
す
る
事
項

・
支
援
に
関
す
る
事
項

・
定
期
的
な
評
価
に
関
す
る
事
項

な
し

第
１
９
条

の
２

原
⼦
炉
冷
却
材
圧
⼒

バ
ウン
ダリ
隔
離
弁
管
理

新
規
制
基
準
（
設
置
許
可
基
準
規
則
）
の
改
正
に
伴
い
、

上
流
⽂
書
で
記
載
した
運
⽤
事
項
（
施
錠
管
理
を⾏
う原
⼦

炉
冷
却
材
圧
⼒
バ
ウン
ダリ
隔
離
弁
が
、閉
⽌
施
錠
状
態
を

確
認
す
る
。）
を規
定

な
し

参考②－40
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美
浜
３
号
炉
の
特
有
事
項
の
抽
出
プ
ロ
セ
ス
（
４
／
１
６
）

美
浜
３
号
炉
の
変
更
範
囲

主
な
変
更
内
容

⼤
飯
３
４
号
炉
との
差
異

詳
細
説
明

第 １ 編

第 ４ 章

第
２
３
条

制
御
棒
動
作
機
能

・
制
御
棒
クラ
ス
タが

AT
W

S緩
和
設
備
とし
て
新
た
に

SA
設

備
とな
った
こと
を受
け
、S

A設
備
を兼
ね
る
旨
を追
記

・
停
止
余
裕
の
記
載
の
適
正
化

な
し

第
２
４
条

制
御
棒
の
挿
入
限
界

停
止
余
裕
の
記
載
の
適
正
化

な
し

第
２
５
条

制
御
棒
位
置
指
⽰

中
央
制
御
盤
取
替
え
に
伴
う上
流
⽂
書
との
整
合
（
プロ
セ
ス

計
算
機
→
ユ
ニッ
ト総
合
管
理
計
算
機
）

な
し

設
備
名
称
の
違
い
の
み

第
２
８
条

化
学
体
積
制
御
系

（
ほ
う酸
濃
縮
機
能
）

・
上
流
⽂
書
（
緊
急
ほ
う酸
注
⼊
ライ
ン補
給
弁
を⽤
い
た

手
順
）
に
定
め
て
い
る
こと
か
ら、
緊
急
ほ
う酸
注
入
弁
が
開

弁
で
きる
こと
を確
認
す
る
旨
を追
加

・
充
て
ん
系
を新
た
に

SA
設
備
とし
て
規
定
す
る
こと
か
ら、

SA
設
備
を兼
ね
る
旨
を記
載
し、
充
て
ん
高
圧
注
入
ポ
ンプ
が

動
作
不
能
時
の

LC
O
を確
認
す
る
こと
を追
加

・
ほ
う酸
⽔
量
の
変
更

(炉
内
構
造
物
取
替
え
に
伴
う反
映

)

あ
り

ス
ライ
ド1
４
参
照

第
２
９
条

原
⼦
炉
熱
出
⼒

中
央
制
御
盤
取
替
え
に
伴
う上
流
⽂
書
との
整
合
（
プロ
セ
ス

計
算
機
→
ユ
ニッ
ト総
合
管
理
計
算
機
）

な
し

設
備
名
称
の
違
い
の
み

第
３
４
条

計
測
お
よ
び
制
御
設
備

・
原
子
炉
トリ
ップ
しゃ
断
器
、手
動
原
子
炉
トリ
ップ
を新
た
に

SA
設
備
とし
た
こと
か
ら、
重
大
事
故
等
対
処
設
備
を兼
ね

る
旨
を
追
加

・
事
故
時
監
視
計
装
の
各
計
装
を新
た
に

SA
設
備
とし
て
規

定
す
る
こと
か
ら、

SA
設
備
を兼
ね
る
旨
を記
載
し、
動
作
不

能
時
の

LC
O
を確
認
す
る
こと
を追
加

・
⼯
事
計
画
変
更
認
可
申
請
書
に
「中
央
制
御
室
外
原
⼦

炉
停
止
装
置
の
低
温
停
止
機
能
」が
明
記
され
た
こと
を踏

ま
え
、本
条
⽂
に
お
い
て
も
モー
ド５
移
⾏
まで
に
使
⽤
す
る

設
備
を追
加

・
安
全
保
護
回
路
デ
ジ
タル
化
に
伴
う安
全
保
護
系
設
定
値

の
変
更

な
し

第
３
５
条

Ｄ
Ｎ
Ｂ
⽐

過
⼤
温
度
ΔＴ
⾼
お
よび
過
⼤
出
⼒
ΔＴ
⾼
トリ
ップ
設
定
値

制
限
図
の
変
更

な
し

参考②－41
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美
浜
３
号
炉
の
特
有
事
項
の
抽
出
プ
ロ
セ
ス
（
５
／
１
６
）

美
浜
３
号
炉
の
変
更
範
囲

主
な
変
更
内
容

⼤
飯
３
４
号
炉
との
差
異

詳
細
説
明

第 １ 編

第 ４ 章

第
３
７
条

１
次
冷
却
系
－
モ
ー

ド３
－

蒸
気
発
生
器
に
よる
熱
除
去
系
を新
た
に

SA
設
備
とし
て
規

定
す
る
こと
か
ら、

SA
設
備
を兼
ね
る
旨
を記
載
し、
動
作
不

能
時
の

LC
O
を確
認
す
る
旨
を追
加

な
し

第
３
８
条

１
次
冷
却
系
－
モ
ー

ド４
－

蒸
気
発
生
器
に
よる
熱
除
去
系
及
び
余
熱
除
去
系
を新
た
に

SA
設
備
とし
て
規
定
す
る
こと
か
ら、

SA
設
備
を兼
ね
る
旨
を

記
載
し、
動
作
不
能
時
の

LC
O
を確
認
す
る
旨
を追
加

な
し

第
３
９
条

１
次
冷
却
系
－
モ
ー

ド５
（
１
次
冷
却
系
満

水
）
－

余
熱
除
去
系
を新
た
に

SA
設
備
とし
て
規
定
す
る
こと
か
ら、

SA
設
備
を兼
ね
る
旨
を記
載
し、
動
作
不
能
時
の

LC
O
を確

認
す
る
旨
を追
加

な
し

第
４
０
条

１
次
冷
却
系
－
モ
ー

ド５
（
１
次
冷
却
系
⾮

満
水
）
－

余
熱
除
去
系
を新
た
に

SA
設
備
とし
て
規
定
す
る
こと
か
ら、

SA
設
備
を兼
ね
る
旨
を記
載
し、
動
作
不
能
時
の

LC
O
を確

認
す
る
旨
を追
加

な
し

第
４
１
条

１
次
冷
却
系
－
モ
ー

ド６
（
キ
ャビ
テ
ィ高
水

位
）
－

余
熱
除
去
系
を新
た
に

SA
設
備
とし
て
規
定
す
る
こと
か
ら、

SA
設
備
を兼
ね
る
旨
を記
載
し、
動
作
不
能
時
の

LC
O
を確

認
す
る
旨
を追
加

な
し

第
４
２
条

１
次
冷
却
系
－
モ
ー

ド６
（
キ
ャビ
テ
ィ低
水

位
）
－

余
熱
除
去
系
を新
た
に

SA
設
備
とし
て
規
定
す
る
こと
か
ら、

SA
設
備
を兼
ね
る
旨
を記
載
し、
動
作
不
能
時
の

LC
O
を確

認
す
る
旨
を追
加

な
し

第
４
３
条

加
圧
器

安
全
保
護
系
設
定
値
の
⾒
直
しに
伴
う変
更

な
し

参考②－42
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美
浜
３
号
炉
の
特
有
事
項
の
抽
出
プ
ロ
セ
ス
（
６
／
１
６
）

美
浜
３
号
炉
の
変
更
範
囲

主
な
変
更
内
容

⼤
飯
３
４
号
炉
との
差
異

詳
細
説
明

第 １ 編

第 ４ 章

第
４
４
条

加
圧
器
安
全
弁

加
圧
器
安
全
弁
が
新
た
に

SA
設
備
とし
て
規
定
す
る
こと
か
ら、

SA
設
備
を兼
ね
る
旨
を追
記

な
し

第
４
５
条

加
圧
器
逃
が
し弁

加
圧
器
逃
が
し弁
が
新
た
に

SA
設
備
とし
て
規
定
す
る
こと
か

ら、
SA
設
備
を兼
ね
る
旨
を記
載
し、
動
作
不
能
時
の

LC
Oを

確
認
す
る
旨
を追
加

な
し

第
４
６
条

低
温
過
加
圧
防
護

中
央
制
御
盤
取
替
え
に
伴
う変
更

（
「操
作
器
」が
「停
止
ロッ
ク」
で
あ
る
旨
を記
載
）

な
し

設
備
名
称
の
違
い
の
み

第
４
７
条

１
次
冷
却
材
漏
え
い
率

・
炉
内
計
装
⽤
シ
ンブ
ル
配
管
室
ドレ
ンピ
ット
漏
え
い
検
出

装
置
をL

CO
に
追
加

・
凝
縮
液
量
測
定
装
置
の
適
⽤
モー
ドを
適
正
化
（
モー
ド

１
お
よび
２
）

な
し

ス
ライ
ド1

3参
照

(大
飯
同
様
の
設
備
を追

加
)

第
５
１
条

アキ
ュム
レー
タ

アキ
ュム
レー
タが
新
た
に

SA
設
備
とし
て
規
定
す
る
こと
か
ら、

SA
設
備
を兼
ね
る
旨
を記
載
し、
動
作
不
能
時
の

LC
O
を確

認
す
る
旨
を追
加

な
し

第
５
２
条

⾮
常
⽤
炉
⼼
冷
却
系

－
モ
ー
ド１
、２
お
よび

３
－

・
上
流
⽂
書
で
記
載
した
運
⽤
事
項
（
イン
ター
フェ
イス
シ
ス

テ
ム

LO
CA
時
に
閉
止
で
きる
こと
）
をサ
ー
ベ
ラン
スと
して

規
定

・
高
圧
注
入
系
及
び
低
圧
注
入
系
を新
た
に

SA
設
備
とし
て

規
定
す
る
こと
か
ら、

SA
設
備
を兼
ね
る
旨
を記
載
し、
動
作

不
能
時
の

LC
O
を確
認
す
る
旨
を追
加

な
し

第
５
３
条

⾮
常
⽤
炉
⼼
冷
却
系

－
モ
ー
ド４
－

高
圧
注
入
系
、低
圧
注
入
系
及
び
充
て
ん
系
を新
た
に

SA
設

備
とし
て
規
定
す
るこ
とか
ら、

SA
設
備
を兼
ね
る
旨
を記
載
し、

動
作
不
能
時
の

LC
O
を確
認
す
る
旨
を追
加

な
し

第
５
４
条

燃
料
取
替
⽤
⽔
タン
ク

燃
料
取
替
⽤
⽔
タン
クが
新
た
に

SA
設
備
とし
て
規
定
す
る
こ

とか
ら、

SA
設
備
を兼
ね
る
旨
を記
載
し、
動
作
不
能
時
の

LC
O
を確
認
す
る
旨
を追
加

な
し

第
５
５
条

ほ
う酸
注
入
タン
ク

ほ
う酸
注
入
タン
クが
新
た
に

SA
設
備
とし
て
規
定
す
る
こと
か

ら、
SA
設
備
を兼
ね
る
旨
を追
加

な
し

参考②－43
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美
浜
３
号
炉
の
特
有
事
項
の
抽
出
プ
ロ
セ
ス
（
７
／
１
６
）

美
浜
３
号
炉
の
変
更
範
囲

主
な
変
更
内
容

⼤
飯
３
４
号
炉
との
差
異

詳
細
説
明

第 １ 編

第 ４ 章

第
５
６
条

原
子
炉
格
納
容
器

原
子
炉
格
納
容
器
が
新
た
に

SA
設
備
とし
て
規
定
す
る
こと
か

ら、
SA
設
備
を兼
ね
る
旨
を追
記

な
し

第
５
８
条

原
子
炉
格
納
容
器
ス
プ

レイ
系

原
子
炉
格
納
容
器
ス
プレ
イ系
を新
た
に

SA
設
備
とし
て
規
定

す
る
こと
か
ら、

SA
設
備
を兼
ね
る
旨
を記
載
し、
動
作
不
能

時
の

LC
O
を確
認
す
る
旨
を追
加

な
し

第
６
０
条

アニ
ュラ
ス
循
環
系

Ｂ
ア
ニ
ュラ
ス
循
環
系
を新
た
に

SA
設
備
とし
て
規
定
す
る
こと

か
ら、

SA
設
備
を兼
ね
る
旨
を記
載
し、
動
作
不
能
時
の

LC
O
を確
認
す
る
旨
を追
加

な
し

第
６
２
条

主
蒸
気
安
全
弁

主
蒸
気
安
全
弁
が
新
た
に

SA
設
備
とし
て
規
定
す
る
こと
か
ら、

SA
設
備
を兼
ね
る
旨
を追
記

な
し

第
６
３
条

主
蒸
気
止
弁

主
蒸
気
止
弁
が
新
た
に

SA
設
備
とし
て
規
定
す
る
こと
か
ら、

SA
設
備
を兼
ね
る
旨
を追
記

主
蒸
気
隔
離
弁
を主
蒸
気
⽌
弁
に
名
称
を適
正
化

な
し

第
６
５
条

主
蒸
気
逃
が
し弁

主
蒸
気
逃
が
し弁
を新
た
に

SA
設
備
とし
て
規
定
す
る
こと
か
ら、

SA
設
備
を兼
ね
る
旨
を記
載
し、
動
作
不
能
時
の

LC
O
を確

認
す
る
旨
を追
加

な
し

第
６
６
条

補
助
給
水
系

補
助
給
水
系
を新
た
に

SA
設
備
とし
て
規
定
す
る
こと
か
ら、

SA
設
備
を兼
ね
る
旨
を記
載
し、
動
作
不
能
時
の

LC
O
を確

認
す
る
旨
を追
加

な
し

第
６
７
条

復
⽔
タン
ク

復
⽔
タン
クを
新
た
に

SA
設
備
とし
て
規
定
す
るこ
とか
ら、

SA
設
備
を兼
ね
る
旨
を記
載
し、
動
作
不
能
時
の

LC
O
を確
認

す
る
旨
を追
加

な
し

第
６
８
条

原
⼦
炉
補
機
冷
却
⽔

系
原
⼦
炉
補
機
冷
却
⽔
系
を新
た
に

SA
設
備
とし
て
規
定
す
る

こと
か
ら、

SA
設
備
を兼
ね
る
旨
を記
載
し、
動
作
不
能
時
の

LC
O
を確
認
す
る
旨
を追
加

な
し

第
６
９
条

原
⼦
炉
補
機
冷
却
海

水
系

原
子
炉
補
機
海
水
系
を新
た
に

SA
設
備
とし
て
規
定
す
る
こと

か
ら、

SA
設
備
を兼
ね
る
旨
を記
載
し、
動
作
不
能
時
の

LC
O
を確
認
す
る
旨
を追
加

な
し

参考②－44
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美
浜
３
号
炉
の
特
有
事
項
の
抽
出
プ
ロ
セ
ス
（
８
／
１
６
）

美
浜
３
号
炉
の
変
更
範
囲

主
な
変
更
内
容

⼤
飯
３
４
号
炉
との
差
異

詳
細
説
明

第 １ 編

第 ４ 章

第
７
０
条

制
御
⽤
空
気
系

「保
安
規
定
変
更
に
係
る
基
本
⽅
針
（
４
．
１
）
」に
基
づ
く

変
更
（
特
に
重
要
度
の
⾼
い
安
全
機
能
を有
す
る
設
備
に
つ

い
て
は
、新
規
制
基
準
に
お
い
て
その
機
能
が
要
求
され
る
こと

か
ら、
制
御
用
空
気
系
を保
安
規
定
へ
反
映
）

な
し

第
７
１
条

中
央
制
御
室
非
常
用

循
環
系

中
央
制
御
室
非
常
用
循
環
系
を新
た
に

SA
設
備
とし
て
規
定

す
る
こと
か
ら、

SA
設
備
を兼
ね
る
旨
を記
載
し、
動
作
不
能

時
の

LC
O
を確
認
す
る
旨
を追
加

な
し

第
７
３
条

外
部
電
源

・新
規
制
基
準
（
実
用
炉
規
則
・設
置
許
可
基
準
規
則
）

改
正
に
伴
い
、「
外
部
電
源
の
独
⽴
性
」及
び
「⼀
相
解
放
故

障
の
検
地
」が
要
求
事
項
とな
った
こと
を受
け
、本
条
文
は
上

記
要
求
事
項
に
則
して
規
定

・美
浜
３
号
炉
は
単
独
プ
ラ
ン
トで
あ
り、

設
置
許
可
基
準
規

則
に
お
け
る
複
数
プ
ラ
ン
トで

の
要
求
に
該
当
しな
い
た
め
、

「外
部
電
源
の
要
求
数
を
２
回
線
以
上
」と

規
定

あ
り

ス
ライ
ド４
参
照

第
７
４
条

デ
ィー
ゼ
ル
発
電
機
－

モー
ド１
、２
、３
お
よ

び
４
－

デ
ィー
ゼ
ル
発
電
機
を新
た
に

SA
設
備
とし
て
規
定
す
る
こと
か

ら、
SA
設
備
を兼
ね
る
旨
を記
載
を追
加

あ
り

大
飯
で
は
号
機
間
融
通
の

手
段
が
あ
る
た
め
、デ
ィー
ゼ

ル
発
電
機
が
動
作
不
能
時

の
LC

O
を確
認
す
る
旨
が
規

定
（
美
浜
３
号
炉
で
は
多

様
性
の
手
段
）

第
７
５
条

デ
ィー
ゼ
ル
発
電
機
－

モー
ド１
、２
、３
お
よ

び
４
以
外
－

デ
ィー
ゼ
ル
発
電
機
を新
た
に

SA
設
備
とし
て
規
定
す
る
こと
か

ら、
SA
設
備
を兼
ね
る
旨
を記
載
を追
加

あ
り

同
上

第
７
６
条

デ
ィー
ゼ
ル
発
電
機
の
燃

料
油
、潤
滑
油
お
よび

始
動
用
空
気

燃
料
油
貯
蔵
タン
クを
新
た
に

SA
設
備
とし
て
規
定
す
る
こと
か

ら、
SA
設
備
を兼
ね
る
旨
を記
載
を追
加

な
し

第
７
７
条

⾮
常
⽤
直
流
電
源
－

モー
ド１
、２
、３
お
よ

び
４
－

蓄
電
池
を新
た
に

SA
設
備
とし
て
規
定
す
る
こと
か
ら、

SA
設

備
を
兼
ね
る
旨
を記
載
し、
動
作
不
能
時
の

LC
O
を確
認
す
る

旨
を
追
加

な
し

第
７
８
条

⾮
常
⽤
直
流
電
源
－

モー
ド５
、６
お
よ
び
照

射
済
燃
料
移
動
中
－

蓄
電
池
を新
た
に

SA
設
備
とし
て
規
定
す
る
こと
か
ら、

SA
設

備
を
兼
ね
る
旨
を記
載
し、
動
作
不
能
時
の

LC
O
を確
認
す
る

旨
を
追
加

な
し

参考②－45
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美
浜
３
号
炉
の
特
有
事
項
の
抽
出
プ
ロ
セ
ス
（
９
／
１
６
）

美
浜
３
号
炉
の
変
更
範
囲

主
な
変
更
内
容

⼤
飯
３
４
号
炉
との
差
異

詳
細
説
明

第 １ 編

第 ４ 章

第
７
９
条

所
内
⾮
常
⽤
⺟
線
－

モー
ド１
、２
、３
お
よ

び
４
－

計
器
用
電
源
（
無
停
電
電
源
装
置
）
が
新
た
に

SA
設
備
と

して
規
定
す
る
こと
か
ら、

SA
設
備
を兼
ね
る
旨
を追
記

な
し

第
８
０
条

所
内
⾮
常
⽤
⺟
線
－

モー
ド５
、６
お
よ
び
照

射
済
燃
料
移
動
中
－

計
器
用
電
源
（
無
停
電
電
源
装
置
）
が
新
た
に

SA
設
備
と

して
規
定
す
る
こと
か
ら、

SA
設
備
を兼
ね
る
旨
を追
記

な
し

第
８
２
条

原
⼦
炉
キ
ャビ
テ
ィ⽔
位

停
⽌
時
Ｓ
Ａ
事
象
（
停
⽌
中
に
炉
⼼
に
燃
料
の
あ
る期
間
に

燃
料
取
替
⽤
⽔
タン
ク⽔
を⽤
い
た
炉
⼼
注
⽔
等
）
を考
慮

し、
モー
ド６
（
キ
ャビ
テ
ィ⾼
⽔
位
）
まで
、ほ
う酸
⽔
量
を確

保
す
る
必
要
が
あ
る
こと
か
ら、
本
条
文
で
は
、「
モー
ド６

（
キ
ャビ
テ
ィ高
水
位
）
の
原
子
炉
キ
ャビ
テ
ィ水
位
」を

LC
O
と

して
規
定

な
し

第
８
３
条

原
子
炉
格
納
容
器
貫

通
部

SA
有
効
性
評
価
（
停
止
時
ミッ
ドル
ー
プ運
転
中
の
余
熱
除

去
系
の
機
能
喪
失
）
を考
慮
し、
モー
ド５
，
６
の
期
間
に
お

い
て
原
子
炉
格
納
容
器
貫
通
部
（
機
器
ハ
ッチ
の
全
ボ
ル
トで

閉
じら
れ
て
い
る
こと
等
）
の

LC
O
等
を規
定

な
し

第
８
５
条

重
大
事
故
等
対
処
設

備
・

SA
設
備
に
つ
い
て
、運
転
上
の
制
限
、サ
ー
ベ
ラン
ス
の
頻

度
、運
転
上
の
制
限
を逸
脱
した
場
合
の
措
置
等
を規
定

す
る
。

・
美
浜
３
号
炉
特
有

の
設
備
、手
順
等
とし
て
、原
子
炉
下

部
キ
ャビ

テ
ィ注

水
ポ
ン
プ
、可

搬
式
代
替
低
圧
注
水
ポ
ン

プ
に
よ
る
代
替
炉
⼼
注
⽔
、送
⽔
⾞
を
⽤
い
た
タ
ー
ビン

動
補
助
給
水
ポ
ン
プ
に
よ
る
蒸
気

発
生
器
へ
の
給
水
、可

搬
式
オ
イ
ル
ポ
ン
プ
、燃

料
油
移
送
ポ
ン
プ
等
の

LC
O
を
設
定

す
る
。

あ
り

ス
ライ
ド６
〜
８
､1

2参
照

柏
崎
刈
⽻
６
７
号
炉
の
審
査
知
⾒
反
映
とし
て
、ア
ニュ
ラス

循
環
設
備
を「
水
素
爆
発
に
よる
原
子
炉
建
屋
等
の
損
傷
を

防
止
す
る
た
め
の
設
備
」、
「原
子
炉
制
御
室
の
居
住
性
を確

保
す
る
た
め
の
設
備
」と
位
置
付
け
本
設
備
の
Ｌ
Ｃ
Ｏ
を規
定

す
る
箇
所
に
関
連
す
る
機
能
を追
加

な
し

参考②－46



44

Th
e 

Ka
ns

ai
 E

le
ct

ric
 P

ow
er

 C
o.

, I
nc

.

美
浜
３
号
炉
の
特
有
事
項
の
抽
出
プ
ロ
セ
ス
（
１
０
／
１
６
）

美
浜
３
号
炉
の
変
更
範
囲

主
な
変
更
内
容

⼤
飯
３
４
号
炉
との
差
異

詳
細
説
明

第 １ 編

第 ４ 章

第
８
７
条

運
転
上
の
制
限
の
確
認

・
主
語
の
明
確
化

・
「保
安
規
定
変
更
に
係
る
基
本
⽅
針
（
４
．
２
）
」に
基

づ
き
運
転
上
の
制
限
を満
足
して
い
る
こと
の
確
認
を実
施
す

る
場
合
、確
認
事
項
が
複
数
の
条
文
で
同
一
で
あ
る
場
合

は
、１
回
の
確
認
に
より
複
数
の
条
文
の
確
認
を実
施
した
と

み
な
す
こと
が
で
きる
旨
を追
加

・
頻
度
の
定
義
を追
加

な
し

第
８
８
条

運
転
上
の
制
限
を
満
足

しな
い
場
合

主
語
の
明
確
化

な
し

第
８
９
条

予
防
保
全
を目
的
とし

た
点
検
・保
修
を実
施

す
る
場
合

・
主
語
の
明
確
化

・
⻘
旗
を適
⽤
す
る
作
業
とし
て
表
８
９
－
１
を追
加

な
し

第
９
０
条

運
転
上
の
制
限
に
関
す

る
記
録

主
語
の
明
確
化

な
し

第
９
１
条

異
常
時
の
基
本
的
な
対

応
「（
第
９
１
条
）
第
１
項
に
定
め
る
」の
記
載
追
加
（
他
プラ

ント
との
整
合
）

な
し

第
９
２
条

異
常
時
の
措
置

「（
第
９
１
条
）
第
１
項
に
定
め
る
」の
記
載
追
加
（
他
プラ

ント
との
整
合
）

な
し

第
９
３
条

異
常
収
束
後
の
措
置

・
「（
第
９
１
条
）
第
２
項
に
定
め
る
」の
記
載
追
加
（
他
プ

ラン
トと
の
整
合
）

・
原
子
炉
トリ
ップ
させ
た
場
合
の
原
子
炉
を再
起
動
で
きる
措

置
に
お
け
る
条
⽂
との
紐
付
け
の
⾒
直
し

な
し

参考②－47
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美
浜
３
号
炉
の
特
有
事
項
の
抽
出
プ
ロ
セ
ス
（
１
１
／
１
６
）

美
浜
３
号
炉
の
変
更
範
囲

主
な
変
更
内
容

⼤
飯
３
４
号
炉
との
差
異

詳
細
説
明

第 １ 編

第 ５ 章

第
９
９
条

使
⽤
済
燃
料
の
運
搬

記
載
の
適
正
化
（
使
⽤
済
燃
料
「等
」の
落
下
防
⽌
措
置
）

な
し

第 ６ 章

第
１
０
０
条

放
射
性
固
体
廃
棄
物

の
管
理

主
語
の
明
確
化

な
し

第
１
０
２
条

放
射
性
気
体
廃
棄
物

の
管
理

主
語
の
明
確
化

な
し

第 ７ 章

第
１
０
５
条

管
理
区
域
の
設
定
・解

除
添
付
番
号
の
繰
り下
げ

な
し

第
１
０
６
条

管
理
区
域
内
に
お
け
る

区
域
区
分

添
付
番
号
の
繰
り下
げ

な
し

第
１
１
０
条

保
全
区
域

添
付
番
号
の
繰
り下
げ

な
し

第
１
１
１
条

周
辺
監
視
区
域

記
載
の
適
正
化

な
し

第
１
１
４
条

外
部
放
射
線
に
係
る
線

量
当
量
率
等
の
測
定

記
載
の
適
正
化

第
１
１
５
条

放
射
線
計
測
器
類
の

管
理

放
射
線
管
理
⽤
計
測
器
（
重
⼤
事
故
等
対
処
設
備
）
に
つ

い
て
は
Ｓ
Ａ
設
備
に
対
す
る
Ｌ
Ｃ
Ｏ
を定
め
る
第
８
５
条
に
て

管
理
す
る
旨
を規
定

な
し

第
１
１
７
条

発
電
所
外
へ
の
運
搬

主
語
の
明
確
化

な
し

第
１
１
８
条

請
負
会
社
の
放
射
線

防
護

主
語
の
明
確
化

な
し

参考②－48
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美
浜
３
号
炉
の
特
有
事
項
の
抽
出
プ
ロ
セ
ス
（
１
２
／
１
６
）

美
浜
３
号
炉
の
変
更
範
囲

主
な
変
更
内
容

⼤
飯
３
４
号
炉
との
差
異

詳
細
説
明

第 １ 編

第 ８ 章

第
１
２
０
条

保
守
管
理
計
画

設
置
変
更
許
可
申
請
書
及
び
⼯
事
変
更
認
可
申
請
書
に
お

い
て
記
載
した
重
大
事
故
等
対
処
設
備
及
び
多
様
性
拡
張

設
備
に
つ
い
て
、保
全
対
象
等
とす
る
旨
を追
記

な
し

第
１
２
０
条

の
２

原
⼦
炉
施
設
の
経
年

劣
化
に
関
す
る
技
術
的

な
評
価
お
よ
び
⻑
期
保

守
管
理
⽅
針

添
付
番
号
の
繰
り下
げ

な
し

第 ９ 章

第
１
２
１
条

原
⼦
⼒
防
災
組
織

・
設
置
変
更
許
可
申
請
書
（
添
付
書
類
五
）
との
整
合

（
原
⼦
⼒
防
災
組
織
図
の
追
加
）

・
「発
電
所
原
⼦
⼒
緊
急
時
対
策
本
部
」の
略
称
「発
電
所

対
策
本
部
」を
追
加

な
し

第
１
２
２
条

の
２

緊
急
作
業
従
事
者
の

選
定

Ｓ
Ａ
訓
練
、大
規
模
損
壊
訓
練
が
保
安
規
定
に
追
加
され
た

こと
を踏
まえ
、こ
れ
らの
訓
練
の
うち
緊
急
作
業
の
方
法
、設

備
取
扱
い
に
係
る
も
の
に
つ
い
て
、緊
急
作
業
従
事
者
へ
の
選

定
前
の
訓
練
とし
て
兼
用
可
能
で
あ
る
こと
を明
記
す
る
。

な
し

第
１
２
３
条

原
⼦
⼒
防
災
資
機
材

等
の
整
備

主
語
の
明
確
化

な
し

第
１
２
４
条

通
報
経
路

原
⼦
⼒
災
害
特
別
措
置
法
関
連
法
令
の
改
正
を踏
まえ
、記

載
を
適
正
化
（
警
戒
事
象
、特
定
事
象
等
が
発
生
した
場
合

の
連
絡
経
路
また
は
通
報
経
路
を定
め
る
。）

な
し

第
１
２
６
条

通
報

原
⼦
⼒
災
害
特
別
措
置
法
関
連
法
令
の
改
正
を踏
まえ
、記

載
を
適
正
化

な
し

第
１
２
７
条

原
⼦
⼒
防
災
体
制
等

の
発
令

・
原
⼦
⼒
災
害
特
別
措
置
法
関
連
法
令
の
改
正
を踏
まえ
、

警
戒
本
部
，
発
電
所
対
策
本
部
の
設
置
を追
加

・
「発
電
所
原
⼦
⼒
緊
急
時
対
策
本
部
」は
略
称
で
記
載

な
し

第
１
２
８
条

応
急
措
置

原
⼦
⼒
災
害
特
別
措
置
法
関
連
法
令
の
改
正
を踏
まえ
、記

載
を
適
正
化

な
し

第
１
３
０
条

原
⼦
⼒
防
災
体
制
等

の
解
除

原
⼦
⼒
災
害
特
別
措
置
法
関
連
法
令
の
改
正
を踏
まえ
、警

戒
体
制
の
解
除
を追
加

な
し

参考②－49
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美
浜
３
号
炉
の
特
有
事
項
の
抽
出
プ
ロ
セ
ス
（
１
３
／
１
６
）

美
浜
３
号
炉
の
変
更
範
囲

主
な
変
更
内
容

⼤
飯
３
４
号
炉
との
差
異

詳
細
説
明

第 １ 編

第 10 章

第
１
３
１
条

所
員
へ
の
保
安
教
育

保
安
教
育
の
項
目
に
、非
常
の
場
合
に
講
ず
べ
き処
置
に
関

す
る
こと
（

SA
、大
規
模
、火
災
、内
部
溢
水
、火
山
影
響

等
そ
の
他
自
然
災
害
の
発
生
時
の
措
置
に
関
す
る
こと
）
を追

加

な
し

第
１
３
２
条

請
負
会
社
従
業
員
へ
の

保
安
教
育

新
規
制
基
準
（
保
安
規
定
審
査
基
準
）
の
改
正
を踏
まえ
、

請
負
会
社
従
業
員
に
つ
い
て
も

SA
、大
規
模
火
災
、内
部
溢

水
、火
山
影
響
等
その
他
自
然
災
害
の
発
生
時
の
措
置
に
関

す
る
こと
を当
社
従
業
員
に
準
じて
実
施
計
画
を定
め
る
こと
を

規
定

な
し

第 11 章

第
１
３
３
条

記
録

・
PA

R、
イグ
ナ
イタ
を設
置
した
こと
に
より
、本
条
文
に

PA
R、

イグ
ナ
イタ
温
度
（
実
⽤
炉
規
則
要
求
事
項
）
を追
加

・
記
載
の
適
正
化

な
し

参考②－50
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美
浜
３
号
炉
の
特
有
事
項
の
抽
出
プ
ロ
セ
ス
（
１
４
／
１
６
）

美
浜
３
号
炉
の
変
更
範
囲

主
な
変
更
内
容

⼤
飯
３
４
号
炉
との
差
異

詳
細
説
明

第 ２ 編

第 １ 章

第
１
３
５
条

目
的

記
載
の
適
正
化

－
※

第
１
３
７
条

安
全
文
化
の
醸
成

品
質
保
証
規
程
の
改
正
反
映

第
１
３
８
条

関
係
法
令
お
よび
本
規

定
の
遵
守

品
質
保
証
規
程
の
改
正
反
映

第 ２ 章

第
１
３
９
条

品
質
保
証
計
画

・
品
質
保
証
規
則
の
内
容
反
映

・
新
規
制
定
等
に
伴
う社
内
標
準
（
２
次
文
書
）
の
追
加

第 ３ 章

第
１
４
０
条

保
安
に
関
す
る
組
織

第
１
編
との
記
載
の
整
合

第
１
４
１
条

保
安
に
関
す
る
職
務

安
全
・防
災
室
⻑
の
職
務
を
「そ
の
他
技
術
安
全
の
総
括
」

か
ら「
電
源
機
能
喪
失
時
等
の
体
制
の
整
備
に
関
す
る
業
務
」

に
変
更

第
１
４
２
条

原
⼦
⼒
発
電
安
全
委

員
会

記
載
の
適
正
化

第
１
４
４
条

廃
止
措
置
主
任
者
の

選
任

記
載
の
適
正
化

第 ４ 章

第
１
４
７
条

運
転
員
の
確
保

美
浜
３
号
炉
の
重
大
事
故
対
応
時
の
体
制
に
係
る
設
置
許

可
変
更
に
伴
い
運
転
員
の
⼈
数
を変
更
（
３
名
→
４
名
）

第
１
５
２
条

地
震
・火
災
等
発
生
時

の
措
置

第
１
編
との
記
載
の
整
合

第
１
５
３
条

電
源
機
能
喪
失
時
等

の
体
制
の
整
備

新
規
制
基
準
（
実
用
炉
規
則
・保
安
規
定
審
査
基
準
）
改

正
に
伴
い
、火
山
影
響
等
発
生
時
の
体
制
の
整
備
に
関
す
る

事
項
を追
記

第
１
５
５
条

工
事
の
計
画
お
よび
実

施
記
載
の
適
正
化
（
系
統
除
染
⼯
事
→
核
燃
料
物
質
に
よる

汚
染
の
除
去
）

第 ６ 章

第
１
６
９
条

放
射
性
気
体
廃
棄
物

の
管
理

主
語
の
明
確
化

※
大
飯
発
電
所
は
第

2編
未
認
可

参考②－51
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美
浜
３
号
炉
の
特
有
事
項
の
抽
出
プ
ロ
セ
ス
（
１
５
／
１
６
）

美
浜
３
号
炉
の
変
更
範
囲

主
な
変
更
内
容

⼤
飯
３
４
号
炉
との
差
異

詳
細
説
明

第 ２ 編

第 ７ 章

第
１
７
２
条

管
理
区
域
の
設
定
・解

除
添
付
番
号
の
繰
り下
げ

第
１
７
３
条

管
理
区
域
内
に
お
け
る

管
理
区
分

添
付
番
号
の
繰
り下
げ

第
１
７
７
条

保
全
区
域

添
付
番
号
の
繰
り下
げ

－
※

第
１
７
８
条

周
辺
監
視
区
域

記
載
の
適
正
化

第
１
８
１
条

外
部
放
射
線
に
係
る
線

量
当
量
率
等
の
測
定

記
載
の
適
正
化

第
１
８
４
条

発
電
所
外
へ
の
運
搬

主
語
の
明
確
化

第
１
８
５
条

請
負
会
社
の
放
射
線

防
護

主
語
の
明
確
化

第 ９ 章

第
１
８
９
条

原
⼦
⼒
防
災
組
織

第
１
編
との
記
載
の
整
合
（
防
災
組
織
図
を追
加
）

第
１
９
１
条

緊
急
作
業
従
事
者
の

選
定

第
１
編
との
記
載
の
整
合
（
兼
用
で
きる
訓
練
の
追
加
）

第
１
９
３
条

通
報
経
路

第
１
編
との
記
載
の
整
合
（
警
戒
事
象
、特
定
事
象
等
が
発

⽣
した
場
合
の
連
絡
経
路
また
は
通
報
経
路
を規
定
）

第
１
９
５
条

通
報

第
１
編
との
記
載
の
整
合
（
記
載
の
適
正
化
）

第
１
９
６
条

原
⼦
⼒
防
災
体
制
等

の
発
令

第
１
編
との
記
載
の
整
合
（
警
戒
本
部
、警
戒
本
部
，
発

電
所
対
策
本
部
の
設
置
を追
加
の
設
置
を追
加
）

第
１
９
７
条

応
急
措
置

第
１
編
との
記
載
の
整
合
（
記
載
の
適
正
化
）

第
２
０
０
条

原
⼦
⼒
防
災
体
制
等

の
解
除

第
１
編
との
記
載
の
整
合
（
警
戒
体
制
の
解
除
を追
加
）

第 10 章

第
２
０
２
条

請
負
会
社
従
業
員
へ
の

保
安
教
育

主
語
の
明
確
化

第 11 章

第
２
０
３
条

記
録

記
載
の
適
正
化

※
大
飯
発
電
所
は
第

2編
未
認
可

参考②－52
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美
浜
３
号
炉
の
特
有
事
項
の
抽
出
プ
ロ
セ
ス
（
１
６
／
１
６
）

美
浜
３
号
炉
の
変
更
範
囲

主
な
変
更
内
容

⼤
飯
３
４
号
炉
との
差
異

抽
出
結
果

添 付
１

異
常
時
の
運
転
操
作
基

準
（
第
９
２
条
関
連
）

異
常
時
の
運
転
操
作
基
準
異
に
つ
い
て
、S

A⼿
順
の
⼀
部
を反

映
な
し

２
火
災
、内
部
溢
水
、火
山

影
響
等
お
よ
び
自
然
災
害

発
生
時
の
対
応
に
係
る
実

施
基
準
（
第
１
８
条
、

第
１
８
条
の
２
、第
１

８
条
の
２
の
２
お
よび
第

１
８
条
の
３
関
連
）

・
火
災
、内
部
溢
水
、火
山
影
響
等
お
よび
自
然
災
害
発
生
時

の
対
応
の
実
施
基
準
とし
て
、設
置
許
可
・工
認
に
て
記
載
した

運
用
事
項
を
集
約
し、
新
規
追
加

・
美
浜
３
号
炉
の
特
有
の
運
用
とし
て
、内
部
溢
水
対
策
に
お
け

る
運

用
停
止
設
備
に
係
る
運
用
を
規
定

あ
り

ス
ライ
ド５
参
照

内
部
溢
⽔
に
よ
る
管
理
区
域
外
へ
の
漏
え
い
の
防
⽌
の
反
映
とし

て
、そ
の
他
の
溢
水
発
生
時
の
対
応
を追
加

な
し

ス
ライ
ド2

4参
照

火
山
灰
対
策
に
つ
い
て
、美
浜
３
号
炉
に
お
け
る
対
応
を規
定

な
し

ス
ライ
ド2

5,
26
参
照

３

重
大
事
故
等
お
よ
び
大
規

模
損
壊
対
応
に
係
る
実

施
基
準

（
第
１
８
条
の
５
お
よび

第
１
８
条
の
６
関
連
）

・
SA
・大
規
模
損
壊
対
応
とし
て
、設
置
許
可
・工
認
に
て
記
載

した
運
用
事
項
を集
約
し、
新
規
追
加

・
SA
訓
練
お
よ
び
成
⽴
性
確
認
訓
練
を実
施
し、
⼒
量
を確
保

で
き
な
い
と判
断
した
場
合
の
措
置
を記
載

な
し

柏
崎
刈
⽻
６

７
号
炉
の
審
査
知
⾒
反
映
とし
て
、ア
ニュ
ラス
循

環
設
備
が
、原
子
炉
制
御
室
の
居
住
性
を確
保
す
る
た
め
の
重
大

事
故
等
対
処
設
」に
位
置
づ
け
られ
る
た
め
、原
子
炉
制
御
室
の

居
住
性
等
に
関
す
る
手
順
等
に
、機
能
お
よび
手
順
の
内
容
を追

加
す
る
。

な
し

ス
ライ
ド2

3参
照

４
管
理
区
域
図
（
第
１
０

５
条
お
よび
第
１
０
６
条

関
連
）

・
仮
設
建
屋
解
体
に
伴
う、
管
理
区
域
図
を
変
更

・
主
蒸
気
･主

給
⽔
配
管
区
画
化
に
伴
い
、⼯
事
完
了
後
に
管

理
区
域
図
を
変
更

あ
り

ス
ライ
ド2

7,
28
参
照

７
管
理
区
域
図
（
第
１
７

２
条
お
よび
第
１
７
３
条

関
連
）

添
付
番
号
の
繰
り下
げ

な
し

８
保
全
区
域
図
（
第
１
７

７
条
関
連
）

添
付
番
号
の
繰
り下
げ

な
し

参考②－53
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高
浜
発
電
所
１
，
２
号
炉
の
特
有
事
項
の
抽
出
プ
ロ
セ
ス
（
１
／
１
１
）

⾼
浜
１
２
号
炉
の
変
更
範
囲

主
な
変
更
内
容

⾼
浜
３
４
号
炉
との
差
異

詳
細
説
明

第 ３ 章

第
８
条

原
⼦
⼒
発
電
安
全
運
営
委

員
会

原
⼦
⼒
発
電
安
全
運
営
委
員
会
の
審
議
事
項
の
うち
、誤
操
作
の
防

止
に
関
す
る
事
項
、火
災
、内
部
溢
水
、火
山
影
響
等
お
よ
び
その
他

自
然
災
害
発
生
時
の
体
制
の
整
備
、重
大
事
故
等
お
よ
び
大
規
模
損

壊
発
生
時
の
体
制
の
整
備
に
つ
い
て
、高
浜
１
，
２
号
炉
へ
適
用
範

囲
を
拡
大
す
る
。

な
し

－

第
９
条

原
子
炉
主
任
技
術
者
の
選

任
・原
⼦
炉
主
任
技
術
者
が
⾮
常
召
集
可
能
圏
外
を
離
れ
る
場
合
に
代

⾏
者
と交
代
す
る
運
⽤
に
つ
い
て
、⾼
浜
１
，
２
号
炉
へ
適
⽤
範
囲
を

拡
大
す
る
。

・各
発
電
所
の
運
⽤
を
統
⼀
す
る
た
め
、代
⾏
者
とし
て
選
任
す
る
本
店

の
役
職
者
の
内
容
を
削
除
す
る
。

な
し

－

第
１
０
条

原
子
炉
主
任
技
術
者
の
職

務
等

・新
規
制
基
準
適
合
性
確
認
結
果
を
踏
ま
え
た
領
域
管
理
の
観
点
か
ら、

表
１
０
－
１
の
燃
料
移
動
の
実
施
計
画
に
つ
い
て
、原
⼦
炉
主
任
技

術
者
の
確
認
を
得
て
、所
⻑
の
承
認
を
得
る
旨
を
追
記
す
る
。

・表
１
０
－
２
及
び
表
１
０
－
３
の
内
容
確
認
に
つ
い
て
、高
浜
１
，

２
号
炉
へ
適
用
範
囲
を
拡
大
す
る
。

な
し

－

第 ４ 章

第
１
２
条

構
成
お
よ
び
定
義

重
大
事
故
に
係
る
定
義
に
つ
い
て
、高
浜
１
，
２
号
炉
へ
適
用
範
囲
を

拡
大
す
る
。

な
し

－

第
１
３
条

運
転
員
等
の
確
保

・⾼
浜
１
，
２
号
炉
中
央
制
御
盤
取
替
⼯
事
完
了
に
伴
い
運
転
員
控

室
を
廃
止
す
る
旨
を
反
映

・４
機
運
転
に
伴
う体
制
変
更
を
反
映
す
る
。

な
し

－

第
１
４
条

巡
視
点
検

系
統
よ
り切
離
しさ
れ
て
い
る
施
設
で
あ
る
可
搬
設
備
、緊
急
時
対
策
所

設
備
お
よ
び
通
信
連
絡
を
⾏
うた
め
に
必
要
な
設
備
等
に
つ
い
て
、⾼
浜

１
，
２
号
炉
へ
適
用
範
囲
を
拡
大
す
る
。

な
し

－

第
１
５
条

運
転
管
理
に
関
す
る
社
内

標
準
の
作
成

社
内
標
準
の
作
成
対
象
の
うち
、誤
操
作
の
防
止
に
関
す
る
事
項
、火

災
、内
部
溢
水
、火
山
影
響
等
お
よ
び
その
他
自
然
災
害
発
生
時
等
の

体
制
の
整
備
、重
大
事
故
等
お
よ
び
大
規
模
損
壊
発
生
時
の
体
制
の

整
備
に
つ
い
て
、高
浜
１
，
２
号
炉
へ
適
用
範
囲
を
拡
大
す
る
。

な
し

－

第
１
７
条

原
子
炉
起
動
前
の
確
認
事

項
原
子
炉
起
動
前
の
確
認
結
果
に
つ
い
て
、そ
の
適
用
期
間
を
最
終
ヒー
ト

ア
ップ
開
始
前
の
１
年
以
内
とす
る
旨
を
反
映
す
る
。

な
し

－

第
１
８
条

火
災
発
生
時
の
体
制
の
整

備
・⾼
浜
１
，
２
号
炉
中
央
制
御
盤
取
替
⼯
事
完
了
に
伴
い
運
転
員
控

室
を
廃
止
す
る
旨
を
反
映

・火
災
防
護
計
画
の
策
定
に
つ
い
て
、高
浜
１
，
２
号
炉
へ
適
用
範
囲

を
拡
大
す
る
。

な
し

－

参考②－55
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高
浜
発
電
所
１
，
２
号
炉
の
特
有
事
項
の
抽
出
プ
ロ
セ
ス
（
２
／
１
１
）

⾼
浜
１
２
号
炉
の
変
更
範
囲

主
な
変
更
内
容

⾼
浜
３
４
号
炉
との
差
異

詳
細
説
明

第 ４ 章

第
１
８
条
の
２

内
部
溢
水
発
生
時
の
体
制

の
整
備

・内
部
溢
水
発
生
時
の
体
制
の
整
備
に
つ
い
て
、高
浜
１
，
２
号
炉
へ

適
用
範
囲
を
拡
大
す
る
。

な
し

－

第
１
８
条
の

2
の
２

火
山
影
響
等
発
生
時
の
体

制
の
整
備

・火
山
影
響
等
発
生
時
の
体
制
の
整
備
に
つ
い
て
、高
浜
１
，
２
号

炉
へ
適
用
範
囲
を
拡
大
す
る
。

な
し

－

第
１
８
条
の
３

その
他
自
然
災
害
発
生
時

等
の
体
制
の
整
備

・そ
の
他
自
然
災
害
発
生
時
等
の
体
制
の
整
備
に
つ
い
て
、高
浜
１
，

２
号
炉
へ
適
用
範
囲
を
拡
大
す
る
。

な
し

－

第
１
８
条
の
４

資
機
材
等
の
整
備

・資
機
材
等
の
整
備
に
つ
い
て
、高
浜
１
，
２
号
炉
へ
適
用
範
囲
を
拡

大
す
る
。

・業
務
実
態
に
合
わ
せ
て
⾏
為
者
を
⾒
直
す
。

な
し

－

第
１
８
条
の
５

重
大
事
故
等
発
生
時
の
体

制
の
整
備

重
大
事
故
等
発
生
時
の
体
制
の
整
備
に
つ
い
て
、高
浜
１
，
２
号
炉

へ
適
用
範
囲
を
拡
大
す
る
。

な
し

－

第
１
８
条
の
６

大
規
模
損
壊
発
生
時
の
体

制
の
整
備

大
規
模
損
壊
発
生
時
の
体
制
の
整
備
に
つ
い
て
、高
浜
１
，
２
号
炉

へ
適
用
範
囲
を
拡
大
す
る
。

な
し

－

第
１
８
条
の
７

電
源
機
能
喪
失
時
等
の
体

制
の
整
備

第
１
８
条
〜
第
１
８
条
の
６
の
適
⽤
範
囲
に
⾼
浜
１
，
２
号
炉
を

含
め
る
こと
を
踏
ま
え
、こ
れ
ま
で
旧
基
準
炉
に
対
し要
求
して
き
た
電
源

機
能
喪
失
時
等
の
体
制
の
整
備
に
関
す
る
条
文
を
削
除
す
る
。

な
し

－

第
１
９
条
の
２

原
⼦
炉
冷
却
材
圧
⼒
バ
ウ

ンダ
リ隔
離
弁
管
理

原
⼦
炉
冷
却
材
圧
⼒
バ
ウン
ダリ
隔
離
弁
管
理
に
つ
い
て
、⾼
浜
１
，

２
号
炉
へ
適
用
範
囲
を
拡
大
す
る
。

な
し

－

第
２
３
条

制
御
棒
動
作
機
能

制
御
棒
動
作
機
能
の
うち
、制
御
棒
クラ
ス
タは
重
大
事
故
等
対
処
設

備
を
兼
ね
る
旨
を
追
記
す
る
。

・制
御
棒
の
全
引
抜
位
置
か
らの
落
下
時
間
に
つ
い
て
、⼯
認
記
載
値

との
整
合
を
図
る
。

な
し

－

第
２
５
条

制
御
棒
位
置
指
⽰

⾼
浜
１
，
２
号
炉
中
央
制
御
盤
取
替
⼯
事
完
了
に
伴
い
、⾼
浜
１
，

２
号
炉
の
プ
ロセ
ス
計
算
機
の
名
称
を
ユ
ニッ
ト総
合
管
理
計
算
機
に

⾒
直
し

な
し

設
備
名
称
の
違
い
の
み

第
２
８
条

化
学
体
積
制
御
系
（
ほ
う

酸
濃
縮
機
能
）

・ほ
う酸
ポ
ンプ
、ほ
う酸
タン
ク、
緊
急
ほ
う酸
水
補
給
弁
お
よ
び
充
て
ん

系
は
、重
大
事
故
等
対
処
設
備
を
兼
ね
る
旨
を
追
記
す
る
。

・高
浜
１
，
２
号
炉
に
つ
い
て
Ｓ
Ａ
設
備
に
対
す
る
Ｌ
Ｃ
Ｏ
を
定
め
る

第
８
５
条
との
紐
付
け
を
明
確
に
す
る
。

な
し

－

参考②－56
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高
浜
発
電
所
１
，
２
号
炉
の
特
有
事
項
の
抽
出
プ
ロ
セ
ス
（
３
／
１
１
）

⾼
浜
１
，
２
号
炉
の
変
更
範
囲

主
な
変
更
内
容

⾼
浜
３
４
号
炉
との
差
異

詳
細
説
明

第 ４ 章

第
２
９
条

原
⼦
炉
熱
出
⼒

⾼
浜
１
，
２
号
炉
中
央
制
御
盤
取
替
⼯
事
完
了
に
伴
い
、⾼
浜
１
，

２
号
炉
の
プ
ロセ
ス
計
算
機
の
名
称
を
ユ
ニッ
ト総
合
管
理
計
算
機
に

⾒
直
し

な
し

設
備
名
称
の
違
い
の
み

第
３
０
条

熱
流
束
熱
⽔
路
係
数
（
Ｆ

Ｑ
(Z

)）
(5

)５
５
Ｇ
燃

料
導

⼊
を
踏
ま
え
、⾼
浜
１
，
２
号
炉
の
熱
流
束
熱

⽔
路
係
数
（
Ｆ
Ｑ
(Z

)）
とＫ
（
Ｚ
）
を
⾒
直
す
。

（
プ
ラン
ト固
有
に
設
定
）

ス
ライ
ド1

5参
照

第
３
１
条

核
的
エ
ンタ
ル
ピ上
昇
熱
水

路
係
数
（
Ｆ
Ｎ
ΔＨ
）

(5
)５
５
Ｇ
燃

料
導

⼊
を
踏
ま
え
、高
浜
１
，
２
号
炉
の
核
的
エ
ンタ

ル
ピ上
昇
熱
⽔
路
係
数
（
Ｆ
Ｎ
ΔＨ
）
を
⾒
直
す
。

（
プ
ラン
ト固
有
に
設
定
）

ス
ライ
ド1

5参
照

第
３
４
条

計
測
お
よ
び
制
御
設
備

先
⾏
認
可
プ
ラン
トと
同
様
に
安
全
保
護
系
設
定
値
の
⾒
直
し、
安
全

保
護
回
路
デ
ジ
タル
化
反
映
を
⾏
う。

な
し

－

第
３
５
条

Ｄ
Ｎ
Ｂ
比

・(
5)
５
５
Ｇ

燃
料

導
⼊
を
踏
ま
え
、高
浜
１
，
２
号
炉
の
Ｄ
Ｎ
Ｂ
比

を
⾒
直
す
。

（
プ
ラン
ト固
有
に
設
定
）

ス
ライ
ド1

5参
照

・安
全
保
護
系
設
定
値
の
⾒
直
しに
伴
い
過
⼤
温
度
△
Ｔ
⾼
お
よ
び

過
⼤
出
⼒
△
Ｔ
⾼
トリ
ップ
設
定
値
制
限
図
を
⾒
直
す
。

な
し

－

第
３
７
条

１
次
冷
却
系
－
モ
ー
ド３

－
・蒸
気
発
生
器
に
よ
る
熱
除
去
系
は
、重
大
事
故
等
対
処
設
備
を
兼

ね
る
旨
を
追
記
す
る
。

・高
浜
１
，
２
号
炉
に
つ
い
て
Ｓ
Ａ
設
備
に
対
す
る
Ｌ
Ｃ
Ｏ
を
定
め
る

第
８
５
条
との
紐
付
け
を
明
確
に
す
る
。

な
し

－

第
３
８
条

１
次
冷
却
系
－
モ
ー
ド４

－
・余
熱
除
去
系
、蒸
気
発
生
器
に
よ
る
熱
除
去
系
は
、重
大
事
故
等

対
処
設
備
を
兼
ね
る
旨
を
追
記
す
る
。

・高
浜
１
，
２
号
炉
に
つ
い
て
Ｓ
Ａ
設
備
に
対
す
る
Ｌ
Ｃ
Ｏ
を
定
め
る

第
８
５
条
との
紐
付
け
を
明
確
に
す
る
。

な
し

－

第
３
９
条

１
次
冷
却
系
－
モ
ー
ド５

（
１
次
冷
却
系
満
⽔
）
－

・余
熱
除
去
系
は
、重
大
事
故
等
対
処
設
備
を
兼
ね
る
旨
を
追
記
す
る。

・Ｓ
Ａ
設
備
に
対
す
る
Ｌ
Ｃ
Ｏ
を
定
め
る
第
８
５
条
との
紐
付
け
を
明

確
に
す
る
。

な
し

－

第
４
０
条

１
次
冷
却
系
－
モ
ー
ド５

（
１
次
冷
却
系
⾮
満
⽔
）

－

・余
熱
除
去
系
は
、重
大
事
故
等
対
処
設
備
を
兼
ね
る
旨
を
追
記
す
る。

・Ｓ
Ａ
設
備
に
対
す
る
Ｌ
Ｃ
Ｏ
を
定
め
る
第
８
５
条
との
紐
付
け
を
明

確
に
す
る
。

な
し

－

参考②－57
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高
浜
発
電
所
１
，
２
号
炉
の
特
有
事
項
の
抽
出
プ
ロ
セ
ス
（
４
／
１
１
）

⾼
浜
１
，
２
号
炉
の
変
更
範
囲

主
な
変

更
内

容
⾼

浜
３
４
号
炉
との
差
異

詳
細
説
明

第 ４ 章

第
４
１
条

１
次
冷
却
系
－
モ
ー
ド６

（
キ
ャビ
テ
ィ高
水
位
）
－

・余
熱
除
去
系
は
、重
大
事
故
等
対
処
設
備
を
兼
ね
る
旨
を
追
記
す
る。

・Ｓ
Ａ
設
備
に
対
す
る
Ｌ
Ｃ
Ｏ
を
定
め
る
第
８
５
条
との
紐
付
け
を
明

確
に
す
る
。

な
し

－

第
４
２
条

１
次
冷
却
系
－
モ
ー
ド６

（
キ
ャビ
テ
ィ低
水
位
）
－

・余
熱
除
去
系
は
、重
大
事
故
等
対
処
設
備
を
兼
ね
る
旨
を
追
記
す
る。

・Ｓ
Ａ
設
備
に
対
す
る
Ｌ
Ｃ
Ｏ
を
定
め
る
第
８
５
条
との
紐
付
け
を
明

確
に
す
る
。

な
し

－

第
４
３
条

加
圧
器

先
⾏
認
可
プ
ラン
トと
同
様
に
安
全
保
護
系
設
定
値
の
⾒
直
し、
⾼
浜

１
，
２
号
炉
の
加
圧
器
⽔
位
を
⾒
直
す
。

な
し

－

第
４
４
条

加
圧
器
安
全
弁

加
圧
器
安
全
弁
は
、重
大
事
故
等
対
処
設
備
を
兼
ね
る
旨
を
追
記
す

る
。

な
し

－

第
４
５
条

加
圧
器
逃
が
し弁

・加
圧
器
逃
が
し弁
は
、重
大
事
故
等
対
処
設
備
を
兼
ね
る
旨
を
追
記

す
る
。

・高
浜
１
，
２
号
炉
に
つ
い
て
Ｓ
Ａ
設
備
に
対
す
る
Ｌ
Ｃ
Ｏ
を
定
め
る

第
８
５
条
との
紐
付
け
を
明
確
に
す
る
。

な
し

－

第
４
６
条

低
温
過
加
圧
防
護

⾼
浜
１
，
２
号
炉
中
央
制
御
盤
取
替
⼯
事
完
了
に
伴
い
、⾼
浜
１
，

２
号
炉
の
「操
作
ス
イッ
チ
」お
よ
び
「プ
ル
ア
ウト
（
引
断
）
」の
名
称
を

「操
作
器
」お
よ
び
「停
止
ロッ
ク」
に
適
正
化

な
し

設
備
名
称
の
違
い
の
み

第
４
７
条

１
次
冷
却
材
漏
え
い
率

(1
)新

規
制

基
準
適
合
性
確
認
結
果
を
踏
ま
え
、高
浜
１
，
２
号
炉

の
炉
内
計
装
⽤
シ
ンブ
ル
配
管
室
ドレ
ンピ
ット
漏
え
い
検
出
装
置
に
対

す
る
Ｌ
Ｃ
Ｏ
を
設
定

あ
り

ス
ライ
ド1

3参
照

凝
縮
液
測
定
装
置
に
対
す
る
適
用
モ
ー
ドを
モ
ー
ド１
，
２
に
限
定

（
モ
ー
ド３
，
４
の
除
外
）

な
し

－

第
５
１
条

蓄
圧
タン
ク

(5
)５
５
Ｇ

燃
料

導
⼊
を
踏
ま
え
、高
浜
１
，
２
号
炉
の
蓄
圧
タン
ク

の
ほ
う素
濃
度
を
⾒
直
す
。

（
プ
ラン
ト固
有
に
設
定
）

ス
ライ
ド1

5参
照

・蓄
圧
タン
クは
、重
大
事
故
等
対
処
設
備
を
兼
ね
る
旨
を
追
記
す
る
。

・高
浜
１
，
２
号
炉
に
つ
い
て
Ｓ
Ａ
設
備
に
対
す
る
Ｌ
Ｃ
Ｏ
を
定
め
る

第
８
５
条
との
紐
付
け
を
明
確
に
す
る
。

な
し

－

第
５
２
条

⾮
常
⽤
炉
⼼
冷
却
系
－

モ
ー
ド１
、２
お
よ
び
３
－

・余
熱
除
去
ポ
ンプ
入
口
弁
が
、閉
止
可
能
で
あ
る
こと
を
確
認
に
つ
い
て
、

高
浜
１
，
２
号
炉
へ
適
用
範
囲
を
拡
大
す
る
。

・高
圧
注
入
系
及
び
低
圧
注
入
系
は
、重
大
事
故
等
対
処
設
備
を
兼

ね
る
旨
を
追
記
す
る
。

・高
浜
１
，
２
号
炉
に
つ
い
て
Ｓ
Ａ
設
備
に
対
す
る
Ｌ
Ｃ
Ｏ
を
定
め
る

第
８
５
条
との
紐
付
け
を
明
確
に
す
る
。

な
し

－

参考②－58
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高
浜
発
電
所
１
，
２
号
炉
の
特
有
事
項
の
抽
出
プ
ロ
セ
ス
（
５
／
１
１
）

⾼
浜
１
，
２
号
炉
の
変
更
範
囲

主
な
変
更
内
容

⾼
浜
３
４
号
炉
との
差
異

詳
細
説
明

第 ４ 章

第
５
３
条

⾮
常
⽤
炉
⼼
冷
却
系
－

モ
ー
ド４
－

・高
圧
注
入
系
、充
て
ん
系
及
び
低
圧
注
入
系
は
、重
大
事
故
等
対

処
設
備
を
兼
ね
る
旨
を
追
記
す
る
。

・高
浜
１
，
２
号
炉
に
つ
い
て
Ｓ
Ａ
設
備
に
対
す
る
Ｌ
Ｃ
Ｏ
を
定
め
る

第
８
５
条
との
紐
付
け
を
明
確
に
す
る
。

な
し

－

第
５
４
条

燃
料
取
替
⽤
⽔
タン
ク

(5
)５
５
Ｇ

燃
料

導
⼊
を
踏
ま
え
、⾼
浜
１
，
２
号
炉
の
燃
料
取
替

⽤
⽔
タン
クの
ほ
う素
濃
度
を
⾒
直
す
。

（
プ
ラン
ト固
有
に
設
定
）

ス
ライ
ド1

5参
照

・燃
料
取
替
⽤
⽔
タン
クは
、重
⼤
事
故
等
対
処
設
備
を
兼
ね
る
旨
を

追
記
す
る
。

・高
浜
１
，
２
号
炉
に
つ
い
て
Ｓ
Ａ
設
備
に
対
す
る
Ｌ
Ｃ
Ｏ
を
定
め
る

第
８
５
条
との
紐
付
け
を
明
確
に
す
る
。

な
し

－

第
５
５
条

ほ
う酸
注
入
タン
ク

・ほ
う酸
注
入
タン
クは
、重
大
事
故
等
対
処
設
備
を
兼
ね
る
旨
を
追
記

す
る
。

な
し

－

第
５
６
条

原
子
炉
格
納
容
器

・原
子
炉
格
納
容
器
は
、重
大
事
故
等
対
処
設
備
を
兼
ね
る
旨
を
追

記
す
る
。

な
し

－

第
５
８
条

原
子
炉
格
納
容
器
ス
プ
レ
イ

系
(5

)５
５
Ｇ

燃
料

導
⼊
を
踏
ま
え
、高
浜
１
，
２
号
炉
の
よ
う素
除
去

薬
品
タン
クの
苛
性
ソ
ー
ダ溶
液
量
を
⾒
直
す
。

（
プ
ラン
ト固
有
に
設
定
）

ス
ライ
ド1

5参
照

・原
子
炉
格
納
容
器
ス
プ
レ
イ系
は
、重
大
事
故
等
対
処
設
備
を
兼
ね

る
旨
を
追
記
す
る
。

・高
浜
１
，
２
号
炉
に
つ
い
て
Ｓ
Ａ
設
備
に
対
す
る
Ｌ
Ｃ
Ｏ
を
定
め
る

第
８
５
条
との
紐
付
け
を
明
確
に
す
る
。

な
し

－

第
５
９
条

ア
ニュ
ラス
空
気
浄
化
系

・ア
ニュ
ラス
空
気
浄
化
系
は
、重
大
事
故
等
対
処
設
備
を
兼
ね
る
旨
を

追
記
す
る
。

・高
浜
１
，
２
号
炉
に
つ
い
て
Ｓ
Ａ
設
備
に
対
す
る
Ｌ
Ｃ
Ｏ
を
定
め
る

第
８
５
条
との
紐
付
け
を
明
確
に
す
る
。

な
し

－

第
６
０
条

ア
ニュ
ラス

高
浜
１
，
２
号
炉
の
設
備
名
称
を
適
正
化
す
る
。

な
し

－

第
６
１
条

主
蒸
気
安
全
弁

主
蒸
気
安
全
弁
は
、重
大
事
故
等
対
処
設
備
を
兼
ね
る
旨
を
追
記
す

る
。

な
し

－

第
６
２
条

主
蒸
気
隔
離
弁

主
蒸
気
隔
離
弁
は
、重
⼤
事
故
等
対
処
設
備
を
兼
ね
る
旨
を
追
記
す

る
。

な
し

－

第
６
４
条

主
蒸
気
逃
が
し弁

・主
蒸
気
逃
が
し弁
は
、重
大
事
故
等
対
処
設
備
を
兼
ね
る
旨
を
追
記

す
る
。

・高
浜
１
，
２
号
炉
に
つ
い
て
Ｓ
Ａ
設
備
に
対
す
る
Ｌ
Ｃ
Ｏ
を
定
め
る

第
８
５
条
との
紐
付
け
を
明
確
に
す
る
。

な
し

－

参考②－59
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高
浜
発
電
所
１
，
２
号
炉
の
特
有
事
項
の
抽
出
プ
ロ
セ
ス
（
６
／
１
１
）

⾼
浜
１
，

２
号
炉
の
変
更
範
囲

主
な
変
更
内
容

⾼
浜
３
４
号
炉
との
差
異

詳
細
説
明

第 ４ 章

第
６
５
条

補
助
給
水
系

・補
助
給
水
系
は
、重
大
事
故
等
対
処
設
備
を
兼
ね
る
旨
を
追
記
す
る
。

・高
浜
１
，
２
号
炉
に
つ
い
て
Ｓ
Ａ
設
備
に
対
す
る
Ｌ
Ｃ
Ｏ
を
定
め
る
第
８
５
条
との

紐
付
け
を
明
確
に
す
る
。

な
し

－

第
６
６
条

復
⽔
タン
ク

・復
⽔
タン
クは
、重
⼤
事
故
等
対
処
設
備
を
兼
ね
る
旨
を
追
記
す
る
。

・高
浜
１
，
２
号
炉
に
つ
い
て
Ｓ
Ａ
設
備
に
対
す
る
Ｌ
Ｃ
Ｏ
を
定
め
る
第
８
５
条
との

紐
付
け
を
明
確
に
す
る
。

な
し

－

第
６
７
条

原
⼦
炉
補
機
冷
却
⽔

系
・原
⼦
炉
補
機
冷
却
⽔
系
は
、重
⼤
事
故
等
対
処
設
備
を
兼
ね
る
旨
を
追
記
す
る
。

・高
浜
１
，
２
号
炉
に
つ
い
て
Ｓ
Ａ
設
備
に
対
す
る
Ｌ
Ｃ
Ｏ
を
定
め
る
第
８
５
条
との

紐
付
け
を
明
確
に
す
る
。

な
し

－

第
６
８
条

原
⼦
炉
補
機
冷
却
海

水
系

・原
⼦
炉
補
機
冷
却
海
⽔
系
は
、重
⼤
事
故
等
対
処
設
備
を
兼
ね
る
旨
を
追
記
す
る
。

・高
浜
１
，
２
号
炉
に
つ
い
て
Ｓ
Ａ
設
備
に
対
す
る
Ｌ
Ｃ
Ｏ
を
定
め
る
第
８
５
条
との

紐
付
け
を
明
確
に
す
る
。

な
し

－

第
６
８
条
の
２

津
波
防
護
施
設

津
波
防
護
施
設
に
つ
い
て
、高
浜
１
，
２
号
炉
へ
適
用
範
囲
を
拡
大
す
る
。

な
し

－

第
６
９
条

制
御
用
空
気
系

高
浜
３
４
号
炉
と同
様
に
、高
浜
１
，
２
号
炉
の
制
御
用
空
気
系
に
つ
い
て
、Ｌ
Ｃ

Ｏ
を
新
た
に
設
定
す
る
。

な
し

－

第
７
０
条

中
央
制
御
室
非
常
用

循
環
系

・中
央
制
御
室
非
常
用
循
環
系
は
、重
大
事
故
等
対
処
設
備
を
兼
ね
る
旨
を
追
記
す

る
。
・高
浜
１
，
２
号
炉
に
つ
い
て
Ｓ
Ａ
設
備
に
対
す
る
Ｌ
Ｃ
Ｏ
を
定
め
る
第
８
５
条
との

紐
付
け
を
明
確
に
す
る
。

な
し

－

第
７
３
条

外
部
電
源

・高
浜
１
号
炉
及
び
２
号
炉
に
新
規
制
基
準
の
要
求
を
踏
ま
え
た
外
部
電
源
の
回
線

数
及
び
独
⽴
性
を
要
求
す
る
観
点
か
ら、
第
７
３
条
の
３
の
適
⽤
対
象
に
⾼
浜
１
号

炉
及
び
２
号
炉
を
追
加
す
る
こと
を
踏
ま
え
、旧
第
７
３
条
及
び
旧
第
７
３
条
の
２

を
削
除

・⾼
浜
１
〜
４
号
炉
に
つ
い
て
、変
圧
器
１
次
側
に
お
い
て
１
相
開
放
を
検
知
した
場

合
、故
障
箇
所
の
隔
離
ま
た
は
⾮
常
⽤
⺟
線
を
健
全
な
電
源
か
ら受
電
で
き
る
よ
う切

替
を
実
施
す
る
旨
を
規
定
す
る
。

な
し

－

第
７
４
条

デ
ィー
ゼ
ル
発
電
機
－

モ
ー
ド１
、２
、３
お
よ

び
４
－

・デ
ィー
ゼ
ル
発
電
機
は
、重
大
事
故
等
対
処
設
備
を
兼
ね
る
旨
を
追
記
す
る
。

・高
浜
１
，
２
号
炉
に
つ
い
て
Ｓ
Ａ
設
備
に
対
す
る
Ｌ
Ｃ
Ｏ
を
定
め
る
第
８
５
条
との

紐
付
け
を
明
確
に
す
る
。

な
し

－

参考②－60
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高
浜
発
電
所
１
，
２
号
炉
の
特
有
事
項
の
抽
出
プ
ロ
セ
ス
（
７
／
１
１
）

⾼
浜
１
，
２
号
炉
の
変
更
範
囲

主
な
変
更
内
容

⾼
浜
３
４
号
炉
との
差
異

詳
細
説
明

第 ４ 章

第
７
５
条

デ
ィー
ゼ
ル
発
電
機
－

モ
ー
ド１
、２
、３
お
よ
び
４

以
外
－

・デ
ィー
ゼ
ル
発
電
機
は
、重
大
事
故
等
対
処
設
備
を
兼
ね
る
旨
を
追
記

す
る
。

・高
浜
１
，
２
号
炉
に
つ
い
て
Ｓ
Ａ
設
備
に
対
す
る
Ｌ
Ｃ
Ｏ
を
定
め
る
第

８
５
条
との
紐
付
け
を
明
確
に
す
る
。

な
し

－

第
７
６
条

デ
ィー
ゼ
ル
発
電
機
の
燃
料

油
、潤
滑
油
お
よ
び
始
動
⽤

空
気

Ｄ
Ｇ
１
台
を
定
格
出
⼒
に
て
７
⽇
以
上
運
転
で
き
る
容
量
に
制
限
値
を

⾒
直
す
。

な
し

－

・燃
料
油
貯
油
そう
の
油
量
は
、重
⼤
事
故
等
対
処
設
備
を
兼
ね
る
旨
を

追
記
す
る
。

・高
浜
１
，
２
号
炉
に
つ
い
て
Ｓ
Ａ
設
備
に
対
す
る
Ｌ
Ｃ
Ｏ
を
定
め
る
第

８
５
条
との
紐
付
け
を
明
確
に
す
る
。

な
し

－

第
７
７
条

⾮
常
⽤
直
流
電
源
－

モ
ー
ド１
、２
、３
お
よ
び
４

－

・蓄
電
池
は
、重
大
事
故
等
対
処
設
備
を
兼
ね
る
旨
を
追
記
す
る
。

・高
浜
１
，
２
号
炉
に
つ
い
て
Ｓ
Ａ
設
備
に
対
す
る
Ｌ
Ｃ
Ｏ
を
定
め
る
第

８
５
条
との
紐
付
け
を
明
確
に
す
る
。

な
し

－

第
７
８
条

⾮
常
⽤
直
流
電
源
－

モ
ー
ド５
、６
お
よ
び
照
射

済
燃
料
移
動
中
－

・蓄
電
池
は
、重
大
事
故
等
対
処
設
備
を
兼
ね
る
旨
を
追
記
す
る
。

・高
浜
１
，
２
号
炉
に
つ
い
て
Ｓ
Ａ
設
備
に
対
す
る
Ｌ
Ｃ
Ｏ
を
定
め
る
第

８
５
条
との
紐
付
け
を
明
確
に
す
る
。

な
し

－

第
７
９
条

所
内
⾮
常
⽤
⺟
線
－

モ
ー
ド１
、２
、３
お
よ
び
４

－

・⾼
浜
１
，
２
号
炉
に
つ
い
て
は
、⾮
常
⽤
計
器
⽤
⺟
線
に
電
源
供
給

す
る
計
器
用
電
源
（
無
停
電
電
源
装
置
）
は
、重
大
事
故
等
対
処
設

備
を
兼
ね
る
旨
を
追
記
す
る
。

な
し

－

第
８
０
条

所
内
⾮
常
⽤
⺟
線
－

モ
ー
ド５
、６
お
よ
び
照
射

済
燃
料
移
動
中
－

・⾼
浜
１
，
２
号
炉
に
つ
い
て
は
、⾮
常
⽤
計
器
⽤
⺟
線
に
電
源
供
給

す
る
計
器
用
電
源
（
無
停
電
電
源
装
置
）
は
、重
大
事
故
等
対
処
設

備
を
兼
ね
る
旨
を
追
記
す
る
。

な
し

－

第
８
１
条

１
次
冷
却
材
中
の
ほ
う素

濃
度
－
モ
ー
ド６
－

(５
)５
５
Ｇ
燃

料
導

⼊
を
踏
ま
え
、⾼
浜
１
，
２
号
炉
の
１
次
冷
却

材
中
の
ほ
う素
濃
度
を
⾒
直
す
。

（
プ
ラン
ト固
有
に
設
定
）

ス
ライ
ド1

5参
照

第
８
２
条

原
⼦
炉
キ
ャビ
テ
ィ⽔
位

⾼
浜
１
，
２
号
炉
に
対
して
、原
⼦
炉
格
納
容
器
内
で
の
燃
料
移
動
中

以
外
の
期
間
に
つ
い
て
は
Ｌ
Ｃ
Ｏ
を
適
用
しな
い
こと
とし
て
い
た
旨
を
、高

浜
３
４
号
炉
に
合
わ
せ
て
削
除

な
し

－

第
８
３
条

原
子
炉
格
納
容
器
貫
通
部

１
号
炉
及
び
２
号
炉
に
対
し、
新
規
制
基
準
の
要
求
を
踏
ま
え
て
、モ
ー

ド５
及
び
６
に
お
い
て
格
納
容
器
貫
通
部
に
お
け
る
機
器
ハ
ッチ
の
閉
止

等
を
要
求
す
る
観
点
よ
り、
第
８
３
条
の
２
の
適
用
対
象
に
１
号
炉
及
び

２
号
炉
を
追
加
す
る
とと
も
に
、旧
第
８
３
条
を
削
除

な
し

－

参考②－61
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高
浜
発
電
所
１
，
２
号
炉
の
特
有
事
項
の
抽
出
プ
ロ
セ
ス
（
８
／
１
１
）

⾼
浜
１

，
２
号
炉
の
変
更
範
囲

主
な
変
更
内
容

⾼
浜
３
４
号
炉
との
差
異

詳
細
説
明

第 ４ 章

第
８
５
条

重
大
事
故
等
対
処
設
備

(1
)新

規
制

基
準
適
合
性
確
認
結
果
を
踏
ま
え
、重
大
事
故
等
対
処
設
備

の
Ｌ
Ｃ
Ｏ
に
つ
い
て
、高
浜
１
，
２
号
炉
へ
適
用
範
囲
を
拡
大
す
る
も
の
で
あ

る
が
、高
浜
１
，
２
号
炉
特
有
設
備
とし
て
原
子
炉
下
部
キ
ャビ
テ
ィ注
水
ポ

ンプ
、空
冷
式
⾮
常
⽤
発
電
装
置
給
油
ポ
ンプ
に
対
す
る
Ｌ
Ｃ
Ｏ
を
新
た
に
設

定
す
る
。

あ
り

ス
ライ
ド1

0〜
12
参
照

(２
)柏

崎
刈
⽻
６
７

号
炉

の
審
査
知
⾒
反
映
とし
て
、ア
ニュ
ラス
循
環
排

気
設
備
を
「水
素
爆
発
に
よ
る
原
子
炉
建
屋
等
の
損
傷
を
防
止
す
る
た
め
の
設

備
」、
「原
子
炉
制
御
室
の
居
住
性
を
確
保
す
る
た
め
の
設
備
」と
位
置
付
け
本

設
備
の
Ｌ
Ｃ
Ｏ
を
規
定
す
る
箇
所
に
関
連
す
る
機
能
を
追
加
す
る
。

な
し

ス
ライ
ド2

3参
照

第
８
９
条

予
防
保
全
を
目
的
とし
た
点

検
・保
修
を
実
施
す
る
場
合

⾼
浜
１
，
２
号
炉
に
対
して
、⾼
浜
３
４
号
炉
と同
様
に
⻘
旗
を
適
⽤
す
る

作
業
を
追
加
す
る
。

な
し

－

第 ５ 章

第
９
４
条

新
燃
料
の
運
搬

⾼
浜
１
〜
４
号
炉
に
つ
い
て
、使
⽤
済
燃
料
ピッ
トに
お
い
て
新
燃
料
の
運
搬

を
実
施
す
る
場
合
の
遵
守
事
項
を
規
定
す
る
。

な
し

－

第
９
５
条

新
燃
料
の
貯
蔵

新
規
制
基
準
適
合
性
確
認
結
果
を
踏
ま
え
、⾼
浜
１
，
２
号
炉
に
つ
い
て
、

使
⽤
済
燃
料
ピッ
トに
貯
蔵
す
る
場
合
は
、未
臨
界
が
維
持
で
き
る
こと
を
あ
ら

か
じめ
確
認
して
い
る
条
件
（
初
期
濃
縮
度
、燃
焼
度
、使
⽤
済
燃
料
ピッ
ト

用
中
性
子
吸
収
体
の
有
無
お
よ
び
配
置
）
に
基
づ
き
移
動
す
る
こと
で
、実
効

増
倍
率
が
不
確
定
性
を
含
め
て
０
．
９
８
以
下
とな
る
こと
を
確
認
し、
管
理

す
る
こと
を
規
定
す
る
。

・ま
た
、燃
料
移
動
に
際
して
は
実
施
計
画
を
作
成
し、
原
⼦
炉
主
任
技
術
者

の
確
認
を
得
て
、所
⻑
の
承
認
を
得
る
旨
を
規
定
す
る
とと
も
に
、使
⽤
済
燃
料

ピッ
ト内
の
新
燃
料
の
移
動
に
当
た
って
は
、誤
配
置
を
防
⽌
す
る
措
置
を
講
じ

る
旨
を
規
定
す
る
。

あ
り

ス
ライ
ド2

2参
照

⾼
浜
１
〜
４
号
炉
に
つ
い
て
、使
⽤
済
燃
料
ピッ
トに
お
い
て
新
燃
料
の
貯
蔵

を
実
施
す
る
場
合
の
遵
守
事
項
を
規
定
す
る
。

な
し

－

第
９
６
条

燃
料
の
検
査

燃
料
の
検
査
の
た
め
に
燃
料
を
移
動
す
る
場
合
の
遵
守
事
項
に
つ
い
て
、⾼
浜

１
，
２
号
炉
へ
適
用
範
囲
を
拡
大
す
る
。

な
し

－

参考②－62
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高
浜
発
電
所
１
，
２
号
炉
の
特
有
事
項
の
抽
出
プ
ロ
セ
ス
（
９
／
１
１
）

⾼
浜
１

，
２
号
炉
の
変
更
範
囲

主
な
変
更
内
容

⾼
浜
３
４
号
炉
との
差
異

詳
細
説
明

第 ５ 章

第
９
７
条

燃
料
の
取
替
等

新
規
制
基
準
適
合
性
確
認
結
果
を
踏
ま
え
、⾼
浜
１
，
２
号
炉
に
つ

い
て
、使
⽤
済
燃
料
ピッ
トに
貯
蔵
す
る
場
合
は
、未
臨
界
が
維
持
で
き

る
こと
を
あ
らか
じめ
確
認
して
い
る
条
件
（
初
期
濃
縮
度
、燃
焼
度
、

使
⽤
済
燃
料
ピッ
ト⽤
中
性
⼦
吸
収
体
の
有
無
お
よ
び
配
置
）
に
基
づ

き
移
動
す
る
こと
で
、実
効
増
倍
率
が
不
確
定
性
を
含
め
て
０
．
９
８

以
下
とな
る
こと
を
確
認
し、
管
理
す
る
こと
を
規
定
す
る
。

・ま
た
、燃
料
移
動
に
際
して
は
実
施
計
画
を
作
成
し、
原
⼦
炉
主
任

技
術
者
の
確
認
を
得
て
、所
⻑
の
承
認
を
得
る
旨
を
規
定
す
る
とと
も
に
、

使
⽤
済
燃
料
ピッ
ト内
の
燃
料
の
移
動
に
当
た
って
は
、誤
配
置
を
防
⽌

す
る
措
置
を
講
じる
旨
を
規
定
す
る
。

あ
り

ス
ライ
ド2

2参
照

⾼
浜
１
〜
４
号
炉
に
つ
い
て
、燃
料
を
貯
蔵
施
設
か
ら原
⼦
炉
へ
装
荷

す
る
場
合
、ま
た
は
原
⼦
炉
か
ら使
⽤
済
燃
料
ピッ
トへ
取
り出
す
場
合

の
遵
守
事
項
を
規
定
す
る

な
し

－

第
９
８
条

使
⽤
済
燃
料
の
貯
蔵

新
規
制
基
準
適
合
性
確
認
結
果
を
踏
ま
え
、⾼
浜
１
，
２
号
炉
に
つ

い
て
、使
⽤
済
燃
料
ピッ
トに
貯
蔵
す
る
場
合
は
、未
臨
界
が
維
持
で
き

る
こと
を
あ
らか
じめ
確
認
して
い
る
条
件
（
初
期
濃
縮
度
、燃
焼
度
、

使
⽤
済
燃
料
ピッ
ト⽤
中
性
⼦
吸
収
体
の
有
無
お
よ
び
配
置
）
に
基
づ

き
移
動
す
る
こと
で
、実
効
増
倍
率
が
不
確
定
性
を
含
め
て
０
．
９
８

以
下
とな
る
こと
を
確
認
し、
管
理
す
る
こと
を
規
定
す
る
。

・ま
た
、燃
料
移
動
に
際
して
は
実
施
計
画
を
作
成
し、
原
⼦
炉
主
任

技
術
者
の
確
認
を
得
て
、所
⻑
の
承
認
を
得
る
旨
を
規
定
す
る
とと
も
に
、

使
⽤
済
燃
料
ピッ
ト内
の
使
⽤
済
燃
料
の
移
動
に
当
た
って
は
、誤
配

置
を
防
止
す
る
措
置
を
講
じる
旨
を
規
定
す
る
。

あ
り

ス
ライ
ド2

2参
照

⾼
浜
１
〜
４
号
炉
に
つ
い
て
、使
⽤
済
燃
料
ピッ
トに
お
い
て
使
⽤
済

燃
料
の
貯
蔵
を
実
施
す
る
場
合
の
遵
守
事
項
を
規
定
す
る
。

な
し

－

第
９
９
条

使
⽤
済
燃
料
の
運
搬

発
電
所
内
に
お
い
て
、使
⽤
済
燃
料
を
運
搬
す
る
場
合
の
遵
守
事
項
に

つ
い
て
、高
浜
１
，
２
号
炉
へ
適
用
範
囲
を
拡
大
す
る
。

な
し

－

参考②－63
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高
浜
発
電
所
１
，
２
号
炉
の
特
有
事
項
の
抽
出
プ
ロ
セ
ス
（
１
０
／
１
１
）

⾼
浜
１

，
２
号
炉
の
変
更
範
囲

主
な
変
更
内
容

⾼
浜
３
４
号
炉
との
差
異

詳
細
説
明

第 ６ 章

第
１
０
０
条

放
射
性
固
体
廃
棄
物
の

管
理

項
⽬
番
号
の
⾒
直
し

な
し

－

第
１
０
２
条

放
射
性
気
体
廃
棄
物
の

管
理

(５
)５
５
Ｇ

燃
料

導
⼊
を
踏
ま
え
、高
浜
１
，
２
号
炉
の
放
射
性
物

質
の
放
出
管
理
⽬
標
値
を
⾒
直
す
。

（
プ
ラン
ト固
有
に
設
定
）

ス
ライ
ド1

5参
照

第 ７ 章

第
１
１
５
条

放
射
線
計
測
器
類
の
管

理
放
射
線
管
理
⽤
計
測
器
（
重
⼤
事
故
等
対
処
設
備
）
に
つ
い
て
は

Ｓ
Ａ
設
備
に
対
す
る
Ｌ
Ｃ
Ｏ
を
定
め
る
第
８
５
条
に
て
管
理
す
る
旨
を

規
定
す
る
。

な
し

－

第 ８ 章

第
１
２
０
条

保
守
管
理
計
画

・保
全
対
象
範
囲
に
多
様
性
拡
張
設
備
を
含
め
る
こと
に
つ
い
て
、⾼
浜

１
，
２
号
炉
へ
適
用
範
囲
を
拡
大
す
る
。

・重
⼤
事
故
等
対
処
設
備
の
保
全
重
要
度
設
定
に
つ
い
て
、⾼
浜
１
，

２
号
炉
へ
適
用
範
囲
を
拡
大
す
る
。

な
し

－

第 ９ 章

第
１
２
１
条

原
⼦
⼒
防
災
組
織

・発
電
所
原
⼦
⼒
緊
急
時
対
策
本
部
の
略
名
（
発
電
所
対
策
本

部
）
を
追
記

・原
⼦
⼒
防
災
組
織
図
に
⾼
浜
１
，
２
号
炉
の
原
⼦
炉
主
任
技
術

者
を
反
映

な
し

－

第
１
２
２
条
の
２

緊
急
作
業
従
事
者
の
選

定
電
源
機
能
喪
失
時
等
の
体
制
の
整
備
に
つ
い
て
、第
１
８
条
の
７
を

削
除
した
結
果
を
反
映
。

な
し

－

第
１
２
７
条

原
⼦
⼒
防
災
体
制
等
の

発
令

召
集
す
る
要
員
の
名
称
を
略
名
（
発
電
所
対
策
本
部
）
に
修
正
す
る
。

な
し

－

第 10 章

第
１
３
３
条

記
録

実
用
炉
規
則
第
６
７
条
に
基
づ
く記
録
の
うち
、従
来
高
浜
３
４
号

炉
に
対
して
の
み
記
録
、保
存
して
い
た
再
結
合
装
置
内
の
温
度
（
静

的
触
媒
式
⽔
素
再
結
合
装
置
温
度
及
び
原
⼦
炉
格
納
容
器
⽔
素
燃

焼
装
置
温
度
）
に
つ
い
て
、⾼
浜
１
，
２
号
炉
へ
適
⽤
範
囲
を
拡
⼤

す
る
。

な
し

－

参考②－64
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高
浜
発
電
所
１
，
２
号
炉
の
特
有
事
項
の
抽
出
プ
ロ
セ
ス
（
１
１
／
１
１
）

⾼
浜
１
，
２
号
炉
の
変
更
範
囲

主
な
変

更
内

容
⾼
浜
３
４
号
炉
との
差
異

詳
細
説
明

添 付
１

異
常
時
の
運
転
操

作
基
準

(1
)新

規
制

基
準
適
合
性
確
認
結
果
を
踏
ま
え
、異
常
時
の
運
転
操
作
基
準
に
つ

い
て
、高
浜
１
，
２
号
炉
へ
適
用
範
囲
を
拡
大
す
る
。

な
し

－

２
火
災
、内
部
溢
水
、

火
山
影
響
等
お
よ

び
自
然
災
害
発
生

時
の
対
応
に
係
る

実
施
基
準

火
災
、内
部
溢
水
、火
山
影
響
等
お
よ
び
自
然
災
害
対
応
に
係
る
実
施
基
準
に
つ

い
て
、高
浜
１
，
２
号
炉
へ
適
用
範
囲
を
拡
大
す
る
。

な
し

－

(1
)新

規
制

基
準
適
合
性
確
認
結
果
を
踏
ま
え
、２
機
運
転
か
ら４
機
運
転
へ
の

移
⾏
に
伴
う津
波
防
護
対
策
（
発
電
所
を
含
む
地
域
に
⼤
津
波
警
報
が
発
令
され

た
場
合
の
対
応
とし
て
、⾼
浜
１
〜
４
号
炉
の
循
環
⽔
ポ
ンプ
を
停
⽌
）
の
運
⽤
を

⾒
直
す
。

あ
り

ス
ライ
ド2

0参
照

(1
)新

規
制

基
準
適
合
性
確
認
結
果
を
踏
ま
え
、高
浜
２
号
炉
の
海
水
ポ
ンプ
を

⼟
⽯
流
か
ら防
護
す
る
た
め
の
対
策
（
堰
堤
）
の
運
⽤
を
新
た
に
定
め
る
。

あ
り

ス
ライ
ド9
参
照

(1
)新

規
制

基
準
適
合
性
確
認
結
果
を
踏
ま
え
、高
浜
１
，
２
号
炉
に
つ
い
て
、

中
央
制
御
盤
内
の
煙
感
知
器
が
作
動
し、
火
災
が
発
生
した
場
合
は
、常
駐
す
る

運
転
員
に
よ
る
消
⽕
器
を
⽤
い
た
消
⽕
活
動
を
⾏
い
、プ
ラン
ト運
転
状
況
の
確
認

等
を
実
施
す
る
旨
を
規
定
。

な
し

－

(1
)新

規
制

基
準
適
合
性
確
認
結
果
を
踏
ま
え
、高
浜
１
，
２
号
炉
に
つ
い
て
、

使
⽤
済
燃
料
ピッ
ト上
部
を
防
護
ネ
ット
で
覆
う運
⽤
を
新
た
に
追
加
。

な
し

－

(5
)内
部
溢
⽔

に
よ
る
管
理
区
域
外

へ
の
漏
え
い
の
防
⽌

の
反
映
とし
て
、そ
の
他

の
溢
水
発
生
時
の
対
応
を
追
加
す
る
。

な
し

ス
ライ
ド2

4参
照

(6
)火

山
対
策
に
つ
い
て
、高
浜
１
，
２
号
炉
へ
適
用
範
囲
を
拡
大
す
る
。

あ
り

ス
ライ
ド2

5,
26
参
照

３
重
大
事
故
等
お
よ

び
大
規
模
損
壊
対

応
に
係
る
実
施
基

準

(1
)新

規
制

基
準
適
合
性
確
認
結
果
を
踏
ま
え
、重
大
事
故
等
お
よ
び
大
規
模
損

壊
対
応
に
係
る
実
施
基
準
に
つ
い
て
、高
浜
１
，
２
号
炉
へ
適
用
範
囲
を
拡
大
す

る
。

な
し

－

(4
)柏

崎
刈
⽻
６
７

号
炉

の
審
査
知
⾒
反
映
とし
て
、ア
ニュ
ラス
循
環
排
気
設
備

が
、原
子
炉
制
御
室
の
居
住
性
を
確
保
す
る
た
め
の
重
大
事
故
等
対
処
設
」に
位

置
づ
け
られ
る
た
め
、原
子
炉
制
御
室
の
居
住
性
等
に
関
す
る
手
順
等
に
、機
能
お

よ
び
手
順
の
内
容
を
追
加
す
る
。

な
し

ス
ライ
ド2

3参
照

４
管
理
区
域
図

⾼
浜
１
，
２
号
炉
格
納
容
器
上
部
遮
蔽
設
置
、内
部
溢
⽔
対
策
（
Ｍ
Ｓ
区
画

化
）
に
伴
う管
理
区
域
設
定
を
変
更
す
る
。

あ
り

ス
ライ
ド2

9,
30
参
照

参考②－65



美
浜
発
電
所

原
⼦
炉
施
設
保
安
規
定
変
更
認
可
申
請
（
補
正
）
の
概
要
に
つ
い
て

（
コ
メ
ン
ト
回
答
【
高
浜
共
通
（
一
部
）
】
）

20
19
年

11
月

7日

関
⻄
電
⼒
株
式
会
社

資
料
１
－
１

本
資
料
の
う
ち
、
枠
組
み
の
範
囲
は
機
密
に
係
る
事
項
で
す
の
で
公
開
す
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。

参考②－66
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ま
た
、2

01
9.

10
.1

5に
実
施
した
⾼
浜
発
電
所
の
原
⼦
炉
施
設
保
安
規
定
変
更
認
可
申
請
に
係
る
審
査

会
合
で
の
、以
下
の
コメ
ント
に
つ
い
て
、美
浜
、高
浜
共
通
案
件
とし
て
回
答
を
実
施
す
る
。

 
重
大
事
故
等
対
処
施
設
の
使
用
開
始
前
に
あ
らか
じめ
実
施
す
る
教
育
お
よ
び
訓
練
に
つ
い
て
、「
あ
ら

か
じめ
」の
タイ
ミン
グ
に
つ
い
て
説
明
す
る
こと
。
⇒

 ス
ライ
ド

23
 
訓
練
の
結
果
が
悪
か
った
場
合
の
対
応
に
つ
い
て
説
明
す
る
こと
。
⇒

 ス
ライ
ド

24

<
20

19
年

8⽉
27
⽇

の
審
査
会
合
で
の
コメ
ン
ト>

①
︓
先
⾏
プ
ラン
トと
の
相
違
点
だ
け
で
は
な
く、
保
安
規
定
変
更
に
係
る
基
本
⽅
針
と整
合
して
い
る
こと

を
説
明
す
る
こと
。ま
た
、L

CO
お
よ
び

AO
Tの
設
定
根
拠
に
つ
い
て
、特
に
先
⾏
プ
ラン
トで
前
例
の

な
い
部
分
に
つ
い
て
、詳
細
な
説
明
を
す
る
こと
。
⇒

 ス
ライ
ド

2 
〜

10
②
︓
保
安
規
定
に
反
映
す
べ
き
事
項
が
漏
れ
な
く抽
出
され
て
い
る
こと
を
、設
置
許
可
、⼯
認
の
上
流
審

査
の
添
付
（
補
⾜
）
資
料
を
含
め
て
説
明
す
る
こと
。
⇒

 ス
ライ
ド

3 
、

11
 〜

13
③
︓
⽕
⼭
灰
対
策
に
つ
い
て
、個
々
の
プ
ラン
ト特
性
に
応
じた
対
策
の
内
容
に
つ
い
て
説
明
す
る
こと
。

⇒
ス
ライ
ド

14
 〜

20
④
︓
美
浜
１
，
２
号
炉
の
変
更
内
容
に
つ
い
て
も
説
明
す
る
こと
。
⇒

 ス
ライ
ド

21

１
．
本
日
の
説
明
内
容

【経
緯
】

美
浜
発
電
所
の
新
規
制
基
準
適
合
性
に
係
る
原
⼦
炉
施
設
保
安
規
定
変
更
認
可
申
請
（
補
正
）
に
お
い

て
は
、2

01
9年

7⽉
31
⽇
に
申
請
を
⾏
い
、2

01
9年

8⽉
以
降
、審
査
を
進
め
て
頂
い
て
い
た
。

○
美
浜
発
電
所
原
⼦
炉
施
設
保
安
規
定
変
更
認
可
申
請
（

20
15

.3
.1

7）
○
美
浜
発
電
所
原
⼦
炉
施
設
保
安
規
定
変
更
認
可
申
請

[補
正

]（
20

19
.7

.3
1）

○
第
１
回
審
査
会
合
（

20
19

.8
.2

7）
 
今
回
、2

01
9.

8.
27
に
実
施
した
審
査
会
合
の
、以
下
の
コメ
ント
を
踏
ま
え
①
②
に
つ
い
て
、保
安
規
定
記

載
の
妥
当
性
を
説
明
す
る
とと
も
に
、③
④
に
つ
い
て
回
答
を
実
施
す
る
。

参考②－67
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2．
コメ
ント
①
︓
保
安
規
定
変
更
に
係
る
基
本
⽅
針
との
整
合

 
本
申
請
に
係
る
変
更
内
容
は
、「
保
安
規
定
変
更
に
係
る
基
本
⽅
針
」の
以
下
の
項
⽬
毎
の
記
載
内
容
に
基
づ
き作
成
して
い
る
。

保
安

規
定
変
更
に
係
る
基
本
⽅
針

の
項
⽬

変
更
に
係
る
記
載
内
容

変
更
条
⽂

１
．
は
じめ
に

保
安
規
定
に
記
載
す
べ
き
事
項
の
基
本
的
考
え
方
。

全
般

２
．
新
規
制
基
準
に
お
け
る
要
求
事
項

保
安
規
定
に
規
定
す
べ
き
項
⽬
、記
載
す
べ
き事
項
、上
流
⽂
書
か
ら

の
保
安
規
定
に
反
映
す
べ
き
内
容
の
考
え
方
。

全
般

３
．

手
順
体

制
の
整

備

３
．
１
重
大
事
故
等
及
び
大
規
模
損
壊
発
生

時
に
お
け
る
体
制
の
整
備

重
大
事
故
等
及
び
大
規
模
損
壊
発
生
時
の
体
制
の
整
備
、教
育
訓

練
の
実
施
に
つ
い
て
記
載
す
べ
き
事
項
。

第
13
条
、第

18
条
の
５
、６
、

第
13

1条
、第

13
2条
、添
付

３
３
．
２
火
災
、内
部
溢
水
発
生
時
及
び
その
他

設
計
基
準
対
処
設
備
に
係
る
保
安
規
定

の
記
載
に
つ
い
て

⽕
災
、内
部
溢
⽔
、そ
の
他
⾃
然
災
害
等
（
地
震
、津
波
、⻯
巻
及

び
火
山
等
）
、そ
の
他
要
求
事
項
（
誤
操
作
の
防
止
等
）
に
つ
い
て

記
載
す
べ
き
事
項
。

第
18
条
、第

18
条
の
２
、２
の

２
、３
、４
、第

13
1条
、第

13
2条
、添
付
２

４
．

設
備
の

運
用
管

理
に
つ

い
て

４
．
１
Ｌ
Ｃ
Ｏ
を
設
定
す
る
設
備

４
．
２
サ
ー
ベ
ラン
ス
設
定
方
針

４
．
３
Ｌ
Ｃ
Ｏ
・要
求
され
る
措
置
・Ａ
Ｏ
Ｔ

の
設
定
方
針

新
規
制
基
準
を
踏
まえ
た
Ｌ
Ｃ
Ｏ
を
設
定
す
る
設
備
、サ
ー
ベ
ラン
ス
の

⽅
法
、頻
度
、Ｌ
Ｃ
Ｏ
設
定
の
考
え
⽅
、要
求
され
る
措
置
、A

O
Tの

設
定
の
考
え
方
。

第
70
条
、第

85
条

４
．
４
予
防
保
全
を
目
的
とし
た
点
検
・補
修

の
た
め
に
計
画
的
に
運
転
上
の
制
限
外
に

移
⾏
す
る
場
合

予
防
保
全
を
目
的
とし
た
点
検
・補
修
の
た
め
に
計
画
的
に
運
転
上
の

制
限
外
に
移
⾏
す
る
場
合
の
基
本
的
考
え
⽅
お
よび
新
規
制
基
準
で

追
加
とな
った
設
備
の
考
え
方
。

第
89
条

４
．
５
新
規
制
基
準
適
⽤
後
の
保
守
管
理
活

動
に
つ
い
て

新
規
制
基
準
を
踏
まえ
た
保
守
管
理
の
考
え
⽅
。

第
12

0条

４
．
６
可
搬
設
備
及
び
代
替
緊
急
時
対
策
所

設
備
等
の
巡
視
点
検
に
つ
い
て

可
搬
設
備
等
の
系
統
か
ら切
離
され
た
設
備
の
巡
視
点
検
の
考
え
⽅
。

第
14
条

５
．

その
他

５
．
１
原
⼦
炉
主
任
技
術
者
の
選
任
に
つ
い
て

省
令
改
正
を
踏
ま
え
た
炉
主
任
の
選
任
等
の
考
え
⽅
。

第
9条

５
．
２
原
子
炉
停
止
中
に
お
け
る
非
常
用

デ
ィー
ゼ
ル
発
電
機
の
運
用
に
つ
い
て

新
規
制
基
準
に
お
け
る
電
源
設
備
の
位
置
づ
け
。

第
75
条
、附
則

５
．
３
制
御
室
外
停
止
機
能
（
低
温
停
止
）

の
Ｌ
Ｃ
Ｏ
に
つ
い
て

制
御
室
外
停
止
機
能
が
高
温
停
止
に
加
え
、低
温
停
止
の
要
求
が
明

確
化
され
た
こと
係
る
保
安
規
定
へ
の
反
映
方
針
。

第
34
条

ス
ライ
ド

5 
に
詳
細
説
明
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2．
コメ
ント
①
②
を
踏
ま
え
た
保
安
規
定
変
更
内
容
の
説
明

 
前
回
の
審
査
会
合
に
て
説
明
し
た
以
下
の
特
有
事
項
の
内
、
コ
メ
ン
ト
①
②
を
踏
ま
え
た
保
安
規

定
変
更
内
容
の
説
明
と
し
て
⾚
枠
の
変
更
を
代
表
とし
て
説
明
す
る
。

N
o

条
⽂

変
更
概
要

妥
当
性

の
説
明

1
第

28
条

(化
学
体
積
制
御
系
）

炉
内
構
造
物
取
替
え
に
伴
うほ
う酸
タン
クの
ほ
う酸
⽔
量
制
限
値
の
変
更

(1
)保
安
規
定
審
査
基
準

に
適
合
して
い
る
こと
を

説
明

(2
)上
流
⽂
書
（
設
置
許

可
・工
認
）
との
整
合

を
説
明

2
第

47
条

(1
次
冷
却
材
漏
え
い
率

)
原
⼦
炉
格
納
容
器
内
の
１
次
冷
却
材
漏
え
い
率
を
原
⼦
炉
格
納
容
器
サ
ンプ
⽔
位
計
お
よ
び

炉
内
計
装
⽤
シ
ンブ
ル
配
管
室
ドレ
ンピ
ット
漏
え
い
検
出
装
置
ま
た
は
凝
縮
液
量
測
定
装
置

に
よ
り監
視
す
る
こと
とし
、運
転
上
の
制
限
等
を
規
定

3
第

73
条

(外
部
電
源

)
美
浜
３
号
炉
は
、単
独
プ
ラン
トと
な
る
こと
か
ら、
外
部
電
源
に
つ
い
て
は
２
回
線
以
上
を
運
転

上
の
制
限
とし
て
規
定
（
設
置
許
可
基
準
規
則
要
求
に
基
づ
き
規
定
）

4
第

85
条

(重
大
事
故
等
対
処
設
備

)
８
５
－
４
－
５
代
替
炉
⼼
注
⽔
⼿
段
とし
て
整
備
した
、送
⽔
⾞
を
⽤
い
た
可
搬
式
代
替

低
圧
注
⽔
ポ
ンプ
に
よ
る
原
⼦
炉
へ
の
注
⽔
（
仮
設
組
⽴
⽔
槽
を
使
⽤
しな
い
。）
に
係
る
運

転
上
の
制
限
等
を
規
定

(1
)保
安
規
定
審
査
基
準

に
適
合
して
い
る
こと
を

説
明

(2
)保
安
規
定
変
更
に
係

る
基
本
方
針
と整
合
し

て
い
る
こと
を
説
明

(3
)上
流
⽂
書
（
設
置
許

可
・工
認
）
との
整
合

を
説
明

(4
)先
⾏
との
差
異
を

説
明

5
８
５
－
６
－
３
原
子
炉
下
部
キ
ャビ
テ
ィ床
面
高
さが
原
子
炉
格
納
容
器
最
下
層
階
部
高

さと
同
じで
あ
り、
格
納
容
器
ス
プ
レ
イ水
が
原
子
炉
格
納
容
器
最
下
層
部
か
ら原
子
炉
下
部

キ
ャビ
テ
ィへ
優
先
的
に
流
⼊
しな
い
こと
か
ら、
原
⼦
炉
下
部
キ
ャビ
テ
ィに
⼗
分
な
蓄
⽔
を
⾏
う

た
め
の
原
子
炉
下
部
キ
ャビ
テ
ィ注
水
ポ
ンプ
を
設
置
の
うえ
、運
転
上
の
制
限
等
を
規
定

6
８
５
－
８
－
１
重
大
事
故
等
の
収
束
に
必
要
とな
る
水
源
を
確
保
す
る
た
め
に
整
備
した
、

送
⽔
⾞
を
⽤
い
た
ター
ビン
動
補
助
給
⽔
ポ
ンプ
へ
の
直
接
供
給
に
よ
る
蒸
気
発
⽣
器
へ
の
注

水
に
係
る
運
転
上
の
制
限
等
を
規
定

7
８
５
－
１
５
－
６
給
油
作
業
の
効
率
化
の
⽬
的
か
ら、
空
冷
式
⾮
常
⽤
発
電
装
置
へ
の

給
油
の
た
め
に
整
備
した
可
搬
式
オ
イル
ポ
ンプ
、空
冷
式
⾮
常
⽤
発
電
装
置
お
よ
び
電
源
⾞

等
へ
の
給
油
の
た
め
に
整
備
した
燃
料
油
移
送
ポ
ンプ
に
つ
い
て
、運
転
上
の
制
限
等
を
規
定
す

る
8

添
付
２

(火
災
、内
部
溢
水
、火
山
影

響
等
お
よ
び
自
然
災
害
発
生

時
の
対
応
に
係
る
実
施
基
準

)

溢
⽔
量
の
低
減
の
た
め
原
⼦
炉
停
⽌
、⾼
温
停
⽌
及
び
低
温
停
⽌
（
停
⽌
状
態
の
維
持
を

含
む
）
に
必
要
の
な
い
設
備
で
あ
る
、Ｂ
廃
液
蒸
発
装
置
、ほ
う酸
濃
縮
液
タン
ク、
ほ
う酸
濃

縮
液
ポ
ンプ
の
運
用
停
止
を
規
定

コメ
ント
②
を
踏
ま
え
、詳
細
説
明

11
 〜

13

コメ
ント
①
を
踏
ま
え
、詳
細
説
明

4 
〜

10
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〈変
更
内
容
〉

上
流
⽂
書
（
設
置
許
可
・⼯
認
）
に
基
づ
き、
設
置
許
可
基

準
規
則
等
に
適
合
す
る
た
め
の
重
大
事
故
等
対
処
設
備
の
規
定
を

追
加

【
例
︓
８
５
－
６
－
３
代
替
原
⼦
炉
格
納
容
器
ス
プ
レ
イ】

実
用
炉
規
則
第

92
条
第

1項
第

9号
【発
電
用
原
子
炉
施
設
の
運
転
】

発
電
用
原
子
炉
施
設
の
重
要
な
機
能
に
関
して
、安
全
機
能
を有
す
る
系
統
、機
器
及
び
重
大
事
故
等
対
処
設
備
（
特
定
重
大
事
故
等
対
処
施
設
を構
成
す
る設
備
を
含
む
。）
等
に
つ
い
て
、

運
転
状
態
に
対
応
した
運
転
上
の
制
限
（

Li
m

iti
ng

 C
on

di
tio

ns
 fo

r O
pe

ra
tio

n。
以
下
「Ｌ
Ｃ
Ｏ
」と
い
う。
）
を満
足
して
い
る
こと
の
確
認
の
内
容
（
以
下
「サ
ー
ベ
ラン
ス
」と
い
う。
）
、Ｌ
Ｃ

Ｏ
を満
⾜
して
い
な
い
場
合
に
要
求
され
る
措
置
（
以
下
「要
求
され
る
措
置
」と
い
う。
）
及
び
要
求
され
る
措
置
の
完
了
時
間
（

Al
lo

w
ed

 O
ut

ag
e 

Ti
m

e。
以
下
「Ａ
Ｏ
Ｔ
」と
い
う。
）
が
定
め
ら

れ
て
い
る
こと
。な
お
、Ｌ
Ｃ
Ｏ
等
は
、原
⼦
炉
等
規
制
法
第
４
３
条
の
３
の
５
に
よる
原
⼦
炉
設
置
許
可
申
請
及
び
同
法
第
４
３
条
の
３
の
８
に
よ
る
原
⼦
炉
設
置
変
更
許
可
申
請
に
お
い
て
⾏
った

安
全
解
析
の
前
提
条
件
又
は
その
他
の
設
計
条
件
を
満
足
す
る
よ
うに
定
め
られ
て
い
る
こと
。

○
運
転
上
の
制
限
の
対
象
機
器
と
し
て
、
設
置
許
可
基
準
規
則
等
に
適
合
す
る
た
め
の
重
大
事
故
等
対
処
設
備
を
追
加

○
重
大
事
故
等
対
処
設
備
の
確
認
事
項
（
サ
ー
ベ
ラ
ン
ス
）
、
要
求
さ
れ
る
措
置
を
追
加

（
１
）
保
安
規
定
審
査
基
準
へ
の
適
合

3．
コメ
ント
①
を
踏
ま
え
た
妥
当
性
の
説
明
【第

85
条
（
重
大
事
故
等
対
処
設
備
）
】(

1/
7)

保
安
規
定
変
更
内
容
（
第
８
５
条
（
代
表
箇
所
）
）

８
５
－
６
－
３
代
替
原
子
炉
格
納
容
器
ス
プレ
イ
－
原
子
炉
下
部
キ
ャビ
テ
ィ注
水
ポ
ンプ
に
よる
代
替
原
子
炉
格
納
容
器
ス
プレ
イお
よ
び
原
子
炉
下
部
キ
ャビ
テ
ィ直
接
注
水
－

(1
)運
転
上
の
制
限

(2
)確
認
事
項
・・
・・
・・

(3
)要
求
され
る
措
置

・・
・・
・・

項
目

運
転
上
の
制
限

原
子
炉
下
部
キ
ャビ
テ
ィ注
水
ポ
ン
プ
に
よ
る
代
替
原
子
炉
格
納
容
器
ス
プ
レ
イ

お
よ
び
原
子
炉
下
部
キ
ャビ
テ
ィ直
接
注
水

原
子
炉
下
部
キ
ャビ
テ
ィ注
水
ポ
ンプ
に
よ
る
代
替
原
子
炉
格
納
容
器
ス
プ
レ
イ系
お
よ
び
原
子
炉
下
部
キ
ャビ
テ
ィ直
接
注
水
系
が
動
作

可
能
で
あ
る
こと

適
用
モ
ー
ド

設
備

所
要
数

モ
ー
ド１
、２
、３
、４
、５
お
よ
び
６

原
子
炉
下
部
キ
ャビ
テ
ィ注
水
ポ
ンプ

１
台

…
…

今
回
設
置
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（
２

）
保

安
規
定
変
更
に
係
る
基
本
⽅
針
との

整
合

第
８
５
条
に
規
定
す
る
内
容
は
、以
下
の
「保
安
規
定
変
更
に
係
る
基
本
⽅
針
」の
内
容
と整
合
す
る
よ
う、
規
定
内
容
を
作
成
して
い
る
。

2.
3 
上
流
⽂
書
か
らの
要
求
事
項

（
中
略
）

①
基
本
設
計
が
要
求
す
る
事
項

基
本
設
計
に
お
い
て
安
全
解
析
の
前
提
条
件
な
どに
な
って
お
り、
設
計
上
、運
転
管
理
段
階
で
の
遵
守
が
要
求
され
る
事
項
（
運
転
上
の
制
限
な
どに
より
その
条
件

に
反
す
る
と直
接
に
設
置
（
変
更
）
許
可
に
お
け
る
設
計
条
件
に
抵
触
す
る
よう
な
性
質
の
も
の
）

4.
2 
サ
ー
ベ
ラ
ン
ス
の
設
定
方
針

（
中
略
）

ａ
．
プ
ラン
ト停
止
中
の
サ
ー
ベ
ラン
ス

設
備
の
性
能
（
揚
程
、流
量
等
）
、お
よ
び
動
作
状
況
（
振
動
、異
⾳
、異
臭
、漏
れ
等
）
の
確
認
に
より
運
転
上
の
制
限
を満
⾜
して
い
る
こと
を判
断
す
る
た
め
、

実
系
統
、ま
た
は
テ
ス
トラ
イン
に
より
、設
備
を運
転
す
る
。

ｂ
．
プ
ラン
ト運
転
中
の
サ
ー
ベ
ラン
ス

設
備
の
動
作
状
況
（
振
動
、異
⾳
、異
臭
、漏
れ
等
）
の
確
認
に
よ
り運
転
上
の
制
限
を満
⾜
して
い
る
こと
を判
断
す
る
た
め
、実
系
統
、ま
た
は
テ
ス
トラ
イン
に
よ
り

、設
備
を
運
転
す
る
。

（
中
略
）

ｂ
．
重
⼤
事
故
等
対
処
設
備
の
サ
ー
ベ
ラン
ス
頻
度
の
設
定

新
た
に
設
定
す
る
重
⼤
事
故
等
対
処
設
備
の
サ
ー
ベ
ラン
ス
の
実
施
に
お
い
て
は
、保
全
計
画
に
定
め
る
点
検
計
画

(例
)の
点
検
頻
度
以
内
に
実
施
す
る
こと
を計
画

す
る
。

重
⼤
事
故
等
対
処
設
備
に
は
常
設
設
備
と可
搬
設
備
が
あ
り、
常
設
設
備
は
系
統
に
接
続
され
て
い
る
か
、容
易
に
接
続
可
能
な
状
態
とな
って
お
り、
可
搬
設
備
に

つ
い
て
は
系
統
と切
り離
して
保
管
され
た
状
態
とな
って
い
る
。

この
可
搬
設
備
の
保
守
管
理
計
画
に
定
め
る
点
検
計
画

(例
)は
、添
付
―
１
に
⽰
す
とお
りで
あ
り、
サ
ー
ベ
ラン
ス
の
運
⽤
管
理
の
観
点
か
ら、
当
⾯
これ
らの
点
検

頻
度
か
ら最
も
短
い

3 
ヶ⽉
毎
を
上
限
とす
る
。常
設
設
備
に
つ
い
て
は
、保
守
管
理
計
画
に
定
め
る
点
検
計
画

(例
)の
点
検
・補
修
の
実
施
頻
度
以
内
で
設
定
す
る

4.
３

LC
O
・要
求
さ
れ
る
措
置
・A

O
Tの

設
定
方
針

(1
) 

AO
T設
定
の
考
え
方

ｃ
．
重
大
事
故
等
対
処
設
備
に
対
す
る
具
体
的
な

AO
T
の
設
定

(d
) 
モ
ー
ド変
更
に
係
る

AO
T

設
計
基
準
事
故
対
処
設
備
が

AO
T
内
に
復
旧
で
き
な
い
場
合
の
プラ
ント
停
⽌
等
の
モ
ー
ド変
更
に
係
る

AO
T
は
、⽇
本
の
運
転
経
験
に
基
づ
き標
準
的
な
プ
ラン

ト停
⽌
操
作
に
必
要
な
時
間
とし
て
設
定
した
も
の
で
あ
り、

LC
O
逸
脱
時
に
お
け
る
プ
ラン
ト停
⽌
等
の
モ
ー
ド変
更
時
に
お
い
て

AO
T
の
⻑
さに
係
る
不
具
合
等
は

発
⽣
して
い
な
い
実
績
の
あ
る
値
で
あ
る
。従
って
、重
⼤
事
故
等
対
処
設
備
が

AO
T
内
に
復
旧
で
き
な
い
場
合
の
プ
ラン
ト停
⽌
等
の
モー
ド変
更
に
係
る

AO
T
に
つ

い
て
も
設
計
基
準
事
故
対
処
設
備
の

AO
T
を
適
用
す
る
こと
が
妥
当
で
あ
る
。

4.
３

LC
O
・要
求
さ
れ
る
措
置
・A

O
Tの

設
定
方
針

(1
) 

LC
O
設
定
の
考
え
方

可
搬
型
重
⼤
事
故
等
対
処
設
備
の
うち
、可
搬
型
代
替
電
源
設
備
お
よ
び
可
搬
型
注
⽔
設
備
（
原
⼦
炉
建
屋
の
外
か
ら⽔
⼜
は
電
⼒
を供
給
す
る
も
の
に
限

る
。）
に
つ
い
て
は
「実
用
発
電
用
原
子
炉
及
び
その
附
属
施
設
の
位
置
、構
造
及
び
設
備
の
基
準
に
関
す
る
規
則
」（
以
下
、「
設
置
許
可
基
準
規
則
」と
い
う。
）

第
４
３
条
第
３
項
第
１
号
の
解
釈
に
お
い
て
「１
基
あ
た
り２
セ
ット
以
上
を
持
つ
こと
」が
要
求
され
て
い
る
こと
か
ら、
２
Ｎ
を

LC
O
とす
る
。（
以
下
、本
設
備
を「
２

Ｎ
要
求
の
可
搬
型
重
大
事
故
等
対
処
設
備
」と
い
う。
」）

その
他
の
重
大
事
故
等
対
処
設
備
に
つ
い
て
は
、基
本
的
に
は
１
Ｎ
をL

CO
とし
、各
個
別
設
備
に
対
す
る
設
置
許
可
基
準
規
則
の
要
求
を踏
まえ
て
設
定
す
る
。

な
お
、設
置
許
可
基
準
規
則
の
要
求
を
踏
ま
え
た
多
様
な
目
的
に
対
して
、同
一
系
統
を使
用
す
る
場
合
は
、一
括
りに
ま
とめ
て

LC
O
を設
定
す
る
こと
が
で
きる
。

運 転 上 の 制 限 確 認 事 項 ( サ ー ベ ラ ン ス ) 要 求 さ れ る 措 置3．
コメ
ント
①
を
踏
ま
え
た
妥
当
性
の
説
明
【第

85
条
（
重
大
事
故
等
対
処
設
備
）
】(

2/
7)

参考②－71
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（
２

）
保

安
規

定
変
更
に
係
る
基
本
⽅
針
との

整
合

【
例
︓
８
５
－
６
－
３
代
替
原
⼦
炉
格
納
容
器
ス
プ
レ
イ】

○
原
子
炉
下
部
キ
ャビ
テ
ィ注
水
ポ
ンプ
に
対
す
る
具
体
的
な

AO
Tの
設
定
に
つ
い
て
は
、「
設
計
基
準
対
処
設
備
の
うち

EC
CS
機
器
の

AO
Tを

参
考
とす
る
場
合
の
重
大
事
故
等
対
処
設
備
の
基
本
的
な

AO
Tと
要
求
され
る
措
置
」の
フロ
ー
と整
合
す
る
よ
う、
規
定
内
容
を
作
成
して
い
る
。

3．
コメ
ント
①
を
踏
ま
え
た
妥
当
性
の
説
明
【第

85
条
（
重
大
事
故
等
対
処
設
備
）
】(

3/
7)

※
２
︓
設
置
許
可
基
準
規
則
第
五
⼗
⼀
条
の
要
求
で
あ
る
原
⼦
炉

格
納
容
器
下
部
の
溶
融
炉
⼼
を冷
却
す
る
た
め
の
設
備
の
うち
、

炉
心
の
著
しい
損
傷
が
発
生
した
場
合
に
原
子
炉
格
納
容
器

の
下
部
に
落
下
した
溶
融
炉
⼼
を
冷
却
す
る
た
め
の
設
備
とし
て
、

恒
設
代
替
低
圧
注
水
ポ
ン
プ及
び
原
子
炉
下
部
キ
ャビ
テ
ィ注

水
ポ
ンプ
を要
求
して
い
る
た
め
、恒
設
代
替
低
圧
注
水
ポ
ン
プ

は
、当
該
系
統
と同
等
な
機
能
を
持
つ
重
大
事
故
等
対
処
設

備
とは
み
な
せ
な
い
。

設
置
許
可
基
準
規
則
第
五
十
一
条
の
多
様
性
の
要
求
を

満
⾜
す
る
設
備
で
あ
る
内
部
ス
プレ
ポ
ン
プに
つ
い
て
は
、交
流

動
⼒
電
源
⼜
は
原
⼦
炉
補
機
冷
却
機
能
喪
失
（
サ
ポ
ー
ト系

機
能
喪
失
）
時
は
使
用
で
きな
い
た
め
、当
該
系
統
と同
等
な

機
能
を持
つ
重
大
事
故
等
対
処
設
備
とは
み
な
せ
な
い
。

※
３
︓
当
該
設
備
に
お
い
て
多
様
性
拡
張
設
備
は
あ
る
が
、代
替
す

る
た
め
の
所
定
の
性
能
等
を
満
足
す
る
こと
が
確
認
で
き
て
い
な

い
た
め
採
用
しな
い
。

参考②－72
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（
３

）
上
流
⽂
書
（
設
置
許
可
・⼯
認
）
との

整
合

設
置
変
更
許
可
添
付
書
類
⼗
及
び
添
付
書
類
⼋
の
条
⽂
毎
の
設
備
リス
トに
て
、対
応
に
必
要
な
重
⼤
事
故
等
対
処
設
備
を抽
出
し、

要
求
機
能
が
同
じで
あ
れ
ば
一
括
りに
運
転
上
の
制
限
等
を規
定
して
い
る
。

【
例
︓
８
５
－
６
－
３
代
替
原
⼦
炉
格
納
容
器
ス
プ
レ
イ】

○
技
術
的
能
⼒
審
査
基
準

1.
4,

1.
6,

1.
7,

1.
8,

1.
13
及
び
設
置
許
可
基
準
規
則
第

47
,4

9,
50

,5
1,

56
条
の
設
備
を
抽
出

【設
置
許
可
申
請
書
添
付
書
類
十
追
補
】

【設
置
許
可
申
請
書
添
付
書
類
八
】

 
設

置
許
可
に
記

載
して
い
る
条
文
毎
に
重

大
事
故
等
対
処

設
備
を
確
認
し、

運
転

上
の
制
限

等
の
妥
当
性
を
確
認

 
複
数

の
要
求
事

項
で
も
、要
求
機
能
が

同
じな

の
で
、一
括
りに

運
転
上
の
制
限

等
を
設

定
。

N
o

対
応
に
必
要
な
設
備

１
原
子
炉
下
部
キ
ャビ
テ
ィ注
水
ポ
ン
プ

２
空
冷
式
⾮
常
⽤
発
電
装
置

３
燃
料
取
替
⽤
⽔
タン
ク

４
復
⽔
タン
ク

５
燃
料
油
貯
蔵
タン
ク

６
可
搬
式
オ
イル
ポ
ンプ

７
タン
クロ
ー
リー

８
燃
料
油
移
送
ポ
ンプ

９
送
⽔
⾞

１
０

軽
油
用
ドラ
ム
缶

1.
6.

2.
1 
炉
⼼
の
著
しい
損
傷
防
⽌
の
た
め
の
格
納
容
器
内
冷
却
の
⼿
順
等

(1
) 
フロ
ント
ライ
ン系
機
能
喪
失
時
の
手
順
等

b.
 代
替
格
納
容
器
ス
プ
レイ

(b
) 
原
子
炉
下
部
キ
ャビ
テ
ィ注
水
ポ
ンプ
に
よ
る
代
替
格
納
容
器
ス
プレ
イ

1.
8.

2.
1 
格
納
容
器
下
部
に
落
下
した
溶
融
炉
⼼
の
冷
却
⼿
順
等

(2
) 
全
交
流
動
⼒
電
源
⼜
は
原
⼦
炉
補
機
冷
却
機
能
喪
失
時
の
⼿
順
等

a.
 原
子
炉
下
部
キ
ャビ
テ
ィ注
水

(a
) 
原
子
炉
下
部
キ
ャビ
テ
ィ直
接
注
水

ⅰ
. 原
子
炉
下
部
キ
ャビ
テ
ィ注
水
ポ
ンプ
に
よる
原
子
炉
下
部
キ
ャビ
テ
ィ直
接
注
水

第
四
⼗
九
条
原
⼦
炉
格
納
容
器
内
の
冷
却
等
の
た
め
の
設
備

適
合
の
た
め
の
設
計
方
針
第
２
項
に
つ
い
て

(2
) 
炉
心
の
著
しい
損
傷
が
発
生
した
場
合
に
お
け
る
原
子
炉
格
納
容
器
内
の

圧
⼒
及
び
温
度
並
び
に
放
射
性
物
質
濃
度
の
低
下

第
五
⼗
⼀
条
原
⼦
炉
格
納
容
器
下
部
の
溶
融
炉
⼼
を冷
却
す
る
た
め
の
設
備

適
合
の
た
め
の
設
計
方
針

原
子
炉
格
納
容
器
下
部
注
水
設
備
（
原
子
炉
下
部
キ
ャビ
テ
ィ直
接
注
水
）

とし
て
、燃
料
取
替
⽤
⽔
タン
ク⼜
は
復
⽔
タン
クを
⽔
源
とす
る
原
⼦
炉
下
部
キ
ャ

ビテ
ィ注
⽔
ポ
ンプ
は
燃
料
取
替
⽤
⽔
系
を介
して
、原
⼦
炉
下
部
キ
ャビ
テ
ィに
注

⽔
す
る
こと
で
、溶
融
炉
⼼
が
落
下
す
る
ま
で
に
原
⼦
炉
下
部
キ
ャビ
テ
ィに
⼗
分
な

⽔
量
を
蓄
⽔
で
き
る
設
計
とす
る
。

条
文
毎
の
対
応
設
備

を
抽
出

条
文
毎
の
対
応
設
備

を
抽
出

「技
術
的
能

⼒
1.

6」
へ
の
対
応

「技
術
的
能

⼒
1.

8」
へ
の
対
応

「設
置
許
可

基
準

規
則

第
49

条
」へ

の
対
応

「設
置
許
可

基
準
規

則
第

51
条
」へ

の
対
応

3．
コメ
ント
①
を
踏
ま
え
た
妥
当
性
の
説
明
【第

85
条
（
重
大
事
故
等
対
処
設
備
）
】(

4/
7)

… …

参考②－73
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（
３

）
上
流
⽂
書

（
設
置
許
可
・⼯
認

）
との

整
合

【
例
︓
８
５
－
６
－
３
代
替
原
⼦
炉
格
納
容
器
ス
プ
レ
イ】

原
子
炉
下
部
キ
ャビ
テ
ィ注
水
ポ
ンプ
の
工
事
認
可
申
請
書
の
記
載
を確
認
事
項
（
サ
ー
ベ
ラン
ス
）
で
確
認
す
る
内
容
に
反
映
。

【８
５
－
６
－

３
確
認
事

項
（
抜
粋

）
】

工
事
認
可
申
請
書
の
記
載
を
確
認
事
項
（
サ
ー
ベ
ラン
ス
）
で
確
認
す
る

内
容
に
反
映
。

本
資
料
の
う
ち
、
枠
組
み
の
範
囲
は
機
密
に
係
る
事
項
で
す
の
で
公
開
す
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。

3．
コメ
ント
①
を
踏
ま
え
た
妥
当
性
の
説
明
【第

85
条
（
重
大
事
故
等
対
処
設
備
）
】(

5/
7)

参考②－74
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第
85
条

運
転
上
の
制
限
（
Ｌ
Ｃ
Ｏ
）

先
⾏
プ
ラン
トと
の
差
異

差
異
の
理
由
と保
安
規
定
記
載
の
妥
当
性

[８
５
－
４
－
５

]
代
替
炉
心
注
水
－

可
搬
式
代
替
低
圧

注
水
ポ
ンプ
に
よ
る

代
替
炉
心
注
水
－

可
搬
式
代
替
低
圧
注
水
ポ
ンプ
に
よ
る
代
替

炉
⼼
注
⽔
系
２
系
統
（
仮
設
組
⽴
式
⽔

槽
な
し）
が
動
作
可
能
で
あ
る
こと

先
⾏
プ
ラン
トで
あ
る
⼤
飯

３
，
４
号
炉
で
は
、仮
設

組
⽴
⽔
槽
に
海
⽔
を
貯
⽔

し、
可
搬
式
代
替
低
圧
注

水
ポ
ンプ
に
よ
り原
子
炉
に

注
水
す
る
手
順
とし
て
い
る
。

美
浜
は
、設
置
ス
ペ
ー
ス
の
確
保
を
考
慮
し、

可
搬
式
代
替
低
圧
注
水
ポ
ンプ
を
用
い
た

原
子
炉
へ
の
注
水
で
は
、仮

設
組
⽴
式
⽔

槽
は
用
い
な
い
手
順
とな
って
い
る
た
め
、運

転
上
の
制
限
等
に
仮
設
組
⽴
式
⽔
槽
の
規

定
は
不
要
で
あ
る
。

[８
５
－
６
－
３

]
代
替
原
子
炉
格
納

容
器
ス
プ
レ
イ
－

原
子
炉
下
部
キ
ャビ

テ
ィ注
水
ポ
ンプ
に
よ

る
代
替
原
子
炉
格

納
容
器
ス
プ
レ
イお

よ
び
原
子
炉
下
部

キ
ャビ
テ
ィ直
接
注

水
－

原
子
炉
下
部
キ
ャビ
テ
ィ注
水
ポ
ンプ
に
よる

代
替
原
子
炉
格
納
容
器
ス
プ
レ
イ系
お
よび

原
子
炉
下
部
キ
ャビ
テ
ィ直
接
注
水
系
が
動

作
可
能
で
あ
る
こと

先
⾏
プ
ラン
トで
あ
る
⼤
飯

３
，
４
号
炉
で
は
、原
子

炉
下
部
キ
ャビ
テ
ィ注
水
ポ

ンプ
が
な
い
。

美
浜
は
、原
子
炉
下
部
キ
ャビ
テ
ィ床
面
高

さが
原
子
炉
格
納
容
器
最
下
層
部
高
さと

同
じで
あ
り、
格
納
容
器
ス
プ
レ
イ水
が
原
子

炉
下
部
キ
ャビ
テ
ィへ
優
先
的
に
流
⼊
しな
い

こと
か
ら、
原
子
炉
下
部
キ
ャビ
テ
ィに
十
分

な
蓄
⽔
を
⾏
うた
め
の
原
⼦
炉
下
部
キ
ャビ

テ
ィ注
水
ポ
ンプ
を
設
置
して
い
る
。そ
れ
に
伴

い
、原
子
炉
下
部
キ
ャビ
テ
ィ注
水
ポ
ンプ
に

よ
る
代
替
格
納
容
器
ス
プ
レイ
、原
子
炉
下

部
キ
ャビ
テ
ィ直
接
注
水
の
手
順
を
整

備
し

て
い
る
た
め
、原
子
炉
下
部
キ
ャビ

テ
ィ注

水
ポ
ン
プ
他

の
運
転
上

の
制
限

等
を
規

定
して
い
る
。

（
４
）
先
⾏
と
の
差
異

第
８
５
条
（
重
⼤
事
故
等
対
処
設
備
）
の
以
下
の
条
⽂
に
お
い
て
、設
備
構
成
等
の
違
い
に
より
先
⾏
プラ
ント
と保
安
規
定
の
記
載

内
容
に
差
異
が
あ
る
た
め
、こ
の
差
異
の
理
由
と保
安
規
定
記
載
の
妥
当
性
を以
下
に
⽰
す
。

な
お
、設
備
構
成
等
の
違
い
に
つ
い
て
、上
流
規
制

(設
置
許
可
・⼯
認

)段
階
で
、設
置
許
可
基
準
規
則
等
の
要
求
事
項
を満
⾜
す
る
こ

とを
確
認
して
い
る
。

3．
コメ
ント
①
を
踏
ま
え
た
妥
当
性
の
説
明
【第

85
条
（
重
大
事
故
等
対
処
設
備
）
】(

6/
7)

参考②－75
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第
85
条

運
転
上
の
制
限
（
Ｌ
Ｃ
Ｏ
）

先
⾏
プ
ラン
トと
の
差
異

差
異
の
理
由
と保
安
規
定
記
載
の
妥
当
性

[８
５
－
８
－
１

]
蒸
気
発
生
器
２
次

側
に
よ
る
炉
⼼
冷
却

（
注
水
）

(1
) 
モ
ー
ド１
、２
、３
お
よび
４
（
蒸
気

発
生
器
が
熱
除
去
の
た
め
に
使
用
され
て

い
る
場
合
）
に
お
い
て
、復
⽔
タン
クを
⽔

源
とし
た
電
動
補
助
給
水
ポ
ンプ
に
よる

蒸
気
発
生
器
へ
の
給
水
系
１
系
統
が
動

作
可
能
で
あ
る
こと

ま
た
は

(2
) 
モ
ー
ド１
、２
お
よ
び
３
に
お
い
て
、復

⽔
タン
クま
た
は
送
⽔
⾞
を
⽤
い
た
ター
ビ

ン動
補
助
給
水
ポ
ンプ
に
よ
る
蒸
気
発
生

器
へ
の
給
水
系
１
系
統
が
動
作
可
能
で

あ
る
こと

先
⾏
プ
ラン
トで
あ
る
⼤
飯

３
，
４
号
炉
で
は
、タ
ー
ビ

ン動
補
助
給
水
ポ
ンプ
に
よ

る
蒸
気
発
生
器
へ
の
注
水

は
復
⽔
ピッ
トか
らの
供
給

の
み
で
あ
り、
送
⽔
⾞
を
⽤

い
た
海
水
か
らの
直
接
供
給

は
実
施
しな
い
。

美
浜
は
、復
⽔
タン
クと
燃
料
取
替
⽤
⽔
タ

ンク
が
屋
外
に
隣
接
して
設
置
して
い
る
た
め
、

⽔
源
の
多
様
化
の
観
点
か
ら、
送
⽔
⾞
を⽤

い
た
ター
ビン
動
補
助
給
水
ポ
ンプ
へ
の
直
接

供
給
に
よ
る
蒸
気
発
生
器
へ
の
注
水
の
手

順
を
整

備
して
い
る
た
め
、送
⽔
⾞
他

の
運

転
上

の
制
限

等
を
規

定
して
い
る
。

[８
５
－
１
５
－

６
]
燃
料
油
貯
蔵
タン
ク、

可
搬
式
オ
イル
ポ
ン

プ
、タ
ンク
ロー
リー
お

よ
び
燃
料
油
移
送
ポ

ンプ
に
よ
る
燃
料
補

給
設
備

(1
) 
燃
料
油
貯
蔵
タン
クの
油
量
が

36
0 

m
3 以
上
あ
る
こと

(2
) 
可
搬
式
オ
イル
ポ
ンプ
の
所
要
数
が
使

用
可
能
で
あ
る
こと

(3
) 
タン
クロ
ー
リー
の
所
要
数
が
使
用
可
能

で
あ
る
こと

(4
) 
燃
料
油
移
送
ポ
ンプ
の
所
要
数
が
使

用
可
能
で
あ
る
こと

先
⾏
プ
ラン
トで
あ
る
⼤
飯

３
，
４
号
炉
で
は
、可
搬

式
オ
イル
ポ
ンプ
、燃
料
油

移
送
ポ
ンプ
に
よ
る
燃
料
補

給
は
実
施
しな
い
。

給
油
作
業
の
効
率
化
の
⽬
的
か
ら、
空
冷

式
非
常
用
発
電
装
置
へ
の
給
油
の
た
め
に

可
搬
式
オ
イ
ル
ポ
ン
プ
、空
冷
式
⾮
常
⽤
発

電
装
置
お
よ
び
電
源
⾞
等
へ
の
給
油
の
た
め

に
整
備
した

燃
料
油
移
送
ポ
ン
プ
を
整

備
し

て
い
る
た
め
、運
転
上

の
制
限

等
を
規

定
し

て
い
る
。

3．
コメ
ント
①
を
踏
ま
え
た
妥
当
性
の
説
明
【第

85
条
（
重
大
事
故
等
対
処
設
備
）
】(

7/
7)

参考②－76
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実
用
炉
規
則
第

92
条
第

1項
第

9号
【発
電
用
原
子
炉
施
設
の
運
転
】

発
電
用
原
子
炉
施
設
の
重
要
な
機
能
に
関
して
、安
全
機
能
を有
す
る
系
統
、機
器
及
び
重
大
事
故
等
対
処
設
備
（
特
定
重
大
事
故
等
対
処
施
設
を構
成
す
る設
備
を
含
む
。）
等
に
つ
い
て
、

運
転
状
態
に
対
応
した
運
転
上
の
制
限
（

Li
m

iti
ng

 C
on

di
tio

ns
 fo

r O
pe

ra
tio

n。
以
下
「Ｌ
Ｃ
Ｏ
」と
い
う。
）
を満
足
して
い
る
こと
の
確
認
の
内
容
（
以
下
「サ
ー
ベ
ラン
ス
」と
い
う。
）
、Ｌ
Ｃ

Ｏ
を満
⾜
して
い
な
い
場
合
に
要
求
され
る
措
置
（
以
下
「要
求
され
る
措
置
」と
い
う。
）
及
び
要
求
され
る
措
置
の
完
了
時
間
（

Al
lo

w
ed

 O
ut

ag
e 

Ti
m

e。
以
下
「Ａ
Ｏ
Ｔ
」と
い
う。
）
が
定
め
ら

れ
て
い
る
こと
。な
お
、Ｌ
Ｃ
Ｏ
等
は
、原
⼦
炉
等
規
制
法
第
４
３
条
の
３
の
５
に
よる
原
⼦
炉
設
置
許
可
申
請
及
び
同
法
第
４
３
条
の
３
の
８
に
よる
原
⼦
炉
設
置
変
更
許
可
申
請
に
お
い
て
⾏
った

安
全
解
析
の
前
提
条
件
又
は
その
他
の
設
計
条
件
を
満
足
す
る
よう
に
定
め
られ
て
い
る
こと
。

4．
コメ
ント
②
を
踏
ま
え
た
妥
当
性
の
説
明
【第

47
条
（

1次
冷
却
材
漏
え
い
率
）
】(

1/
3)

〈変
更
内
容
〉

上
流
⽂
書
（
設
置
許
可
・⼯
認
）
に
基
づ
き、
炉
内

計
装
⽤
シ
ンブ
ル
配
管
室
ドレ
ンピ
ット
漏
え
い
検
出
装

置
を
追
加
規
定

•
上
部
と下
部
の
電
極

に
よ
る
検
出
の
時
間

差
に
よ
り、

IC
IS
室
の

漏
え
い
率
を
監
視
す
る
。

○
運
転
上
の
制
限

の
対
象
機
器
とし
て
、炉

内
計
装
⽤
シ
ン
ブ
ル
配
管
室
ドレ
ン
ピ
ット
漏
え
い
検
出
装

置
を
追
加

○
炉

内
計
装
⽤
シ
ン
ブ
ル
配
管
室
ド
レ
ン
ピ
ット
漏
え
い
検
出
装

置
の
確
認
事

項
（
サ
ー
ベ
ラ
ン
ス
）

、要
求
さ
れ
る
措

置
を
追
加

（
１
）
保
安
規
定
審
査
基
準
へ
の
適
合

保
安
規
定
変
更
内
容
（
第
４
７
条
（
代
表
箇
所
）

）

（
１
次
冷
却
材
漏
え
い
率
）
第
４
７
条

モー
ド１
、２
、３
お
よび
４
に
お
い
て
、原
⼦
炉
格
納
容
器
内
へ
の
漏
え
い
率
お
よび
原
⼦
炉
格
納
容
器
内
漏
え
い
監
視
装
置
は
、表
４
７
－
１
で
定
め
る
事
項
を運
転
上
の
制
限
とす
る
。

表
４
７
－
１

※
２
︓
炉
内
計
装
⽤
シ
ンブ
ル
配
管
室
ドレ
ンピ
ット
漏
え
い
検
出
装
置
に
よっ
て
測
定
され
る
漏
え
い
率
は
全
て
未
確
認
の
漏
え
い
率
とみ
な
す
も
の
とす
る
。

※
３
︓
凝
縮
液
量
測
定
装
置
の
健
全
性
を
確
認
す
る
た
め
の
点
検
また
は
洗
浄
に
より
、原
⼦
炉
格
納
容
器
サ
ンプ
⽔
位
計
また
は
凝
縮
液
量
測
定
装
置
の
指
⽰
値
が
変
動
す
る
場
合
を除
く。

項
目

運
転
上
の
制
限

原
子
炉

格
納
容
器
内

へ
の
漏
え
い
率

(1
)
原
子
炉
格
納
容
器
サ
ン
プ
水
位
計
お
よ
び
炉
内
計
装
⽤
シ
ンブ
ル
配
管
室
ドレ
ンピ
ット
漏
え
い
検
出
装
置
ま
た
は
凝
縮
液
量
測
定
装
置
に
よっ
て
測
定
され
る
漏
え
い

率
の
うち
、未
確
認
の
漏
え
い
率
が

0.
23

 m
3 /

h 
以
下
で
あ
る
こと
※
２

(中
略
）

原
子
炉

格
納
容
器
内

漏
え
い
監
視
装
置

(1
) 
モ
ー
ド１
お
よ
び
２
に
お
い
て
、原
子
炉
格
納
容
器
サ
ンプ
水
位
計
お
よび
炉
内
計
装
⽤
シ
ンブ
ル
配
管
室
ドレ
ン
ピッ
ト漏
え
い
検
出
装
置
また
は
凝
縮
液
量
測
定
装

置
※
３
が
動
作
可
能
で
あ
る
こと

(2
) 
モ
ー
ド３
お
よ
び
４
に
お
い
て
、原
子
炉
格
納
容
器
サ
ンプ
水
位
計
お
よび
炉
内
計
装
⽤
シ
ンブ
ル
配
管
室
ドレ
ン
ピッ
ト漏
え
い
検
出
装
置
が
動
作
可
能
で
あ
る
こと

参考②－77
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4．
コメ
ント
②
を
踏
ま
え
た
妥
当
性
の
説
明
【第

47
条
（

1次
冷
却
材
漏
え
い
率
）
】(

2/
3)

[設
置
変
更
許
可
申
請
書

本
⽂
５

号
]

ホ
．
原
⼦
炉
冷
却
系
統
施
設
の
構
造
及
び
設
備

Ａ
．
３
号
炉

(1
) 
⼀
次
冷
却
材
設
備

(ⅱ
) 
主
要
な
機
器
及
び
管
の
個
数
及
び
構
造

（
中
略
）

原
⼦
炉
冷
却
材
圧
⼒
バ
ウン
ダリ
に
接
続
す
る
配
管
系
に
は
適
切
に
隔
離
弁
を設
け
る
設
計
とし
、ま
た
、１
次
冷
却
材
の
漏
え
い
を
早
期
に
検
出
す
る
た
め
、漏
え
い
監
視
設

備
を

設
け
る
。

[⼯
事
認
可
申
請
書
資
料
２
３

原
⼦
炉
格
納
容
器
内

の
⼀
次
冷
却
材
の
漏
え
い
を
監
視
す
る
装
置
の
構
成
に
関
す
る
説
明
書
並
び
に
計
測
範
囲

及
び
警
報
動
作
範
囲
に

関
す
る
説
明
書

]
2.

 基
本
方
針

Ｒ
Ｃ
Ｐ
Ｂ
配
管
か
らの
１
次
系
冷
却
材
の
漏
え
い
の
検
出
装
置
とし
て
、原
⼦
炉
格
納
容
器
内
へ
の
漏
え
い
に
対
して
は
、格
納
容
器
サ
ンプ
⽔
位
計
、凝
縮
液
量
測
定
装
置
、格

納
容
器
サ
ンプ
⽔
位
上
昇
率
測
定
装
置
、炉
内
計
装
⽤
シ
ンブ
ル
配
管
室
ドレ
ンピ
ット
漏
え
い
検
出
装
置
、放
射
線
管
理
施
設
の
格
納
容
器
ガ
ス
モ
ニタ
及
び
格
納
容
器
じん
あ
い

モ
ニタ
を
設
置
す
る
設
計
とす
る
。そ
の
うち
、Ｒ
Ｃ
Ｐ
Ｂ
配
管
か
らの
漏
え
い
で
な
い
こと
が
確
認
され
て
い
な
い
原
⼦
炉
格
納
容
器
内
へ
の
漏
え
い
に
対
して
は
、Ｒ
Ｃ
Ｐ
Ｂ
配
管
の
破

断
前
漏
え
い
を監
視
す
る
観
点
か
ら、
凝
縮
液
量
測
定
装
置
並
び
に
炉

内
計
装
⽤
シ
ン
ブ
ル
配
管
室
ドレ
ン
ピ
ット
漏
え
い
検
出
装
置
⼜
は
格
納
容
器
サ
ン
プ
⽔

位
上
昇
率
測
定

装
置
に
よ
り、

1時
間
以
内
に

0.
23

m
３
/h

（
1g

pm
）

の
漏
え
い
量
を
検
出
す
る
能

⼒
を
有
した

設
計
とす
る
とと
も
に
中
央

制
御
室

に
警
報
を
発
信
す
る
設
計
とす
る
。な
お
、

Ｒ
Ｃ
Ｐ
Ｂ
配
管
か
らの
漏
え
い
で
な
い
こと
は
確
認
され
て
い
るが
、１
次
冷
却
系
か
らの
漏
え
い
で
な
い
こと
が
確
認
され
て
い
な
い
漏
え
い
に
つ
い
て
は
、化
学
体
積
制
御
系
統
の
充
て

ん
機
能
に
よ
る
１
次
冷
却
材
確
保
等
の
観
点
か
ら、
凝
縮
液
量
測
定
装
置
及
び
格
納
容
器
サ
ンプ
⽔
位
上
昇
率
測
定
装
置
に
より
、2

.3
m
３
/h
（

10
gp

m
）
の
漏
え
い
量
を
検

出
す
る
能
⼒
を
有
した
設
計
とす
る
とと
も
に
中
央
制
御
室
に
警
報
を
発
信
す
る
設
計
とす
る
。

[説
明
書
に
係
る
補
⾜
説
明
資
料

炉
内
計
装
⽤
シ
ン
ブ
ル
配
管
室
ドレ
ン
ピ
ット
漏
え
い
検
出
装
置

の
新
設

に
つ
い
て

]
1.

 炉
内
計
装
⽤
シ
ンブ
ル
配
管
室
ドレ
ンピ
ット
漏
え
い
検
出
装
置
の
新
設
に
つ
い
て

（
中
略
）

（
３
）
原
⼦
炉
下
部
キ
ャビ
テ
ィに
お
け
る
未
確
認
の
漏
え
い
の
監
視
フロ
ー
及
び
保
安
規
定
変
更
⽅
針

原
⼦
炉
下
部
キ
ャビ
テ
ィに
あ
る
Ｉ
Ｃ
Ｉ
Ｓ
室
へ
液
体
の
漏
え
い
が
流
⼊
した
場
合
の
漏
え
い
の
監
視
フロ
ー
を
図
３
に
⽰
す
。ま
た
、図
３
を
踏
ま
え
た
保

安
規

定
変

更
⽅
針
を
表
２

お
よ
び
表
３
に
示
す
。

補
⾜
説
明
資
料
の
内
容

表
２
、
表
３
を
踏
ま
え
た
条
文
内
容
を
規
定
（
規
定
内
容
は
次
ペ
ー
ジ
）

（
２

）
上
流
⽂
書
（
設
置
許
可
・⼯
認
）
との

整
合

上
流
⽂
書
との
整
合
の
確
認
に
お
い
て
、申
請
書
の
範
囲
に
て
運
⽤
事
項
を
抽
出
す
る
際
に
、ま
とめ
資
料
（
補
⾜
説
明
資
料
）
を
参
照
し、

保
安
規
定
に
反
映
す
べ
き
事
項
を
必
要
に
応
じて
補
⾜
した
。そ
の
結
果
、第

47
条
（
１
次
冷
却
材
漏
え
い
率
）
が
まと
め
資
料
（
補
⾜
説

明
資
料
）
を
参
照
す
る
も
の
とし
て
抽
出
され
た
。

参考②－78
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5．
コメ
ント
②
を
踏
ま
え
た
妥
当
性
の
説
明
【第

47
条
（

1次
冷
却
材
漏
え
い
率
）
】(

3/
3)

No
.

保
安
規
定
の
改
正
方
針

No
.1

新
設
す
る
炉
内
計
装
⽤
シ
ンブ
ル
配
管
室
ドレ
ンピ
ット
漏
え
い
検
出
装
置
の
運
⽤

を保
安
規
定
に
追
加
す
る
。

N0
.2

炉
内
計
装
⽤
シ
ンブ
ル
配
管
室
ドレ
ンピ
ット
漏
え
い
検
出
装
置
に
つ
い
て
、既
存

の
格
納
容
器
サ
ンプ
⽔
位
上
昇
率
測
定
装
置
と１
セ
ット
で
Ｃ
Ｖ
内
全
エ
リア
の

漏
え
い
が
検
知
で
きる
こと
を踏
まえ
、運
転
上
の
制
限
、サ
ー
ベ
ラン
ス
お
よび
Ｌ

Ｃ
Ｏ
逸
脱
時
の
措
置
を設
定
す
る
。

N0
.3

炉
内
計
装
⽤
シ
ンブ
ル
配
管
室
ドレ
ンピ
ット
漏
え
い
検
出
装
置
に
よっ
て
検
出
さ

れ
た
漏
え
い
は
、Ｒ
Ｃ
Ｐ
Ｂ
外
か
らの
漏
え
い
と確
認
が
困
難
で
あ
る
こと
を踏
まえ
、

Ｌ
Ｃ
Ｏ
判
断
を明
確
化
す
る
。

N0
.4

凝
縮
液
量
測
定
装
置
に
つ
い
て
、漏
え
い
⽔
の
蒸
気
割
合
が
少
な
い
運
転
モー
ド

３
，
４
お
け
る
Ｌ
Ｃ
Ｏ
運
用
を明
確
化
す
る
。

保
安
規
定
変
更
内
容
（
第
４
７
条
（
代
表
箇
所
）

）

（
１
次
冷
却
材
漏
え
い
率
）
第
４
７
条

モー
ド１
、２
、３
お
よび
４
に
お
い
て
、原
⼦
炉
格
納
容
器
内
へ
の
漏
え
い
率
お
よび
原
⼦
炉
格
納
容
器
内
漏
え
い
監
視
装
置
は
、表
４
７
－
１
で
定
め
る
事
項
を運
転
上
の
制
限
とす
る
。

(中
略
）

２
．
原
⼦
炉
格
納
容
器
内
へ
の
漏
え
い
率
お
よ
び
原
⼦
炉
格
納
容
器
内
漏
え
い
監
視
装
置
が
、前
項
で
定
め
る
運
転
上
の
制
限
を満
⾜
して
い
る
こと
を確
認
す
る
た
め
、次
の
各
号
を実
施
す
る
。

(中
略
）

(2
) 
電
気
保
修
課
⻑
お
よ
び
計
装
保
修
課
⻑
は
、定
期
検
査
時
に
、炉
内
計
装
⽤
シ
ンブ
ル
配
管
室
ドレ
ンピ
ット
漏
え
い
検
出
装
置
の
機
能
の
健
全
性
を
確
認
し、
そ
の
結
果
を発
電
室
⻑
に
通
知
す
る
。

(3
) 
当
直
課
⻑
は
、モ
ー
ド１
、２
、３
お
よび
４
に
お
い
て
、１
⽇
に
１
回
、原
⼦
炉
格
納
容
器
サ
ンプ
⽔
位
計
お
よび
炉
内
計
装
⽤
シ
ンブ
ル
配
管
室
ドレ
ンピ
ット
漏
え
い
検
出
装
置
を⽤
い
て
、

また
、モ
ー
ド１
お
よび
２
に
お
い
て
、１
日
に
１
回
、凝
縮
液
量
測
定
装
置
を⽤
い
て
、原
⼦
炉
格
納
容
器
内
へ
の
漏
え
い
率
を確
認
す
る
※
１
。

な
お
、原
子
炉
格
納
容
器
サ
ンプ
水
位
計
、炉
内
計
装
⽤
シ
ン
ブル
配
管
室
ドレ
ンピ
ット
漏
え
い
検
出
装
置
また
は
凝
縮
液
量
測
定
装
置
の
い
ず
れ
か
が
動
作
不
能
で
あ
る
場
合
、当
直
課
⻑
は
、８
時

間
に
１
回
、動
作
可
能
な
計
器
に
より
原
⼦
炉
格
納
容
器
内
へ
の
漏
え
い
率
を確
認
す
る
。

表
４
７
－
１

※
２
︓
炉
内
計
装
⽤
シ
ンブ
ル
配
管
室
ドレ
ン
ピッ
ト漏
え
い
検
出
装
置
に
よ
って
測
定
され
る
漏
え
い
率
は
全
て
未
確
認
の
漏
え
い
率
とみ
な
す
も
の
とす
る
。

※
３
︓
凝
縮
液
量
測
定
装
置
の
健
全
性
を確
認
す
る
た
め
の
点
検
また
は
洗
浄
に
より
、原
⼦
炉
格
納
容
器
サ
ンプ
⽔
位
計
また
は
凝
縮
液
量
測
定
装
置
の
指
⽰
値
が
変
動
す
る
場
合
を
除
く。

項
目

運
転
上
の
制
限

原
子
炉

格
納
容
器
内

へ
の
漏
え
い
率

(1
)
原
子
炉
格
納
容
器
サ
ンプ
水
位
計
お
よ
び
炉
内
計
装
⽤
シ
ンブ
ル
配
管
室
ドレ
ンピ
ット
漏
え
い
検
出
装
置
また
は
凝
縮
液
量
測
定
装
置
に
よ
って
測
定
され
る
漏
え
い
率

の
うち
、未
確
認
の
漏
え
い
率
が

0.
23

 m
3 /

h 
以
下
で
あ
る
こと
※
２

(中
略
）

原
子
炉

格
納
容
器
内

漏
え
い
監
視
装
置

(1
) 
モー
ド１
お
よび
２
に
お
い
て
、原
子
炉
格
納
容
器
サ
ンプ
水
位
計
お
よび
炉
内
計
装
⽤
シ
ンブ
ル
配
管
室
ドレ
ンピ
ット
漏
え
い
検
出
装
置
また
は
凝
縮
液
量
測
定
装
置
※
３

が
動
作
可
能
で
あ
る
こと

(2
) 
モー
ド３
お
よび
４
に
お
い
て
、原
⼦
炉
格
納
容
器
サ
ンプ
⽔
位
計
お
よび
炉
内
計
装
⽤
シ
ンブ
ル
配
管
室
ドレ
ンピ
ット
漏
え
い
検
出
装
置
が
動
作
可
能
で
あ
る
こと

図
３
漏
え
い
を
検
知
した
場
合
の
判
断
フロ
ー

表
２

保
安

規
定
改
正
方
針

○
補
⾜
説
明
資
料
に

示
す
、図
３
、表
２
、

保
安
規
定
の
改
正

案
（
表
３
）
の
内

容
を
保
安
規
定
へ
反

映

No
.1

No
.1

No
.2

No
.2

No
.4

No
.4

No
.3

No
.3

本
資
料
の
う
ち
、
枠
組
み
の
範
囲
は
機
密
に
係
る
事
項
で
す
の
で
公
開
す
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。

補
⾜
説
明
資
料
の
記
載

参考②－79
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⽕
⼭
影
響
等
発
⽣
時
に
お
け
る
発
電
⽤
原
⼦
炉
施
設
の
保
全
の
た
め
の
活
動
を
⾏
う体
制
の
整
備
に
係
る
、計
画
の
策

定
、実
施
お
よ
び
評
価
、そ
して
継
続
的
に
改
善
して
い
く管
理
の
枠
組
み
を
規
定
。

 
具
体
的
に
は
、第
１
８
条
の
２
の
２
に
火
山
影
響
等
発
生
時
の
体
制
の
整
備
を
定
め
る
とと
も
に
、改
正
され
た
規
則
の

要
求
の
うち
「手
順
書
の
整
備
」に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て
は
、保
安
規
定
の
「添
付
２
火
災
、内
部
溢
水
、火
山
影
響

等
お
よ
び
自
然
災
害
発
生
時
の
対
応
に
係
る
実
施
基
準
（
第
１
８
条
、第
１
８
条
の
２
、第
１
８
条
の
２
の
２
お
よ

び
第
１
８
条
の
３
関
連
）
」に
対
応
手
順
を
定
め
る
。

保
安

規
定

変
更

内
容
（

第
１
８

条
の
２

の
２
、添
付
２
（

代
表
箇

所
）

）
（
火
山
影
響
等
発
生
時
の
体
制
の
整
備
）

第
１
８
条
の
２
の
２
技
術
課
⻑
は
、⽕
⼭
現
象
に
よる
影
響
が
発
⽣
す
る
お
それ
が
あ
る
場
合
また
は
発
⽣
した
場
合
（
以
下
、「
⽕
⼭
影
響
等
発
⽣
時
」と
い
う。
）
に
お
け
る

原
子
炉
施
設
の
保
全
の
た
め
の
活
動
※
１
を
⾏
う体
制
の
整
備
とし
て
、次
の
各
号
を
含
む
計
画
を
策
定
し、
所
⻑
の
承
認
を
得
る
。ま
た
、計
画
は
、添
付
２
に
⽰
す
「⽕
災
、内

部
溢
水
、火
山
影
響
等
お
よ
び
自
然
災
害
発
生
時
の
対
応
に
係
る
実
施
基
準
」に
従
い
策
定
す
る
。

※
１
︓
⽕
⼭
影
響
等
発
⽣
時
に
⾏
う活
動
を
含
む
（
以
下
、本
条
に
お
い
て
同
じ）
。

添
付
２
火
災
、内
部
溢
水
、火
山
影
響
等
お
よび
自
然
災
害
発
生
時
の
対
応
に
係
る
実
施
基
準
（
第
１
８
条
、第
１
８
条
の
２
、第
１
８
条
の
２
の
２
お
よび
第
１
８
条

の
３
関
連
）

３
⽕
⼭
影
響
等
、降
雪
発
⽣
時

技
術
課
⻑
は
、⽕
⼭
影
響
等
お
よび
降
雪
発
⽣
時
に
お
け
る
原
⼦
炉
施
設
の
保
全
の
た
め
の
活
動
を⾏
う体
制
の
整
備
とし
て
、次
の
３
．
１
項
か
ら３
．
４
項
を
含
む
計
画

を
策
定
し、
所
⻑
の
承
認
を得
る
。ま
た
、各
課
（
室
）
⻑
は
、計
画
に
基
づ
き
、⽕
⼭
影
響
等
、降
雪
発
⽣
時
に
お
け
る
原
⼦
炉
施
設
の
保
全
の
た
め
の
活
動
を
⾏
うた
め
に
必

要
な
体
制
お
よ
び
手
順
の
整
備
を実
施
す
る
。

（
中
略
）

３
．
４
手
順
書
の
整
備

(1
)各
課
（
室
）
⻑
（
当
直
課
⻑
を
除
く。
）
は
、⽕
⼭
影
響
等
、降
雪
発
⽣
時
に
お
け
る
原
⼦
炉
施
設
の
保
全
の
た
め
の
活
動
を⾏
うた
め
に
必
要
な
体
制
の
整
備
とし
て
、以

下
の
活
動
を
実
施
す
る
こと
を
社
内
標
準
に
定
め
る
。

（
中
略
）

ｃ
．
デ
ィー
ゼ
ル
発
電
機
の
機
能
を
維
持
す
る
た
め
の
対
策

ｄ
．
ター
ビン
動
補
助
給
⽔
ポ
ンプ
を⽤
い
た
炉
⼼
を冷
却
す
る
た
め
の
対
策

ｅ
．
蒸
気
発
生
器
補
給
用
仮
設
中
圧
ポ
ンプ
（
電
動
）
を
用
い
た
炉
心
の
著
しい
損
傷
を
防
止
す
る
た
め
の
対
策

ｆ
．
緊
急
時
対
策
所
の
居
住
性
確
保
に
関
す
る
対
策

ｇ
．
通
信
連
絡
設
備
に
関
す
る
対
策

（
以
下
、省
略
）

対
応
手
順
を
記

載

概
要
は
次
⾴
以
降

6．
コメ
ント
③
︓
美
浜
３
号
炉
の
⽕
⼭
灰
対
策
に
つ
い
て
（
１
／
７
）

参考②－80
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要
求
事
項
（

実
用

炉
規

則
第
八
十
四
条

の
二

）
主
な
対
応

詳
細

第 五 号

イ
⽕
⼭
影
響
等
発
⽣
時
に
お
け
る
⾮
常
⽤
交
流

動
⼒
電
源
設
備
の
機
能
を
維
持
す
る
た
め
の

対
策
に
関
す
る
こと
。

デ
ィー
ゼ
ル
発
電
機
の
吸
気
ライ
ン
に
改
良
型
フィ
ル
タを
取
り付
け
、2
台
運
転
。電

動
補
助
給
⽔
ポ
ンプ
に
よ
り炉
⼼
の
冷
却
を
⾏
う。

ま
た
、海
水
ポ
ン
プ
モ
ー
タが
開
放
型
で
あ
り、
外
気
を
モ
ー
タ内
に
取
り込
む
構
造
と

な
って
い
る
た
め
、除
塵
フィ
ル
タの
取
り外
しを
実
施
す
る
。

16 〜 18

ロ
イ
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、火
山
影
響
等
発
生

時
に
お
け
る
代
替
電
源
設
備
そ
の
他
の
炉
心

を
冷
却
す
る
た
め
に
必
要
な
設
備
の
機
能
を
維

持
す
る
た
め
の
対
策
に
関
す
る
こと
。

ター
ビン
動
補
助
給
水
ポ
ン
プ
を
使
用
し、
蒸
気
発
生
器
２
次
側
へ
注
水
す
る
こと
に

よ
り炉
⼼
の
冷
却
を
⾏
う。

19

ハ
ロ
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、火
山
影
響
等
発
生

時
に
交
流
動
⼒
電
源
が
喪
失
し
た
場
合
に
お

け
る
炉
心
の
著
し
い
損
傷
を
防
止
す
る
た
め
の

対
策
に
関
す
る
こと
。

燃
料
取
扱
建
屋
内
へ
配
置
した
電
源
⾞
を
動
⼒
源
とし
、蒸
気
発
⽣
器
補
給
⽤
仮

設
中
圧
ポ
ンプ
（
電
動
）
に
よ
り蒸
気
発
生
器
２
次
側
へ
注
水
す
る
こと
に
よ
り炉
心

の
冷
却
を
⾏
う。

19

第
六
号

そ
の
他
、火
山
影
響
等
発
生
時
に
お
け
る
発

電
用
原
子
炉
施
設
の
保
全
の
た
め
の
活
動
に

関
す
る
こと
。

緊
急
時
対
策
所
の
居
住
性
確
保
の
た
め
の
手
順
とし
て
、入
口
扉
開
放
お
よ
び
入
口

扉
へ
の
仮
設
フィ
ル
タ取
り付
け
を
⾏
う。

20

通
信
連
絡
設
備
の
機
能
確
保
の
た
め
の
⼿
順
とし
て
、燃
料
取
扱
建
屋
内
へ
配
置
し

た
電
源
⾞
か
ら給
電
を
⾏
う。

（
燃
料
油
貯
蔵
タン
クか
ら、
直
接
燃
料
補
給
を
実
施
す
る
。）

20

 
改
正
され
た
規
則
要
求
に
対
す
る
対
応
を
下
表
に
示
す
。

•
第
⼋
⼗
四
条
の
⼆
の
五
の
イお
よび
第
⼋
⼗
四
条
の
⼆
の
六
に
お
い
て
は
、⽕
⼭
影
響
等
発
⽣
時
の
想
定
とし
て
、「
原
⼦
⼒
発
電
所
の
⽕
⼭
影
響
評
価
ガ
イド
」に
⽰
す
⼿
法
に
従
い
、美
浜
発
電
所

の
降
灰
量

(1
0c

m
)が

24
時
間
継
続
す
る
と仮
定
す
る
こと
に
より
気
中
降
下
⽕
砕
物
濃
度
を推
定
し、
その
環
境
下
で
の
対
策
を
検
討
した
。

•
第
⼋
⼗
四
条
の
⼆
の
五
の
ロに
お
い
て
は
、気
中
降
下
⽕
砕
物
濃
度
に
よら
ず
、そ
の
動
作
に
期
待
で
きる
対
策
を検
討
した
。

•
第
⼋
⼗
四
条
の
⼆
の
五
の
ハ
に
お
い
て
は
、推
定
した
気
中
降
下
⽕
砕
物
濃
度
の

2倍
の
濃
度
を想
定
し、
その
環
境
下
で
、デ
ィー
ゼ
ル
発
電
機
は
降
灰
到
達
後
も
⼀
定
期
間
機
能
を
期
待
す
る
も
の

とし
て
対
策
を検
討
した
。

 
プ
ラン
ト毎
の
系
統
構
成
等
の
差
異
に
よ
り、
各
⼿
順
に
必
要
な
要
員
数
や
想
定
時
間
は
異
な
る
が
、構
内
に
常
駐
して

い
る
Ｓ
Ａ
対
策
要
員
お
よ
び
運
転
員
等
に
よ
り対
応
が
可
能
で
あ
る
こと
を
確
認
して
い
る
。

6．
コメ
ント
③
︓
美
浜
３
号
炉
の
⽕
⼭
灰
対
策
に
つ
い
て
（
２
／
７
）

参考②－81
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要
求
事

項
（

実
用

炉
規
則

第
八
十
四

条
の
二

）
主
な
対
応

第
五

号
イ

⽕
⼭
影
響
等
発
⽣
時
に
お
け
る
⾮
常
⽤
交
流
動
⼒
電
源
設
備
の
機

能
を
維
持
す
る
た
め
の
対
策
に
関
す
る
こと
。

デ
ィー
ゼ
ル
発
電
機
の
吸
気
ライ
ンに
改
良
型
フィ
ル
タを
取
り付
け
、2

台
運
転
。電
動
補
助
給
⽔
ポ
ンプ
に
よ
り炉
⼼
の
冷
却
を
⾏
う。

ま
た
、海
水
ポ
ンプ
モ
ー
タが
開
放
型
で
あ
り、
外
気
を
モ
ー
タ内
に
取
り

込
む
構
造
とな
って
い
る
た
め
、除
塵
フィ
ル
タの
取
り外
しを
実
施
す
る
。

（
１
）
改
良
型
フィ
ル
タの
取
付
作
業

デ
ィー
ゼ
ル
発
電
機
の
機
能
を
維
持
す
る
た
め
の
対
策
とし
て
、フ
ィル
タの
取
替
・清
掃
が
容
易
な
改
良
型
フィ
ル
タを
取
り付
け
る
。

【取
付
作
業
の
成
⽴
性
】

必
要
要
員
数

:
緊
急
安
全
対
策
要
員
８
名
（
現
場
）

作
業
時
間
（
想
定
）

:
50
分
（
移
動

10
分
、作
業

40
分
）

作
業
時
間
（
模
擬
）

:
50
分
以
内
（
移
動

10
分
以
内
、作
業

40
分
以
内
）

取
付
作
業
イメ
ー
ジ

6．
コメ
ント
③
︓
美
浜
３
号
炉
の
⽕
⼭
灰
対
策
に
つ
い
て
（
３
／
７
）

参考②－82
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（
２
）
改
良
型
フィ
ル
タの
フィ
ル
タ取
替
・清
掃
作
業

デ
ィー
ゼ
ル
発
電
機
が
起
動
した
場
合
に
お
い
て
、吸
気
フィ
ル
タの
閉
塞
を
防
⽌
す
る
た
め
、フ
ィル
タの
取
替
・清
掃
を
⾏
う。

【フ
ィル
タ取
替
・清
掃
作
業
の
成
⽴
性
】

[1
交
換
サ
イク
ル
当
た
り]

必
要
要
員
数

:
緊
急
安
全
対
策
要
員

5名
（
現
場
）

作
業
時
間
（
想
定
）

: 
20
分
（
取
替
）
、6

0分
（
清
掃
）

作
業
時
間
（
模
擬
）

: 
20
分
以
内
（
取
替
）
、6

0分
以
内
（
清
掃
）

閉
止
板
取
付
作
業

フィ
ル
タ抜
取
作
業

フィ
ル
タ清
掃
作
業

経
過
時
間
（
時
間
）

0
.5

1
1
.5

手
順
の
項
目

要
員
（
名
）

（
作
業
に
必
要
な
要
員
数
）

3
.5

0
備
考

4
3

4
.5

5
5
.5

6
6
.5

デ
ィ
ー
ゼ
ル
発
電
機

改
良
型
フ
ィ
ル
タ
の

フ
ィ
ル
タ
取
替
・
清
掃
※
1

緊
急
安
全
対
策
要
員

5
※
2
フ
ィ
ル
タ
清
掃
は
5
人

中
2
人
が
次
回
取
替
え
ま
で

の
間
に
実
施
す
る
。

2
2
.5

取
替

清
掃
※
2

清
掃
※
2

取
替

▽
噴
火
発
生

▽
降
灰
予
報
（多
量
）発
令
、
発
電
所
対
策
本
部
長
に
よ
る
作
業
開
始
指
示

▽
発
電
所
敷
地
へ
降
灰
到
達

要
求
事
項

（
実

用
炉

規
則

第
八
十
四

条
の
二

）
主
な
対
応

第
五
号

イ
⽕
⼭
影
響
等
発
⽣
時
に
お
け
る
⾮
常
⽤
交
流
動
⼒
電
源
設
備
の
機

能
を
維
持
す
る
た
め
の
対
策
に
関
す
る
こと
。

デ
ィー
ゼ
ル
発
電
機
の
吸
気
ライ
ンに
改
良
型
フィ
ル
タを
取
り付
け
、2

台
運
転
。電
動
補
助
給
⽔
ポ
ンプ
に
よ
り炉
⼼
の
冷
却
を
⾏
う。

ま
た
、海
水
ポ
ンプ
モ
ー
タが
開
放
型
で
あ
り、
外
気
を
モ
ー
タ内
に
取
り

込
む
構
造
とな
って
い
る
た
め
、除
塵
フィ
ル
タの
取
り外
しを
実
施
す
る
。

6．
コメ
ント
③
︓
美
浜
３
号
炉
の
⽕
⼭
灰
対
策
に
つ
い
て
（
４
／
７
）

取
替
・清
掃
作
業
イメ
ー
ジ

参考②－83
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（
３
）
海
水
ポ
ンプ
モ
ー
タの
除
塵
フィ
ル
タ取
外
し作
業

デ
ィー
ゼ
ル
発
電
機
を
冷
却
す
る
海
⽔
ポ
ンプ
モ
ー
タの
除
塵
フィ
ル
タ閉
塞
を
防
⽌
す
る
よ
う、
除
塵
フィ
ル
タの
取
外
しを
⾏
う。

【取
外
し作
業
の
成
⽴
性
】

必
要
要
員
数

:
緊
急
安
全
対
策
要
員

2名
（
現
場
）

作
業
時
間
（
想
定
）

:
50
分
（
移
動

10
分
、作
業

40
分
）

作
業
時
間
（
模
擬
）

:
50
分
以
内
（
移
動

10
分
以
内
、作
業

40
分
以
内
）

取
外
し作
業
イメ
ー
ジ

2

備
考

0
1
0

2
0

3
0

4
0

5
0

6
0

7
0

8
0

海
水

ポ
ン

プ
モ
ー
タ
の

除
塵
フ
ィ
ル
タ
取

外
し

 

手
順
の
項
目

要
員
（
名
）

（
作
業
に
必
要
な
要
員
数
）

移
動

除
塵
フ
ィ
ル
タ
取

外
し

経
過
時
間
（
分
）

緊
急
安
全
対
策
要
員

▽
噴
火
発
生
▽
降
灰
予
報
（
多
量
）
発
令
、
発
電
所
対
策
本
部
長
に
よ
る
作
業
開
始
指
示

▽
発
電
所
敷
地
へ
降
灰
到
達

要
求
事
項

（
実

用
炉

規
則

第
八
十
四

条
の
二

）
主
な
対
応

第
五
号

イ
⽕
⼭
影
響
等
発
⽣
時
に
お
け
る
⾮
常
⽤
交
流
動
⼒
電
源
設
備
の
機

能
を
維
持
す
る
た
め
の
対
策
に
関
す
る
こと
。

デ
ィー
ゼ
ル
発
電
機
の
吸
気
ライ
ンに
改
良
型
フィ
ル
タを
取
り付
け
、2

台
運
転
。電
動
補
助
給
⽔
ポ
ンプ
に
よ
り炉
⼼
の
冷
却
を
⾏
う。

ま
た
、海
水
ポ
ンプ
モ
ー
タが
開
放
型
で
あ
り、
外
気
を
モ
ー
タ内
に
取
り

込
む
構
造
とな
って
い
る
た
め
、除
塵
フィ
ル
タの
取
り外
しを
実
施
す
る
。

6．
コメ
ント
③
︓
美
浜
３
号
炉
の
⽕
⼭
灰
対
策
に
つ
い
て
（
５
／
７
）

参考②－84
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6．
コメ
ント
③
︓
美
浜
３
号
炉
の
⽕
⼭
灰
対
策
に
つ
い
て
（
６
／
７
）

要
求
事
項
（

実
用

炉
規

則
第
八
十
四
条

の
二

）
主
な
対
応

第 五 号
ロ

イに
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、火
山
影
響
等
発

生
時
に
お
け
る
代
替
電
源
設
備
そ
の
他
の

炉
⼼
を
冷
却
す
る
た
め
に
必
要
な
設
備
の

機
能
を
維
持
す
る
た
め
の
対
策
に
関
す
る
こ

と。

ター
ビン
動
補
助
給
水
ポ
ン
プ
を
使
用
し
、

蒸
気
発
生
器
２
次
側
へ
注
水
す
る
こと
に

よ
り炉
⼼
の
冷
却
を
⾏
う。

炉
⼼
冷
却
の
た
め
の
ロ項
対
応
とし
て
は
、既
に
整
備
済
み
の
全
交
流
電
源
喪
失
時
の
⼿
順
に
よ
り対

応
す
る
。

要
求
事
項
（

実
用

炉
規

則
第
八
十
四
条

の
二

）
主
な
対
応

第 五 号
ハ
ロに
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、火
山
影
響
等
発

⽣
時
に
交
流
動
⼒
電
源
が
喪
失
し
た
場

合
に
お
け
る
炉
心
の
著
し
い
損
傷
を
防
止

す
る
た
め
の
対
策
に
関
す
る
こと
。

燃
料
取
扱
建
屋
内
へ
配
置
し
た
電
源
⾞

を
動
⼒
源
とし
、蒸
気
発
⽣
器
補
給
⽤
仮

設
中
圧
ポ
ン
プ
（
電
動
）
に
よ
り蒸
気
発

生
器
２
次
側
へ
注
水
す
る
こと
に
よ
り炉
心

の
冷
却
を
⾏
う。

既
に
配
備
済
み
の
多
様
性
拡
張
設
備
で
あ
る
蒸
気
発
生
器
補
給
用
仮
設
中
圧
ポ
ンプ
（
電
動
）
を

⽤
い
て
蒸
気
発
⽣
器
へ
給
⽔
し炉
⼼
冷
却
を
⾏
う。

な
お
、ハ
項
で
想
定
す
る
シ
ナ
リオ
に
即
した
解
析
を
実
施
した
結
果
、Ｓ
Ｇ
へ
の
給
水
が
停
止
す
る
こと

に
よ
りＳ
Ｇ
の
水
位
が
一
時
的
に
低
下
す
る
も
の
の
、仮
設
中
圧
ポ
ンプ
に
よ
る
注
水
の
効
果
に
よ
り、
継

続
的
な
炉
⼼
冷
却
が
維
持
で
き
る
。

【解
析
結
果
】

仮
設
中
圧
ポ
ンプ
に
よ
る
注
水
の
効
果
に
よ
り、
蒸
気
発
生
器
の
水
位
は
約

23
％
以
上
に
保
た
れ
る
。

主
蒸
気
安
全
弁
の
作
動
及
び
主
蒸
気
逃
が
し弁
に
よ
る
２
次
系
強
制
冷
却
に
よ
り、
継
続
的
な
炉
⼼

冷
却
が
可
能
で
あ
る
。

参考②－85
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6．
コメ
ント
③
︓
美
浜
３
号
炉
の
⽕
⼭
灰
対
策
に
つ
い
て
（
７
／
７
）

要
求
事
項

（
実

用
炉

規
則

第
八
十
四
条

の
二

）
主
な
対
応

第
六
号

そ
の
他
、火
山
影
響
等
発
生
時
に
お
け
る
発
電
用
原
子
炉
施
設
の

保
全
の
た
め
の
活
動
に
関
す
る
こと
。

緊
急
時
対
策
所
の
居
住
性
確
保
の
た
め
の
手
順
とし
て
、入
口
扉

開
放
お
よ
び
⼊
⼝
扉
へ
の
仮
設
フィ
ル
タ取
り付
け
を
⾏
う。

通
信
連
絡
設
備
の
機
能
確
保
の
た
め
の
⼿
順
とし
て
、燃
料
取
扱

建
屋
内
へ
配
置
した
電
源
⾞
か
ら給
電
を
⾏
う。

（
燃
料
油
貯
蔵
タン
クか
ら、
直
接
燃
料
補
給
を
実
施
す
る
。）

（
１
）
緊
急
時
対
策
所
の
仮
設
フィ
ル
タ取
付
作
業
の
成
⽴
性

緊
急
時
対
策
所
の
居
住
性
確
保
の
た
め
の
⼿
順
とし
て
、⼊
⼝
扉
開
放
お
よ
び
⼊
⼝
扉
へ
の
仮
設
フィ
ル
タ取
り付
け
を
⾏
う。

【取
付
作
業
の
成
⽴
性
】

必
要
要
員
数

:
緊
急
安
全
対
策
要
員

2名
作
業
時
間
（
想
定
）

:
50
分
（
移
動

10
分
、作
業

40
分
）

（
２
）
燃
料
油
貯
蔵
タン
クを
⽤
い
た
電
源
⾞
（
可
搬
式
代
替
低
圧
注
⽔
ポ
ンプ
⽤
）
及
び
電
源
⾞
へ
の
燃
料
補
給
作
業
の
成
⽴
性

⽕
⼭
影
響
等
発
⽣
時
に
お
い
て
、電
源
⾞
（
可
搬
式
代
替
低
圧
注
⽔
ポ
ンプ
⽤
）
及
び
電
源
⾞
の
燃
料
を
確
保
す
る
た
め
、燃
料
源
と

して
既
設
⾮
常
⽤
デ
ィー
ゼ
ル
発
電
機
燃
料
油
移
送
ポ
ンプ
ライ
ンか
ら燃
料
を
給
油
す
る
。

【燃
料
補
給
作
業
の
成
⽴
性
】

必
要
要
員
数

:
緊
急
安
全
対
策
要
員

4名
作
業
時
間
（
想
定
）

:
30
分

作
業
時
間
（
模
擬
）

:
30
分
以
内

緊
急
時
対
策
所
入
口
扉
へ
の
フィ
ル
タ取
り付
け
位
置

経
過
時
間
（分
）

0
20

30
40

10

手
順
の
項
目

要
員
（名
）

（作
業
に
必
要
な
要
員
数
）

電
源

車
（可

搬
式

代
替

低
圧

注
水

ポ
ン

プ
用
）、
電

源
車
へ
の

燃
料

補
給

緊
急
安
全
対
策
要
員

4

備
考

１
台

あ
た

り
３
０
分

以
内
に

実
施
す
る
。

10
0

60
70

80
90

燃
料
取

出
し

口
か

ら
給

油
ホ
ー

ス
を

使
用

し
、
電

源
車
へ

直
接

給
油
す
る
。

 
【屋

内
３
名
・屋

外
１
名

】

50

▽
活

動
開
始

▽
給

油
完

了

参考②－86



21

Th
e 

Ka
ns

ai
 E

le
ct

ric
 P

ow
er

 C
o.

, I
nc

.

美
浜
１
，
２
号
炉
（
第
２
編
）
に
係
る
主
な
変
更
内
容
の
概
要
は
以
下
の
とお
り。

変
更
概
要

内
容

代
表

条
⽂

詳
細

①
第
１
編
と同
様
の

変
更
を
⾏
うも
の

品
質
保
証
規
則
改
正
の
反
映

第
13

7条
, 

第
13

8条
新
規
制
基
準
に
適
合
す
る
保
安
規
定
内
容
の
変
更

に
伴
い
、第
１
編
（
運
転
段
階
）
と第
２
編
（
廃

止
措
置
段
階
）
の
規
定
内
容
を
整
合
させ
た
。

主
語
の
明
確
化

第
16

9条
他

記
載
の
適
正
化

第
14

0条
,

第
15

2条
他

②
１
，
２
号
運
転
員

の
⼈
数
変
更

確
保
す
べ
き
運
転
員
の
⼈
数
変
更

（
３
名
→
４
名
）

第
14

7条
発
電
所
の
運
用
実
態
に
合
わ
せ
て
、美
浜
３
号
炉

新
規
制
基
準
対
応
に
係
る
設
置
変
更
許
可
申
請

時
に
変
更
して
い
る
た
め
、上
流
規
制
の
内
容
に
合

わ
せ
て
反
映
。

③
実
用
炉
規
則
の
改

正
に
伴
う変
更

電
源
機
能
喪
失
時
等
の
体
制
の
整

備
に
火
山
影
響
等
発
生
時
の
体
制

の
整
備
に
関
す
る
事
項
を
追
記

第
15

3条
保
安
規
定
審
査
基
準
の
要
求
事
項
に
対
して
、電

源
機
能
喪
失
時
等
の
体
制
の
整
備
に
包
含
して
対

応
を
実
施
す
る
よ
う反
映
。

④
記
載
の
適
正
化

安
全
・防
災
室
⻑
の
職
務
の
記
載
を

適
正
化
、廃
止
措
置
工
事
の
記
載

を
系
統
除
染
⼯
事
か
ら核
燃
料
物

質
に
よ
る
汚
染
の
除
去
に
変
更
等

第
14

1条
, 

第
15

5条
他

表
現
の
変
更
、記
載
の
明
確
化
等
を
実
施
。

7．
コメ
ント
④
︓
美
浜
１
，
２
号
炉
の
変
更
内
容
に
つ
い
て
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8．
特
重
に
係
る
保
安
規
定
審
査
基
準
改
正
に
伴
う変
更
に
つ
い
て
（
１
／
３
）
【⾼
浜
共
通
】

 
20

19
.1

0.
2 
原
⼦
⼒
規
制
委
員
会
に
お
い
て
特
重
施
設
に
関
連
して
保
安
規
定
審
査
基
準
が
改
正

され
、そ
の
うち
、教
育
訓
練
に
係
る
要
求
事
項
に
つ
い
て
は
反
映
が
必
要
な
た
め
、今
後
、補
正
申
請
に

て
対
応
す
る
。

変
更
前

変
更
後

審 査 基 準

実
用
炉
規
則
第
９
２
条
第
１
項
第
２
２
号
重
大
事
故
等
発
生
時
に
お
け

る
発
電
⽤
原
⼦
炉
施
設
の
保
全
の
た
め
の
活
動
を
⾏
う体
制
の
整
備

３
．
対
策
要
員
に
対
す
る
教
育
及
び
訓
練
を
毎
年
⼀
回
以
上
定
期
的
に
実

施
す
る
こと
。

実
用
炉
規
則
第
９
２
条
第
１
項
第
２
３
号
大
規
模
損
壊
発
生
時
に
お
け

る
発
電
⽤
原
⼦
炉
施
設
の
保
全
の
た
め
の
活
動
を
⾏
う体
制
の
整
備

３
．
大
規
模
損
壊
発
生
時
に
お
け
る
発
電
用
原
子
炉
施
設
の
保
全
の
た
め

の
活
動
を
⾏
う要
員
に
対
す
る
教
育
及
び
訓
練
を
毎
年
⼀
回
以
上
定
期

的
に
実
施
す
る
こと
。

実
用
炉
規
則
第
９
２
条
第
１
項
第
２
２
号
重
大
事
故
等
発
生
時
に

お
け
る
発
電
⽤
原
⼦
炉
施
設
の
保
全
の
た
め
の
活
動
を
⾏
う体
制
の
整
備

３
．
対
策
要
員
に
対
す
る
教
育
及
び
訓
練
を
毎
年
⼀
回
以
上
定
期
的
に

実
施
す
る
こと
。な
お
、重
大
事
故
等
対
処
施
設
の
使
用
を
開
始
す
る

に
当
た
って
は
、あ
らか
じめ
必
要
な
教
育
及
び
訓
練
を
実
施
す
る
こと
。

実
用
炉
規
則
第
９
２
条
第
１
項
第
２
３
号
大
規
模
損
壊
発
生
時
に

お
け
る
発
電
⽤
原
⼦
炉
施
設
の
保
全
の
た
め
の
活
動
を
⾏
う体
制
の
整
備

３
．
大
規
模
損
壊
発
生
時
に
お
け
る
発
電
用
原
子
炉
施
設
の
保
全
の
た

め
の
活
動
を
⾏
う要
員
に
対
す
る
教
育
及
び
訓
練
を
毎
年
⼀
回
以
上

定
期
的
に
実
施
す
る
こと
。な
お
、重
大
事
故
等
対
処
施
設
の
使
用
を

開
始
す
る
に
当
た
って
は
、あ
らか
じめ
必
要
な
教
育
及
び
訓
練
を
実
施

す
る
こと
。

参考②－88
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保
安
規
定

認
可

施
⾏

三
号
検
査
終
了
（
設
備
の
供
⽤
開
始
）

従
前
の
例
に
て
運
⽤

○
重
大
事
故
等
対
処
施
設
の
使
用
開
始
前
に
あ
らか
じめ
実
施
す
る
教
育
お
よ
び
訓
練
に
つ
い
て
、「
あ
ら

か
じめ
」の
タイ
ミン
グ
に
つ
い
て
説
明
す
る
こと

保
安
規
定
の
適
用
開
始

美
浜

発
電
所
の
例

⇒
「あ
らか
じめ
」の
タイ
ミン
グ
に
つ
い
て
は
、Ｓ
Ａ
設
備
お
よ
び
Ｓ
Ａ
時
の
手
順
の
保
安
規
定
の
適
用
開

始
時
期
※

1 と
同
様
、原
⼦
炉
に
燃
料
を
装
荷
す
る
前
の
使
⽤
前
検
査
（
三
号
検
査
※

2 ）
が
終
了
と

な
る
Ｑ
Ａ
検
査
に
よ
る
最
終
的
な
確
認
を
受
け
た
日
ま
で
とす
る
。

※
1︓
原
⼦
炉
に
燃
料
体
を
挿
⼊
す
る
こと
が
で
きる
状
態
に
な
った
時
の
⼯
事
の
⼯
程
に
お
け
る
各
原
⼦
炉
施
設
に
係
る
使
⽤
前
検
査

終
了
⽇
以
降
に
適
⽤
す
る
。

※
2 
︓
三
号
検
査
が
な
く五
号
検
査
の
み
の
場
合
は
、五
号
検
査
。

8．
特
重
に
係
る
保
安
規
定
審
査
基
準
改
正
に
伴
う変
更
に
つ
い
て
（
２
／
３
）
【⾼
浜
共
通
】

教
育
訓
練
の
実
施
期
間

教
育
訓
練
の
実
施
期
間

参考②－89
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〇
訓
練
の
結
果
が
悪
か
った
場
合
の
対
応
に
つ
い
て
説
明
す
る
こと
。

⇒
⼒
量
付
与
後
、成
⽴
性
の
確
認
訓
練
に
お
い
て
、有
効
性
評
価
に
お
け
る
⼿
順
の
成
⽴
性
が
確
認
で
き
ず
、⼒
量
が

確
保
で
き
て
い
な
い
と判
断
した
場
合
に
つ
い
て
は
、以
下
の
、保
安
規
定
第
１
３
条
お
よ
び
添
付
３
に
記
載
され
て
お

り、
体
制
か
ら除
か
れ
る
運
⽤
とな
って
い
る
。ま
た
、教
育
訓
練
を
実
施
した
結
果
、⼒
量
を
持
った
要
員
が
確
保
で
き

な
い
場
合
は
、原
子
炉
停
止
措
置
を
実
施
す
る
こと
とし
て
い
る
。

（
運
転
員
等
の
確
保
）

第
１
３
条

（
略
）

５
．
安
全
・防
災
室
⻑
お
よ
び
発
電
室
⻑
は
、第
１
８
条
の
５
第
４
項

(2
)の
成
⽴
性
確
認
に
お
い
て
、そ
の
訓
練
に
係
る
者
が
、役
割
に
応
じた
必
要
な
⼒
量
（
以
下
、本
条
に
お
い
て
「⼒
量
」

とい
う。
）
を
確
保
で
き
て
い
な
い
と判
断
した
場
合
は
、速
や
か
に
、表
１
３
－
１
お
よ
び
表
１
３
－
３
に
定
め
る
人
数
の
者
を確
保
す
る
体
制
か
ら、
⼒
量
が
確
保
で
き
て
い
な
い
と判
断
され
た

者
を除
外
し、
原
⼦
炉
主
任
技
術
者
の
確
認
、所
⻑
の
承
認
を得
て
体
制
を構
築
す
る
。

６
．
所
⻑
は
、第
５
項
の
訓
練
の
うち
、現
場
訓
練
に
よ
る
有
効
性
評
価
の
成
⽴
性
確
認
に
お
い
て
、除
外
され
た
者
と同
じ役
割
の
者
に
対
して
、役
割
に
応
じた
成
⽴
性
の
確
認
訓
練
を実
施
し、

そ
の
結
果
、⼒
量
を
確
保
で
きる
⾒
込
み
が
⽴
た
な
い
と判
断
した
場
合
は
、第
９
項
の
措
置
を講
じる
。

７
．
安
全
・防
災
室
⻑
お
よび
発
電
室
⻑
は
、⼒
量
が
確
保
で
き
て
い
な
い
と判
断
され
た
者
に
つ
い
て
は
、教
育
訓
練
等
に
より
、⼒
量
が
確
保
され
て
い
るこ
とを
確
認
した
後
、原
⼦
炉
主
任
技
術

者
の
確
認
、所
⻑
の
承
認
を得
て
、表
１
３
－
１
お
よび
表
１
３
－
３
に
定
め
る
⼈
数
の
者
を確
保
す
る
体
制
に
復
帰
させ
る。

８
．
安
全
・防
災
室
⻑
お
よ
び
発
電
室
⻑
は
、第
２
項
お
よ
び
第
４
項
に
定
め
る
⼈
数
の
者
に
⽋
員
が
⽣
じた
場
合
は
、休
⽇
、時
間
外
（
夜
間
）
を
含
め
補
充
を
⾏
う。
ま
た
、所
⻑
は
、第
２

項
お
よび
第
４
項
に
定
め
る
⼈
数
の
者
の
補
充
の
⾒
込
み
が
⽴
た
な
い
と判
断
した
場
合
は
、第
９
項
の
措
置
を講
じる
。

９
．
所
⻑
は
、第
６
項
、第
８
項
の
措
置
を受
け
、原
子
炉
の
運
転
中
は
、原
子
炉
停
止
の
措
置
を実
施
し、
原
子
炉
の
停
止
中
は
、原
子
炉
の
停
止
状
態
を維
持
し、
原
子
炉
の
安
全
を確
保

す
る
。な
お
、原
子
炉
停
止
の
措
置
の
実
施
に
当
た
って
は
、原
子
炉
の
安
全
を確
保
しつ
つ
、速
や
か
に
、実
施
す
る
。

添
付
３

重
大
事
故
等
お
よび
大
規
模
損
壊
対
応
に
係
る実
施
基
準

（
略
）

(ｲ
)
成
⽴
性
の
確
認
結
果
を踏
まえ
た
措
置

（
略
）

ｂ
現
場
訓
練
に
よる
有
効
性
評
価
の
成
⽴
性
確
認
の
場
合

成
⽴
性
の
確
認
に
より
、⼒
量
を
確
保
で
きて
い
な
い
と判
断
した
場
合
は
、速
や
か
に
以
下
の
措
置
を講
じる
。

(a
)
所
⻑
お
よ
び
原
⼦
炉
主
任
技
術
者
に
報
告
す
る
とと
も
に
、そ
の
原
因
を分
析
、評
価
し、
改
善
等
、必
要
な
措
置
を講
じる
。

(b
)
成
⽴
性
の
確
認
を任
意
の
班
が
代
表
して
実
施
す
る
場
合
、⼒
量
を確
保
で
きて
い
な
い
と判
断
され
た
者
と同
じ役
割
の
者
に
対
して
、必
要
な
措
置
の
結
果
を踏
まえ
、⼒
量
が
確
保
で

き
て
い
な
い
と判
断
され
た
個
別
の
操
作
お
よび
作
業
を対
象
に
、役
割
に
応
じた
成
⽴
性
の
確
認
訓
練
を実
施
し、
⼒
量
が
確
保
で
きて
い
るこ
とを
確
認
し、
所
⻑
お
よび
原
⼦
炉
主
任
技
術

者
に
報
告
す
る
。

(c
)

(b
)項
の
措
置
に
より
、⼒
量
が
確
保
で
きる
⾒
込
み
が
⽴
た
な
い
と判
断
した
場
合
は
、所
⻑
お
よび
原
⼦
炉
主
任
技
術
者
に
報
告
す
る。

(d
)
⼒
量
を確
保
で
きて
い
な
い
と判
断
され
た
者
に
つ
い
て
は
、必
要
に
より
、改
め
て
原
因
を分
析
、評
価
し、
改
善
等
の
必
要
な
措
置
を講
じ、
⼒
量
の
維
持
向
上
訓
練
を実
施
した
後
、⼒

量
を確
保
で
きて
い
な
い
と判
断
され
た
成
⽴
性
の
確
認
訓
練
を実
施
し、
⼒
量
が
確
保
で
きて
い
る
こと
を確
認
す
る
。

(e
)

(d
)項
の
措
置
に
よ
り、
⼒
量
が
確
保
で
き
て
い
る
と判
断
した
場
合
は
、所
⻑
お
よび
原
⼦
炉
主
任
技
術
者
に
報
告
す
る
。

8．
特
重
に
係
る
保
安
規
定
審
査
基
準
改
正
に
伴
う変
更
に
つ
い
て
（
３
／
３
）
【⾼
浜
共
通
】
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美
浜
特
有
の
変
更
条
⽂
に
つ
い
て
の
妥
当
性
の
説
明
【第

73
条
（
外
部
電
源
）
】

保
安

規
定

変
更

内
容

（
第

７
３

条
（

代
表

箇
所

）
）

第
７
３
条
（
外
部
電
源
）

表
７
３
－
１

※
２
︓
外
部
電
源
の
回
線
数
は
、当
該
原
⼦
炉
に
対
す
る
個
々
の
⾮
常
⽤
⾼
圧
⺟
線
全
て
に
対
して
電
⼒
供
給
す
る
こと
が
で
き
る
発
電
所
外
か
らの
送
電
線
の
回
線
数
とす
る
（
以
下
、各

条
に
お
い
て
同
じ）
。

※
３
︓
送
電
線
の
瞬
停
時
は
、運
転
上
の
制
限
を適
⽤
しな
い
。

※
４
︓
独
⽴
性
を有
す
る
とは
、「
送
電
線
の
上
流
に
お
い
て
１
つ
の
変
電
所
また
は
開
閉
所
の
み
に
連
系
しな
い
こと
」を
い
う。

項
目

運
転
上
の
制
限

外
部
電
源

(1
)２
回
線
※
２
以
上
が
動
作
可
能
で
あ
る
こと
※
３

(2
)(

1)
の
外
部
電
源
の
うち
、１
回
線
以
上
は
他
の
回
線
に
対
して
独
⽴
性
を有
して
い
る
こと
※
４

実
用

発
電

用
原
子

炉
及

び
そ
の
附

属
施

設
の
位

置
、

構
造

及
び
設

備
の
基
準

に
関
す
る
規

則
実
用
発
電
用
原
子
炉
及
び
そ
の
附
属
施
設
の
位
置
、

構
造
及
び
設
備
の
基
準
に
関
す
る
規
則
の
解
釈

第
三
十
三
条
（
保
安
電
源
設
備
）

第
３
３
条
（
保
安
電
源
設
備
）

４
設
計
基
準
対
象
施
設
に
接
続
す
る
電
線
路
の
うち
少

な
くと
も
⼆
回
線
は
、そ
れ
ぞ
れ
互
い
に
独
⽴
した
も
の
で

あ
って
、当
該
設
計
基
準
対
象
施
設
に
お
い
て
受
電
可

能
な
も
の
で
あ
り、
か
つ
、そ
れ
に
よ
り当
該
設
計
基
準
対

象
施
設
を
電
⼒
系
統
に
連
系
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

３
第
４
項
に
規
定
す
る
「少
な
くと
も
二
回
線
」と
は
、送
受
電
可
能
な
回

線
⼜
は
受
電
専
⽤
の
回
線
の
組
み
合
わ
せ
に
よ
り、
電
⼒
系
統
と⾮
常
⽤

所
内
配
電
設
備
とを
接
続
す
る
外
部
電
源
受
電
回
路
を

2 
つ
以
上
設
け
る

こと
に
よ
り達
成
され
る
こと
を
い
う。

４
第
４
項
に
規
定
す
る
「互
い
に
独
⽴
した
も
の
」と
は
、発
電
⽤
原
⼦
炉

施
設
に
接
続
す
る
電
線
路
の
上
流
側
の
接
続
先
に
お
い
て
１
つ
の
変
電
所

又
は
開
閉
所
の
み
に
連
系
し、
当
該
変
電
所
又
は
開
閉
所
が
停
止
す
る
こ

とに
よ
り当
該
発
電
用
原
子
炉
施
設
に
接
続
され
た
送
電
線
が
全
て
停
止

す
る
事
態
に
な
らな
い
こと
を
い
う。

６
設
計
基
準
対
象
施
設
に
接
続
す
る
電
線
路
は
、同

一
の
工
場
等
の
二
以
上
の
発
電
用
原
子
炉
施
設
を
電

⼒
系
統
に
連
系
す
る
場
合
に
は
、い
ず
れ
の
⼆
回
線
が
喪

失
した
場
合
に
お
い
て
も
電
⼒
系
統
か
らこ
れ
らの
発
電

⽤
原
⼦
炉
施
設
へ
の
電
⼒
の
供
給
が
同
時
に
停
⽌
しな

い
も
の
で
な
け
れ
ば
な
らな
い
。

６
第
６
項
に
規
定
す
る
「同
時
に
停
止
しな
い
」と
は
、複
数
の
発
電
用
原

⼦
炉
施
設
が
設
置
され
て
い
る
原
⼦
⼒
発
電
所
の
場
合
、外
部
電
源
系
が

3 
回
線
以
上
の
送
電
線
で
電
⼒
系
統
と接
続
され
る
こと
に
よ
り、
い
か
な
る

2 
回
線
が
喪
失
して
も
複
数
の
発
電
用
原
子
炉
施
設
が
同
時
に
外
部
電

源
喪
失
に
至
らな
い
よ
う各
発
電
用
原
子
炉
施
設
に
タイ
ライ
ンで
接
続
す

る
構
成
で
あ
る
こと
を
い
う。
・・
・・
・・

 
美
浜
３
号
炉
は
、単
独
プ
ラン
ト※
とな
る
こと
か
ら、
外
部
電
源
に
つ
い
て
は
２
回
線
以
上
を
運
転
上
の
制
限
とし
て
、

第
７
３
条
に
規
定
す
る
。【
前
回
審
査
会
合
に
て
、設
置
許
可
基
準
規
則
との
整
合
を
ご
説
明
。以
下
再
掲
】

※
︓
美
浜
１
，
２
号
炉
は

20
17
年

4⽉
19
⽇
に
廃
⽌
措
置
計
画
を
認
可
済

参考②－92
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溢
⽔
量
の
低
減
の
た
め
原
⼦
炉
停
⽌
、⾼
温
停
⽌
及
び
低
温
停
⽌
（
停
⽌
状
態
の
維
持
を
含
む
）
に
必
要
の
な
い

設
備
で
あ
る
、Ｂ
廃
液
蒸
発
装
置
、ほ
う酸
濃
縮
液
タン
ク、
ほ
う酸
濃
縮
液
ポ
ンプ
の
運
⽤
停
⽌
に
つ
い
て
、上
流
規

制
（
工
認
）
の
記
載
に
基
づ
き
、保
安
規
定
（
添
付
２
）
に
記
載
。

保
安

規
定

変
更

内
容

（
添
付

２
（

代
表

箇
所
）
）

添
付
２
（
火
災
、内
部
溢
水
お
よ
び
自
然
災
害
対
応
に
係
る
実
施
基
準
）

２
．
内
部
溢
水

２
．
４
手
順
書
の
整
備

（
１
）
各
課
（
室
）
⻑
（
当
直
課
⻑
を
除
く。
）
は
、溢
⽔
発
⽣
時
に
お
け
る
原
⼦
炉
施
設
の
保
全
の
た
め
の
活
動
を
⾏
うた
め
に
必
要
な
体
制
の
整
備
とし
て
、以
下

の
活
動
を
実
施
す
る
こと
を
社
内
標
準
に
定
め
る
。

ｆ
．
運
⽤
停
⽌
設
備
の
管
理

技
術
課
⻑
は
、防
護
す
べ
き
設
備
が
設
置
され
る
建
屋
内
で
の
溢
⽔
量
の
低
減
を
図
る
た
め
、原
⼦
炉
停
⽌
、⾼
温
停
⽌
お
よ
び
低
温
停
⽌
（
停
⽌
状
態
の
維
持
を

含
む
）
に
必
要
の
な
い
設
備
の
うち
、プ
ラン
ト運
転
に
影
響
の
な
い
設
備
に
つ
い
て
運
⽤
の
停
⽌
を
⾏
う。

美
浜
特
有
の
変
更
条
⽂
に
つ
い
て
の
妥
当
性
の
説
明
【添
付
２
内
部
溢
⽔
】

運
用
を
停
止
す
る
設
備
（
イ
メ
ー
ジ
）

参考②－93
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保
安

規
定

変
更

内
容

（
第
８
５
条

（
代

表
箇

所
）

）

８
５
－
４
－
５
代
替
炉
心
注
水
－
可
搬
式
代
替
低
圧
注
水
ポ
ンプ
に
よる
代
替
炉
心
注
水
－

(1
)運
転
上
の
制
限

 
代
替
炉
⼼
注
⽔
⼿
段
とし
て
整
備
した
、送
⽔
⾞
を
⽤
い
た
可
搬
式
代
替
低
圧
注
⽔
ポ
ンプ
に
よ
る
原
⼦
炉
へ
の
注
⽔

（
仮
設
組
⽴
⽔
槽
を
使
⽤
しな
い
。）
に
係
る
運
転
上
の
制
限
等
を
規
定
す
る
。

 
運
転
上
の
制
限
を
設
定
す
る
設
備
に
つ
い
て
、上
流
規
制
（
設
置
許
可
）
に
基
づ
き
設
備
を
抽
出
。

項
目

運
転
上
の
制
限

代
替
炉
心
注
水
系

可
搬
式
代
替
低
圧
注
水
ポ
ンプ
に
よる
代
替
炉
心
注
水
系
２
系
統
が
動
作
可
能
で
あ
る
こと

適
用
モ
ー
ド

設
備

所
要
数

モー
ド１
、２
、３
、４
、５
お
よび
６

可
搬
式
代
替
低
圧
注
水
ポ
ンプ

１
台
×
２

電
源
⾞
（
可
搬
式
代
替
低
圧
注
⽔
ポ
ンプ
⽤
）

１
台
×
２

送
⽔
⾞

１
台
×
２

…
…

仮
設
組
⽴
⽔

槽
に
係
る
運

転
上
の
制
限

に
係
る
規
定

な
し

美
浜
特
有
の
変
更
条
⽂
に
つ
い
て
の
妥
当
性
の
説
明
【
第

85
条
（
重
⼤
事
故
等
対
処
設
備
）
】

保
安
規
定
審
査
資
料
資
料
１
別
紙
２
（
抜
粋
）

保
安
規
定
審
査
資
料
資
料
１
別
紙
２
（
抜
粋
）設
置
変
更
許
可
申
請
書
の
技

術
的
能
力

1.
4及
び
設
置
許
可

基
準
規
則
第

47
条
他
に
記
載

す
る
設
備
（

SA
設
備
）
に
つ
い

て
、
運
転
上
の
制
限
を
設
定

･･
･

審
査
資
料

通
し
ペ
ー
ジ

-4
61

参
照

参考②－94
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保
安

規
定

変
更

内
容

（
第
８
５
条

（
代

表
箇

所
）

）

８
５
－
８
－
１

蒸
気
発
⽣
器
２
次
側
に
よる
炉
⼼
冷
却
（
注
⽔
）

(1
)運
転
上
の
制
限

※
１
︓
動
作
可
能
とは
、ポ
ンプ
が
⼿
動
起
動
（
系
統
構
成
含
む
）
で
きる
こと
、ま
た
は
運
転
中
で
あ
る
こと
を
い
う。

※
２
︓
ター
ビン
動
補
助
給
⽔
ポ
ンプ
に
つ
い
て
は
、原
⼦
炉
起
動
時
の
モ
ー
ド３
に
お
い
て
試
運
転
に
係
る
調
整
を
⾏
って
い
る
場
合
、運
転
上
の
制
限
は
適
⽤
しな
い
。

※
３
︓
ター
ビン
動
補
助
給
⽔
ポ
ンプ
が
動
作
可
能
とは
、現
場
⼿
動
に
よ
る
起
動
を
含
む
。

項
目

運
転
上
の
制
限

復
⽔
タン
クま
た
は
送
⽔
⾞
を
⽤
い
た
補
助
給
⽔
ポ
ン
プ
に
よ
る
蒸
気

発
生
器
へ
の
給
水
系

(1
) 
モー
ド１
、２
、３
お
よび
４
（
蒸
気
発
⽣
器
が
熱
除
去
の
た
め
に
使
⽤
され
て
い
る場
合
）
に
お
い
て
、復
⽔
タン
ク

を水
源
とし
た
電
動
補
助
給
水
ポ
ンプ
に
よる
蒸
気
発
生
器
へ
の
給
水
系
１
系
統
が
動
作
可
能
で
あ
る
こと
※
１

また
は

(2
) 
モー
ド１
、２
お
よび
３
に
お
い
て
、復
⽔
タン
クま
た
は
送
⽔
⾞
を用
い
た
ター
ビン
動
補
助
給
水
ポ
ンプ
に
よる
蒸
気

発
生
器
へ
の
給
水
系
１
系
統
が
動
作
可
能
で
あ
る
こと
※
１
※
２
※
３

 
重
大
事
故
等
の
収
束
に
必
要
とな
る
水
源
を
確
保
す
る
た
め
に
整
備
し

た
、送
⽔
⾞
を
⽤
い
た
ター
ビン
動
補
助
給
⽔
ポ
ンプ
へ
の
直
接
供
給
に

よ
る
蒸
気
発
生
器
へ
の
注
水
に
係
る
運
転
上
の
制
限
等
を
規
定
す
る
。

 
運
転
上
の
制
限
を
設
定
す
る
設
備
に
つ
い
て
、上
流
規
制
（
設
置
許

可
技
術
的
能
⼒
１

.２
他
）
に
基
づ
き
対
応
⽅
法
を
規
定
。

美
浜
特
有
の
変
更
条
⽂
に
つ
い
て
の
妥
当
性
の
説
明
【
第

85
条
（
重
⼤
事
故
等
対
処
設
備
）
】

保
安
規
定
審
査
資
料
資
料
３
（
抜
粋
）

該
当
箇
所
の
例 審
査
資
料

通
し
ペ
ー
ジ

-5
65

参
照
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保
安

規
定

変
更

内
容

（
第
８
５
条

（
代

表
箇

所
）

）

８
５
－
１
５
－
６
燃
料
油
貯
蔵
タン
ク、
可
搬
式
オ
イル
ポ
ンプ
、タ
ン
クロ
ー
リー
お
よ
び
燃
料
油
移
送
ポ
ンプ
に
よる
燃
料
補
給
設
備

(1
)運
転
上
の
制
限

※
２
︓
空
冷
式
⾮
常
⽤
発
電
装
置
の
連
続
定
格
運
転
に
必
要
な
燃
料
を補
給
で
きる
容
量
を有
す
る
も
の
。予
備
機
１
台
含
む
。

項
目

運
転
上
の
制
限

燃
料
油
貯
蔵
タン
ク、
可
搬
式
オ
イル
ポ
ン
プ
、タ
ン
クロ
ー

リー
お
よび
燃
料
油
移
送
ポ
ンプ
に
よる
燃
料
補
給
設
備

(1
) 
燃
料
油
貯
蔵
タン
クの
油
量
が

36
0 

m
3※
１
以
上
あ
る
こと

(2
) 
可
搬
式
オ
イル
ポ
ンプ
の
所
要
数
が
使
用
可
能
で
あ
る
こと
※
２

(3
) 
タン
クロ
ー
リー
の
所
要
数
が
使
用
可
能
で
あ
る
こと

(4
) 
燃
料
油
移
送
ポ
ンプ
の
所
要
数
が
使
⽤
可
能
で
あ
る
こと

適
用
モー
ド

設
備

所
要
数

モー
ド１
、２
、３
、４
、５
、６
お
よび
使
⽤
済
燃
料

ピッ
トに
燃
料
体
を貯
蔵
して
い
る
期
間

燃
料
油
貯
蔵
タン
ク

36
0

m
3※
１

可
搬
式
オ
イル
ポ
ンプ

２
台
※
２

タン
クロ
ー
リー

３
台
※
３
※

燃
料
油
移
送
ポ
ンプ

２
台

 
給
油
作
業
の
効
率
化
の
⽬
的
か
ら、
空
冷
式
⾮
常
⽤
発
電
装

置
へ
の
給
油
の
た
め
に
整
備
した
可
搬
式
オ
イル
ポ
ンプ
、空
冷

式
⾮
常
⽤
発
電
装
置
お
よ
び
電
源
⾞
等
へ
の
給
油
の
た
め
に

整
備
した
燃
料
油
移
送
ポ
ンプ
に
つ
い
て
、運
転
上
の
制
限
等

を
規
定
す
る
。

 
運
転
上
の
制
限
を
設
定
す
る
設
備
に
つ
い
て
、上
流
規
制
（
設

置
許
可
）
に
基
づ
き
設
備
を
抽
出
。

今
回
設
置

保
安
規
定
審
査
資
料
資
料
１
別
紙
２
（
抜
粋
）

保
安
規
定
審
査
資
料
資
料
１
別
紙
２
（
抜
粋
）

美
浜
特
有
の
変
更
条
⽂
に
つ
い
て
の
妥
当
性
の
説
明
【
第

85
条
（
重
⼤
事
故
等
対
処
設
備
）
】

審
査
資
料

通
し
ペ
ー
ジ

-5
88
参
照

参考②－96
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保
安

規
定

変
更

内
容

（
第

２
８
条

（
代

表
箇

所
）

）

第
２
８
条
（
化
学
体
積
制
御
系
（
ほ
う酸
濃
縮
機
能
）
）

表
２
８
－
１

※
２
︓
ほ
う酸
ポ
ンプ
、ほ
う酸
タン
ク、
緊
急
ほ
う酸
注
⼊
弁
お
よび
充
て
ん
系
は
、重
⼤
事
故
等
対
処
設
備
を兼
ね
る
。

Ｃ
充
て
ん
／
⾼
圧
注
⼊
ポ
ンプ
に
よる
充
て
ん
系
が
動
作
不
能
時
は
、第
８
５
条
（
表
８
５
－
４
）
の
運
転
上
の
制
限
も
確
認
す
る
。

表
２
８
－
２

※
３
︓
全
ほ
う酸
タン
クの
合
計
⽔
量
をい
う。

項
目

運
転
上
の
制
限

化
学
体
積
制
御
系
※
２

(1
)ほ
う酸
濃
縮
に
必
要
な
系
統
の
うち
、１
系
統
以
上
が
動
作
可
能
で
あ
る
こと

(2
)ほ
う酸
タン
クの
ほ
う素
濃
度
、ほ
う酸
⽔
量
お
よび
ほ
う酸
⽔
温
度
が
表
２
８
－
２
で
定
め
る
制
限
値
内
に
あ
る
こと

項
⽬

制
限
値

確
認
頻
度

ほ
う素
濃
度

21
,0

00
pp

m
以
上

１
ヶ⽉
に
１
回

ほ
う酸
⽔
量

（
有
効
⽔
量
）

17
.6

m
3
以
上
※
３

１
週
間
に
１
回

ほ
う酸
⽔
温
度

65
℃

 以
上

項
⽬

制
限
値

確
認
頻
度

ほ
う素
濃
度

21
,0

00
pp

m
以
上

１
ヶ⽉
に
１
回

ほ
う酸
⽔
量

（
有
効
⽔
量
）

17
.4

m
3
以
上
※
３

１
週
間
に
１
回

ほ
う酸
⽔
温
度

65
℃

 以
上

 
炉
内
構
造
物
取
替
え
に
伴
い
原
子
炉
容
器
頂
部
体
積
の
増
加

等
に
よ
り１
次
冷
却
材
体
積
が
約

2m
3 増
加
す
る
。こ
の
影
響
に

よ
り、
出
⼒
運
転
中
に
安
全
上
必
要
な
ほ
う酸
⽔
量
が
若
⼲
変
更
。

 
運
転
上
の
制
限
を
設
定
す
る
設
備
に
つ
い
て
、上
流
規
制
（
⼯

認
）
に
基
づ
き
設
定
。

美
浜
３
号
炉
工
事
計
画
認
可
申
請
書
（美
浜
３
号
炉
新
規
制
基
準
適
合
）

【
平
成
２
８
年
１
０
月
２
６
日
認
可
】
添
付
資
料
（
設
定
根
拠
）よ
り
抜
粋

美
浜
特
有
の
変
更
条
⽂
に
つ
い
て
の
妥
当
性
の
説
明
【
第

28
条
（
化
学
体
積
制
御
系
）
】

参考②－97
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第
47
条
（
１
次
冷
却
材
漏
え
い
率
）

（
１
次
冷
却
材
漏
え
い
率
）

第
４
７
条
モ
ー
ド
１
、
２
、
３
お
よ
び
４
に
お
い
て
、
原
子
炉
格
納
容
器
内
へ
の
漏
え
い
率
お
よ
び
原
子
炉
格
納
容
器
内
漏
え
い
監
視
装
置
は
、
表
４
７
－
１
で
定
め
る
事
項
を
運
転
上
の
制
限
と
す
る
。

２
．
原
子
炉
格
納
容
器
内
へ
の
漏
え
い
率
お
よ
び
原
子
炉
格
納
容
器
内
漏
え
い
監
視
装
置
が
、
前
項
で
定
め
る
運
転
上
の
制
限
を
満
足
し
て
い
る
こ
と
を
確
認
す
る
た
め
、
次
の
各
号
を
実
施
す
る
。

(1
) 
計
装
保
修
課
長
は
、
定
期
検
査
時
に
、
原
子
炉
格
納
容
器
サ
ン
プ
水
位
計
お
よ
び
凝
縮
液
量
測
定
装
置
の
機
能
の
健
全
性
を
確
認
し
、
そ
の
結
果
を
発
電
室
長
に
通
知
す
る
。

(2
) 
電
気
保
修
課
長
お
よ
び
計
装
保
修
課
長
は
、
定
期
検
査
時
に
、
炉
内
計
装
用
シ
ン
ブ
ル
配
管
室
ド
レ
ン
ピ
ッ
ト
漏
え
い
検
出
装
置
の
機
能
の
健
全
性
を
確
認
し
、
そ
の
結
果
を
発
電
室
長
に
通
知
す
る
。

(3
) 
当
直
課
長
は
、
モ
ー
ド
１
、
２
、
３
お
よ
び
４
に
お
い
て
、
１
日
に
１
回
、
原
子
炉
格
納
容
器
サ
ン
プ
水
位
計
お
よ
び
炉
内
計
装
用
シ
ン
ブ
ル
配
管
室
ド
レ
ン
ピ
ッ
ト
漏
え
い
検
出
装
置
を
用
い
て
、
ま
た
、
モ
ー
ド
１
お
よ
び
２
に
お
い
て
、
１
日
に
１
回
、

凝
縮
液
量
測
定
装
置
を
用
い
て
、
原
子
炉
格
納
容
器
内
へ
の
漏
え
い
率
を
確
認
す
る
※
１
。

な
お
、
原
子
炉
格
納
容
器
サ
ン
プ
水
位
計
、
炉
内
計
装
用
シ
ン
ブ
ル
配
管
室
ド
レ
ン
ピ
ッ
ト
漏
え
い
検
出
装
置
ま
た
は
凝
縮
液
量
測
定
装
置
の
い
ず
れ
か
が
動
作
不
能
で
あ
る
場
合
、
当
直
課
長
は
、
８
時
間
に
１
回
、
動
作
可
能
な
計
器
に

よ
り
原
子
炉
格
納
容
器
内
へ
の
漏
え
い
率
を
確
認
す
る
。

３
．
当
直
課
長
は
、
原
子
炉
格
納
容
器
内
へ
の
漏
え
い
率
ま
た
は
原
子
炉
格
納
容
器
内
漏
え
い
監
視
装
置
が
第
１
項
で
定
め
る
運
転
上
の
制
限
を
満
足
し
て
い
な
い
と
判
断
し
た
場
合
、
表
４
７
－
２
の
措
置
を
講
じ
る
。

※
１
：
原
子
炉
格
納
容
器
サ
ン
プ
水
位
計
ま
た
は
凝
縮
液
量
測
定
装
置
に
よ
り
測
定
さ
れ
る
漏
え
い
率
が

0
.2

3
 m

3
/
h
 を
上
回
っ
て
い
る
状
態
で
運
転
を
継
続
す
る
場
合
は
、
１
日
に
１
回
、
１
次
冷
却
材
の
イ
ン
ベ
ン
ト
リ
収
支
、
格
納
容
器
ガ
ス
モ

ニ
タ
、
格
納
容
器
じ
ん
あ
い
モ
ニ
タ
等
に
よ
り
運
転
上
の
制
限
を
満
足
し
て
い
る
こ
と
を
確
認
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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85
-6

-3
代
替
格
納
容
器
ス
プ
レ
イ

本
資
料
の
う
ち
、
枠
組
み
の
範
囲
は
機
密
に
係
る
事
項
で
す
の
で
公
開
す
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。
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火
山
影
響
発
生
時
に
お
け
る
対
応
の
タイ
ム
チ
ャー
ト（
美
浜
３
号
炉
）

参考②－100



美
浜
発
電
所

原
子
炉
施
設
保
安
規
定
変
更
認
可
申
請
（
補
正
）
の
概
要
に
つ
い
て

（
コ
メ
ン
ト
回
答
【
高
浜
共
通
（
一
部
）
】
）

20
19
年

12
月

12
日

関
西
電
力
株
式
会
社

資
料
２
－
１

本
資
料
の
う
ち
、
枠
組
み
の
範
囲
は
機
密
に
係
る
事
項
で
す
の
で
公
開
す
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。
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<
20

19
年

11
⽉

7⽇
の
審
査

会
合
で
の
コメ
ン
ト>

①
︓
設
備
の
使
⽤
開
始
ま
で
に
実
施
す
る
訓
練
内
容
に
つ
い
て
今
後
説
明
す
る
こと
。（
美
浜
、⾼
浜
共
通
）

⇒
 ス
ライ
ド

2 
〜

7

②
︓
⽕
⼭
灰
対
策
に
係
る
海
⽔
ポ
ンプ
の
除
塵
フィ
ル
タ取
外
しが
、海
⽔
ポ
ン
プ
の
機
能
に
影
響
が
な
い
こと
に
つ

い
て
詳
細
説
明
を
す
る
こと
。

⇒
 ス
ライ
ド

8 
〜

10

③
︓
⽕
⼭
灰
対
策
に
係
る
蒸
気
発
⽣
器
補
給
⽤
仮
設
中
圧
ポ
ンプ
（
以
下
、「
Ｓ
Ｇ
仮
設
中
圧
ポ
ンプ
」と
い

う。
）
に
よ
る
ハ
項
対
応
の
解
析
結
果
に
つ
い
て
、解
析
条
件
の
妥
当
性
や
不
確
か
さへ
の
考
慮
も
含
め
て
説

明
す
る
こと
。

⇒
ス
ライ
ド

11
 〜

15

１
．
本
日
の
説
明
内
容

【経
緯
】

美
浜
発
電
所
の
新
規
制
基
準
適
合
性
に
係
る
原
⼦
炉
施
設
保
安
規
定
変
更
認
可
申
請
（
補
正
）
に
お
い

て
は
、2

01
9年

7⽉
31
⽇
に
申
請
を
⾏
い
、2

01
9年

8⽉
以
降
、審
査
を
進
め
て
頂
い
て
い
た
。

○
美
浜
発
電
所
原
⼦
炉
施
設
保
安
規
定
変
更
認
可
申
請
（

20
15

.3
.1

7）
○
美
浜
発
電
所
原
⼦
炉
施
設
保
安
規
定
変
更
認
可
申
請

[補
正

]（
20

19
.7

.3
1）

○
第
１
回
審
査
会
合
（

20
19

.8
.2

7）
〇
第
２
回
審
査
会
合
（

20
19

.1
1.

07
）

〇
美
浜
発
電
所
原
⼦
炉
施
設
保
安
規
定
変
更
認
可
申
請

[補
正

]（
20

19
.1

2.
9）

 
今
回
、

20
19

.1
1.

07
に
実
施
した
審
査
会
合
の
、以
下
の
コメ
ント
を
踏
ま
え
①
②
③
に
つ
い
て
、回
答
を

実
施
す
る
。

参考②－102
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2．
コメ
ント
①
︓
設
備
の
使
⽤
開
始
ま
で
に
実
施
す
る
訓
練
内
容

(1
/6

)

一
部
改
正
の
内
容

実
⽤
発
電
⽤
原
⼦
炉
及
び
その
附
属
施
設
に
お
け
る
発
電
⽤
原
⼦
炉
施
設
保
安
規
定
の
審
査
基
準
の
⼀
部
改
正
（
令
和
元
年

10
⽉

2⽇
原
規
技
発
第

19
10

02
2号
）
を
受
け
、保
安
規
定
に
基
づ
く必
要
な
教
育
お
よ
び
訓
練
の
実
施
に
つ
い
て
以
下
の
とお
り整
理
す

る
。

○
実
用
炉
規
則
第
９
２
条
第
１
項
第
２
２
号

重
⼤
事
故
に
⾄
る
お
それ
の
あ
る
事
故
（
運
転
時
の
異
常
な
過
渡
変
化
及
び
設
計
基
準
事
故
を
除
く。
）
⼜
は
重
⼤
事
故
が
発
⽣
した
場
合
（
以
下
「重

⼤
事
故
等
発
⽣
時
」と
い
う。
）
に
お
け
る
発
電
⽤
原
⼦
炉
施
設
の
保
全
の
た
め
の
活
動
を
⾏
う体
制
の
整
備
（
特
定
重
⼤
事
故
等
対
処
施
設
を
⽤
い
た
対

策
に
関
す
る
事
項
を
含
む
。）
に
関
して
は
、次
に
掲
げ
る
措
置
を
講
じる
こと
が
定
め
られ
て
い
る
こと
。

な
お
、こ
れ
らの
措
置
に
つ
い
て
は
、特
定
重
大
事
故
等
対
処
施
設
を
用
い
て
重
大
事
故
等
（
原
子
炉
建
屋
へ
の
故
意
に
よ
る
大
型
航
空
機
の
衝
突
その

他
テ
ロリ
ズ
ム
に
よ
る
も
の
を
除
く。
）
に
対
処
す
る
た
め
に
必
要
な
事
項
を
含
む
こと
。

１
．
・２
．
（
略
）

３
．
対
策
要
員
に
対
す
る
教
育
及
び
訓
練
を
毎
年
⼀
回
以
上
定
期
的
に
実
施
す
る
こと
。

な
お
、重

大
事
故
等
対
処
施

設
の
使
用
を
開
始
す
る
に
当
た
って
は
、あ
らか
じめ
必
要
な
教
育
及

び
訓
練
を
実
施
す
る
こと
。

○
実
用
炉
規
則
第
９
２
条
第
１
項
第
２
３
号

大
規
模
な
自
然
災
害
又
は
故
意
に
よ
る
大
型
航
空
機
の
衝
突
その
他
の
テ
ロリ
ズ
ム
に
よ
る
発
電
用
原
子
炉
施
設
の
大
規
模
な
損
壊
が
発
生
した
場
合
（
以
下
「大

規
模
損
壊
発
⽣
時
」と
い
う。
）
に
お
け
る
発
電
⽤
原
⼦
炉
施
設
の
保
全
の
た
め
の
活
動
を
⾏
う体
制
の
整
備
（
特
定
重
⼤
事
故
等
対
処
施
設
を
⽤
い
た
対
策
に
関
す

る
事
項
を
含
む
。）
に
関
し、
次
に
掲
げ
る
措
置
を
講
じる
こと
が
定
め
られ
て
い
る
こと
。

１
．
・２
．
（
略
）

３
．
⼤
規
模
損
壊
発
⽣
時
に
お
け
る
発
電
⽤
原
⼦
炉
施
設
の
保
全
の
た
め
の
活
動
を
⾏
う要
員
に
対
す
る
教
育
及
び
訓
練
を
毎
年
⼀
回
以
上
定
期
的
に
実
施
す
る

こと
。

な
お
、重

大
事
故
等
対
処
施

設
の
使
用
を
開
始
す
る
に
当
た
って
は
、あ
らか
じめ
必
要
な
教
育
及
び
訓
練
を
実
施
す
る
こと
。

（
説
明
の
ポ
イン
ト）

論
点
②
「あ
らか
じめ
必
要
な
教
育

及
び
訓
練
」と
は
どの
よ
うな
内
容
か
。

論
点
①
「重

大
事
故
等
対
処
施
設
の
使
用
を
開
始
す
る
に
当
た
って
は
、あ
らか
じめ
」と
は
い
つ
ま
で
か
。

（
１
）
保
安
規
定
審
査
基
準
の
変
更
点

参考②－103
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2．
コメ
ント
①
︓
設
備
の
使
⽤
開
始
ま
で
に
実
施
す
る
訓
練
内
容

(2
/6

)

（
対
応
方
針
）

Ｓ
Ａ
設
備
の
使
⽤
に
あ
た
って
は
、あ
らか
じめ
Ｌ
Ｃ
Ｏ
が
適
⽤
され
、設
備
の
待
機
状
態
が
維
持
され
る
が
、併
せ
て
適
切
な
⼒
量
を
持
った
要
員
も

確
保
す
る
必
要
が
あ
る
た
め
、要
員
へ
の
必
要
な
⼒
量
を
付
与
す
る
「あ
らか
じめ
必
要
な
教
育
訓
練
」に
つ
い
て
も
、Ｌ
Ｃ
Ｏ
が
適
⽤
開
始
され
る
⽇

（
使
⽤
前
検
査
終
了
⽇
等
）
ま
で
に
実
施
す
る
。

〇
Ｓ
Ａ
設
備
使
⽤
開
始
ま
で
の
流
れ

運
転
モ
ー
ド外
（
Ｓ
Ｆ
Ｐ
燃
料
保
管
中
）

（
炉
⼼
に
燃
料
な
し）

運
転
モ
ー
ド６
〜
３

（
燃
料
装
荷
開
始
〜
⾼
温
停
⽌
）

運
転
モ
ー
ド２
、１

（
原
⼦
炉
起
動
〜
定
格
熱
出
⼒
）

▼
〇
〇
ポ
ンプ
設
置
⼯
事
完
了

▼
適
合
性
確
認
検
査

▼
３
号
使
用
前
検
査

▼
基
本
設
計
方
針
検
査

▼
Ｑ
Ａ
検
査

▼
×
×
タン
ク改
造
⼯
事
完
了

▼
適
合
性
確
認
検
査

▼
３
号
使
用
前
検
査

▼
基
本
設
設
計
方
針
検
査

▼
Ｑ
Ａ
検
査

◆
Ｓ
Ａ
設
備
に
対
す
る
Ｌ
Ｃ
Ｏ
の
条
文
改
正
の
適
用
開
始

モ
ー
ド外
か
ら要
求
され
る
Ｓ
Ａ
設
備
（
Ｓ
Ｆ
Ｐ
注
水
設
備
等
）
の
待
機
状
態
を
開
始

モ
ー
ド６
か
ら要
求
され
る
Ｓ
Ａ
設
備
（
炉
心
注
水
設
備
等
）
の
待
機
状
態
を
開
始

〇
全
て
の
Ｓ
Ａ
設
備
に
つ
い
て
は
、運
転
上
の
制
限
（
Ｌ
Ｃ
Ｏ
）
とし
て
、「
動
作
可
能
で
あ
る
こと
（
＝
設
備
の
待
機
状
態
の
維
持
要
求
）
」を
保
安

規
定
に
定
め
て
い
る
。

〇
Ｓ
Ａ
設
備
の
新
設
・改
造
を
⾏
い
、関
連
す
る
Ｌ
Ｃ
Ｏ
の
条
⽂
改
正
を
⾏
う場
合
は
、原
則
とし
て
当
該
Ｌ
Ｃ
Ｏ
が
要
求
され
る
運
転
モ
ー
ドと
な
る

前
に
Ｌ
Ｃ
Ｏ
の
条
文
改
正
の
適
用
を
開
始
す
る
こと
とし
て
い
る
が
、そ
の
時
期
を
明
確
に
す
る
た
め
、関
連
す
る
使
用
前
検
査
等
の
タイ
ミン
グ
（
設

備
の
状
況
等
に
応
じて
、3
号
使
⽤
前
検
査
終
了
※
１
、5
号
使
⽤
前
検
査
終
了
※
１
、一
部
使
用
承
認
等
）
に
合
わ
せ
て
改
正
後
の
Ｌ
Ｃ
Ｏ
の

条
⽂
を
適
⽤
す
る
こと
とし
、い
ず
れ
の
使
⽤
前
検
査
等
の
タイ
ミン
グ
に
合
わ
せ
る
か
は
、保
安
規
定
変
更
の
都
度
、附
則
に
定
め
て
い
る
。

〇
Ｓ
Ａ
設
備
は
、設
計
上
期
待
す
る
機
能
（
準
備
時
間
等
含
む
）
を
発
揮
させ
る
た
め
に
は
、適
切
な
⼒
量
を
持
った
要
員
を
確
保
す
る
こと
が
必
要
。

（
２
）
論
点
説
明
（
論
点
①
「重
⼤
事
故
等
対
処
施
設
の
使
⽤
を
開
始
す
る
に
当
た
って
は
、あ
らか
じめ
」と
は
い
つ
ま
で
か
。）

※
１
︓
検
査
の
妥
当
性
確
認
の
た
め
、Ｑ
Ａ
検
査
ま
で
を
含
む
。

参考②－104
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2．
コメ
ント
①
︓
設
備
の
使
⽤
開
始
ま
で
に
実
施
す
る
訓
練
内
容

(3
/6

)
（
３
）
論
点
説
明
（
論
点
②
「あ
らか
じめ
必
要
な
教
育
及
び
訓
練
」と
は
どの
よ
うな
内
容
か
。
）

従 来 今 後

力 量 付 与 の 教 育 訓 練 の

実 施 （ 全 要 員 ）

力 量 認 定

シ ー ケ ン ス 訓 練

原 子 炉 起 動

力 量 付 与 の 教 育 訓 練

の 実 施 （ 全 要 員 ）

訓 練 結 果 の 確 認

シ ー ケ ン ス 訓 練

Ｌ Ｃ Ｏ 適 用 開 始

力 量 付 与 方 法 の

妥 当 性 検 証

力 量 認 定

・ホ
ー
ル
ドポ
イン
トの
み
時
間
的
成
⽴
性
を
評
価

・ホ
ー
ル
ドポ
イン
トに
加
え
、

個
別
手
順
に
つ
い
て
も
時

間
的
成
⽴
性
を評
価

・シ
ー
ケ
ンス
訓
練
参
加
者
は
複
数
班
か
らラ
ン
ダ
ム
に
選
抜
して
お
り、
選
抜
され
た
要
員
が
実
施
す
る
個
別
⼿
順
の
時
間
的
成
⽴

性
に
問
題
が
な
け
れ
ば
、全
要
員
に
対
す
る
⼒
量
付
与

の
プ
ロ
セ
ス
が
正
しく

、そ
の
他

の
誰
が
実

施
して
も
時
間
的
成
⽴
性
を

確
保
す
る
こと
は
可
能
で
あ
り、
⼒
量
付
与
⽅
法
が
妥
当
で
あ
る
と判
断
す
る
こと
が
で
き
る
。

・シ
ー
ケ
ンス
訓
練
で
成
⽴
性
を確
認
で
き
な
か
った
（
時
間
超
過
）
場
合
、原
因
分
析
、必
要
な
改
善
お
よ
び
再
訓
練
等
を
実
施

し、
Ｌ
Ｃ
Ｏ
適
⽤
開
始

（
３
号
使
⽤
前
検
査
終
了
）
ま
で
に
、⼒
量
認

定
さ
れ
た
要
員
を
確
保
す
る
。（
別
紙

１
）

訓 練 結 果 の 確 認

Ｓ
Ａ
設
備
使
⽤
前
の
⼒
量
付
与
の
流
れ

Ｌ Ｃ Ｏ 適 用 開 始

原 子 炉 起 動

ａ
．
対
応
方
針

〇
⼒
量
の
付
与
に
必
要
な
教
育
訓
練
の
実

施
に
加
え
て
、⼒
量
付
与
⽅
法

の
妥
当
性
を
検
証
した

後
に
⼒
量
認

定
を
⾏

うこ
とと
し、
これ

ら
の
「⼒
量
付
与
の
教
育
訓
練
」お
よ
び
「妥
当
性
検
証
」を
「あ
らか
じめ
必
要
な
教
育

及
び
訓
練
」と
す
る
。

力 量 を 持 っ た

要 員 を 確 保

力 量 を 持 っ た

要 員 を 確 保

参考②－105
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2．
コメ
ント
①
︓
設
備
の
使
⽤
開
始
ま
で
に
実
施
す
る
訓
練
内
容

(4
/6

)

運
転
員
ポ
ジ
シ
ョン
認
定
※
１

運
転
員
ポ
ジ
シ
ョン
認
定
※
１

各
手
順
の
教
育
訓
練

▼
新
規
制
保
安
規
定
認
可

▼
施
⾏ ▼
Ｌ
Ｃ
Ｏ
適
⽤
開
始
（
例
︓
３
号
使
⽤
前
検
査
終
了
）

訓
練
サ
イク
ル
（
１
年
⽬
）

訓
練
サ
イク
ル
（
２
年
⽬
）

各
⼿
順
の
⼒
量
の
維
持
向
上
訓
練

成
⽴
性
確
認
訓
練
①
（
個
別
現
場
⼿
順
）

成
⽴
性
確
認
訓
練
②
（
机
上
訓
練
）

成
⽴
性
確
認
訓
練
③
（
運
転
員
シ
ミュ
レ
ー
タ）

各
⼿
順
の
⼒
量
の
維
持
向
上
訓
練

成
⽴
性
確
認
訓
練
①
（
個
別
現
場
⼿
順
）

成
⽴
性
確
認
訓
練
②
（
机
上
訓
練
）

成
⽴
性
確
認
訓
練
③
（
運
転
員
シ
ミュ
レ
ー
タ）

▼
成
⽴
性
確
認
訓
練
④

（
現
地
シ
ー
ケ
ンス
（
代
表
班
）
）

各
手
順
の
教
育
訓
練

各
手
順
の
教
育
訓
練
※
２

Ｓ
Ａ
要
員
の
当
番
体
制

各
手
順
の
教
育
訓
練

各
手
順
の
教
育
訓
練

各
手
順
の
教
育
訓
練
※
２

シ
ー
ケ
ンス
訓
練
※
４

※
５
︓
※
３
お
よ
び
※
４
の
⼒
量
付
与
⽅
法
の

妥
当
性
検
証
は
、代
表
班
に
て
実
施
済
み
。

※
３
︓
保
安
規
定
認
可
の
後
、認
可
前
に
教
育
訓
練
を
⾏
った
各
⼿
順
に
変
更
が
な

い
こと
、⼒
量
付
与
⽅
法
の
妥
当
性
確
認
完
了
を
以
って
⼒
量
認
定
。

▼
⼒
量
認
定
※
３

※
４
︓
個
別
現
場
⼿
順
を
含
む
現
場
操
作
の
総
合
的
な
⼒
量
付
与
⽅
法
の
検
証
と

して
、設
備
の
新
設
・改
造
範
囲
に
応
じた
現
地
シ
ー
ケ
ンス
訓
練
（
代
表

班
）
を
実
施
。

（
Ｓ
Ａ
設
備
等
新
設
・改
造
時
）

（
要
員
追
加
時
）

工
事

完
了

・ 適 合 性 確 認 検 査 （ 個 別 ） 完 了

・ Ｑ Ａ 検 査 （ 燃 料 装 荷 前 ） 完 了

・ 基 本 設 計 方 針 検 査 完 了

・ 使 用 前 検 査 （ 個 別 ） 完 了

▼
▼
▼

▼
⼒
量
認
定
※
５

訓 練 結 果 の 確 認

訓 練 結 果 の 確 認

・ シ ー ケ ン ス 訓 練 に 必 要 な 現 場

準 備 完 了

▼
技
術
的
能
⼒
の
確
認
訓
練

（
大
規
模
損
壊
対
応
（
発
電
所
）
）

▼
技
術
的
能
⼒
の
確
認
訓
練

（
大
規
模
損
壊
対
応
（
発
電
所
）
）

ｂ
．
審
査
基
準
改
正
後
の
教
育
訓
練
プ
ロセ
ス
の
概
念
図

※
１
︓
中
央
制
御
室
の
操
作
判
断

時
間
の
妥
当
性
確
認
含
む
。

※
２
︓
現
場
の
動
き
、⼿
順
書
選
択

等
の
妥
当
性
確
認
含
む
。

⼒
量
付
与
の
教
育
訓
練
の
実
施

⼒
量
付
与
訓
練
の
実
施

⼒
量
付
与
⽅
法
の

妥
当
性
検
証

注
︓
成
⽴
性
確
認
訓
練
、⼒
量
付
与
の
教
育
訓
練
の
具
体
例
を
別
紙

２
に
示
す
。

▼
成
⽴
性
確
認
訓
練
④

（
現
地
シ
ー
ケ
ンス
（
代
表
班
）
）

参考②－106
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2．
コメ
ント
①
︓
設
備
の
使
⽤
開
始
ま
で
に
実
施
す
る
訓
練
内
容

(5
/6

)

〇
運
転
員
等
の
確
保
とし
て
、各
課
（
室
）
⻑
が
重
⼤
事
故
等
の
対
応
の
た
め
の
⼒
量
を
有
す
る
者
を
確
保
す
る
に
あ
た
り、
重
⼤
事
故
等

対
処
施
設
等
の
使
⽤
を
開
始
す
る
に
当
た
って
は
、あ
らか
じめ
⼒
量
の
付
与
の
た
め
の
教
育
訓
練
を
実
施
す
る

保
安
規
定
審
査
基
準

の
記
載
を
踏
ま
え
て
、以
下
の
とお
り対
応
す
る
。

（
保
安
規
定
変
更
認
可
申
請
書
は
別
紙
３

の
とお
り。

）
要
員
の
確
保

〇
重
⼤
事
故
等
発
⽣
時
の
体
制
の
整
備
とし
て
、以
下
を
⾏
う。

・重
⼤
事
故
等
対
処
施
設
の
使
⽤
を
開
始
す
る
に
あ
た
って
は
、あ
らか
じめ
⼒
量
の
付
与
の
た
め
の
教
育
訓
練
を
実
施
す
る
※
１
。

※
１
︓
重
⼤
事
故
等
対
処
設
備
を
設
置
も
しく
は
改
造
す
る
場
合
、重
⼤
事
故
等
対
処
設
備
に
係
る
運
転
上
の
制
限
が
適
⽤
開
始
さ

れ
る
ま
で
に
、ま
た
は
運
転
員
（
当
直
員
）
、緊
急
時
対
策
本
部
要
員
も
しく
は
緊
急
安
全
対
策
要
員
を
新
た
に
認
定
す
る
場
合

は
、当
番
体
制
に
入
る
ま
で
に
実
施
す
る
。

・具
体
的
に
は
、

⼒
量
の
付
与
の
た
め
の
教
育
訓
練

各
課
（
室
）
⻑
は
、重
⼤
事
故
等
対
処
設
備
を
設
置
も
しく
は
改
造
す
る
場
合
、重
⼤
事
故
等
対
処
設
備
に
係
る
運
転
上
の
制
限

が
適
⽤
開
始
され
る
⽇
（
使
⽤
前
検
査
終
了
⽇
等
）
ま
で
に
、ま
た
は
運
転
員
（
当
直
員
）
、緊
急
時
対
策
本
部
要
員
も
しく
は
緊

急
安
全
対
策
要
員
を
新
た
に
認
定
す
る
場
合
は
、当
番
体
制
に
入
る
ま
で
に
以
下
の
教
育
訓
練
に
つ
い
て
、社
内
標
準
に
基
づ
き
実
施

す
る
。

(ｱ
)
各
課
（
室
）
⻑
は
、表
－
１
か
ら表
－
１
９
に
記
載
した
対
応
⼿
段
を
実
施
す
る
た
め
に
必
要
とす
る
⼿
順
に
つ
い
て
、「
ウ
成
⽴

性
の
確
認
訓
練
」の
要
素
を
考
慮
した
教
育
訓
練
項
目
を
定
め
、運
転
員
（
当
直
員
）
、緊
急
時
対
策
本
部
要
員
お
よ
び
緊
急

安
全
対
策
要
員
の
役
割
に
応
じた
教
育
訓
練
を
実
施
す
る
。

(ｲ
)
安
全
・防
災
室
⻑
お
よ
び
発
電
室
⻑
は
、重
⼤
事
故
等
対
処
設
備
を
設
置
ま
た
は
改
造
す
る
場
合
、重
⼤
事
故
等
対
処
設
備
に

係
る
運
転
上
の
制
限
が
適
⽤
開
始
され
る
⽇
（
使
⽤
前
検
査
終
了
⽇
等
）
ま
で
に
、成
⽴
性
確
認
訓
練
（
現
場
訓
練
に
よ
る
有

効
性
評
価
の
成
⽴
性
確
認
）
お
よ
び
成
⽴
性
確
認
訓
練
の
要
素
等
を
考
慮
した
確
認
⽅
法
に
よ
り、
⼒
量
の
付
与
⽅
法
の
妥
当

性
を
確
認
す
る
。

重
大
事
故
発
生
時
の
体

制
の
整
備

参考②－107
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2．
コメ
ント
①
︓
設
備
の
使
⽤
開
始
ま
で
に
実
施
す
る
訓
練
内
容

(6
/6

)

〇
⼤
規
模
損
壊
発
⽣
時
の
体
制
の
整
備
とし
て
、以
下
を
⾏
う。

・重
⼤
事
故
等
対
処
施
設
等
の
使
⽤
を
開
始
す
る
に
あ
た
って
は
、あ
らか
じめ
⼒
量
の
付
与
の
た
め
の
教
育
訓
練
を
実
施
す
る
※
２
。

※
２
︓
重
⼤
事
故
等
対
処
設
備
を
設
置
も
しく
は
改
造
す
る
場
合
、重
⼤
事
故
等
対
処
設
備
に
係
る
運
転
上
の
制
限
が
適
⽤
開
始
さ

れ
る
ま
で
に
、⼤
規
模
損
壊
対
応
で
⽤
い
る
化
学
消
防
⾃
動
⾞
の
設
置
も
しく
は
改
造
す
る
場
合
、当
該
設
備
の
使
⽤
を
開
始
す
る

ま
で
に
、ま
た
は
運
転
員
（
当
直
員
）
、緊
急
時
対
策
本
部
要
員
も
しく
は
緊
急
安
全
対
策
要
員
を
新
た
に
認
定
す
る
場
合
は
、

当
番
体
制
に
入
る
ま
で
に
実
施
す
る
。

・具
体
的
に
は
、

⼒
量
の
付
与
の
た
め
の
教
育
訓
練

(ｱ
) 
重
大
事
故
等
対
処
設
備
を
用
い
た
大
規
模
損
壊
対
応
・・
・「
重
大
事
故
等
発
生
時
の
体
制
の
整
備
」と
同
じ。

(ｲ
) 
その
他
の
大
規
模
損
壊
対
応

安
全
・防
災
室
⻑
は
、緊
急
時
対
策
本
部
要
員
の
うち
全
体
指
揮
を
⾏
う全
体
指
揮
者
お
よ
び
原
⼦
炉
毎
の
指
揮
を
⾏
う指
揮

者
な
らび
に
通
報
連
絡
を
⾏
う通
報
連
絡
者
（
以
下
「指
揮
者
等
」と
い
う。
）
ま
た
は
消
⽕
活
動
要
員
を
新
た
に
認
定
す
る
場
合
は
、

当
番
体
制
に
入
る
ま
で
に
、以
下
の
教
育
訓
練
に
つ
い
て
、社
内
標
準
に
基
づ
き
実
施
す
る
。

ａ
消
火
活
動
要
員

(a
) 
化
学
消
防
⾃
動
⾞
か
ら原
⼦
炉
へ
注
⼊
ま
た
は
原
⼦
炉
格
納
容
器
へ
ス
プ
レ
イす
る
た
め
の
接
続
訓
練

(b
) 
化
学
消
防
⾃
動
⾞
か
ら使
⽤
済
燃
料
ピッ
トへ
ス
プ
レ
イす
る
た
め
の
接
続
訓
練

ｂ
指
揮
者
等

(a
)⼤
規
模
損
壊
発
⽣
時
に
通
常
の
指
揮
命
令
系
統
が
機
能
しな
い
場
合
等
の
事
象
を
想
定
した
教
育
訓
練

(ｳ
) 
安
全
・防
災
室
⻑
は
、(
ｲ)
項
に
係
る
設
備
を
設
置
ま
た
は
改
造
す
る
場
合
、当
該
設
備
の
使
⽤
を
開
始
す
る
ま
で
に
、技
術
的
能

⼒
の
確
認
訓
練
の
要
素
を
考
慮
した
確
認
⽅
法
に
よ
り、
⼒
量
付
与
⽅
法
の
妥
当
性
を
確
認
す
る
。

大
規
模
損
壊
発
生
時

の
体
制
の
整
備

参考②－108
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影
響
因
子

気
中
降
下
⽕
砕
物
濃

度
を
考
慮
した
評
価

荷
重

想
定
す
る
降
下
⽕
砕
物
の
層
厚
「1

0c
m
」は
変
わ
らな
い
こと
か
ら、
荷
重
に
対
す
る
評
価
は
、新
規
制
基
準
時
と変

わ
らず
、問
題
な
い
。

閉
塞

気
中
降
下
⽕
砕
物
濃
度
を考
慮
し、
除
塵
フィ
ル
タを
取
り外
した
場
合
で
も
、回
転
⼦
が
回
転
して
い
る
こと
に
加
え
、

固
定
⼦
と回
転
⼦
の
隙
間
（

1.
6m

m
）
及
び
コア
ダク
ト間
（

10
m

m
）
が
降
下
⽕
砕
物
の
粒
径
（

1m
m
以

下
）
よ
り⼤
き
い
た
め
、通
⾵
路
が
閉
塞
す
る
こと
は
な
い
。ま
た
、通
⾵
路
の
構
造
（
⾵
が
曲
折
、急
変
す
る
構
造
）

に
よ
り、
モ
ー
タ内
部
ま
で
侵
⼊
して
くる
⽕
砕
物
は
、降
下
⽕
砕
物
の
粒
径

1m
m
以
下
よ
り、
さら
に
⼩
さい
も
の
とな

る
と考
え
られ
る
。(
参
考
１

) 
従
って
、短
期
間
で
あ
れ
ば
、モ
ー
タ冷
却
の
阻
害
や
電
気
的
特
性
へ
の
影
響
は
な
い
。

腐
食

モ
ー
タの
外
表
⾯
と内
部
は
全
て
耐
⾷
性
に
優
れ
た
塗
料
を
塗
布
して
お
り、
降
下
⽕
砕
物
が
付
着
した
とし
て
も
、直

ち
に
腐
食
が
進
む
こと
は
な
い
。ま
た
、モ
ー
タの
固
定
子
巻
線
と固
定
子
コア
は
耐
薬
品
性
に
優
れ
た
エ
ポ
キ
シ
絶
縁

で
保
護
され
て
お
り、
モ
ー
タや
通
⾵
路
に
降
下
⽕
砕
物
が
付
着
した
場
合
で
も
、短
期
間
で
あ
れ
ば
、モ
ー
タが
降
下

火
砕
物
に
よ
って
化
学
的
影
響
を受
け
る
こと
は
な
い
。

磨
耗

⽕
⼭
灰
混
合
空
気
に
よ
る
磨
耗
の
影
響
が
考
え
られ
る
が
、降
下
⽕
砕
物
は
砂
よ
り硬
度
が
低
くも
ろ
い
こと
か
ら、
短

期
間
で
あ
れ
ば
、磨
耗
に
よ
る
モ
ー
タの
機
能
へ
の
影
響
は
な
い
。

３
．
コメ
ント
②
︓
海
⽔
ポ
ン
プ
モ
ー
タの
降
下
⽕
砕
物
に
よ
る
影
響
評
価

(1
/3

)

美
浜
３
号
炉
の
海
⽔
ポ
ン
プ
モ
ー
タは
、⽕
⼭
影
響
等
発
⽣
時
に
除
塵
フィ
ル
タを
取
り外
して
運
転
す
る
こと
か
ら、
降
下
⽕
砕
物

に
よ
る
モ
ー
タ機
能
へ
の
影
響
に
つ
い
て
、荷
重
、閉
塞
、腐
⾷
、磨
耗
の
観
点
で
評
価
を
実
施
した
。評
価
結
果
を
下
表
に
⽰
す
。

以
上
の
とお
り、
短
期
間
（

24
時
間
程
度
）
で
あ
れ
ば
、除
塵
フィ
ル
タを
取
り外
した
場
合
で
も
降
下
⽕
砕
物
に
よ
る
モ
ー
タ機
能

へ
の
影
響
は
な
い
こと
を
確
認
した
。

本
資
料
の
うち
、枠
囲
み
の
内
容
は
、商
業
機
密
あ
る
い
は
防
護
上
の
観
点
か
ら公
開
で
き
ま
せ
ん
。

海
水
ポ
ン
プ
モ
ー
タ構
造
図

固
定
子
コイ
ル
の
絶
縁
材
イメ
ー
ジ
図

海
水
ポ
ンプ
モー
タの
主
要
構
成
部
品

参考②－109
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３
．
コメ
ント
②
︓
海
⽔
ポ
ン
プ
モ
ー
タの
降
下
⽕
砕
物
に
よ
る
影
響
評
価

(2
/3

)

・降
下
⽕
砕
物
到
達
後

24
時
間
以
降
の
海
⽔
ポ
ンプ
の
運
転
に
つ
い
て
は
、2

4時
間
経
過
以
降
に
除
塵
フィ
ル
タを

取
り付
け
た
後
、屋
外
設
備
とし
て
状
況
確
認
及
び
除
灰
等
を
⾏
うこ
とと
して
い
る
。

・⽕
⼭
影
響
等
発
⽣
時
に
除
塵
フィ
ル
タを
取
り外
して
運
転
した
こと
に
よ
って
、モ
ー
タ内
部
に
降
下
⽕
砕
物
が
付
着

して
い
た
場
合
に
お
い
て
も
、2

4時
間
経
過
以
降
に
取
り付
け
た
除
塵
フィ
ル
タを
通
した
清
浄
な
冷
却
⾵
に
よ
って
、

付
着
して
い
た
降
下
⽕
砕
物
は
モ
ー
タ外
部
へ
排
出
され
て
い
くと
考
え
られ
る
た
め
、運
転
継
続
は
可
能
と考
え
て
い

る
。

・海
⽔
ポ
ンプ
運
転
中
の
健
全
性
に
つ
い
て
は
、⽇
常
巡
視
点
検
に
て
外
観
点
検
、異
⾳
・異
臭
の
有
無
及
び
現
場

温
度
計
に
よ
る
排
気
温
度
、軸
受
温
度
の
確
認
を
⾏
うこ
とで
、モ
ー
タ内
部
の
異
常
（
閉
塞
、磨
耗
、腐
⾷
）
を
確

認
で
き
る
。

・海
⽔
ポ
ンプ
モ
ー
タに
異
常
が
確
認
され
た
場
合
に
は
、待
機
中
の
海
⽔
ポ
ンプ
へ
の
切
替
え
る
こと
や
海
⽔
ポ
ン
プ

モ
ー
タを
予
備
機
と取
り替
え
る
こと
が
で
き
る
。

次
に
、降
下
⽕
砕
物
到
達
後

24
時
間
以
降
も
海
⽔
ポ
ンプ
の
運
転
を
継
続
す
る
こと
か
ら、
そ
の
影
響
に
つ
い
て
評
価
した
結

果
を
以
下
に
示
す
。

以
上
の
とお
り、

24
時
間
以
降
の
海
⽔
ポ
ン
プ
の
運
転
に
つ
い
て
も
、問
題
な
い
こと
を
確
認
した
。

海
水
ポ
ンプ
の
運
転
継
続
に
係
る
影
響
評
価

参考②－110
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３
．
コメ
ント
②
︓
海
⽔
ポ
ン
プ
モ
ー
タの
降
下
⽕
砕
物
に
よ
る
影
響
評
価

(3
/3

)

【考
察
】

・モ
ー
タ内
部
で
は
、⽕
砕
物
の
⾃
由
落
下
時

とは
逆
で
、風
速
に
よ
る
空
気
抵
抗
が
火
砕

物
の
推
進
⼒
とな
る
た
め
、上
向
き
の
⾵
速

が
⽕
砕
物
の
終
端
速
度
を
下
回
る
箇
所
で

は
、
⽕
砕
物
が
重
⼒
に
よ
って
落
下
（
脱

落
）
し、
下
部
に
滞
留
す
る
と考
え
られ
る
。

・A
部
で
は
、上
向
きの
風
速
が
大
きい
た
め
、

下
部
に
滞
留
す
る
の
は
、曲
折
に
よる
乱
流

の
影
響
で
落
下
（
脱
落
）
す
る
⽕
砕
物
だ

け
とな
る
が
、B

,C
部
で
は
、風
速
が
終
端
速

度
を下
回
る
⽕
砕
物
は
落
下
（
脱
落
）
す

る
とい
え
る
。

・S
uz

uk
i（

19
83
）
の
グ
ラフ
か
ら推
定
した

結
果
、B
部
（
⾵
速

1.
9m

/s
）
で
は
粒
径

0.
74

0m
m
、C
部
（
風
速

1.
0m

/s
）
で

は
粒
径

0.
35

4m
m
を超
え
る
⽕
砕
物
が

落
下
し、
下
部
に
滞
留
す
る
こと
とな
る
。

な
お
、今
回
想
定
して
い
る
⽕
砕
物
は
密
度

1.
24

g/
cm

3 の
た
め
、グ
ラフ
上
で
密
度

2.
0g

/c
m

3 と
0.

8g
/c

m
3 の
線
の
間
に
位

置
す
る
が
、保
守
的
に
密
度

0.
8g

/c
m

3 の
線
で
粒
径
を読
み
取
った
。

・全
体
的
な
傾
向
とし
て
は
、モ
ー
タ内
部
まで

侵
⼊
す
る
⽕
砕
物
は
粒
径

1m
m
以
下
より
、

さら
に
小
さい
も
の
に
な
る
と評
価
で
きる
。

本
資
料
の
うち
、枠
囲
み
の
内
容
は
、商
業
機
密
あ
る
い
は
防
護
上
の
観
点
か
ら公
開
で
き
ま
せ
ん
。

Su
zu

ki
（

19
83
）
に
お
け
る
降
下
火
砕
物
の
粒
径
と
終
端
速
度
と
の
関
係
図

モ
ー
タ内
部
（
固
定
⼦
と回
転
⼦
の
隙
間
部
分
）
に
⽕
砕
物
（
粒
径

1m
m
以
下
）
が
す
べ
て
侵
⼊
して
も
、隙
間
が

1.
6m

m
と⼤
き
く、
ま
た
、

回
転
⼦
が
回
転
して
い
る
た
め
閉
塞
す
る
こと
は
な
い
が
、実
際
に
どれ
くら
い
の
粒
径
の
⽕
砕
物
が
モ
ー
タ内
部
ま
で
侵
⼊
す
る
か
に
つ
い
て
考
察
した
。

（
参
考
）
海
⽔
ポ
ンプ
モ
ー
タ内
部
ま
で
侵
⼊
す
る
⽕
砕
物
の
粒
径
に
関
す
る
考
察

参考②－111
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（
１
）
概
要

ハ
項
で
想
定
す
る
シ
ナ
リオ
に
即
した
解
析
を実
施
した
結
果
、Ｓ
Ｇ
へ
の
給
水
が
停
止
す
る
こと
に
よ
りＳ
Ｇ
の
水
位
が
一
時
的
に
低
下

す
る
も
の
の
、Ｓ
Ｇ
仮
設
中
圧
ポ
ンプ
に
よる
注
水
の
効
果
に
より
、炉
心
の
著
しい
損
傷
に
至
らな
い
こと
を確
認
した
。

以
下
に
主
要
解
析
条
件
お
よ
び
対
応
手
順
と事
象
進
展
を示
す
。

－
美
浜
３
号
炉
主
要
解
析
条
件
※
－

項
目

主
要
解
析
条
件

条
件
設
定
の
考
え
方

解
析
コ
ー
ド

Ｍ
－
Ｒ
Ｅ
Ｌ
Ａ
Ｐ
５

新
規
制
基
準
適
合
性
確
認
審
査
で
実
績
の
あ
る
コ
ー
ド
を

使
用
。
（
主
要
条
件
の
た
め
記
載
）

炉
心
崩
壊
熱

FP
：
日
本
原
子
力
学
会
推
奨
値

ア
ク
チ
ニ
ド
：

OR
IG

EN
2

（
サ
イ
ク
ル
末
期
を
仮
定
）

サ
イ
ク
ル
末
期
炉
心
の
保
守
的
な
値
を
設
定
。
燃
焼
度
が

高
い
と
高
次
の
ア
ク
チ
ニ
ド
の
蓄
積
が
多
く
な
る
た
め
長
期

冷
却
時
の
崩
壊
熱
は
大
き
く
な
る
。
こ
の
た
め
、
燃
焼
度
が

高
く
な
る
サ
イ
ク
ル
末
期
時
点
を
対
象
に
崩
壊
熱
を
設
定
。

ま
た
炉
心
平
均
評
価
用
崩
壊
熱
を
用
い
る
。

起
因
事
象

原
子
炉
手
動
停
止

（
解
析
上
の
時
刻

0秒
）

降
灰
予
報
「
多
量
」
か
ら

5分
後
（
噴
火
か
ら

15
分
後
）

を
設
定
。

原
子
炉
手
動
停
止

後
の
対
応

高
温
停
止
状
態
維
持

（
15

.4
M

Pa
[g

ag
e]
、

28
6.

1℃
）

原
子
炉
手
動
停
止
後
、

1
次
系
濃
縮
完
了
ま
で
は

高
温
停
止
状
態
を
維
持
。

安
全
機
能
の
喪
失

に
対
す
る
仮
定

(1
)

外
部
電
源
喪
失

（
原
子
炉
手
動
停
止
か
ら

45
分
後
）
発
電
所
へ
の
降
灰
到
達
時
（
噴
火
か
ら

60
分
後
）
に
外
部

電
源
が
喪
失
す
る
こ
と
を
仮
定
。

安
全
機
能
の
喪
失

に
対
す
る
仮
定

(2
)

非
常
用
所
内
交
流
動
力
電
源
喪
失

（
原
子
炉
手
動
停
止
か
ら

10
5分
後
）

降
灰
到
達
か
ら

60
分
間
の
非
常
用
デ
ィ
ー
ゼ
ル

発
電
機
の
機
能
維
持
を
考
慮
。
気
中
降
下
物
濃
度
の

2倍
濃
度
の
火
山
灰
に
よ
る
閉
塞
を
想
定
し
た
場
合
の

DG
機
能

維
持
時
間
を
フ
ィ
ル
タ
試
験
結
果
よ
り
保
守
的
に
設
定
。

補
助
給
水
機
能
の

喪
失
に
対
す
る
仮
定

全
交
流
動
力
電
源
喪
失

(S
BO

)と
同
時
に
機
能
喪
失

SB
O
に
よ
り
電
動
補
助
給
水
ポ
ン
プ
が
停
止
。
タ
ー
ビ
ン
動

補
助
給
水
ポ
ン
プ
に
は
期
待
し
な
い
。

２
次
系
強
制
冷
却
開
始

（
主
蒸
気
逃
が
し
弁
開
）

原
子
炉
手
動
停
止
か
ら

13
5分
後

（
全
交
流
電
源
喪
失
か
ら

30
分
後
）

Ｓ
Ｇ
仮
設
中
圧
ポ
ン
プ
準
備
完
了
時
間
に
弁
の
操
作
時
間

10
分
を
加
え
た
時
間
を
設
定
。
（
全
交
流
電
源
喪
失
後
に
操

作
現
場
に
移
動
し
た
の
ち
、
Ｓ
Ｇ
仮
設
中
圧
ポ
ン
プ
準
備
完

了
の
連
絡
を
現
場
で
受
け
て
か
ら
の
手
動
操
作
を
想
定
）

Ｓ
Ｇ
仮
設
中
圧
ポ
ン

プ
に
よ
る
蒸
気
発
生

器
へ
の
注
水

蒸
気
発
生
器
２
次
側
圧
力

2.
5M

Pa
[g

ag
e]
に
て
注
入
開
始

設
備
の
仕
様
か
ら
設
定

美
浜
３
号
炉
対
応
手
順
と事
象
進
展
（
ハ
項
）

※
これ
以
外
の
主
要
解
析
条
件
は
原
⼦
炉
設
置
変
更
許
可
申
請
書
添
付
書
類
⼗

全
交
流
電
源
喪
失

(R
CP
シ
ー
ル

LO
CA
が
発
⽣
しな
い
場
合

)と
同
様

４
．
コメ
ント
③
︓
⽕
⼭
灰
対
策
に
係
る
Ｓ
Ｇ
仮
設
中
圧
ポ
ンプ
に
よ
る
ハ
項
対
応
の
解
析
結
果

(1
/5

)

参考②－112
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（
２
）
美
浜
３
号
炉
の
事
象
進
展
の
説
明

原
⼦
炉
の
⼿
動
停
⽌
後
、補
助
給
⽔
ポ
ンプ
に
よ
る
蒸
気
発
⽣
器
へ
の
注
⽔
及
び
主
蒸
気
逃
が
し弁
に
よ
る
１
次
系
温
度
の
維

持
に
よ
り⾼
温
停
⽌
状
態
を
維
持
す
る
。4

5分
後
（
⽕
⼭
噴
⽕
か
ら6

0分
後
）
に
発
⽣
す
る
外
部
電
源
喪
失
以
降
も
、⾮
常
⽤

デ
ィー
ゼ
ル
発
電
機
か
らの
給
電
に
よ
り高
温
停
止
状
態
を
維
持
す
る
。1

05
分
後
（
火
山
噴
火
か
ら1

20
分
後
）
に
非
常
用

デ
ィー
ゼ
ル
発
電
機
が
停
⽌
す
る
こと
に
よ
り全
交
流
動
⼒
電
源
喪
失
お
よ
び
補
助
給
⽔
機
能
喪
失
が
発
⽣
す
る
が
、1

35
分
後

（
⽕
⼭
噴
⽕
か
ら1

50
分
後
）
に
主
蒸
気
逃
が
し弁
に
よ
る
２
次
系
強
制
冷
却
を
開
始
す
る
こと
で
蒸
気
発
⽣
器
の
圧
⼒
が
低
下

し、
Ｓ
Ｇ
仮
設
中
圧
ポ
ンプ
に
よ
る
蒸
気
発
生
器
へ
の
注
水
は
約

15
8分
後
か
ら開
始
され
る
。そ
れ
ま
で
の
約

53
分
間
は
蒸
気
発

生
器
へ
の
注
水
が
停
止
す
る
が
、Ｓ
Ｇ
仮
設
中
圧
ポ
ン
プ
に
よ
る
注
水
の
効
果
に
よ
り、
蒸
気
発
生
器
の
水
位
は
約

23
％
以
上
に

保
た
れ
る
。

図
１
Ｓ
Ｇ
２
次
側
圧
⼒

図
２
Ｓ
Ｇ
⽔
位
（
広
域
）

図
３
Ｓ
Ｇ
給
⽔
流
量

蒸
気
発
生
器
圧
力
の
低
下
に
伴
い
、

Ｓ
Ｇ
仮
設
中
圧
ポ
ン
プ
か
ら
の
注
水
が
開

始
さ
れ
る
。
（
約

15
8分
後
）

補
助
給
水
ポ
ン
プ
に
よ
る
注
水

に
伴
い
水
位
が
回
復
す
る
。

補
助
給
水
ポ
ン
プ
の
機
能
喪
失
及
び

主
蒸
気
安
全
弁
の
作
動
に
伴
い
水
位

が
低
下
に
転
じ
る
。

２
次
系
強
制
冷
却
を
開
始
す

る
こ
と
に
よ
り
、
蒸
気
発
生
器

保
有
水
の
低
下
割
合
が
変
化

す
る
。
（

13
5分
後
）

全
交
流
動
力
電
源
喪
失
の
発

生
に
伴
い

主
蒸
気
逃
が
し
弁
が
閉
と
な

り
、
圧

力
が
上
昇
す
る
。
（

44
5分

後
）

主
蒸
気
安
全
弁
の
作
動
に
よ
り

圧
力
上
昇
が
抑
制
さ
れ
る
。

原
子
炉
手
動
停
止

後
の
経
過
時
間

火
山
噴
火
か
ら

の
想
定
時
間

（
0.

25
）

（
1.

25
）

（
2.

25
）

（
3.

25
）

（
4.

25
）

（
5.

25
）

全
交
流
動
力
電
源
喪
失
の
発
生
に

伴
い
主
蒸
気
逃
が
し
弁
が
閉
と
な

り
、
圧
力
が
上
昇
す
る
。
（

10
5

分
後
）

(M
Pa

[g
ag

e]
)

Ｓ Ｇ ２ 次 側 圧 力

時
間

［
時
］

（
0.

25
）

（
1.

25
）

（
2.

25
）

（
3.

25
）

（
4.

25
）

（
5.

25
）

時
間

［
時
］

Ｓ Ｇ 水 位 （ 広 域 ）

（
％
）

（
0.

25
）

（
1.

25
）

（
2.

25
）

（
3.

25
）

（
4.

25
）

（
5.

25
）

時
間

［
時
］

Ｓ Ｇ 給 水 流 量

（
kg

/s）

２
次
系
強
制
冷
却
を
開
始
す
る
こ
と

に
よ
り
、
蒸
気
発
生
器
保
有
水
に
よ

る
冷
却
及
び
蒸
気
発
生
器
２
次
側
の

減
圧
を
行
う
。
（

13
5分
後
）

４
．
コメ
ント
③
︓
⽕
⼭
灰
対
策
に
係
る
Ｓ
Ｇ
仮
設
中
圧
ポ
ンプ
に
よ
る
ハ
項
対
応
の
解
析
結
果

(2
/5

)
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（
２
）
美
浜
３
号
炉
の
事
象
進
展
の
説
明
（
続
き
）

Ｓ
Ｇ
仮
設
中
圧
ポ
ン
プ
に
よ
る
蒸
気
発
生
器
へ
の
注
水
に
よ
り蒸
気
発
生
器
２
次
側
の
保
有
水
が
確
保
で
き
る
こと
、１
次
系
の

保
有
⽔
が
⼗
分
確
保
され
て
い
る
こと
、主
蒸
気
安
全
弁
の
作
動
及
び
主
蒸
気
逃
が
し弁
に
よ
る
２
次
系
強
制
冷
却
に
よ
り１
次
系

の
⾃
然
循
環
が
維
持
され
る
こと
か
ら、
継
続
的
な
炉
⼼
冷
却
が
可
能
で
あ
り、
炉
⼼
の
著
しい
損
傷
を
防
⽌
で
き
る
。

以
降
は
、１
次
系
圧
⼒

1.
7M

Pa
[g

ag
e]
に
て
蓄
圧
タン
ク出
⼝
弁
を
閉
⽌
し、
１
次
系
温
度

17
0℃
、１
次
系
圧
⼒

0.
7M

Pa
[g

ag
e]
の
状
態
ま
で
減
温
・減
圧
し、
安
定
停
⽌
状
態
に
移
⾏
す
る
。

図
５
１
次
系
圧
⼒

図
４
１
次
系
温
度

図
６
１
次
系
保
有
⽔
量

全
交
流
動
力
電
源
喪
失
の
発
生
に
伴
う

シ
ー
ル
リ
ー
ク
に
よ
り
１
次
系
保
有
水

量
は
減
少
す
る
。

蓄
圧
タ
ン
ク
か
ら
注
水
が
開
始

さ
れ
る
こ
と
に
よ
り
、
１
次
系

保
有
水
量
が
回
復
に
転
じ
る
。

外
部
電
源
喪
失
の
発
生
に
よ
り
１
次

冷
却
材
流
量
が
低
下
す
る
こ
と
で
、

高
温
側
配
管
温
度
は
上
昇
す
る
。

（
45
分
後
）

全
交
流
動
力
電
源
喪
失
の
発
生
に
伴

い
主
蒸
気
逃
が
し
弁
が
閉
と
な
り
、
温

度
が
上
昇
す
る
。
（

10
5分
後
）

主
蒸
気
安
全
弁
の
作
動
に
よ
り

温
度
上
昇
が
抑
制
さ
れ
る
。

２
次
系
強
制
冷
却
の
開
始
に
伴
い

温
度
が
低
下
す
る
。
（

13
5分
後
）

原
子
炉
手
動
停
止

後
の
経
過
時
間

火
山
噴
火
か
ら

の
想
定
時
間

（
0.

25
）

（
1.

25
）

（
2.

25
）

（
3.

25
）

（
4.

25
）

（
5.

25
）

時
間

［
時
］

１ 次 系 温 度

（
℃
）

外
部
電
源
喪
失
の
発
生
に
よ
る

１
次
冷
却
材
ポ
ン
プ
ト
リ
ッ
プ
に

伴
う
圧
力
変
動
（

45
分
後
）

主
蒸
気
安
全
弁
の
作
動
に
伴
い
温
度

上
昇
が
抑
制
さ
れ
る
こ
と
で
、
圧
力

上
昇
も
抑
制
さ
れ
る
。

２
次
系
強
制
冷
却
の
開
始
に
伴
い

圧
力
が
低
下
す
る
。
（

13
5分
後
）

蓄
圧
タ
ン
ク
か
ら
注
水
が

開
始
さ
れ
る
こ
と
に
よ
り
、

圧
力
の
低
下
割
合
が
変
化

す
る
。

* １ 次 系 圧 力

(M
Pa

[g
ag

e]
)

（
0.

25
）

（
1.

25
）

（
2.

25
）

（
3.

25
）

（
4.

25
）

（
5.

25
）

時
間

［
時
］

（
0.

25
）

（
1.

25
）

（
2.

25
）

（
3.

25
）

（
4.

25
）

（
5.

25
）

時
間

［
時
］

１ 次 系 保 有 水 量

（
t）

高
温
側
配
管
温
度

低
温
側
配
管
温
度

*
：
炉
心
圧
力
を
表
示

４
．
コメ
ント
③
︓
⽕
⼭
灰
対
策
に
係
る
Ｓ
Ｇ
仮
設
中
圧
ポ
ンプ
に
よ
る
ハ
項
対
応
の
解
析
結
果

(3
/5

)
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（
３
）
不
確
か
さの
影
響
評
価

解
析
結
果
に
対
す
る
解
析
条
件
の
不
確
か
さの
影
響
評
価
とし
て
、①
炉
⼼
崩
壊
熱
、②
起
因
事
象
、③
原
⼦
炉
⼿
動
停
⽌
後
の

対
応
、④
安
全
機
能
の
喪
失
に
対
す
る
仮
定
、⑤
補
助
給
⽔
機
能
の
喪
失
に
対
す
る
仮
定
、
⑥
２
次
系
強
制
冷
却
開
始

(主
蒸
気

逃
が
し弁
開

)及
び
⑦
Ｓ
Ｇ
仮
設
中
圧
ポ
ン
プ
に
よ
る
蒸
気
発
生
器
へ
の
注
水
そ
れ
ぞ
れ
の
条
件
種
別
（
初
期
条
件
、事
故
条
件
、操

作
条
件
及
び
機
器
条
件
）
に
関
連
す
る
不
確
か
さが
評
価
結
果
に
与
え
る
影
響
を
確
認
した
結
果
、不
確
か
さを
考
慮
した
場
合
、蒸

気
発
生
器
水
位
に
対
す
る
余
裕
が
大
き
くな
る
こと
を
確
認
した
。

①
炉
心
崩
壊
熱

現
実
的
な
崩
壊
熱
を
用
い
た
場
合
、解
析
条
件
とし
て
設
定
して
い
る
崩
壊
熱
よ
り小
さく
な
る
た
め
、蒸
気
発
生
器
水
位
は
高
め

に
推
移
す
る
。

②
起
因
事
象

,④
安
全
機
能
の
喪
失
に
対
す
る
仮
定

DG
フィ
ル
タの
捕
集
容
量
を
現
実
的
に
考
え
る
と、

SB
O
発
⽣
時
刻
は
想
定
よ
り遅
れ
る
。こ
の
よ
うに
、現
実
的
な
条
件
で
起
因

事
象
や
安
全
機
能
の
喪
失
を
仮
定
した
場
合
、事
象
進
展
が
緩
や
か
に
な
る
た
め
、崩
壊
熱
の
低
下
に
よ
り蒸
気
発
生
器
水
位
は

高
め
に
推
移
す
る
。

⑤
補
助
給
水
機
能
の
喪
失
に
対
す
る
仮
定

SB
O
発
生
と同
時
に
電
動
補
助
給
水
ポ
ン
プ
は
停
止
す
る
。ま
た
、タ
ー
ビン
動
補
助
給
水
ポ
ン
プ
に
期
待
しな
い
こと
は
前
提
条
件

で
あ
る
。従
って
、不
確
か
さは
な
い
。

な
お
、さ
らな
る
考
察
の
た
め
、仮
に
ター
ビン
動
補
助
給
水
ポ
ン
プ
が
あ
る
期
間
使
用
で
き
る
場
合
も
考
え
る
と、
そ
の
期
間
は
補
助

給
水
が
停
止
しな
い
こと
か
ら、
事
象
進
展
が
緩
や
か
に
な
る
た
め
、蒸
気
発
生
器
水
位
は
高
め
に
推
移
す
る
。

・運
転
員
等
操
作
時
間
に
与
え
る
影
響
︓

①
②
④
⑤
蒸
気
発
生
器
水
位
が
起
点
の
運
転
員
等
操
作
は
な
い
た
め
、運
転
員
等
操
作
時
間
に
与
え
る
影
響
は
な
い
。

・評
価
結
果
に
与
え
る
影
響
︓

①
②
④
⑤
蒸
気
発
生
器
水
位
は
高
め
に
推
移
す
る
た
め
、評
価
結
果
の
余
裕
は
大
き
くな
る
。

＜
解
析
条
件
の
不
確
か
さの
影
響
評
価
結
果
（
初
期
条
件
、事
故
条
件
）
＞

４
．
コメ
ント
③
︓
⽕
⼭
灰
対
策
に
係
る
Ｓ
Ｇ
仮
設
中
圧
ポ
ンプ
に
よ
る
ハ
項
対
応
の
解
析
結
果

(4
/5

)
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（
３
）
不
確
か
さの
影
響
評
価
（
続
き
）

③
原
子
炉
手
動
停
止
後
の
対
応

原
⼦
炉
⼿
動
停
⽌
を
起
点
とし
、全
交
流
動
⼒
電
源
喪
失
の
発
⽣
ま
で
の
間
、高
温
停
止
状
態
を
維
持
す
る
操
作
で
あ
る
こと
か
ら、

評
価
結
果
に
与
え
る
影
響
は
な
い
。

⑥
２
次
系
強
制
冷
却
開
始

(主
蒸
気
逃
が
し弁
開

),
 ⑦
Ｓ
Ｇ
仮
設
中
圧
ポ
ン
プ
に
よ
る
蒸
気
発
⽣
器
へ
の
注
⽔

Ｓ
Ｇ
仮
設
中
圧
ポ
ン
プ
の
準
備
操
作
完
了
を
受
け
て
、主
蒸
気
逃
が
し弁
開
操
作
を
開
始
す
る
。主
蒸
気
逃
が
し弁
の
開
放
に
よ
る

２
次
系
強
制
冷
却
開
始
後
、Ｓ
Ｇ
２
次
側
が
既
定
の
圧
⼒
ま
で
減
圧
され
れ
ば
、Ｓ
Ｇ
仮
設
中
圧
ポ
ン
プ
に
よ
る
蒸
気
発
⽣
器
へ
の

注
水
が
開
始
され
る
。

Ｓ
Ｇ
仮
設
中
圧
ポ
ン
プ
の
準
備
操
作
及
び
主
蒸
気
逃
が
し弁
開
操
作
の
そ
れ
ぞ
れ
の
操
作
時
間
は
実
際
に
は
短
くな
る
こと
を
訓
練

等
で
確
認
して
い
る
こと
か
ら、
２
次
系
強
制
冷
却
開
始
時
間
は
、解
析
上
の
想
定
に
対
して
早
くな
る
。こ
の
た
め
、Ｓ
Ｇ
２
次
側
減

圧
が
早
ま
り、
Ｓ
Ｇ
仮
設
中
圧
ポ
ン
プ
か
ら蒸
気
発
生
器
へ
の
注
水
が
早
期
に
開
始
され
る
こと
か
ら、
評
価
結
果
の
余
裕
は
大
き
くな
る
。

・要
員
の
配
置
に
よ
る
他
の
操
作
に
与
え
る
影
響
︓

③
と⑥
の
運
転
員
操
作
は
全
交
流
動
⼒
電
源
喪
失
発
⽣
を
起
点
に
切
り替
わ
る
操
作
で
あ
り、
作
業
は
重
複
しな
い
。ま
た

⑦
は
、③
⑥
と異
な
る
緊
急
安
全
対
策
要
員
に
よ
る
操
作
で
あ
り、
作
業
は
重
複
しな
い
。従
って
、要
員
の
配
置
に
よ
る
他

の
操
作
に
与
え
る
影
響
は
な
い
。

・評
価
結
果
に
与
え
る
影
響
︓

③
は
評
価
結
果
に
与
え
る
影
響
は
な
い
。

⑥
⑦
は
蒸
気
発
生
器
へ
の
注
水
が
早
期
に
開
始
され
る
た
め
、評
価
結
果
の
余
裕
は
大
き
くな
る
。

＜
解
析
条
件
の
不
確
か
さの
影
響
評
価
結
果
（
操
作
条
件
）
＞

・運
転
員
等
操
作
時
間
に
与
え
る
影
響
／
評
価
結
果
に
与
え
る
影
響
︓

不
確
か
さは
な
い
た
め
、与
え
る
影
響
は
な
い
。

＜
解
析
条
件
の
不
確
か
さの
影
響
評
価
結
果
（
機
器
条
件
）
＞

⑦
Ｓ
Ｇ
仮
設
中
圧
ポ
ン
プ
に
よ
る
蒸
気
発
生
器
へ
の
注
水

設
備
仕
様
か
ら設
定
して
い
る
こと
か
ら不
確
か
さは
な
い
。

４
．
コメ
ント
③
︓
⽕
⼭
灰
対
策
に
係
る
Ｓ
Ｇ
仮
設
中
圧
ポ
ンプ
に
よ
る
ハ
項
対
応
の
解
析
結
果

(5
/5

)
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（
別
紙
）

別
紙
１
︓
妥
当
性
検
証
（
シ
ー
ケ
ンス
訓
練
）
に
時
間
超
過
した
場
合
の
対
応
フロ
ー
（
Ｓ
Ａ
設
備
使
⽤
前
）

別
紙
２
︓
成
⽴
性
確
認
訓
練
お
よ
び
⼒
量
付
与
の
教
育
訓
練

別
紙
２
－
１
︓
成
⽴
性
確
認
（
机
上
訓
練
）
の
実
施
⽅
法

別
紙
２
－
２
︓
技
術
的
能
⼒
の
成
⽴
性
確
認
訓
練
（
現
場
個
別
⼿
順
）
の
実
施
⽅
法

別
紙
２
－
３
︓
技
術
的
能
⼒
の
成
⽴
性
確
認
訓
練
（
運
転
員
の
現
場
個
別
⼿
順
）
の
実
施
⽅
法

別
紙
２
－
４
︓
中
央
制
御
室
主
体
の
成
⽴
性
確
認
（
シ
ミュ
レ
ー
タ訓
練
）
の
実
施
⽅
法

別
紙
２
－
５
︓
現
場
訓
練
に
よ
る
有
効
性
評
価
の
成
⽴
性
確
認
（
シ
ー
ケ
ンス
訓
練
）
の
実
施
⽅
法

別
紙
２
－
６
︓
成
⽴
性
確
認
訓
練
時
に
時
間
超
過
した
場
合
の
対
応
フロ
ー
（
運
転
中
）

別
紙
２
－
７
︓
⼒
量
付
与
訓
練
（
緊
急
安
全
対
策
要
員
）
の
実
施
⽅
法

別
紙
２
－
８
︓
運
転
員
の
⼒
量
付
与
（
ポ
ジ
シ
ョン
認
定
）
⽅
法

別
紙
３
︓
保
安
規
定
変
更
認
可
申
請
書
（
抜
粋
）

（
コメ
ント
①
関
連
）
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⼒
量
付
与
の
再
訓
練
を実
施

失
敗
した
手
順
を
役
務
とす
る
要
員
全
員
に
対
して

、評
価
お
よ
び
改
善
を
反
映
した
教
育
訓
練
を実
施

失
敗
した
⼿
順
を
⾏
う役
割

の
者
に
対
して

、失
敗
した
⼿
順
の
成
⽴
性

の
確
認
訓
練
を
実

施
し使
命
時
間
内
に
完
了
す
る
こと
を
確
認
す
る

使
⽤
前
検
査
終
了

Ｓ
Ａ
設
備
使
用
開
始

別
紙
１
︓
妥
当
性
検
証
（
シ
ー
ケ
ンス
訓
練
）
に
時
間
超
過
した
場
合
の
対
応
フロ
ー
（
Ｓ
Ａ
設
備
使
⽤
前
）

⼒
量
付
与
⽅
法
が
妥
当
で
は
な
い
と判
断
し、
その
原
因
を分
析
し、
評
価
及
び
改
善
等
、必
要
な
措
置
を
講
じる

要
員
の
⼒
量
が
確
保
で
きる
こと
を確
認

Ｎ
Ｏ

Ｙ
Ｅ
Ｓ

⼒
量
付
与
の
妥
当
性
検
証
が
完
了

要
員
の
⼒
量
不
⾜
が
原
因
で
シ
ー
ケ
ンス
訓
練
に
失
敗

①
ホ
ー
ル
ドポ
イン
トを
超
過

②
個
別
手
順
が
保
安
規
定
表
２
０
に
定
め
た
時
間
を超
過
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①
成
⽴
性
確
認
訓
練

の
内
容

②
⼒
量
付
与

の
訓
練
の
内

容
（
個
別
訓
練
）

（
現
地
シ
ー
ケ
ン
ス
訓
練
）

緊 急 安 全 対 策 要 員

机 上

重
要
事
故
シ
ー
ケ
ンス
に
応
じて
適
切
な
⼿
順
書

を選
択
で
き
る
こと
、指
揮
者
との
連
携
が
適
切
に

⾏
え
る
こと
を机
上
シ
ー
ケ
ンス
訓
練
とし
て
実
施
し

確
認

（
別
紙

２
－
１

）
(全
緊
対
要
員

)

全
て
の
重
要
事
故
シ
ー
ケ
ンス
と技
術
的
能
⼒
の
現
場
⼿
順
を

網
羅
的
に
検
証
で
き
る
重
要
事
故
シ
ー
ケ
ンス
を対
象
に
、指

定
した
訓
練
班
で
実
時
間
ベ
ー
ス
の
実
働
訓
練
を⾏
い
、適
切

に
対
応
で
き
る
こと
を確
認
す
る
。（
別
紙

２
－
５

）
（
代
表
班
）

使
命
時
間
を遵
守
で
きな
い
手
順
が
あ
った
場
合
、原
因
が
要

員
の
⼒
量
不
⾜
、も
しく
は
⼒
量
に
依
存
しな
い
設
備
等
の
理

由
か
を確
認
し、
要
員
の
⼒
量
が
原
因
と認
め
られ
た
場
合
に
は
、

当
該
⼿
順
の
⼒
量
付
与
⽅
法
が
妥
当
で
は
な
い
と判
断
し、
当

該
⼿
順
の
⼒
量
付
与
⽅
法
を改
善
した
上
で
対
応
す
る
全
要

員
に
対
して
改
め
て
⼒
量
付
与
を⾏
い
使
命
時
間
を遵
守
で
き

る
か
を確
認
す
る
。（
別
紙
２
－
６
）

個
別
訓
練
（
机
上
訓
練
）
と同
じ。

(全
要
員
候
補
者

)

現 場

個
別
の
手
順
に
つ
い
て
、実
機
ま
た
は
モッ
クア
ップ

等
を用
い
て
、使
命
時
間
を遵
守
して
対
応
が
で

きる
こと
を
、当
該
手
順
の
実
施
に
必
要
な
要
員

数
を揃
え
た
うえ
で
技
術
的
能
⼒
の
成
⽴
性
確
認

訓
練
とし
て
実
施
し確
認

（
別
紙

２
－

２
）

(全
緊
対
要
員

)

①
個
別
の
手
順
に
つ
い
て
、実
機
ま
た
は
モ
ック
ア
ップ

等
を
用
い
て
機
器
の
取
り扱
い
方
法
を
習
得
（
全

要
員
候
補
者
）

②
現
場
に
て
手
順
書
に
従
った
実
機
配
置
の
確
認
及

び
模
擬
操
作
を
実
施
し、
個
別
手
順
を
習
得
（
全

要
員
候
補
者
）
（
別
紙
２
－

７
）

運 転 員

現 場

（
緊
急
安
全
対
策
要
員
－
現
場
と同
様
）

（
別
紙
２
－

３
）

運
転
員
の
認
定
（
補
機
、主
機
、制
御
員
等
）
お
よ

び
机
上
・現
場
教
育

（
別
紙

２
－
８

）

シ ミ ュ レー タ

中
央
制
御
室
主
体
の
成
⽴
性
確
認
（
シ
ミュ
レー

タ）
に
つ
い
て
、使
命
時
間
を遵
守
して
対
応
が
で

きる
こと
をシ
ミュ
レー
タを
用
い
て
、当
該
手
順
の

実
施
に
必
要
な
要
員
数
を揃
え
た
うえ
で
成
⽴
性

確
認
訓
練
とし
て
実
施
し確
認
。（
全
運
転
員
）

（
別
紙
２
－
４

）

－

運
転
員
の
認
定
（
主
機
、制
御
員
等
）
お
よび
机
上

教
育
（
全
運
転
員
）

（
別
紙

２
－
８

）

別
紙
２
︓
成
⽴
性
確
認
訓
練
お
よ
び
⼒
量
付
与
の
教
育
訓
練

参考②－119
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机
上
訓
練
で
は
重
⼤
事
故
シ
ー
ケ
ンス
に
応
じて
適
切
な
⼿
順
書
を
選
択
で
き
る
こと
、指
揮
者
との
連
携
が

適
切
に
⾏
え
る
こと
を
全
緊
急
時
対
応
要
員
に
対
し確
認
して
い
る
。次
⾴
に
記
録
例
を
⽰
す
。

訓
練
概
要
説
明

訓
練
体
制
、対
応
処
置
の
確
認

処
置
対
応
シ
ミュ
レー
シ
ョン

（
図
上
シ
ミュ
レー
シ
ョン
）

・事
故
の
情
報
共
有

訓
練
の
総
括

・事
故
進
展
に
応
じた
プラ
ント
状
態
の

確
認
等
を想
定
しな
が
ら、
重
要
事
故

シ
ー
ケ
ンス
に
応
じた
処
置
対
応
シ
ミュ

レー
シ
ョン
を実
施

検
証
範
囲

指
示

・重
要
事
故
シ
ー
ケ
ンス
に
合
わ
せ
た
プ
ラン
ト状
況
を提
示

・全
体
指
揮
者
は
訓
練
の
評
価
を⾏
う

報
告

本
部
指
示
を受
け
対
応
処
置
の
図
上
シ
ミュ
レ
ー
シ
ョン
（
処
置

内
容
、実
施
箇
所
（
アク
セ
ス
ル
ー
ト）
、注
意
点
等
）
を
⾏
う

図
上
で
実
施
を模
擬
し対
応
内
容
の
報
告
を⾏
う。

接
続

・処
置
内
容

指
揮
者

・実
施
箇
所
確
認

Ｍ
Ａ
Ｐ

（
ア
クセ
ス
ル
ー
ト）

・注
意
点
確
認

危
険

図
上
シ
ミュ
レー
シ
ョン

緊
急
安
全
対
策
要
員

・重
要
事
故
シ
ー
ケ
ンス
概
要
説
明

・要
員
体
制
の
確
認

・訓
練
の
進
⾏
、ル
ー
ル
の
説
明

・訓
練
の
合
否
判
定
・記
録
集
計
を⾏
う

訓
練
の
合
否
は
以
下
の
判
定
に
基
づ
き
⾏
う。

①
指
揮
者
か
らの
指
⽰
に
対
しシ
ー
ケ
ンス
に
応
じ適
切
に
対

応
で
き
る
こと
。ま
た
、対
応
完
了
後
の
要
員
か
らの
報
告
が
適

切
に
⾏
わ
れ
る
こと

②
シ
ー
ケ
ンス
に
応
じた
手
順
書
を
使
用
で
き
る
こと

⇒
具
体
的
に
は
、指
揮
者
が
指
定
した
重
要
事
故
シ
ー
ケ
ンス

の
タイ
ム
チ
ャー
ト※
に
従
い
、該
当
の
手
順
書
を
準
備
で
き
る

か
、⾃
ら実
施
した
操
作
内
容
を
指
揮
者
に
適
切
に
報
告
して

い
る
か
、を
評
価
者
が
判
定
す
る

※
タイ
ム
チ
ャー
ト（
５
シ
ー
ケ
ン
ス
あ
り）

訓
練
の
様
子

別
紙
２
－
１
︓
成
⽴
性
確
認
（
机
上
訓
練
）
の
実
施
⽅
法

(1
/2

)

参考②－120
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実
施
者
・評
価
者
・合
否
判
定

実
施
日
時

対
象
シ
ー
ケ
ンス
・訓
練
想
定
・役
務
名
等

(1
)基
本
的
な
読
み
進
め
方

・手
順
書
に
基
づ
き
今
か
ら○
○
を
開
始
しま
す
。

・必
要
資
機
材
は
☆
☆
で
、保
管
場
所
は
×
×
、＊
＊
の
ル
ー
トで
運
搬
しま
す
。

・注
意
事
項
は
△
△
な
の
で
□
□
しな
が
ら作
業
しま
す
。

（
手
順
書
に
図
が
添
付
され
て
い
る
場
合
は
図
を
指
で
示
しな
が
ら）

・○
○
完
了
しま
した
。次
の
⼿
順
へ
移
⾏
しま
す
。

(2
)複
数
の
手
段
の
選
択
に
つ
い
て

①
復
⽔
タン
ク補
給
⽅
法
の
選
択

「３
．
重
要
事
故
シ
ー
ケ
ンス
の
概
要
」で
海
⽔
を
⽤
い
た
復
⽔
タン
ク

補
給
とな
って
い
る
た
め
、方
法
４
で
実
施
す
る
。

②
消
防
ポ
ンプ
敷
設
ル
ー
トの
選
択

（
い
ず
れ
の
ル
ー
トで
も
可
、プ
レ
イヤ
ー
で
決
定
）

↓
↓

例
︓
第
３
ル
ー
ト（
海
⽔
ポ
ンプ
室
取
⽔
）
で
⾏
う。

この
場
合
、浸
水
防
止
蓋
を
開
放
す
る
注
意
事
項
が
あ
る
た
め
、

浸
水
防
止
蓋
を
開
放
後
、吸
込
ホ
ー
ス
を
投
入
す
る
。

③
復
⽔
タン
ク接
続
先
の
選
択
（
い
ず
れ
も
可
、プ
レ
イヤ
ー
で
決
定
）

↓
↓

例
︓
復
⽔
タン
クド
レ
ン弁
へ
接
続
す
る
。

この
場
合
、閉
止
フラ
ンジ
か
らホ
ー
ス
接
続
口
付
き
フラ
ンジ
へ
の

交
換
お
よ
び
復
⽔
タン
クド
レ
ン弁
の
開
放
が
必
要
とな
る
。

操
作
内
容
・使
用
した
手
順
書
・危
険

ポ
イン
ト・
想
定
され
る
操
作
環
境

（
天
候
等
）
に
応
じた
留
意
事
項
を

順
に
記
入

別
紙
２
－
１
︓
成
⽴
性
確
認
（
机
上
訓
練
）
の
実
施
⽅
法

(2
/2

)

参考②－121
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技
術
的
能
⼒
の
成
⽴
性
確
認
訓
練
（
要
素
訓
練
）
で
は
、個
別
の
⼿
順
に
つ
い
て
、保
安
規
定
添
付
３
に
基
づ
い
た
⼿
法

に
よ
り、
実
機
ま
た
は
モ
ック
ア
ップ
等
を
用
い
て
、使
命
時
間
を
遵
守
して
対
応
が
で
き
る
こと
を
、当
該
手
順
の
実
施
に
必
要
な

要
員
数
を
揃
え
た
うえ
で
技
術
的
能
⼒
の
成
⽴
性
確
認
訓
練
とし
て
実
施
し確
認
して
い
る
。（
当
該
⼿
順
の
対
象
要
員
は

必
ず
い
ず
れ
か
の
ﾁｰ
ﾑに
属
し、
全
ﾁｰ
ﾑに
対
し訓
練
を
実
施
す
る
。）

タイ
ム
キ
ー
パ
ー
に
よ
る
時
間
計
測
を
実
施

実
機
相
当
の
モ
ック
ア
ップ
に
よ
る
訓
練

実
機
に
よ
る
訓
練
（
自
主
予
備
機
）

使
命
時
間
遵
守
を
含
む
成
⽴
性
を
確
認

済
の
手
順
書
を
用
い
て
訓
練
を
実
施

各
手
順
の
実
施
に
必
要
な
要
員
数
を
揃
え
た
チ
ー
ム
で
実
施

別
紙
２
－
２
︓
技
術
的
能
⼒
の
成
⽴
性
確
認
訓
練
（
現
場
個
別
⼿
順
）
の
実
施
⽅
法

参考②－122



22

Th
e 

Ka
ns

ai
 E

le
ct

ric
 P

ow
er

 C
o.

, I
nc

.

別
紙
２
－
３
︓
技
術
的
能
⼒
の
成
⽴
性
確
認
訓
練
（
運
転
員
の
現
場
個
別
⼿
順
）
の
実
施
⽅
法

技
術
的
能
⼒
の
成
⽴
性
確
認
訓
練
（
現
場
）
で
は
、個
別
の
⼿
順
に
つ
い
て
、保
安
規
定
添
付
３
に

基
づ
い
た
手
法
に
よ
り、
実
機
ま
た
は
モ
ック
ア
ップ
等
を
用
い
て
、使
命
時
間
を
遵
守
して
対
応
が

で
き
る
こと
を
、当
該
⼿
順
の
実
施
に
必
要
な
要
員
数
を
揃
え
た
うえ
で
技
術
的
能
⼒
の
成
⽴
性
確

認
訓
練
とし
て
実
施
し確
認
して
い
る
。（
各
ポ
ジ
シ
ョン
に
必
要
な
操
作
に
つ
い
て
全
て
実
施
す
る
。）

な
お
、技
術
的
能
⼒
の
成
⽴
性
確
認
（
現
場
）
実
施
時
は
、以
下
の
記
録
表
に
よ
り各
ポ
ジ
シ
ョン
に

求
め
られ
る
操
作
に
つ
い
て
、使
命
時
間
を
遵
守
して
対
応
が
出
来
て
い
る
か
判
定
を
実
施
す
る
。

添
付

 
 
技
術
的
能
力
の
成
立
性
確
認
訓
練
記
録
表

所
属
：
第
二
発
電
室

対
象
ポ
ジ
シ
ョ
ン
：
制
御
員

氏
名
：

移
動

A
20

良

開
操
作

B
10

6
否

系
統
構
成

A
5

良

加
圧
器
逃
が
し
弁
開
操
作

A
5

否

移
動

A
15

良

系
統
構
成

B
30

22
否

空
冷
式
非
常
用
発
電
装
置
起
動

A
○

5
良

系
統
構
成
（
Ｒ
Ｈ
Ｒ
Ｓ
－
Ｃ
Ｓ
Ｓ
連
絡
ラ
イ
ン
弁
開
操
作
）

A
4

否

移
動

A
15

系
統
構
成

A
10

ポ
ン
プ
電
源
入

B
3

2

ポ
ン
プ
起
動

B
2

1

移
動

A
5

良

Ｒ
Ｈ
Ｒ
Ｓ
－
Ｃ
Ｓ
Ｓ
連
絡
ラ
イ
ン
弁
電
源
入

B
2

1
否

系
統
構
成

A
12

ポ
ン
プ
起
動

A
3

原
子
炉
へ
の
注
水
確
認

B
5

3

移
動

A
5

良

Ｒ
Ｈ
Ｒ
Ｓ
－
Ｃ
Ｓ
Ｓ
連
絡
ラ
イ
ン
弁
電
源
入

B
5

3
否

系
統
構
成

A
5

ポ
ン
プ
起
動

A
3

炉
心
へ
の
注
水
確
認

B
5

3

移
動

A
18

系
統
構
成

B
25

20

ベ
ン
テ
ィ
ン
グ
及
び
通
水

B
20

15

操
作
手
順

N
o.
 
／

 
対
応
手
段

詳
細
手
順

操
作
場
所

要
員
数

区
分

対
象

想
定
時
間

（
分
）

現
場

４
名

○
○

○

測
定
者

反
省
会
の

実
施

改
善
事
項

の
有
無

ポ
ジ
シ
ョ
ン

制 御

主 機

補 機

移 動

操 作

想
定
合
計

時
間

(
分

)

測
定
時
間

（
分
）

測
定
合
計

時
間

(
分

)

模
擬
＋
実
測

手
順
書

通
り

実
施

判
定

結
果

測
定
日

模 擬

実 測

H
 

 
 

. 
 

 
 

.

1.
3_

3
窒
素
ボ
ン
ベ
（
代
替
制
御
用
空
気
供
給
用
）
に
よ
る
加
圧
器
逃
が
し
弁
の
機
能
回
復

中
央

1
名

○
1030

H
 

 
 

. 
 

 
 

.
1.

3_
2
主
蒸
気
逃
が
し
弁
（
現
場
手
動
操
作
）
に
よ
る
主
蒸
気
逃
が
し
弁
の
機
能
回
復

現
場

1
名

○
○

○
45

1.
4_

2
恒
設
代
替
低
圧
注
水
ポ
ン
プ
に
よ
る
代
替
炉
心
注
水

中
央

2
名

○
9

H
 

 
 

.  
 

 
 

.

現
場

1
名

○
○

○
7

H
 

 
 

. 
 

 
 

.

現
場

1
名

○
○

○
30

良 否

H
 

 
 

.  
 

 
 

.

H
 

 
 

.  
 

 
 

.

良 否

H
 

 
 

.  
 

 
 

.
中
央

1
名

○

H
 

 
 

.  
 

 
 

.
現
場

1
名

○
○

○
1020

1.
4_

5
Ｂ
充
て
ん
ポ
ン
プ
（
自
己
冷
却
）
に
よ
る
代
替
炉
心
注
水

中
央

1
名

○

1.
4_

4
Ａ
格
納
容
器
ス
プ
レ
イ
ポ
ン
プ
（
Ｒ
Ｈ
Ｒ
Ｓ
－
Ｃ
Ｓ
Ｓ
連
絡
ラ
イ
ン
使
用
）
に
よ
る
代
替
再
循
環
運
転

現
場

2
名

○
○

○
6313

良 否

H
 

 
 

. 
 

 
 

.

良 否

H
 

 
 

. 
 

 
 

.

使
命
時
間
が
遵
守

され
て
い
る
か
確
認

参考②－123
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別
紙
２
－
４
︓
中
央
制
御
室
主
体
の
成
⽴
性
確
認
（
シ
ミュ
レ
ー
タ訓
練
）
の
実
施
⽅
法

中
央
制
御
室
主
体
の
成
⽴
性
確
認
訓
練
（
シ
ミュ
レ
ー
タ）
で
は
、重
要
事
故
シ
ー
ケ
ンス
に
つ
い
て
、

保
安
規
定
添
付
３
に
基
づ
い
た
手
法
に
よ
り、
シ
ミュ
レ
ー
タを
用
い
て
、使
命
時
間
を
遵
守
して
対
応

が
で
き
る
こと
を
、当
該
⼿
順
の
実
施
に
必
要
な
要
員
数
を
揃
え
た
うえ
で
成
⽴
性
確
認
訓
練
とし
て

実
施
し確
認
して
い
る
。

な
お
、中
央
制
御
室
主
体
の
成
⽴
性
確
認
（
シ
ミュ
レ
ー
タ）
実
施
時
は
、以
下
の
記
録
表
に
よ
り

求
め
られ
る
操
作
に
つ
い
て
、使
命
時
間
を
遵
守
して
対
応
が
出
来
て
い
る
か
判
定
を
実
施
す
る
。 使
命
時
間
が
遵
守

され
て
い
る
か
確
認

参考②－124
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Th
e 

Ka
ns

ai
 E

le
ct
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 C
o.

, I
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.

別
紙
２
－
５
︓
現
場
訓
練
に
よ
る
有
効
性
評
価
の
成
⽴
性
確
認
（
シ
ー
ケ
ンス
訓
練
）
の
実
施
⽅
法

(1
/2

)

代
表
シ
ー
ケ
ンス
に
対
して
、緊
急
時
対
策
本
部
と中
央
制
御
室
及
び
現
場
の
連
携
が
図
られ
、手
順
書
に
従

い
有
効
性
評
価
の
成
⽴
性
担
保
の
た
め
に
必
要
な
操
作
が
、完
了
す
べ
き
時
間
で
あ
る
ホ
ー
ル
ドポ
イン
ト※
内
に

完
了
で
き
る
こと
を
確
認
す
る
。

※
ホ
ー
ル
ドポ
イン
トと
は
以
下
の
制
限
時
間
を
い
う。

①
重
要
事
故
シ
ー
ケ
ンス
の
解
析
結
果
に
直
接
影
響
が
あ
る
操
作
を
完
了
す
べ
き
時
間

②
被
ば
く評
価
に
影
響
す
る
操
作
を
完
了
す
べ
き
時
間

な
お
、⼒
量
付
与
⽅
法
の
妥
当
性
検
証
とし
て
実
施
す
る
シ
ー
ケ
ンス
訓
練
に
お
い
て
は
、ホ
ー
ル
ドポ
イン
トだ
け

で
な
く、
個
別
操
作
⼿
順
の
時
間
も
各
完
了
時
間
内
に
完
了
で
き
る
こと
を
確
認
す
る
。

開
始

(a
)

完
了

(b
)

①
5
0
分

②
6
0
分

③
3
.7
時
間

④
5
時
間

⑤
8
時
間

⑥
9
.1
時
間

⑦
9
.1
時
間

⑧
2
4
時
間

運
転
員

A
1

運
転
員
Ｂ

1

運
転
員
Ｃ

1

運
転
員
Ｄ

1

緊
急
安
全
対
策
要
員

Ｈ
、
Ｉ、
Ｊ
、
Ｕ

4
可
搬
式
オ
イ
ル
ポ
ン
プ
を
用
い
た
燃
料
（
重
油
）
補
給

4
時
間
毎

給
油
作
業

運
転
員
Ａ

1

運
転
員
Ｂ
、
Ｅ
、
Ｆ

3

緊
急
安
全
対
策
要
員
Ｈ

1
水
素
濃
度
の
低
減
お
よ
び
監
視

・
ア
ニ
ュ
ラ
ス
循
環
排
気
フ
ァ
ン
運
転
確
認

・
ア
ニ
ュ
ラ
ス
循
環
排
気
系
ダ
ン
パ
へ
の
代
替
空
気
供
給

2
5
分

緊
急
安
全
対
策
要
員
Ｋ
、
Ｌ

2
中
央
制
御
室
非
常
用
循
環
系
空
気
作
動
ダ
ン
パ
手
動
操
作

運
転
員
Ｃ

1
ア
ニ
ュ
ラ
ス
循
環
フ
ァ
ン
起
動
操
作
、
中
央
制
御
室
非
常
用
循
環
系
起
動
操
作

運
転
員
Ｅ
、
Ｆ
、
Ｇ

3
全
交
流
電
源
喪
失

(原
子
炉
運
転
モ
ー
ド

1
・
2
・
3
・
4
[余
熱
除
去
運
転
中
以
外

])
2
6
分

主
蒸
気
大
気
放
出
弁
手
動
開
操

作
に
よ
る
蒸
気
発
生
器
を
使
用
し

た
２
次
系
冷
却
系
強
制
冷
却
が

可
能
と
な
る
。

緊
急
安
全
対
策
要
員
Ｉ、
Ｊ

2
Ｒ
Ｃ
Ｓ
の
減
圧

・
加
圧
器
逃
が
し
弁
の
代
替
空
気
供
給

3
6
分

運
転
員
Ｄ

2
Ｓ
／
Ｇ
へ
の
給
水

適
宜

タ
ー
ビ
ン
動
補
助
給
水
ポ
ン
プ
給

水
流
量
調
整
弁
開
度
調
整
は
解

析
上
は
期
待
し
て
い
な
い

緊
急
安
全
対
策
要
員
Ｋ
、
Ｌ
、
Ｍ

3
Ｃ
充
て
ん
／
高
圧
注
水
ポ
ン
プ
（
自
己
冷
却
）
に
よ
る
代
替
炉
心
注
水

運
転
員
Ｇ

緊
急
安
全
対
策
要
員
Ｉ、
Ｊ

3

運
転
員
Ｃ

1

緊
急
安
全
対
策
要
員
Ｎ
、
Ｏ

2
バ
ッ
テ
リ
室
排
気
系
統
の
空
気
作
動
ダ
ン
パ
の
強
制
手
動
操
作

5
1
分

緊
急
安
全
対
策
要
員
Ｎ
、
Ｏ

2
可
搬
型
計
測
器
に
よ
る
パ
ラ
メ
ー
タ
採
取
又
は
監
視

適
宜

適
宜
実
施

運
転
員
Ａ

1
水
素
濃
度
の
低
減
お
よ
び
監
視

・
ア
ニ
ュ
ラ
ス
内
水
素
濃
度
測
定

緊
急
安
全
対
策
要
員
Ｍ

1
可
搬
型
ア
ニ
ュ
ラ
ス
内
水
素
濃
度
計
測
装
置
取
付
け

全
交
流
電
源
喪
失

(原
子
炉
運
転
モ
ー
ド

1
・
2
・
3
・
4
[余
熱
除
去
運
転
中
以
外

])
電
源
の
確
保

・
空
冷
式
非
常
用
発
電
装
置
に
よ
る
給
電

7
0
分

原
子
炉
下
部
キ
ャ
ビ
テ
ィ
注
水
ポ
ン
プ
起
動
操
作

運
転
員
Ｃ

1
原
子
炉
下
部
キ
ャ
ビ
テ
ィ
注
水
ポ
ン
プ
に
よ
る
原
子
炉
下
部
キ
ャ
ビ
テ
ィ
直
接
注
水

可
搬
型
格
納
容
器
水
素
濃
度
計

測
装
置
起
動
後
、
適
宜
水
素
濃

度
の
確
認
を
適
宜
実
施
す
る

9
0
分

運
転
員
Ａ

1
5
分

1
5
分

可
搬
型
格
納
容
器
内
水
素
濃
度
計
測
装
置
起
動

電
源
確
保
作
業

恒
設
代
替
低
圧
注
水
ポ
ン
プ
起
動
操
作

恒
設
代
替
低
圧
注
水
ポ
ン
プ
に
よ
る
Ｃ
／
Ｖ
ス
プ
レ
イ

被
ば
く
低
減
操
作

Ｃ
充
て
ん
／
高
圧
注
入
ポ
ン
プ
（
自
己
冷
却
）
起
動
準
備
、
起

動
操
作

補
助
給
水
ポ
ン
プ
回
復
操
作

R
C

S
へ
の
ほ
う
酸
水
注
入

・
Ｃ
充
て
ん
／
高
圧
注
入
ポ
ン
プ

(自
己
冷
却

)に
よ
る
炉
心
注
入

項
目

手
順
書
タ
イ
ト
ル

開
始
完
了
時
間

計
測
時
間

(b
-
a
)

想
定
時
間

ホ
ー
ル
ド
ポ
イ
ン
ト

要
員

要
員
数

（
名
）

バ
ッ
テ
リ
室
排
気
フ
ァ
ン
ダ
ン
パ
開
処
置

可
搬
型
計
測
器
取
付
け

可
搬
型
ア
ニ
ュ
ラ
ス
内
水
素
濃
度
計
則
装
置
取
付
け

加
圧
器
逃
が
し
弁
開
操
作
準
備

２
次
冷
却
系
強
制
冷
却
操
作

1

備
考

格
納
容
器
内
水
素
濃
度
の
低
減
お
よ
び
監
視

・
可
搬
型
格
納
容
器
内
水
素
濃
度
計
測
装
置
に
よ
る
水
素
濃
度
測
定

5
0
分

1
9
分

5
0
分

当
直
課
長

1
●
運
転
操
作
指
揮

●
原
子
炉
ト
リ
ッ
プ
、
タ
ー
ビ
ン
ト
リ
ッ
プ
確
認

●
タ
ー
ビ
ン
動
補
助
給
水
ポ
ン
プ
運
転
、
補
助
給
水
流
量
確
認

●
所
内
電
源
及
び
外
部
電
源
喪
失
判
断

●
早
期
の
電
源
回
復
不
能
と
判
断

●
１
次
冷
却
材
の
漏
え
い
を
判
断

 
 

 
 

 
（
中
央
制
御
室
確
認
）

●
安
全
系
機
器

C
.S
「
P
.O
」
操
作

●
空
冷
式
非
常
用
発
電
装
置
か
ら
の
給
電
準
備
、
起
動
操
作

●
非
常
用
母
線

M
/
C
、

P
/
C
受
電

4
分

 
 

 
 

 
（
中
央
制
御
室
操
作
）

●
非
常
用
母
線

M
/
C
、

P
/
C
受
電

●
Ａ
及
び
Ｂ
充
電
器
復
旧
操
作

 
 

 
 

 
（
現
地
操
作
）

●
安
全
系
機
器

C
.S
「
P
.O
」
操
作

 
 

 
 

 
（
中
央
制
御
室
操
作
）

●
非
常
用
母
線

M
/
C
、

P
/
C
受
電

 
 

 
 

 
（
現
場
操
作
）

●
空
冷
式
非
常
用
発
電
装
置
起
動
確
認

 
 

 
 

 
（
現
場
確
認
）

●
原
子
炉
格
納
容
器
水
素
燃
焼
装
置
起
動

 
 

 
 

 
（
中
央
制
御
室
操
作
）

●
冷
却
材
ポ
ン
プ
シ
ー
ル
戻
り
隔
離
弁
等
閉
操
作

 
 

 
 

 
（
中
央
制
御
室
操
作
）

●
恒
設
代
替
低
圧
注
水
ポ
ン
プ
起
動
準
備

●
恒
設
代
替
低
圧
注
水
ポ
ン
プ
起
動
～
ス
プ
レ
イ
開
始

 
 

 
 

 
（
中
央
制
御
室
操
作
）

●
原
子
炉
下
部
キ
ャ
ビ
テ
ィ
注
水
ポ
ン
プ
起
動
準
備

●
原
子
炉
下
部
キ
ャ
ビ
テ
ィ
注
水
ポ
ン
プ
起
動
～
注
水
開
始

 
 

 
 

 
（
中
央
制
御
室
操
作
）

●
可
搬
型
格
納
容
器
内
水
素
濃
度
計
測
装
置
起
動
準
備

●
可
搬
型
格
納
容
器
内
水
素
濃
度
計
測
装
置
起
動

●
原
子
炉
格
納
容
器
内
水
素
濃
度
確
認

 
 

 
 

 
（
中
央
制
御
室
操
作
）

●
可
搬
型
格
納
容
器
内
水
素
濃
度
計
測
装
置
起
動
準
備

 
 

 
 

 
（
現
場
操
作
）

●
ア
キ
ュ
ム
レ
ー
タ
出
口
電
動
弁
閉
操
作

 
 

 
 

 
（
中
央
制
御
室
操
作
）

●
ア
ニ
ュ
ラ
ス
循
環
系
ダ
ン
パ
空
気
供
給
操
作

 
 

 
 

 
（
現
場
操
作
）

●
中
央
制
御
室
非
常
用
循
環
系
ダ
ン
パ
開
処
置

 
 

 
 

 
（
現
場
操
作
）

●
ア
ニ
ュ
ラ
ス
循
環
フ
ァ
ン
起
動
操
作

●
中
央
制
御
室
非
常
用
循
環
系
起
動
操
作

5
分

 
 

 
 

 
（
中
央
制
御
室
操
作
）

●
主
蒸
気
逃
が
し
弁
開
操
作

 
 

 
 

 
（
現
場
操
作
）

●
加
圧
器
逃
が
し
弁
開
操
作
準
備

 
 

 
 

 
（
現
場
操
作
）

●
タ
ー
ビ
ン
動
補
助
給
水
ポ
ン
プ
給
水
流
量
調
節
弁
開
度
調
整

 
 

 
 

 
（
現
場
操
作
）

●
Ｃ
充
て
ん
／
高
圧
注
入
ポ
ン
プ
（
自
己
冷
却
）
デ
ィ
ス
タ
ン
ス
ピ
ー
ス
取
り
替
え

 
 

 
 

 
（
現
場
操
作
）

●
Ｃ
充
て
ん
／
高
圧
注
入
ポ
ン
プ
（
自
己
冷
却
）
系
統
構
成
、
ベ
ン
テ
ィ
ン
グ
、
通
水

 
 

 
 

 
（
現
場
操
作
）

●
Ｃ
充
て
ん
／
高
圧
注
入
ポ
ン
プ
（
自
己
冷
却
）
系
統
構
成

●
Ｃ
充
て
ん
／
高
圧
注
入
ポ
ン
プ
（
自
己
冷
却
）
起
動

 
 

 
 

 
（
中
央
制
御
室
操
作
）

●
バ
ッ
テ
リ
室
換
気
フ
ァ
ン
ダ
ン
パ
開
処
置

 
 

 
 

 
（
現
場
操
作
）

●
バ
ッ
テ
リ
室
換
気
フ
ァ
ン
起
動

 
 

 
 

 
（
中
央
制
御
室
操
作
）

●
可
搬
型
計
測
器
取
付
け

 

 
 

 
 

 
（
現
場
操
作
）

●
ア
ニ
ュ
ラ
ス
内
水
素
濃
度
測
定

 
 

 
 

 
（
中
央
制
御
室
操
作
）

●
可
搬
型
ア
ニ
ュ
ラ
ス
内
水
素
濃
度
計
測
装
置
取
付
け

 
 

 
 

 
（
現
場
操
作
）

恒
設
代
替
低
圧
注
水
ポ
ン
プ
起
動
操
作

原
子
炉
下
部
キ
ャ
ビ
テ
ィ
注
水
ポ
ン
プ
起
動

操
作

可
搬
型
格
納
容
器
内
水
素
濃
度
計
測
装
置

起
動

水
素
濃
度
低
減
操
作

 
 

 
 
（
解
析
上
考
慮
せ
ず
）

冷
却
材
ポ
ン
プ
シ
ー
ル
隔
離
操
作

【
1
】

3

ア
キ
ュ
ム
レ
ー
タ
出
口
電
動
弁
操
作

被
ば
く
低
減
操
作

運
転
員
Ｃ

運
転
員
Ｃ

【
2
】

運
転
員
Ａ

緊
急
安
全
対
策
要
員
Ｍ

緊
急
安
全
対
策
要
員
Ｎ
、
Ｏ

運
転
員
Ｃ

緊
急
安
全
対
策
要
員
Ｎ
、
Ｏ

可
搬
型
ア
ニ
ュ
ラ
ス
内
水
素
濃
度
計
測
装
置

取
付
け

運
転
員
Ａ

4
0
分

運
転
員
Ｇ

緊
急
安
全
対
策
要
員
Ｉ、
Ｊ

Ｃ
充
て
ん
／
高
圧
注
入
ポ
ン
プ
（
自
己
冷
却
）

起
動
準
備
、
起
動
操
作

 
 

 
 
（
解
析
上
考
慮
せ
ず
）

6
5
分

緊
急
安
全
対
策
要
員
Ｈ

1
0
分

5
分

ア
ニ
ュ
ラ
ス
循
環
フ
ァ
ン
の
起
動
を
被
ば
く
上
の
評
価
条
件

で
あ
る

6
0
分
以
内
に
開
始
で
き
る
。

２
次
冷
却
系
強
制
冷
却
操
作

加
圧
器
逃
が
し
弁
開
操
作
準
備

緊
急
安
全
対
策
要
員
Ｋ
、
Ｌ

適
宜
実
施

 
※

1

中
央
制
御
室
非
常
用
循
環
系
の
起
動
を
被
ば
く
上
の
評
価

条
件
で
あ
る

5
時
間
以
内
に
開
始
で
き
る
。

2
5
分

2
6
分

2

バ
ッ
テ
リ
室
換
気
フ
ァ
ン
ダ
ン
パ
開
処
置

補
助
給
水
ポ
ン
プ
回
復
操
作

運
転
員
Ｄ

1
0
分

運
転
員
Ｃ

5
分

1
0
分

原
子
炉
下
部
キ
ャ
ビ
テ
ィ
注
水
ポ
ン
プ
の
注
水
準
備
を
解
析

上
、
注
水
を
期
待
し
て
い
る
約

5
0
分
ま
で
に
開
始
で
き
る
。

1
0
分

【
3
】

運
転
員
Ａ

【
1
】

【
1
】

4
0
分

5
分

2
0
分

状
況
判
断

電
源
確
保
作
業

5
分

1
緊
急
安
全
対
策
要
員
Ｈ

運
転
員
Ｄ

1
9
分

1
9
分

5
分

1
0
分

3 1

運
転
員
Ａ

手
順
の
内
容

1
0

要
員

(名
）

（
作
業
に
必
要
な
要
員
数
）

【
 

 
】
は
他
作
業
後
移
動

し
て
き
た
要
員

【
1
】

【
1
】

運
転
員
Ａ
、
Ｂ
、
Ｃ

運
転
員
Ａ

【
1
】

必
要
な
要
員
と
作
業
項
目

1
0
分

運
転
員
Ｃ

運
転
員
Ｂ

手
順
の
項
目

5
0

6
0

8
0

1
2
0

備
考
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分
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経
過
時
間
（
時
間
）

1
0
0

2
0

4
0

5
1
1
0

9
0

3
4

7
0

3
0

5
分

運
転
員
Ｅ
、
Ｆ
、
Ｇ

【
1
】

緊
急
安
全
対
策
要
員
Ｋ
、
Ｌ
、
Ｍ

運
転
員
Ｃ

【
1
】

【
1
】

【
1
】

【
1
】

【
1
】

運
転
員
Ｃ

5
分

運
転
員
Ｂ
、
Ｅ
、
Ｆ

可
搬
型
計
測
器
取
付
け

バ
ッ
テ
リ
室
換
気
フ
ァ
ン
起
動

5
分

1
0
分

恒
設
代
替
低
圧
注
水
ポ
ン
プ
の
注
水
準
備
を
解
析
上
、
ス

プ
レ
イ
を
期
待
し
て
い
る
約

5
0
分
ま
で
に
開
始
で
き
る
。

5
分

※
１
：
可
搬
型
格
納
容
器
内
水
素
濃
度
計
測
装
置
起
動

後
、
水
素
濃
度
の
確
認
を
適
宜
実
施
す
る
。

緊
急
安
全
対
策
要
員
Ｉ、
Ｊ

【
1
】

主
蒸
気
逃
が
し
弁
手
動
開
操
作
に
よ
る
蒸
気
発
生
器
を
使

用
し
た
２
次
冷
却
系
強
制
冷
却
が
可
能
と
な
る
。

2
0
分

【
1
】

【
1
】

【
3
】

解
析
上
は
期
待
せ
ず

2

【
1
】

3

【
2
】

6
5
分

3
5
分

5
5
分

1
0
分

適
宜
実
施

5
分

5
1
分

上
記
要
員
に
加
え
、
緊
急
時
対
策
本
部
要
員
４
名
に
て
関
係
各
所
に
通
報
連
絡
を
行
う
。

な
お
、
各
設
定
時
間
は
操
作
場
所
、
操
作
条
件
並
び
に
実
際
の
現
場
移
動
を
含
む
作
業
時
間
等
を
考
慮
し
た
上
で
解
析
上
の
仮
定
と
し
て
設
定
し
た
も
の
で
あ
り
、
運
転
員
は
手
順
書
に
従
っ
て
各
操
作
条
件
を
満
た
せ
ば
順
次
操
作
を
実
施
す
る
。

ま
た
、
運
転
員
が
解
析
上
設
定
し
た
操
作
余
裕
時
間
内
に
対
応
で
き
る
こ
と
は
訓
練
等
に
基
づ
き
確
認
し
て
い
る
（
一
部
の
機
器
に
つ
い
て
は
想
定
時
間
に
よ
り
算
出
。
）
。

プ
ラ
ン
ト
状
況
判
断

全
交
流
動
力
電
源
喪
失
判
断

約
2
0
分
炉
心
損
傷

事
象
発
生

原
子
炉
ト
リ
ッ
プ

6
0
分
ア
ニ
ュ
ラ
ス
循
環
フ
ァ
ン
に
よ
る

被
ば
く
防
止
操
作
開
始

約
2
.0
時
間
原
子
炉
容
器
破
損

適
宜
実
施

実
施
後

移
動

次
操
作
へ

次
操
作
へ

次
操
作
へ

次
操
作
へ 次
操
作
へ次
操
作
へ

次
操
作
へ

次
操
作
へ

実
施
後

２
名
移
動

次
操
作
へ

実
施
後

1
名
移
動

約
5
0
分
恒
設
代
替
低
圧
注
水
ポ
ン
プ

に
よ
る
代
替
格
納
容
器
ス
プ
レ
イ
開
始

原
子
炉
下
部
キ
ャ
ビ
テ
ィ
注
水
ポ
ン
プ

に
よ
る
原
子
炉
下
部
キ
ャ
ビ
テ
ィ
直
接
注
水
開
始

実
施
後

移
動

次
操
作
へ次
操
作
へ

実
施
後

２
名
移
動

実
施
後

1
名
移
動

実
施
後

移
動

実
施
後

移
動

次
操
作
へ

実
施
後

移
動

実
施
後

移
動

緊
－
２
中
央
制
御
室
非
常
用
循
環
系
空
気
作

動
ダ
ン
パ
手
動
操

運
－
１
０
炉
心
注
入
（
C
充
て
ん
／
高
圧
注
入
ポ

ン
プ

(自
己
冷
却

)に
よ
る
代
替
炉
心
注
入
）

緊
－
３
Ｃ
充
て
ん
／
高
圧
注
入
ポ
ン
プ
（
自
己

冷
却
）
に
よ
る
代
替
炉
心
注
水

緊
－
４
可
搬
型
計
測
器
に
よ
る
パ
ラ
メ
ー
タ
計
測
ま
た
は
監
視

緊
－
５
バ
ッ
テ
リ
ー
室
排
気
系
統
の
空
気
作
動
ダ
ン
パ
の
ケ
強
制
手
動
操
作

緊
－
６
可
搬
型
ア
ニ
ュ
ラ
ス
内
水
素
濃
度
測
定
装
置
に
よ
る
水
素
濃
度
測
定

運
－
１
全
交
流
電
源
喪
失

(原
子
炉
運
転
モ
ー
ド

1・
2・

3・
4[
余
熱
除
去
運
転
中
以
外

])
運
－
２
電
源
の
確
保
（
空
冷
式
非
常
用
発
電
装
置
に
よ
る
安
全
防
護
母
線
へ
の
給
電
）

中
央
制
御
室
操
作

中
央
制
御
室
操
作

運
－
３
恒
設
代
替
低
圧
注
水
ポ
ン
プ
に
よ
る
代
替
Ｃ
／
Ｖ
ス
プ
レ
イ

運
－
４
原
子
炉
下
部
キ
ャ
ビ
テ
ィ
注
水
ポ
ン
プ
に
よ
る
原
子
炉
下
部
キ
ャ
ビ
テ
ィ
直
接
注
水

中
央
制
御
室
操
作

運
－
５
水
素
濃
度
の
低
減
及
び
監
視

（
可
搬
型
格
納
容
器
水
素
濃
度
計
測
装
置
に

よ
る
水
素
濃
度
測
定
）

運
－
６
水
素
濃
度
の
低
減
及
び
監
視
（
ア
ニ
ュ
ラ
ス
循
環
系
ダ
ン
パ
へ
の
代
替
空
気
供
給
）

運
－
６
水
素
濃
度
の
低
減
及
び
監
視
（
ア
ニ
ュ
ラ
ス
循
環
フ
ァ
ン
運
転
状
態
確
認
）

運
－
７
主
要
操
作

運
－
１
全
交
流
電
源
喪
失

(原
子
炉
運
転
モ
ー
ド

1・
2・

3・
4[
余
熱
除
去
運
転
中
以
外

])

運
－
９
Ｓ
Ｇ
へ
の
給
水

運
－
８
Ｒ
Ｃ
Ｓ
の
減
圧
（
窒
素
ボ
ン
ベ
に
よ
る
加
圧
器
逃
が
し
弁
へ
の
代
替
空
気
供
給
）

緊
－
１
空
冷
式
非
常
用
発
電
装
置
に
よ
る
代
替
電
源
（
交
流
）
か
ら
の
給
電

美
浜
３
号
機
例

参考②－125
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⑪
シ
ー
ケ
ンス
に
不
⾜
す
る
⼿
順
を
組
み
込
ん
で
お
り使
命
時
間
が
設
定
され
て
い
る
対
応
⼿
順
が
全
て
含
ま
れ
る

別
紙
２
－
５
︓
現
場
訓
練
に
よ
る
有
効
性
評
価
の
成
⽴
性
確
認
（
シ
ー
ケ
ンス
訓
練
）
の
実
施
⽅
法

(2
/2

)

⑪
に
は
Ｓ
Ｆ
Ｐ
へ
の
注
水
が
あ
り
、
⑮
の
個

別
手
順
を
組
み
込
ん
で
も
対
応
の
流
れ
に

不
整
合
が
無
い
た
め
、
⑪
の
Ｓ
Ｆ
Ｐ
注
水

前
に
当
手
順
を
組
み
込
ん
で
実
施

個
別
手
順
と
し
て
、
⑪
と
同
じ
体
制
に

て
成
立
性
確
認
を
別
途
実
施

美
浜
３
号
機
例

参考②－126
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別
紙
２
－
６
︓
成
⽴
性
確
認
訓
練
時
に
時
間
超
過
した
場
合
の
対
応
フロ
ー
（
運
転
中
）

⼒
量
を確
保
で
きる
こと
を

確
認
した

速
や
か
に
、成
⽴
性
の
確
認
訓
練
に

係
る
者
が
必
要
な
⼒
量
を
確
保
で
き
て

い
な
い
と判
断
した
、そ
の
原
因
を
分
析

し、
評
価
及
び
改
善
等
、必
要
な
措
置

を講
じる
。

除
外
され
た
者
と同
じ役
割
の
者
に
対

して
、役
割
に
応
じた
成
⽴
性
の
確
認

訓
練
を
実
施
し、
⼒
量
が
確
保
で
き
て

い
る
こと
を
確
認
す
る
。

原
子
炉
停
止
の
措
置
を
実
施
し
、

原
子
炉
の
安
全
を確
保
す
る。

⼒
量
を確
保
で
きて
い
な
い
と判
断
した
こと
に
より

要
員
の
欠
員
が
発
生

○
速
や
か
に
、保
安
規
定
に
定

め
る
人
数
の
者
を
確
保
す
る

体
制
か
ら
、⼒
量
が
確
保
で

き
て
い
な
い
と判
断
され
た
者

を
除
外
し
、
原
子
炉
主
任

技
術
者
の
確
認
、
所
⻑
の

承
認
を
得
て
、体
制
を構
築

す
る。

通
常
の
体
制

原
子
炉
停
止
の
措
置

原
子
炉
の
運
転
中
は
、原
子
炉
停
止
の
措
置

を実
施
し、
原
子
炉
の
安
全
を確
保
す
る。
な

お
、原
子
炉
停
止
の
措
置
の
実
施
に
当
た
って

は
、原
子
炉
の
安
全
を確
保
しつ
つ、
速
や
か
に、

実
施
す
る。
（
停
止
中
は
、原
子
炉
の
停
止

状
態
を維
持
）

○
成
⽴
性
の
確
認
訓
練
の
結
果
を踏
まえ
、操
作
、作
業
及
び
連
携
の

観
点
か
ら、
⼒
量
を確
保
で
き
て
い
な
い
と判
断
した
役
割
ごと
の
、そ

の
訓
練
に
係
る者
（
要
員
）
に
つ
い
て
、体
制
か
ら除
外
。（
例
︓

④
緊
急
安
全
対
策
要
員
（
召
集
）
を除
く。
①
〜
③
は
要
員
とし
て

配
置
可
能
。）

（
完
了
時
間
︓
７
⽇
〜
１
０
⽇
）

○
再
度
実
施
す
る成
⽴
性
の
確
認
訓
練
は
、

⼒
量
が
確
保
され
て
い
な
い
と判
断
され

た
個
別
の
操
作
及
び
作
業
を、
役
割
に

応
じた
必
要
な
要
因
に
より
、必
要
な
⼒

量
が
確
保
で
きて
い
るこ
とを
確
認
す
る。

⼒
量
を
確
保
で
き
る
こと
の
⾒

込
み
が
⽴
た
な
い
と判
断
した

場
合

【除
外
され
た
者
と同
じ役

割
の
者
の
措
置
】

【要
員
確
保
】

【除
外
した
者
の
措
置
】

NO

YE
S

【⼒
量
の
確
認
】

要
因

①
運
転
員
（
当
直
員
）
（
現
地
対
応
の
み
）

②
緊
急
時
対
策
本
部
要
員

③
緊
急
安
全
対
策
要
員
（
常
駐
）

④
緊
急
安
全
対
策
要
員
（
召
集
）

速
や
か
に
、保
安
規
定
に
定
め
る人
数
の
者
を確
保
す
る体
制
か

ら、
⼒
量
が
確
保
で
き
て
い
な
い
と判
断
され
た
者
を除
外
し、
原

⼦
炉
主
任
技
術
者
の
確
認
、所
⻑
の
承
認
を
得
て
、体
制
を

構
築
す
る。

⼒
量
の
維
持
向
上
の
た
め
の
教
育
訓
練
の
実
施

○
事
象
の
種
類
及
び
事
象
の
進
展
に
応
じて
的
確
、か
つ
、柔
軟
に

対
処
す
るた
め
に
必
要
な
教
育
訓
練
を実
施

除
外
した
成
⽴
性
の
確
認
訓
練
に
係
る者
の
措
置
開
始

②
成
⽴
性
の
確
認
訓
練
の
実
施

（
机
上
教
育
に
よる
有
効
性
評
価
の
成
⽴
性
確
認
）

○
現
場
主
体
の
作
業
、操
作
に
係
る
重
大
事
故
シ
ー
ケ
ン

ス
を
対
象
に
、役
割
に
応
じ
必
要
な
手
順
の
机
上
教
育

を
実
施

成
⽴
性
の
確
認
訓
練
に
係
る
者
が
必
要
な
⼒
量
を
確
保
で
き

て
い
な
い
と判
断
した
、そ
の
原
因
を
分
析
し、
評
価
及
び
改
善

等
、必
要
な
措
置
を
講
じる
。

（
1-

1の
措
置
の
確
認
及
び
必
要
に
よ
り、
改
め
て
実
施
）

①
成
⽴
性
の
確
認
訓
練
の
実
施

（
技
術
的
能
⼒
の
成
⽴
性
確
認
）

○
技
術
的
能
⼒
に
係
る
審
査
基
準
で
要
求
され
て
い
る
⼿
順

の
うち
、有
効
性
評
価
に
お
い
て
クリ
テ
ィカ
ル
とな
る
も
の
を
、

役
割
に
応
じ必
要
な
手
順
の
訓
練
を
実
施

③
成
⽴
性
の
確
認
訓
練
の
実
施

（
有
効
性
評
価
の
成
⽴
性
確
認
）

○
⼒
量
が
確
保
で
き
て
い
な
い
と判
断
さ
れ
た
重
⼤
事
故

シ
ー
ケ
ン
ス
を
成
⽴
性
の
確
認
訓
練
に
係
る
者
（
訓
練

班
）
で
実
施

体
制
の
復
帰

再
訓
練
等
要

再
訓
練
等
要

再
訓
練
等
要

完
了

完
了

完
了

成
⽴
性
確
認
訓
練
の
再

試
験
とな
る
た
め
、こ
れ
が

合
格
す
る
ま
で
、次
工
程

に
進
め
な
い
。

設
備
不
良
また
は
⼿
順
書
不
備
に

起
因
し、
「⼒
量
」と
関
連
しな
い
と

判
断
した
場
合
、本
フロ
ー
で
は
な
く

「高
浜
発
電
所
品
質
マネ
ジ
メン
トシ

ス
テ
ム
に
係
る
不
適
合
管
理
お
よび

是
正
処
置
所
達
」に
基
づ
く対
応
を

実
施
す
る
。

設
備
・⼿
順
書
の
不
備
で
な
い
が
成

⽴
性
確
認
が
複
数
回
・複
数
ユ
ニ
ッ

トで
不
成
⽴
に
な
る
等
、⼒
量
が
関

連
す
る
と判
断
した
場
合
で
あ
って
︓

教
育
訓
練
プロ
セ
ス
に
問
題
が
あ
る

場
合
、本
フロ
ー
で
は
な
く、
不
適

合
(区
分

B)
に
基
づ
く対
応
を実

施
す
る
。

個
人
の
事
由
に
よる
場
合
、本
フロ
ー

に
基
づ
く対
応
を実
施
し、
要
員

化
を図
る
。

参考②－127
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別
紙
２
－
７
︓
⼒
量
付
与
訓
練
（
緊
急
安
全
対
策
要
員
）
の
実
施
⽅
法

実
施
方
法

イメ
ー
ジ

①
機
器
の

取
り扱
い

訓
練

個
別
の
手
順
に
つ

い
て
、実
機
、ま
た

は
実
機
を
可
能
な

限
り忠
実
に
再
現

した
モ
ック
ア
ップ
を

用
い
て
機
器
の
取
り

扱
い
方
法
を
習
得

複
雑
な
機
器
の
取
り扱
い
方
法
を
明
確
に
示
す
手
順
書

実
機
相
当
の
形
状
・重
量
・操
作
環
境
等
を
再
現
した
モ
ック
ア
ップ

実
機
配
置
・ア
クセ
ス
ル
ー
トを
明
確
に
示
す
手
順
書

②
手
順
訓
練

現
場
に
て
手
順
書

に
従
った
実
機
配

置
の
確
認
及
び
模

擬
操
作
を
実
施
し、

個
別
手
順
を
習
得

⼒
量
付
与
訓
練
は
、当
該
設
備
の
所
管
箇
所
の
⻑
が
指
名
した
者
（
設
備
に
詳
しく
、か
つ
⼿
順
を
担
当
して
い
る
者
）

が
講
師
とな
り、
使
命
時
間
内
で
実
施
で
き
る
こと
を
予
め
確
認
した
うえ
で
制
定
した
手
順
書
を
用
い
て
、そ
れ
ぞ
れ
を
全
要

員
候
補
者
⼀
⼈
ひ
とり
に
対
し、
以
下
の
実
施
⽅
法
に
て
⾏
って
い
る
。

ﾓｯ
ｸｱ
ｯﾌ
ﾟに
よ
る

取
り扱
い
訓
練
の
様
子

実
機
に
よ
る

取
り扱
い
訓
練
の
様
子

現
地
ｱｸ
ｾｽ
ﾙｰ
ﾄ上
で
の

手
順
確
認
訓
練
の
様
子
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別
紙
２
－
８
︓
運
転
員
の
⼒
量
付
与
（
ポ
ジ
シ
ョン
認
定
）
⽅
法

運
転
員
の
認
定
に
用
い
る
実
習
教
程
表
に
、重
大
事
故
等
発
生
時
の
対
応
に
つ
い
て
定
め
て
お
り、

⼒
量
付
与
時
に
各
ポ
ジ
シ
ョン
に
求
め
られ
る
⼒
量
を
満
た
して
い
る
こと
を
確
認
実
施
。

移
動

操
作

合
計

制
御
員

主
機
員

補
機
員

実
用
発
電
用
原
子
炉
に
係
る
発
電
用
原
子
炉
設
置
者
の
重
大
事
故
の
発
生
及
び
拡
大
の
防
止
に
必
要
な
措
置
を
実
施
す
る
た
め
に
必
要
な
技
術
的
能
力
に
係
る
審
査
基
準

重
要
事
故
シ
ー
ケ
ン
ス
成
立
性
確
認

Ⅰ
.
２
次
系
か
ら
の
除
熱
機
能
喪
失
（
主
給
水
流
量
喪
失
＋
補
助
給
水
失
敗
）

知
識

事
象
の
概
要
を
理
解
し
て
い
る
。

/
 

 
 

/

関
連
パ
ラ
メ
ー
タ
に
よ
る
対
応
操
作
を
理
解
し
て
い
る
。

/
 

 
 

/

確
認
の
ポ
イ
ン
ト
を
理
解
し
て
い
る
。

/
 

 
 

/

技
能

0
1

操
作

対
応
操
作
が
実
施
で
き
る
。

中
央
／
現
場

/
 

 
 

/
中
央
制
御
室
主
体
の
操
作
に
係
る
成
立
性
確
認
（
シ
ミ
ュ
レ
ー

タ
に
よ
る
成
立
性
確
認
）
チ
ェ
ッ
ク
シ
ー
ト

事
故
時
操
作
所
則

Ⅱ
.
原
子
炉
格
納
容
器
の
除
熱
機
能
喪
失
（
中
破
断
Ｌ
Ｏ
Ｃ
Ａ
＋
格
納
容
器
ス
プ
レ
イ
注
入
失
敗
）

確
認
者

0
1

事
象
の
概
要

中
央
／
現
場

中
央
制
御
室
主
体
の
操
作
に
係
る
成
立
性
確
認
（
シ
ミ
ュ
レ
ー

タ
に
よ
る
成
立
性
確
認
）
チ
ェ
ッ
ク
シ
ー
ト

事
故
時
操
作
所
則

対
象
ポ
ジ
シ
ョ
ン

使
用
教
材

備
考

手
順
の
項
目

手
順
詳
細

操
作
場
所

※
１

要
員
数

想
定
時
間
（
分
）

技
術
的
能
⼒
の
要
素

有
効
性
評
価
の
要
素
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別
紙
３
︓
保
安
規
定
変
更
認
可
申
請
書
（
抜
粋
）

(1
/6

)
美
浜
３
号
機
例

（
運
転
員
等
の
確
保
）

第
１
３
条
発
電
室
⻑
は
、原
⼦
炉
の
運
転
に
必
要
な
知
識
を
有
す
る
者
を
確
保
す
る
※
１
。な
お
、原
⼦
炉
の
運
転
に
必
要
な
知
識
を有
す
る
者
とは
、原
⼦
炉
の

運
転
に
関
す
る
実
務
の
研
修
を
受
け
た
者
を
い
う。

２
．
発
電
室
⻑
は
、原
⼦
炉
の
運
転
に
当
た
って
第
１
項
で
定
め
る
者
の
中
か
ら、
１
直
あ
た
り表
１
３
－
１
に
定
め
る
⼈
数
の
者
を
そろ
え
、中
央
制
御
室
あ
た
り５

直
以
上
を
編
成
した
上
で
３
交
代
勤
務
を⾏
わ
せ
る
。特
別
な
事
情
が
あ
る
場
合
を
除
き
、連
続
して
２
４
時
間
を超
え
る
勤
務
を
⾏
わ
せ
て
は
な
らな
い
。ま
た
、表

１
３
－
１
に
定
め
る
⼈
数
の
うち
、１
名
は
当
直
課
⻑
とし
、運
転
責
任
者
とし
て
原
⼦
⼒
規
制
委
員
会
が
定
め
る
基
準
に
適
合
した
者
の
中
か
ら選
任
され
た
者
とす

る
。

３
．
当
直
課
⻑
は
、第
２
項
で
定
め
る
者
の
うち
、表
１
３
－
２
に
定
め
る
⼈
数
の
者
を主
機
運
転
員
以
上
の
者
の
中
か
ら常
時
中
央
制
御
室
に
確
保
す
る
。

４
．
各
課
（
室
）
⻑
は
、重
⼤
事
故
等
の
対
応
の
た
め
の
⼒
量
を
有
す
る
者
を
確
保
す
る
※
１
。ま
た
、技
術
課
⻑
は
、重
⼤
事
故
等
の
対
応
を⾏
う要
員
とし
て
、表

１
３
－
３
に
定
め
る
人
数
を
常
時
確
保
す
る
。

５
．
技
術
課
⻑
お
よ
び
発
電
室
⻑
は
、第
１
８
条
の
５
第
４
項

(2
)の
成
⽴
性
確
認
に
お
い
て
、そ
の
訓
練
に
係
る
者
が
、役
割
に
応
じた
必
要
な
⼒
量
（
以
下
、本

条
に
お
い
て
「⼒
量
」と
い
う。
）
を確
保
で
きて
い
な
い
と判
断
した
場
合
は
、速
や
か
に
、表
１
３
－
１
お
よび
表
１
３
－
３
に
定
め
る
⼈
数
の
者
を確
保
す
る
体
制
か

ら、
⼒
量
が
確
保
で
き
て
い
な
い
と判
断
され
た
者
を
除
外
し、
原
⼦
炉
主
任
技
術
者
の
確
認
、所
⻑
の
承
認
を
得
て
体
制
を
構
築
す
る
。

６
．
所
⻑
は
、第
５
項
の
訓
練
の
うち
、現
場
訓
練
に
よる
有
効
性
評
価
の
成
⽴
性
確
認
に
お
い
て
、除
外
され
た
者
と同
じ役
割
の
者
に
対
して
、役
割
に
応
じた
成

⽴
性
の
確
認
訓
練
を
実
施
し、
その
結
果
、⼒
量
を確
保
で
きる
⾒
込
み
が
⽴
た
な
い
と判
断
した
場
合
は
、第
９
項
の
措
置
を
講
じる
。

７
．
技
術
課
⻑
お
よ
び
発
電
室
⻑
は
、⼒
量
が
確
保
で
きて
い
な
い
と判
断
され
た
者
に
つ
い
て
は
、教
育
訓
練
等
に
より
、⼒
量
が
確
保
され
て
い
る
こと
を
確
認
した
後
、

原
⼦
炉
主
任
技
術
者
の
確
認
、所
⻑
の
承
認
を
得
て
、表
１
３
－
１
お
よ
び
表
１
３
－
３
に
定
め
る
⼈
数
の
者
を
確
保
す
る
体
制
に
復
帰
させ
る
。

８
．
技
術
課
⻑
お
よ
び
発
電
室
⻑
は
、第
２
項
お
よび
第
４
項
に
定
め
る
⼈
数
の
者
に
⽋
員
が
⽣
じた
場
合
は
、休
⽇
、時
間
外
（
夜
間
）
を含
め
補
充
を
⾏
う。
ま

た
、所
⻑
は
、第
２
項
お
よ
び
第
４
項
に
定
め
る
⼈
数
の
者
の
補
充
の
⾒
込
み
が
⽴
た
な
い
と判
断
した
場
合
は
、第
９
項
の
措
置
を講
じる
。

９
．
所
⻑
は
、第
６
項
、第
８
項
の
判
断
を
⾏
った
場
合
の
措
置
とし
て
、原
⼦
炉
の
運
転
中
は
、原
⼦
炉
停
⽌
の
措
置
を
実
施
し、
原
⼦
炉
の
停
⽌
中
は
、原
⼦
炉

の
停
止
状
態
を
維
持
し、
原
子
炉
の
安
全
を確
保
す
る
。な
お
、原
子
炉
停
止
の
措
置
の
実
施
に
あ
た
って
は
、原
子
炉
の
安
全
を
確
保
しつ
つ
、速
や
か
に
、実
施
す

る
。

※
１
︓
重
⼤
事
故
等
対
処
施
設
等
の
使
⽤
を
開
始
す
る
に
あ
た
って
は
、あ
らか
じめ
⼒
量
の
付
与
の
た
め
の
教
育
訓
練
を
実
施
す
る
。

（
略
）

（
凡
例
）

〇
⿊
字
⿊
下
線
︓

12
⽉

9⽇
補
正
申
請
前
の
変
更
申
請
箇
所

〇
赤
字
赤
下
線
︓

12
⽉

9⽇
補
正
申
請
で
の
補
正
箇
所
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別
紙
３
︓
保
安
規
定
変
更
認
可
申
請
書
（
抜
粋
）

(2
/6

)

（
重
大
事
故
等
発
生
時
の
体
制
の
整
備
）

第
１
８
条
の
５
社
⻑
は
、重
⼤
事
故
に
⾄
る
お
そ
れ
が
あ
る
事
故
ま
た
は
重
⼤
事
故
が
発
⽣
した
場
合
（
以
下
、「
重
⼤
事
故
等
発
⽣
時
」と
い
う。
）
に
お
け
る
原
⼦

炉
施
設
の
保
全
の
た
め
の
活
動
を⾏
う体
制
の
整
備
に
あ
た
って
、財
産
（
設
備
等
）
保
護
より
も
安
全
を
優
先
す
る
こと
を
⽅
針
とし
て
定
め
る
。

２
．
原
⼦
⼒
安
全
部
⾨
統
括
は
、添
付
３
「重
⼤
事
故
等
お
よ
び
⼤
規
模
損
壊
対
応
に
係
る
実
施
基
準
」に
⽰
す
重
⼤
事
故
等
発
⽣
時
に
お
け
る
原
⼦
炉
主
任
技

術
者
の
職
務
等
に
つ
い
て
計
画
を
定
め
る
。

３
．
原
⼦
炉
主
任
技
術
者
は
、第
２
項
に
定
め
る
計
画
に
従
い
、重
⼤
事
故
等
発
⽣
時
に
お
け
る
原
⼦
炉
施
設
の
保
全
の
た
め
の
活
動
を
⾏
うた
め
に
必
要
な
職
務
を

誠
実
か
つ
、最
優
先
に
⾏
うこ
とを
任
務
とす
る
。

４
．
安
全
・防
災
室
⻑
は
、第
１
項
の
⽅
針
に
基
づ
き
、重
⼤
事
故
等
発
⽣
時
に
お
け
る
原
⼦
炉
施
設
の
保
全
の
た
め
の
活
動
を
⾏
う体
制
の
整
備
とし
て
、次
の
各
号

を
含
む
計
画
を
策
定
し、
所
⻑
の
承
認
を
得
る
。ま
た
、計
画
は
、添
付
３
に
⽰
す
「重
⼤
事
故
等
お
よび
⼤
規
模
損
壊
対
応
に
係
る
実
施
基
準
」に
従
い
策
定
す
る
。

(1
)
重
⼤
事
故
等
発
⽣
時
に
お
け
る
原
⼦
炉
施
設
の
保
全
の
た
め
の
活
動
を⾏
うた
め
に
必
要
な
要
員
の
配
置
に
関
す
る
次
の
事
項

(a
)
要
員
の
役
割
分
担
お
よび
責
任
者
の
配
置
に
関
す
る
こと
。

(2
)

(1
)の
要
員
に
対
す
る
教
育
訓
練
に
関
す
る
次
の
事
項

(a
)
重
⼤
事
故
等
対
処
施
設
の
使
⽤
を開
始
す
る
に
あ
た
って
、あ
らか
じめ
⼒
量
の
付
与
の
た
め
の
教
育
訓
練
を実
施
す
る
※
１
こと
。

(b
)
⼒
量
の
維
持
向
上
の
た
め
の
教
育
訓
練
を
年
１
回
以
上
実
施
す
る
こと
。

(c
)
重
⼤
事
故
の
発
⽣
お
よ
び
拡
⼤
の
防
⽌
に
必
要
な
措
置
を
実
施
す
る
た
め
に
必
要
な
技
術
的
能
⼒
を
満
⾜
す
る
こと
お
よ
び
有
効
性
評
価
の
前
提
条
件
を
満

⾜
す
る
こと
を確
認
す
る
た
め
の
成
⽴
性
の
確
認
訓
練
（
以
下
、「
成
⽴
性
の
確
認
訓
練
」と
い
う。
）
を年
１
回
以
上
実
施
す
る
こと
。

(d
)
成
⽴
性
の
確
認
訓
練
の
実
施
計
画
を
作
成
し、
原
⼦
炉
主
任
技
術
者
の
確
認
を得
て
、所
⻑
の
承
認
を
得
る
こと
。

(e
)
成
⽴
性
の
確
認
訓
練
の
結
果
を記
録
し、
所
⻑
お
よび
原
⼦
炉
主
任
技
術
者
に
報
告
す
る
こと
。

(3
)
重
⼤
事
故
の
発
⽣
お
よ
び
拡
⼤
の
防
⽌
に
必
要
な
措
置
、ア
クセ
ス
ル
ー
トの
確
保
、復
旧
作
業
お
よ
び
⽀
援
等
の
原
⼦
炉
施
設
の
保
全
の
た
め
の
活
動
、な
らび

に
必
要
な
資
機
材
の
配
備
に
関
す
る
こと
。

（
略
）

※
１
︓
重
⼤
事
故
等
対
処
設
備
を
設
置
も
しく
は
改
造
す
る
場
合
、重
⼤
事
故
等
対
処
設
備
に
係
る
運
転
上
の
制
限
が
適
⽤
開
始
され
る
ま
で
に
、ま
た
は
運
転
員

（
当
直
員
）
、緊
急
時
対
策
本
部
要
員
も
しく
は
緊
急
安
全
対
策
要
員
を
新
た
に
認
定
す
る
場
合
は
、第
１
３
条
第
２
項
お
よ
び
第
４
項
の
体
制
に
入
る
まで

に
実
施
す
る
。
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︓
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安
規
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変
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認
可
申
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抜
粋
）

(3
/6

)

（
大
規
模
損
壊
発
生
時
の
体
制
の
整
備
）

第
１
８
条
の
６
安
全
・防
災
室
⻑
は
、⼤
規
模
な
⾃
然
災
害
ま
た
は
故
意
に
よ
る
⼤

型
航
空
機
の
衝
突
そ
の
他
の
テ
ロリ
ズ
ム
に
よ
り原
子
炉
施
設
に
大
規
模
な
損
壊
が
生

じ
た
場
合
（
以
下
、「
大
規
模
損
壊
発
生
時
」と
い
う。
）
に
お
け
る
原
子
炉
施
設
の

保
全
の
た
め
の
活
動
を
⾏
う体
制
の
整
備
とし
て
、次
の
各
号
を
含
む
計
画
を
策
定
し、

所
⻑
の
承
認
を
得
る
。ま
た
、計
画
は
、添
付
３
に
⽰
す
「重
⼤
事
故
等
お
よ
び
⼤
規

模
損
壊
対
応
に
係
る
実
施
基
準
」に
従
い
策
定
す
る
。

(1
)
⼤
規
模
損
壊
発
⽣
時
に
お
け
る
原
⼦
炉
施
設
の
保
全
の
た
め
の
活
動
を
⾏
うた

め
に
必
要
な
要
員
の
配
置
に
関
す
る
こと
。

(2
)

(1
)の
要
員
に
対
す
る
教
育
訓
練
に
関
す
る
次
の
事
項

(a
)
重
⼤
事
故
等
対
処
施
設
等
の
使
⽤
を
開
始
す
る
に
あ
た
って
、あ
らか
じめ
⼒

量
の
付
与
の
た
め
の
教
育
訓
練
を実
施
す
る
※
１
こと
。

(b
)
⼒
量
の
維
持
向
上
の
た
め
の
教
育
訓
練
を
年
１
回
以
上
実
施
す
る
こと
。

(c
)
重
大
事
故
の
発
生
お
よ
び
拡
大
の
防
止
に
必
要
な
措
置
を
実
施
す
る
た
め
に

必
要
な
技
術
的
能
⼒
を
満
⾜
す
る
こと
を
確
認
す
る
た
め
の
訓
練
（
以
下
、「
技

術
的
能
⼒
の
確
認
訓
練
」と
い
う。
）
を
年
１
回
以
上
実
施
す
る
こと
。

(d
)

(c
)項
の
訓
練
の
実
施
計
画
を
作
成
し、
原
子
炉
主
任
技
術
者
の
確
認
を
得

て
、所
⻑
の
承
認
を
得
る
こと
。

(e
)

(c
)項
の
訓
練
の
結
果
を
記
録
し、
所
⻑
お
よ
び
原
⼦
炉
主
任
技
術
者
に
報

告
す
る
こと
。

(3
)
⼤
規
模
損
壊
発
⽣
時
に
お
け
る
原
⼦
炉
施
設
の
保
全
の
た
め
の
活
動
を
⾏
うた

め
に
必
要
な
資
機
材
の
配
備
に
関
す
る
こと
。

（
略
）

※
１
︓
重
⼤
事
故
等
対
処
設
備
を
設
置
も
しく
は
改
造
す
る
場
合
、重
⼤
事
故
等
対

処
設
備
に
係
る
運
転
上
の
制
限
が
適
用
開
始
され
る
ま
で
に
、大
規
模
損
壊
対

応
で
⽤
い
る
化
学
消
防
⾃
動
⾞
の
設
置
も
しく
は
改
造
す
る
場
合
、当
該
設
備

の
使
用
を
開
始
す
る
ま
で
に
、ま
た
は
運
転
員
（
当
直
員
）
、緊
急
時
対
策
本

部
要
員
も
しく
は
緊
急
安
全
対
策
要
員
を
新
た
に
認
定
す
る
場
合
は
、第
１
３

条
第
２
項
お
よ
び
第
４
項
の
体
制
に
入
る
まで
に
実
施
す
る
。

附
則
（

年
⽉

⽇
平
成
２
６
原
安
管
通
達
第
２
号

－
）

（
施
⾏
期
⽇
）

第
１
条
この
通
達
は
、

年
⽉

⽇
か
ら施
⾏
す
る
。

２
．
本
規
定
施
⾏
の
際
、使
⽤
前
検
査
の
対
象
とな
る
規
定
（
第
３

項
を
除
く。
）
に
つ
い
て
は
、原
⼦
炉
に
燃
料
体
を
挿
⼊
す
る
こと
が
で

き
る
状
態
に
な
った
時
の
工
事
の
工
程
に
お
け
る
各
原
子
炉
施
設
に
係

る
使
⽤
前
検
査
終
了
⽇
以
降
に
適
⽤
す
る
こと
とし
、そ
れ
ま
で
の
間
、

な
お
、従
前
の
例
に
よ
る
。た
だ
し、
上
記
検
査
が
な
い
設
備
に
つ
い
て

は
構
造
、強
度
ま
た
は
漏
え
い
に
係
る
検
査
終
了
⽇
以
降
に
適
⽤
す

る
。 な
お
、第
１
３
条
（
運
転
員
等
の
確
保
）
に
つ
い
て
は
、３
号
炉
の

原
⼦
炉
に
燃
料
体
を
挿
⼊
す
る
こと
が
で
き
る
状
態
に
な
った
時
の
⼯

事
の
⼯
程
に
お
け
る
各
原
⼦
炉
施
設
に
係
る
使
⽤
前
検
査
終
了
⽇

以
降
に
適
⽤
す
る
。

３
．
第
８
５
条
（
重
大
事
故
等
対
処
設
備
）
の
うち
、原
子
炉
下
部

キ
ャビ
テ
ィ水
位
計
に
係
る
規
定
に
つ
い
て
は
、原
子
炉
の
運
転
モー
ド

５
の
期
間
に
お
け
る
使
⽤
前
検
査
終
了
⽇
以
降
に
適
⽤
す
る
。
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(4
/6

)

添
付
３
重
大
事
故
等
お
よ
び
大
規
模
損
壊
対
応
に
係
る
実
施
基
準

本
「実
施
基
準
」は
、重
大
事
故
に
至
る
お
それ
が
あ
る
事
故
も
しく
は
重
大
事
故
が
発
生
した
場
合
ま
た
は
大
規
模
な
自
然
災
害
も
しく
は
故
意
に
よ
る
大
型
航
空
機
の

衝
突
その
他
の
テ
ロリ
ズ
ム
に
よ
る
原
⼦
炉
施
設
の
⼤
規
模
な
損
壊
が
発
⽣
した
場
合
に
対
処
しう
る
体
制
を
維
持
管
理
して
い
くた
め
の
実
施
内
容
に
つ
い
て
定
め
る
。

ま
た
、重
大
事
故
等
の
発
生
お
よ
び
拡
大
の
防
止
に
必
要
な
措
置
の
運
用
手
順
等
に
つ
い
て
は
、表
－
１
か
ら表
－
１
９
に
定
め
る
。な
お
、多
様
性
拡
張
設
備
を
使

用
した
運
用
手
順
お
よ
び
運
用
手
順
の
詳
細
な
内
容
等
に
つ
い
て
は
、社
内
標
準
に
定
め
る
。

１
重
大
事
故
等
対
策

（
略
）

(2
)
教
育
訓
練
の
実
施

ア
⼒
量
の
付
与
の
た
め
の
教
育
訓
練

各
課
（
室
）
⻑
は
、重
⼤
事
故
等
対
処
設
備
を
設
置
も
しく
は
改
造
す
る
場
合
、重
⼤
事
故
等
対
処
設
備
に
係
る
運
転
上
の
制
限
が
適
⽤
開
始
され
る
⽇

（
使
⽤
前
検
査
終
了
⽇
等
）
ま
で
に
、ま
た
は
運
転
員
（
当
直
員
）
、緊
急
時
対
策
本
部
要
員
も
しく
は
緊
急
安
全
対
策
要
員
を
新
た
に
認
定
す
る
場
合
は
、

第
１
３
条
第
２
項
お
よび
第
４
項
の
体
制
に
入
る
まで
に
以
下
の
教
育
訓
練
に
つ
い
て
、社
内
標
準
に
基
づ
き
実
施
す
る
。

(ｱ
)
各
課
（
室
）
⻑
は
、表
－
１
か
ら表
－
１
９
に
記
載
した
対
応
⼿
段
を実
施
す
る
た
め
に
必
要
とす
る
⼿
順
に
つ
い
て
、「
ウ
成
⽴
性
の
確
認
訓
練
」の
要
素

を
考
慮
した
教
育
訓
練
項
目
を
定
め
、運
転
員
（
当
直
員
）
、緊
急
時
対
策
本
部
要
員
お
よ
び
緊
急
安
全
対
策
要
員
の
役
割
に
応
じた
教
育
訓
練
を
実
施

す
る
。

(ｲ
)
安
全
・防
災
室
⻑
お
よ
び
発
電
室
⻑
は
、重
⼤
事
故
等
対
処
設
備
を
設
置
ま
た
は
改
造
す
る
場
合
、重
⼤
事
故
等
対
処
設
備
に
係
る
運
転
上
の
制
限
が
適

⽤
開
始
され
る
⽇
（
使
⽤
前
検
査
終
了
⽇
等
）
まで
に
、成
⽴
性
確
認
訓
練
（
現
場
訓
練
に
よ
る
有
効
性
評
価
の
成
⽴
性
確
認
）
お
よ
び
成
⽴
性
確
認
訓

練
の
要
素
等
を
考
慮
した
確
認
⽅
法
に
より
、⼒
量
の
付
与
⽅
法
の
妥
当
性
を確
認
す
る
。

イ
⼒
量
の
維
持
向
上
の
た
め
の
教
育
訓
練

（
略
） ウ
成
⽴
性
の
確
認
訓
練

（
略
）
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(5
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)

２
．
大
規
模
な
自
然
災
害
ま
た
は
故
意
に
よ
る
大
型
航
空
機
の
衝
突
その
他
の
テ
ロリ
ズ
ム
へ
の
対
応
に
お
け
る
事
項

２
．
１
体
制
の
整
備
、教
育
訓
練
の
実
施
お
よ
び
資
機
材
の
配
備

（
略
）

(2
)要
員
へ
の
教
育
訓
練
の
実
施

各
課
（
室
）
⻑
は
、「
添
付
３

1.
1(

2)
教
育
訓
練
の
実
施
」に
規
定
す
る
重
⼤
事
故
等
対
策
に
て
実
施
す
る
教
育
訓
練
を
基
に
、⼤
規
模
損
壊
発
⽣
時
に

お
け
る
各
要
員
の
役
割
に
応
じた
任
務
を遂
⾏
す
る
に
あ
た
り必
要
とな
る
⼒
量
を維
持
向
上
す
る
た
め
の
教
育
訓
練
を
計
画
的
に
実
施
す
る
。

ま
た
、通
常
の
指
揮
命
令
系
統
が
機
能
しな
い
場
合
を想
定
した
指
揮
者
等
の
個
別
の
教
育
訓
練
を
実
施
す
る
。

さら
に
、要
員
の
役
割
に
応
じて
付
与
され
る
⼒
量
に
加
え
、流
動
性
を
も
って
対
応
で
き
る
よ
うな
⼒
量
を
確
保
して
い
くこ
とに
よ
り、
期
待
す
る
要
員
以
外
の
要
員

で
も
対
応
で
き
る
よ
う教
育
訓
練
の
充
実
を
図
る
とと
も
に
、教
育
内
容
に
つ
い
て
も
充
実
を図
る
。

ア
⼒
量
の
付
与
の
た
め
の
教
育
訓
練

(ｱ
)
重
大
事
故
等
対
処
設
備
を用
い
た
大
規
模
損
壊
対
応

「添
付
３

1.
1(

2)
教
育
訓
練
の
実
施
ア
⼒
量
の
付
与
の
た
め
の
教
育
訓
練
」と
同
じ。

(ｲ
)
その
他
の
大
規
模
損
壊
対
応

安
全
・防
災
室
⻑
は
、緊
急
時
対
策
本
部
要
員
の
うち
全
体
指
揮
を
⾏
う全
体
指
揮
者
お
よ
び
原
⼦
炉
毎
の
指
揮
を
⾏
う指
揮
者
な
らび
に
通
報
連
絡
を

⾏
う通
報
連
絡
者
（
以
下

(2
)に
お
い
て
「指
揮
者
等
」と
い
う。
）
ま
た
は
消
⽕
活
動
要
員
を
新
た
に
認
定
す
る
場
合
は
、第
１
３
条
第
４
項
の
体
制
に
⼊
る

ま
で
に
、以
下
の
教
育
訓
練
に
つ
い
て
、社
内
標
準
に
基
づ
き
実
施
す
る
。

ａ
消
火
活
動
要
員

(a
)
化
学
消
防
⾃
動
⾞
か
ら原
⼦
炉
へ
注
⽔
また
は
原
⼦
炉
格
納
容
器
へ
ス
プ
レ
イす
る
た
め
の
接
続
訓
練

(b
)
化
学
消
防
⾃
動
⾞
か
ら使
⽤
済
燃
料
ピッ
トへ
ス
プ
レ
イす
る
た
め
の
接
続
訓
練

ｂ
指
揮
者
等

(a
)
⼤
規
模
損
壊
発
⽣
時
に
通
常
の
指
揮
命
令
系
統
が
機
能
しな
い
場
合
等
の
事
象
を想
定
した
教
育
訓
練

(ｳ
)
安
全
・防
災
室
⻑
は
、(
ｲ)
項
に
係
る
設
備
を
設
置
ま
た
は
改
造
す
る
場
合
、当
該
設
備
の
使
⽤
を
開
始
す
る
ま
で
に
、技
術
的
能
⼒
の
確
認
訓
練
の
要
素

を
考
慮
した
確
認
⽅
法
に
よ
り、
⼒
量
付
与
の
妥
当
性
を確
認
す
る
。

イ
⼒
量
の
維
持
向
上
の
た
め
の
教
育
訓
練

（
略
）

ウ
技
術
的
能
⼒
の
確
認
訓
練

（
略
）
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(6
/6

)
〇
その
他
の
補
正
申
請
内
容

（
資
機
材
等
の
整
備
）

第
１
８
条
の
４
各
課
（
室
）
⻑
は
、次
の
各

号
の
資
機
材
等
を
整
備
す
る
。

(1
)
所
⻑
室
⻑
お
よ
び
電
気
保
修
課
⻑
は
、

設
計
基
準
事
故
が
発
生
した
場
合
に
用
い

る
標
識
を
設
置
し
た
安
全
避
難
通
路
な
ら

び
に
避
難
用
お
よ
び
事
故
対
策
用
照
明
を

整
備
す
る
とと
も
に
、作
業
用
照
明
設
置
箇

所
以
外
で
現
場
作
業
が
必
要
に
な
った
場

合
等
に
使
用
す
る
可
搬
型
照
明
を
配
備
す

る
。

（
略
）

（
原
⼦
⼒
防
災
資
機
材
等
の
整
備
）

第
１
９
２
条
安
全
・防
災
室
⻑
は
、原
⼦
⼒

防
災
組
織
の
活
動
に
必
要
な
放
射
線
障
害

防
護
用
器
具
、非
常
用
通
信
機
器
等
を
定

め
る
に
あ
た
り、
所
⻑
の
承
認
を
得
る
。

添
付
３
重
大
事
故
等
お
よ
び
大
規
模
損
壊
対
応
に
係
る
実
施
基
準

ウ
成
⽴
性
の
確
認
訓
練

安
全
・防
災
室
⻑
は
、成
⽴
性
の
確
認
訓
練
の
実
施
計
画
を作
成
し、
原
⼦
炉
主
任
技
術
者
の
確
認
を
得
て
、所
⻑

の
承
認
を
得
る
。

安
全
・防
災
室
⻑
お
よ
び
発
電
室
⻑
は
、運
転
員
（
当
直
員
）
、緊
急
時
対
策
本
部
要
員
お
よ
び
緊
急
安
全
対
策

要
員
に
対
し、
以
下
の
成
⽴
性
の
確
認
訓
練
を社
内
標
準
に
基
づ
き実
施
す
る
。

(ｱ
)
成
⽴
性
の
確
認
訓
練
を
以
下
の
ａ
項
、ｂ
項
に
定
め
る
頻
度
、内
容
で
計
画
的
に
実
施
す
る
。

（
略
）

ｂ
現
場
主
体
の
操
作
に
係
る
成
⽴
性
確
認

（
略
）

(b
)
机
上
訓
練
に
よ
る
有
効
性
評
価
の
成
⽴
性
確
認

現
場
主
体
、重
要
事
故
シ
ー
ケ
ン
ス
の
類
似
性
お
よ
び
現
場
作
業
の
類
似
性
の
観
点
か
ら整
理
した
Ⅰ
か
らⅤ
の

重
要
事
故
シ
ー
ケ
ンス
に
つ
い
て
、緊
急
安
全
対
策
要
員
を
対
象
に
年
１
回
以
上
実
施
す
る
。

Ⅰ
全
交
流
動
⼒
電
源
喪
失
（
Ｒ
Ｃ
Ｐ
シ
ー
ル
Ｌ
Ｏ
Ｃ
Ａ
が
発
⽣
しな
い
場
合
）

Ⅱ
雰
囲
気
圧
⼒
・温
度
に
よ
る
静
的
負
荷
（
格
納
容
器
過
圧
破
損
）

Ⅲ
雰
囲
気
圧
⼒
・温
度
に
よ
る
静
的
負
荷
（
格
納
容
器
過
温
破
損
）

Ⅳ
使
⽤
済
燃
料
ピッ
トに
お
け
る
重
⼤
事
故
に
⾄
る
お
それ
が
あ
る
事
故
（
想
定
事
故
２
）

Ⅴ
全
交
流
動
⼒
電
源
喪
失
（
運
転
停
⽌
中
）

(c
)
現
場
訓
練
に
よ
る
有
効
性
評
価
の
成
⽴
性
確
認

現
場
主
体
、重
要
事
故
シ
ー
ケ
ンス
の
類
似
性
お
よ
び
現
場
作
業
の
類
似
性
の
観
点
か
ら整
理
した

Iお
よ
び
Ⅱ
の

重
要
事
故
シ
ー
ケ
ン
ス
を
統
合
した
シ
ー
ケ
ン
ス
に
、Ⅲ
、Ⅳ
、お
よ
び
Ⅴ
の
重
要
事
故
シ
ー
ケ
ン
ス
の
うち
現
場
で
実

施
す
る
個
別
手
順
を
加
え
、運
転
員
（
当
直
員
）
、緊
急
時
対
策
本
部
要
員
お
よ
び
緊
急
安
全
対
策
要
員
で

構
成
す
る
班
の
中
か
ら任
意
の
班
※
を
対
象
に
年
１
回
以
上
実
施
す
る
。

Ⅰ
雰
囲
気
圧
⼒
・温
度
に
よ
る
静
的
負
荷
（
格
納
容
器
過
圧
破
損
）

Ⅱ
使
⽤
済
燃
料
ピッ
トに
お
け
る
重
⼤
事
故
に
⾄
る
お
それ
が
あ
る
事
故
（
想
定
事
故
２
）

Ⅲ
全
交
流
動
⼒
電
源
喪
失
（
Ｒ
Ｃ
Ｐ
シ
ー
ル
Ｌ
Ｏ
Ｃ
Ａ
が
発
⽣
しな
い
場
合
）

Ⅳ
原
子
炉
格
納
容
器
の
除
熱
機
能
喪
失

Ⅴ
崩
壊
熱
除
去
機
能
喪
失

※
成
⽴
性
の
確
認
を
⾏
う班
を
構
成
す
る
要
員
に
つ
い
て
は
、毎
年
特
定
の
役
割
に
偏
らな
い
よう
に
配
慮
す
る
。

（
１
）
実
施
者
（
主
語
）
の
適
正
化

（
２
）
記
載
の
適
正
化
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